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 令和元年壱岐市議会定例会12月会議を、次のとおり開催します。 

   令和元年11月27日 

                             壱岐市議会議長 豊坂 敏文 

１ 期 日  令和元年12月４日（水） 

２ 場 所  壱岐市議会議場（壱岐西部開発総合センター２Ｆ） 

────────────────────────────── 

令和元年壱岐市議会定例会12月会議 審議期間日程 

日次 月 日 曜日 会議の種類 摘       要 

１ １２月 ４日 水 本会議 

○再開      ○会議録署名議員の指名 

○審議期間の決定 ○諸般の報告 

○行政報告    ○議案の上程 

○議案説明 

２ １２月 ５日 木 

休 会 

○発言（質疑）通告書提出期限（正午） 

３ １２月 ６日 金  

４ １２月 ７日 土 
（閉庁日） 

５ １２月 ８日 日 

６ １２月 ９日 月 

本会議 

○議案審議（質疑、委員会付託） 

７ １２月１０日 火 ○一般質問 

８ １２月１１日 水 ○一般質問 

９ １２月１２日 木 ○一般質問 

１０ １２月１３日 金 委員会 ○常任委員会 

１１ １２月１４日 土 
休 会 （閉庁日） 

１２ １２月１５日 日 

１３ １２月１６日 月 委員会 ○予算特別委員会 

１４ １２月１７日 火 
休 会 

（議事整理日） 

１５ １２月１８日 水  

１６ １２月１９日 木 本会議 

○議案審議（委員長報告、討論、採決） 

○追加議案審議（説明、質疑、委員会付託省略 

        討論、採決） 
○閉会 
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令和元年壱岐市議会定例会12月会議 上程案件及び議決結果一覧（1/3） 

番 号 件    名 
結   果 

審査付託 本会議 

議案第31号 
壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定に
ついて 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第32号 
壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の制定について 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第33号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部改正について 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第34号 
壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部
改正について 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第35号 
壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期
付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第36号 
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第37号 壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の制定について 
総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第38号 
壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につ
いて 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第39号 壱岐市種苗生産施設条例の一部改正について 
産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第40号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について 
産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第41号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱岐出会いの
村） 

産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第42号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市猿岩物産
館） 

産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第43号 公の施設の指定管理者の指定について（壱岐風民の郷） 産業建設常任委員会 継続審査 

議案第44号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市営印通寺
共同店舗） 

産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第45号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市国民宿舎
壱岐島荘） 

産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第46号 第３次壱岐市総合計画の策定について 
産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第47号 消防ポンプ自動車購入契約の変更について 
総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第48号 令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号） 
予算特別委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第49号 
令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号） 

総務文教厚生常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

議案第50号 
令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第
２号） 

産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 
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令和元年壱岐市議会定例会12月会議 上程案件及び議決結果一覧（2/3） 

番 号 件    名 
結   果 

審査付託 本会議 

議案第51号 令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号） 
産業建設常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（12／19） 

同意第２号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第３号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第４号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第５号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第６号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第７号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第８号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第９号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第10号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第11号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第12号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第13号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第14号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第15号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第16号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第17号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第18号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第19号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 

同意第20号 壱岐市農業委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（12／19） 
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令和元年壱岐市議会定例会12月会議 上程案件及び議決結果一覧（3/3） 

番 号 件    名 
結   果 

審査付託 本会議 

 議員派遣の件 ― 
原案のとおり決定 

（12／19） 

 委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件 ― 
原案のとおり決定 

（12／19） 

 

 

 

 

令和元年壱岐市議会定例会12月会議 上程及び議決件数 
市長提出 上程 可決 否決 撤回 継続  議員発議 上程 可決 否決 継続 

条例制定、 

一部改正、廃止 
１０ １０     

発議(条例制定) 
  (一部改正) 

    

予算 ４ ４     発議（意見書）     

その他 ２６ ２５   １  決議・その他   
  

報告 
  

   
 

計   
 

 

決算認定 

 (内前回継続) 
     

 請願・陳情等 
 (内前回継続) 

    

計 ４０ ３９   １ 
 

計     
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令和元年壱岐市議会定例会12月会議 一般質問一覧表 

月日 順序 議 員 氏 名 質  問  事  項 ページ 

12
月
10
日
（
火
） 

１ 町田 正一 
ＳＤＧｓについて 

62～75 
壱岐市の教育問題について 

２ 鵜瀬 和博 

防災対策について 

76～88 高齢者の運転支援について 

ＣＯＺＩＫＩ事業について 

３ 清水  修 
幼児教育・保育無償化の現状と課題について 

88～98 
ＵＩターンの強化について 

４ 山川 忠久 

ＳＤＧｓの取り組みについて 

98～109 松永安左エ門記念館について 

公用車のドライブレコーダー搭載について 

12
月
11
日
（
水
） 

５ 市山  繁 

県要望と今後の取り組みについて 

112～125 
郷ノ浦港ジェットフォイル専用浮き桟橋の要望について 

中山干拓中央線の水没について 

大型店出店による道路整備について 

６ 小金丸益明 

空家対策に行政の積極的介入で関係人口を増やすべきでは
ないか 

125～135 「地域おこし企業人」の導入をすべきではないか 

郷ノ浦港の整備について 

７ 山内  豊 
債権管理条例について 

135～148 
壱岐市福岡事務所閉所に伴うデメリット対策について 

８ 音嶋 正吾 

気候非常事態宣言とＳＤＧｓについて 

149～160 火災現場の指令の在り方について 

対馬市との連携強化について 

12
月
12
日
（
木
） 

９ 久保田恒憲 

補助金、公費を使ったイベントの費用対効果の説明を求め
る 

162～173 壱岐市の活性化のためにはスクラップ＆ビルドが必要との
方針で数々の事業に取り組まれているがビルドは目立つが
スクラップが見えない 

10 植村 圭司 

観光地整備のあり方について 

173～186 市民への情報周知を積極的に 

壱岐市東京事務所の活用方法について 
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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 12 月 会 議 会 議 録（第１日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    令和元年12月４日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
２番 山内  豊 

３番 植村 圭司 

日程第２ 審議期間の決定 16日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 行政報告 市長 報告 

日程第５ 議案第31号 
壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する

条例の制定について 
総務部長 説明 

日程第６ 議案第32号 
壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定について 
総務部長 説明 

日程第７ 議案第33号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について 
総務部長 説明 

日程第８ 議案第34号 
壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関す

る条例の一部改正について 
総務部長 説明 

日程第９ 議案第35号 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の一部改正について 

総務部長 説明 

日程第10 議案第36号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

総務部長 説明 

日程第11 議案第37号 
壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の

制定について 
総務部長 説明 

日程第12 議案第38号 
壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部改正について 
市民部長 説明 

日程第13 議案第39号 
壱岐市種苗生産施設条例の一部改正につい

て 
農林水産部長 説明 

日程第14 議案第40号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について 企画振興部長 説明 

日程第15 議案第41号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐出会いの村） 
農林水産部長 説明 

日程第16 議案第42号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市猿岩物産館） 
農林水産部長 説明 

日程第17 議案第43号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐風民の郷） 
農林水産部長 説明 
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日程第18 議案第44号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市営印通寺共同店舗） 
企画振興部長 説明 

日程第19 議案第45号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市国民宿舎壱岐島荘） 
企画振興部長 説明 

日程第20 議案第46号 第３次壱岐市総合計画の策定について 企画振興部長 説明 

日程第21 議案第47号 消防ポンプ自動車購入契約の変更について 消防長 説明 

日程第22 議案第48号 
令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第

６号） 
財政課長 説明 

日程第23 議案第49号 
令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号） 
保健環境部長 説明 

日程第24 議案第50号 
令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 
建設部長 説明 

日程第25 議案第51号 
令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号） 
建設部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 土谷 勇二君       ６番 久保田恒憲君 

７番 音嶋 正吾君       ９番 小金丸益明君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 赤木 貴尚君 

16番 豊坂 敏文君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 
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事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

総務部長 ……………… 久間 博喜君  企画振興部長 ………… 本田 政明君 

市民部長 ……………… 石尾 正彦君  保健環境部長 ………… 髙下 正和君 

建設部長 ……………… 永田秀次郎君  農林水産部長 ………… 谷口  実君 

教育次長 ……………… 堀江 敬治君  消防本部消防長 ……… 下條 優治君 

総務課長 ……………… 中上 良二君  財政課長 ……………… 松尾 勝則君 

会計管理者 …………… 松本 俊幸君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。会議に入る前にあらかじめ御報告いたし

ます。壱岐新報社ほか２名の方から報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、許可を

いたしております。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから令和元年壱岐市議会定例会１２月会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 １２月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、２番、山内豊議員、３番、

植村圭司議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．審議期間の決定 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第２、審議期間の決定を議題とします。 

 １２月会議の審議期間につきましては、去る１１月２９日に議会運営委員会が開催され、協議

をされておりますので議会運営委員長に対し、協議結果の報告を求めます。小金丸議会運営委員

長。 

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 登壇〕 

○議会運営委員長（小金丸益明君）  皆さん、おはようございます。議会運営委員会の報告をいた

します。 
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 令和元年壱岐市議会定例会、１２月会議の議事運営について協議のため、去る１１月２９日に、

議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告をいたします。 

 審議期間の日程案につきましては、タブレットに配信いたしておりますが、本日から１２月

１９日までの１６日間と申し合わせをいたしました。 

 本定例会１２月会議に提案されます案件は、条例の制定４件、条例の一部改正６件、令和元年

度補正予算関係４件、その他７件の合計２１件となっております。 

 本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の説明を受け、その後、本日送付され

た議案の上程、説明を行います。 

 議案に対する質疑並びに予算に関する発言の通告をされる方は、あす１２月５日、木曜日の正

午までに通告書の提出をお願いいたします。 

 １２月９日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、所管の委員会へ審査付託を行いますが、

質疑をされる方はできる限り事前通告をされるようお願いいたします。 

 なお、上程議案のうち、議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）について

は、特別委員会を設置して審査することを確認いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 また、予算について質疑される場合においても、特別委員長宛てに質疑の通告を提出されます

よう、あわせてお願いをいたします。 

 １２月１０日、１１日、１２日の３日間で、一般質問を行います。 

 １２月１３日に各常任委員会を開催し、１２月１６日は予算特別委員会を開催いたします。 

 １２月１７日は、議事整理日として休会し、１２月１９日に本会議を開催し、各委員長の報告

を受けた後、議案等の審議、採決を行い、全日程を終了したいと思います。 

 また、本定例会の審議期間中に人事案件１９件が追加議案として、提出される予定であります

が、委員会付託を省略し、全員審査を予定いたしております。 

 以上が、令和元年壱岐市議会定例会１２月会議の審議期間日程案であります。 

 円滑な運営に御協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  お諮りします。１２月会議の審議期間は、議会運営委員長の報告のとお

り、本日から１２月１９日までの１６日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、１２月会議の審議期間は、本日から

１２月１９日までの１６日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 
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○議長（豊坂 敏文君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 令和元年壱岐市議会定例会１２月会議に提出され、受理した議案は２１件であります。 

 次に、監査委員より、例月出納検査の報告書が提出されております。その写しをタブレットに

配信しておりますので、御高覧をお願いします。 

 次に系統議長会であります。 

 １０月１６日から１７日にかけ、令和元年度長崎県市議会議長会行政視察に出席をいたしまし

た。 

 青森市議会において、「インバウンド観光振興」、「文化交流施設・ねぶたの家・ワラッセ」

について、説明を受けました。今後の壱岐市におけるインバウンドの施策及び交流人口の拡大等

に参考にしていくよう考えております。 

 次に、１０月２４日、長崎市において開催されました、「九州市議会議長会第３回理事会」に

出席をいたしました。会議では、役員の補欠選任、事務報告が行われ、その後各支部から提出の

１６議案の審議がなされ、全国市議会議長会第１０７回評議員会へ提出の正議案２件、予備議案

１件を決定いたしました。 

 また、次回理事会を「熊本県八代市」にて開催するように決定がなされたところであります。 

 次に、１１月１２日東京都において「第３８回離島振興市町村議会議長全国大会」が開催され、

谷川衆議院議員をはじめ、各政党の代表者より離島に対する強い決意の御挨拶を受けました。会

議では、「離島振興の促進」等１４項目の要望事項及び特別決議として、２項目が全て満場一致

で原案のとおり採択されました。本大会で決議されました事項について、政府・国会に対して強

力に実行運動を展開していくことを確認されました。 

 翌日１３日には、衆議院第２議員会館において、「長崎県離島振興市町村議会議長会」と「長

崎県町村議会議長会」の合同による地元選出国会議員に対しまして、本土との格差を縮小し、豊

かで活力のある社会を建設するため、各施策の推進、離島関係予算の確保に対する要望活動を行

ったところであります。 

 次に、１１月２１日に五島市におきまして、長崎県離島３市２町による、市長・町長・議長会

議が開催され、「公的病院の再編・統合」、「国保の県内統一化に向けた考え方」「十八・親和

銀行の店舗統合」についての意見を交換し、全ての課題について、３市２町で情報共有をし、連

携して取り組むよう確認をいたしました。次年度は対馬市において開催が決定したところであり

ます。 

 次に、１１月２７日午後１時より長崎県庁において、「長崎県離島振興市町村議会議長会」と

「長崎県町村議会議長会」、「国境離島市町議会連絡協議会」合同による要望を知事が不在のた

め、平田副知事に対し行いました。壱岐市からは、「空港の整備について」特に、調査費に対す
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る要望をお願いしたところでございます。 

 また、終了後、合同による「議長・副議長・事務局長研修会」が開催され、平田副知事より

「長崎県２０４０年研究報告・変わりゆく長崎県」及び、オフィスアイム代表森川あやこ氏によ

る「出会いの瞬間にハートをキャッチ、惹きつける印象術」と題し、講演が行われました。 

 以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わります。詳しい資料につきましては、事務局に

保管されておりますので、必要な方は御高覧をお願いいたします。 

 次に、１０月２９日東京都において開催されました「東京壱岐雪州会」に壱岐からも私を含む

２３人が出席をいたしました。久原会長の挨拶に始まり、市長より壱岐市の現況報告、振興局長

より長崎県内の状況報告がなされました。東京壱岐雪州会の今後ますますの御発展と会員皆様の

御活躍をお祈り申し上げたいと思います。 

 次に、１０月３１日長崎県庁におきまして、白川市長及び山本県議とともに、中村知事及び西

川県議会副議長に対し、壱岐市及び壱岐市議会の連名で、「空港の整備等について」及び「磯焼

け対策に関する支援の拡充について」「クロマグロの漁獲枠の拡大及び資源管理に伴う支援につ

いて」ほか７項目の単独要望を行ったところであります。 

 定例会１２月会議において、議案等説明のため、白川市長をはじめ、教育委員会教育長に説明

員として出席を要請しておりますので、御了承を願いいたします。 

 以上で、私からの報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第４、行政報告を行います。白川博一市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  おはようございます。新しい時代を迎えた本年、令和元年も師走に入り

残り少なくなってまいりました。本日ここに、令和元年壱岐市議会定例会１２月会議に当たり、

前会議から本日までの市政の重要事項、及び今回補正予算に計上した主な内容等について御報告

申し上げ、議員皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 さて、令和元年秋の叙勲において、本市から、行政相談委員の真上征治様が行政相談功労とし

て瑞宝双光章を、元日本郵政公社職員・特定郵便局長の松本久一様が郵政事業功労として瑞宝双

光章を、元勝本町消防団分団長の福田靖人様が消防功労として瑞宝単光章を、それぞれ受章され

ました。 

 また、令和元年度ながさき農林業大賞において、本市からは農産部門で農事組合法人平人営農

組合様、しまの農林業経営部門に柳川信行様、地産地消・食農部門に勝本地区納豆生産組合様が

運営委員会長賞を受賞され、同じくながさき水産業大賞において、株式会社若宮水産様が運営委
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員会長賞を受賞されました。 

 さらに、本年度の県民表彰において、消防・防災功労として、壱岐市消防団長の岩永章様が、

社会福祉功労として、民生委員児童委員の川口令子様、保護司の蓑田直美様、同じく保護司の坂

口鉄生様が、産業功労として、壱岐市商工会長の吉田寬様が、それぞれ受賞されました。 

 このたび、叙勲、表彰の栄に浴された皆様に対し、今日まで築かれた御功績に、深甚なる敬意

を表しますとともに、心からお慶び申し上げます。 

 さて、１０月３１日に、長崎県並びに長崎県議会へ、壱岐市・壱岐市議会連名の単独要望を行

いました。中村知事をはじめ幹部職員、そして県議会では、西川克己副議長様に御対応いただい

たところであります。本市からは、山本啓介県議会議員にも御同席いただき、１０項目の要望書

を豊坂議長とともに提出したところであります。 

 本年度の重点要望項目として、「空港の整備について」「磯焼け対策に関する支援の拡充につ

いて」「クロマグロの漁獲枠の拡大及び資源管理に伴う支援について」の３項目を御説明申し上

げました。 

 この中で、「磯焼け対策に関する支援の拡充について」「クロマグロの漁獲枠の拡大及び資源

管理に伴う支援について」は、国への予算確保等についての要望等連携を図りながら取り組むこ

とで御回答をいただきましたが、「空港の整備等について」では、更新時期を迎えたＱ２００型

機にかわる機種についての検討が進められていることの説明がある一方で、空港の整備について

は、多額の費用を要することや採択条件、用地の確保等困難な状況にあり、調査費の確保につい

ては厳しい旨の説明を受けました。 

 しかしながら、有人国境離島法の制定や交流人口拡大に向けた施策、あるいはインバウンドの

推進等環境が大きく変わる中で、定期航空路の維持存続だけではなく、福岡・大阪あるいは東京

からのチャーター便などを視野に入れた施策が必要であり、そのためには、運行が想定される機

種が離発着できる最低１,５００メートル以上の滑走路を有する空港の整備が必要であることを

再度申し上げました。壱岐市の将来を見据え、今後も引き続き、強く要望してまいりたいと考え

ております。このほかの要望項目も、本市にとって極めて重要な施策であり、御理解をいただく

よう引き続き協議を重ね、県との連携を密にし、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。 

 次に、スマートニュース「壱岐市チャンネル」の開設についてでございますが、スマートニ

ュースは、スマートニュース株式会社が運営するスマートフォン・タブレット向けニュースアプ

リで、世界中の良質な情報を必要な人々に送り届けることを目的に、日米で５,０００万ダウン

ロードを超えるなど、日本最大級の情報発信アプリであります。このスマートニュースにおける

「壱岐市チャンネル」を、去る１１月２２日に、全国の市町村としては、初めて開設をいたしま

した。 
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 これにより、壱岐市の公式情報や市政情報、移住、観光情報、また最新ニュースやグルメ・イ

ベント等、本市に関する幅広い情報が発信されることになり、壱岐市のさらなるＰＲ等につなが

ることになります。今後も、あらゆる機会を利用し、壱岐市の情報発信に積極的に取り組んでま

いります。 

 次に、市民皆様が主体となった協働のまちづくり実現に向けて、小学校区を単位とした、まち

づくり協議会の設立を推進しておりますが、本市で最初のまちづくり協議会が三島小学校区にお

いて１０月１日に設立されました。 

 そのほかにも、１１地域におきまして、設立準備委員会または幹事会が立ち上がり、設立に向

けた準備が進められております。集落支援員については、既に６地域で配置または決定がなされ、

その他４地域において、公募中であります。 

 また、まちづくり協議会の拠点となる施設についても、インターネット環境をはじめとする環

境整備を実施しているところであり、今回、整備に係る補正予算を計上いたしております。 

 今後も、ＳＤＧｓ未来課及び地域担当職員を中心に、全職員総力を挙げて、まちづくり協議会

設立に向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、市民皆様にＳＤＧｓに興味・関心を持っていただくきっかけを作るため、１１月１６日、

弁天崎公園で「ＳＤＧｓフェスティバル」を開催し、市内外から約８５０人の方々に御来場いた

だきました。 

 このイベントは、市民皆様を含めた実行委員会を立ち上げ、さらに本市のＳＤＧｓの取り組み

に御賛同いただいた多くの企業とともに企画を練った、まさに市民協働・官民連携のイベントと

なりました。 

 イベント内容としては、水素自動車や移動電源車のデモンストレーションのほか、ドローン自

動航行の飛行試験や電動キックスクーター試乗等、未来社会の一端に触れることができるもので

ありました。 

 また、壱岐の今後の可能性やこれからの働き方などについて、それぞれの分野の第一線で活躍

されている方々によるトークセッションのほか、セイタカアワダチソウを使った草木染めや壱岐

オリジナルのＳＤＧｓカードゲームなど、ＳＤＧｓを楽しく学ぶ機会も提供できたものと考えて

おります。 

 今後もＳＤＧｓを市民皆様により身近に感じていただけるよう、様々な機会を設け、ＳＤＧｓ

の浸透を図るとともに、効果的な情報発信に努めてまいります。 

 去る１０月２３日、株式会社キャニオン・マインド及び株式会社九電ビジネスフロントとＳＤ

Ｇｓ推進に関する連携協力協定を締結いたしました。 

 キャニオン・マインドにおかれては、３０年の長きにわたり幼児教育から大学受験対策、さら
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には障害児・病児教育等、オンラインによる遠隔教育の指導実績がございます。 

 また、九電ビジネスフロントにおかれましては、九州電力株式会社のグループ企業として、人

材派遣・紹介、教育研修等、総合人材サービス事業を展開されております。 

 今回の連携協力協定では、キャニオン・マインドが独自開発されたオンライン遠隔教育システ

ムや、九電ビジネスフロントの豊富な人材とその育成ノウハウを活用し、本市における人材育成、

教育格差の解消及び先進的教育モデルの構築と並行しながら、人材活用、働く場の創出及び雇用

の拡大を目指して締結したものであります。 

 この連携協力協定を受け、キャニオン・マインドが既にテレワークセンター内に拠点を設けら

れておりまして、地元に根ざした幅広い交流が行われることを期待するとともに、本市の掲げる

「壱岐（粋）なソサイエティー５.０」の実現に向けて、連携を図ってまいります。 

 次に、第３次壱岐市総合計画については、昨年度から策定に取り組み、９月に骨子案がまとま

ったことから、１０月に市民皆様から広く御意見をお聞きするためパブリックコメントを実施し、

その後、壱岐市総合計画審議会で最終的な御審議をいただき、去る１１月２２日に答申を受けた

ところであります。 

 今回の第３次壱岐市総合計画は、これまで別建てであった総合戦略を包含し、さらにＳＤＧｓ

の理念を盛り込んだ計画として、向こう５年間の本市のまちづくりについて策定しております。

今後は、本計画の目標達成並びに本市の地方創生を全力で推進してまいりますので、議員皆様、

市民皆様の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 さて、本市の政策顧問である松田智生氏が提唱されている逆参勤交代構想は、首都圏などの大

都市の企業社員が期間限定かつ交代制で地方に勤務することで、働き方改革と地方活性化の同時

実現を目指すものであります。 

 今回、９月２７日から２９日にかけて、本市においてトライアル逆参勤交代が開催され、参加

者及び関係者１６名が来島されました。今回、内閣府から３名及び長崎県から１名が視察に見え

られ、本事業への期待の高さが感じられたところであります。 

 本市の課題である人口減少問題や地域活性化等について、参加者の皆様と、市民団体の「たち

まち」、移住者の皆様、こころ医療福祉専門学校等との意見交換が行われ、最終日には参加者一

人一人から課題解決に向けた提案を受け、松田政策顧問からは「プラチナ大学壱岐分校」の開校

など次年度以降の取り組みについて御提案をいただいたところであります。 

 １０月３０日には、本事業の総括となる東京講座が開催され、参加された企業の中から本市の

地方創生に寄与したいとの積極的な御意見をいただくなど、本市にとって今後につながる貴重な

関係性を築くことができたものと考えております。 

 今後は、本事業により多くの関係人口創出や企業との連携による地方創生の取り組みを進めて
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まいります。 

 さて、壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者の引き継ぎにつきましては、去る１０月１１日

に協定書に基づく引き継ぎの合意に至ったところであります。 

 この間、市民皆様には、大変御心配おかけいたしましたことを、心からおわびを申し上げます。 

 現在、市民皆様に対し、回覧やケーブルテレビ、市広報紙を通じて、通信の秘密や個人情報の

取り扱いについて、同意はがきの提出をお願いしているところであり、１１月末現在において、

契約をいただいております９,７１４件のうち７,８７２件、８１％の方々から御回答をいただい

ております。 

 今後も、御回答をいただいていない方に対しましては、引き続き、現指定管理者と連携し、は

がきの提出についてお願いをするとともに、来年４月１日にスムーズな移行ができるよう努めて

まいります。 

 また、今回の補正予算において、再構築費用を減額し、合意に基づく関連する所要の予算を計

上いたしております。 

 次に、災害復旧についてでございますが、農地・農業用施設等災害について、平成２９年度発

生分における今年度に繰り越した、国庫補助金交付決定箇所の１１月末現在までの発注状況は、

２８４地区中２７９地区となり、残り５地区となっております。平成２９年災は、制度上、災害

発生から３カ年で復旧することが義務づけられており、鋭意復旧を進めております。このため、

平成３０年発生分の６４地区については、災害復旧計画におくれが生じたため、全てを繰り越す

予定であります。 

 また、令和元年度災害につきましては、郷ノ浦町平人触において大規模な農地保全施設の災害

が発生しており、当該箇所を含め約３０カ所について、１２月中に国庫補助対象の査定を受検す

る予定であります。 

 公共土木施設災害につきましては、平成２９年１２月から工事発注を行い、順次復旧を進めて

おります。現在までの進捗状況は、国庫補助災害２７９カ所全てを工事契約し、内２７１カ所が

完成しており、またそのほか単独災害についても、８４カ所中７９カ所を契約し、うち７５カ所

が完成いたしております。 

 平成３０年発生災害は、国庫補助災害２８カ所でありましたが、２８カ所全てを契約し、うち

１４カ所が完成しております。 

 令和元年に発生した国庫補助災害については、道路災害１０カ所、河川災害２カ所、計１２カ

所で被害額４,０００万円であり、またそのほか、単独災害が道路災害１６カ所で被害額

３,０００万円であります。以上の災害につきましては、１２月から実施設計を進め工事発注を

行い、順次復旧に努めてまいります。 
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 次に、交流人口の拡大についてでございます。まず、観光振興でございますけれども、去る

１０月６日、一支国博物館の開館以来の入館者数が１００万人に到達いたしました。平成２２年

３月の開館から来年３月には１０周年を迎えますが、これまで本市の歴史や文化を島内外に情報

発信する拠点施設として、また観光客誘客の核となる施設としてさまざまな事業を展開するとと

もに、市民皆様の憩いの場となるよう取り組んでまいりました。 

 １１月１７日には「令和ゆかりの地・壱岐」と題し、万葉公園開園５０周年に合わせたイベン

トを行いました。御承知のとおり、新元号「令和」の典拠は万葉集であり、令和の始まりの年に

万葉公園は５０周年を迎えております。 

 このイベントは、壱岐の島にも万葉集ゆかりの地が存在することを島内外へ情報発信するため

開催したものであり、犬養万葉記念館の岡本三千代館長による講話や大宰府万葉会による歌語り、

壱岐文化協会及び壱岐文化団体協議会の皆様による短歌創作コンテストなどを実施いたしました。

イベント当日は、東京・関西方面から、ツアー参加者の皆様にも御参加いただき、地元の多くの

お客様とともににぎわいました。首都圏や関西方面へのツアー募集による広告効果を含め、イベ

ント自体を新聞報道等で取り上げていただいており、効果的な情報発信ができたものと考えてお

ります。 

 また、このたび、東京壱岐雪州会、東海壱岐の会、関西壱岐の会、福岡壱岐の会の皆様から、

本市への来島を歓迎する横断幕を御寄贈いただき、郷ノ浦港ターミナルと観光案内所及び芦辺港

ターミナルに設置いたしました。印通寺港については、既存の歓迎案内表示がなされておりまし

たが、これまで郷ノ浦港と芦辺港には、下船の際すぐに目に入る位置に歓迎の横断幕等がなかっ

たため、今回寄贈いただいた横断幕は、来島される多くの皆様の目に留まる場所に設置しており

ます。各壱岐の会の皆様には、これまでも故郷・壱岐のためさまざまな御尽力をいただいており、

このたびの歓迎横断幕の寄贈について、大変ありがたく、深く感謝を申し上げる次第であります。 

 １０月１９日に開催した神々の島壱岐ウルトラマラソン２０１９は、多くの皆様から御協力を

いただき、おかげをもちまして事故もなく、盛会に終了することができました。大会運営に御協

力をいただきました皆様へ、改めてお礼を申し上げます。 

 ことしの大会には、全国各地から６９５人のエントリーをいただき、絶好のマラソン日和のも

と、１００キロに４１４人、５０キロに２０６人、総勢６２０人のランナーが出走されました。 

 沿道の市民皆様の温かい御声援が、健脚を競うランナーの大きな力となり、完走率は１００キ

ロが６８.１％、５０キロが８６.９％となりました。 

 ランナーの皆様からは、「次回も必ず参加したい」、「景色も、途切れない沿道の声援もすば

らしかった」、「間違いなく全国トップクラスの大会」、「子供たちの手づくりの、のぼりや手

紙に感動した」など、多くのうれしい声が寄せられており、全国のランナーが集まるインターネ
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ットサイトであるランネットにおける大会ランキングでは、ウルトラマラソン大会の部門で全国

２位の評価をいただいております。 

 過去大会の反省点や課題等を検証し実施したことしの大会は、官民連携によるおもてなしがよ

り充実したものとなり、経済効果も考慮すると、まちづくりイベントとして大きな成果を挙げた

ものと捉えております。 

 長時間にわたる本大会を献身的に支えていただいたボランティアの皆様、沿道からの温かい声

援やコース周辺の交通規制等、円滑な大会運営に御理解をいただいた市民皆様、協賛及び支援を

いただいた事業所及び各種団体の皆様など、今大会を支えていただいた全ての皆様に心から感謝

を申し上げます。 

 来年は、第５回大会となり一つの節目を迎えます。ランナーの皆様をはじめ、大会運営に携わ

っていただいた皆様の声を一つひとつ真摯に受けとめ、さらなる進化を図り、日本一満足度の高

いウルトラマラソン大会を目指して取り組んでまいります。 

 次に、産業の振興についてでございます。まず、農業でございますけれども、本年度の水稲の

作況指数は、長崎県全体では９４でございましたけれども、壱岐市においては１０１と平年を上

回る発表がなされました。１０月３０日現在の等級成績は、早期米については、「コシヒカリ」

の一部が１等でありましたが、高温耐性のある「つや姫」は全て１等でありました。 

 普通期米については、８月以降の長雨、台風等で日照不足により、「にこまる」と「なつほの

か」は全て２等でありました。葉たばこにつきましては、移植後、生育も順調に推移し、壱岐全

体の平均収量は、１０アール当たり２９９キロと昨年を大きく上回る豊作となりました。９月

２５日から３０日にかけて行われた葉たばこ販売では、１キロ当たりの代金は１,８３４円と昨

年を下回りましたが、１０アール当たり代金は５４万７,４２７円と近年にない高成績でありま

した。 

 畜産につきましては、令和４年の全国和牛能力共進会鹿児島大会を見据え、産地間競争に打ち

勝つための牛づくりと、「壱岐牛」のさらなる銘柄確立を図ることを目的として、１０月２３日

に第９回壱岐市和牛共進会が開催され、各地区から選考された４１頭が集う中で、第１部は箱崎

の富田大樹様、第２部は箱崎の松永靖子様、第３部は那賀の吉井文数様、第４部は箱崎の山本直

子様がそれぞれ優秀賞を獲得され、また、その中で第３部の吉井文数様のけいこ号がグランドチ

ャンピオンに輝きました。 

 また、９月９日に福岡食肉市場で開催された「肉牛の部」に２１頭が出品され、山本満年様が

見事金賞を獲得されました。この共進会を通じて、肉用牛農家の生産意欲の高揚と経営安定が図

られることを期待するものであります。 

 肉用牛経営における子牛の販売は、繁殖農家の減少に伴い全国的に高値で推移しておりますが、
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一方で肥育農家においては厳しい経営を強いられております。１２月１日、２日に開催された子

牛市では、平均価格が１０月市と比較し、１頭当たり約７,５００円高の平均７９万１,０００円

となっており、依然高値での取引となっております。 

 今後も、産地維持のため関係機関と連携を図り、繁殖基盤の強化を推進してまいります。 

 また、緑化推進活動の一環として、１１月２日に筒城浜一帯において「森林のつどい」を開催

し、壱岐市内の緑の少年団や各小学校の児童並びに保護者の皆さんによる植樹活動及び育樹活動

を行いました。当日午前に開催された、壱岐地区緑の少年団地域交流会では、市内４つの緑の少

年団の活動発表が行われ、優良発表団体に郷ノ浦緑の少年団（渡良小学校）が選ばれ、今月８日

に諫早市で開催される長崎県交流集会への出場が決定しております。これらの活動は、次代を担

う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育て、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊

かな人間に育っていくために意義深い活動となっております。 

 水産業の振興につきましては、本年４月から１０月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期

と比較いたしますと、漁獲量は９３３トンの３９.２％減、漁獲高は９億２,５００万円の

３７.９％減と漁獲量、漁獲高とも大幅に減少しております。主な原因といたしましては、全国

的なイカ類の不漁や資源管理のためのクロマグロの漁獲抑制、磯焼けによる藻場の消失などが考

えられます。 

 先ほど申し述べましたが、本年度の長崎県への要望において、クロマグロの漁獲制限について

は、沿岸漁業の漁獲枠拡大、資源管理に伴う減収補填措置の充実、放流支援の充実等、国への働

きかけを要望し、あわせて、磯焼け対策についても植食性動物の駆除等に関する支援の拡充を要

望したところでございます。 

 また、去る１１月１日付で海の資源回復担当の地域おこし協力隊として濵野陽平氏を委嘱いた

しました。壱岐栽培センターでの種苗生産や水産資源改善、藻場回復等に取り組んでいただき、

本市の水産資源の早期回復が図られることを期待いたしております。 

 依然として、本市水産業は大変厳しい状況が続いておりますが、今後も引き続き漁業者の皆様

そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図り、有人国境離島法による制度を活用した施策等、水

産振興に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、去る１１月６日、福岡大学において、福岡大学と壱岐医師会及び壱岐市の三者において、

保健・医療に関する連携協定を締結いたしました。本協定は、保健・医療分野において相互に協

力し、壱岐市における疾病の予防及び健康寿命の延伸に努め、地域社会の健全な発展とそれを支

える人材の育成に寄与することを目的としております。 

 これまで福岡大学、壱岐市及び壱岐医師会では、連携して慢性腎臓病の予防に取り組んでまい

りましたが、一定の成果を上げつつあることを受けて、長崎県壱岐病院院長から正式に協定を締
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結し、さらに連携を推し進めたいとの提案があり今回の連携協定の締結となりました。 

 協定締結により、慢性腎臓病等のさらなる予防促進をはじめ、壱岐市における保健・医療に関

する全般的な改善、及び福岡大学における研究活動の充実・向上、さらには地域社会との連携・

交流活動の促進により、壱岐市民皆様の健康増進並びに健康寿命の延伸につながるよう取り組ん

でまいります。 

 さて、芦辺中学校校舎改築及び改修工事については、工事遅延による御迷惑をおかけしており

ましたが、１１月１日から新しい校舎での教育活動を開始しいたしております。 

 同日午前８時から、教育委員会、学校及び生徒会により移転式を兼ねた開校式を執り行い、教

育長より新芦辺中学校が芦辺町中野郷西触４００番地１でスタートすることを宣言いたしました。 

 移転作業には、保護者や地域の皆様をはじめ多くの方々の御協力をいただき、事故等もなく、

無事に行うことができました。１１月１３日には文化祭が開催され、保護者の皆様に新校舎のお

披露目を行ったところであり、一般の方々の見学についても、随時対応可能としております。 

 また、スクールバスについても田河・八幡・芦辺地区の新ルートで計画どおり運行ができてお

り、今後も、次代を担う生徒たちが安全で快適な環境で学ぶことができるよう、学校施設整備の

充実を図ってまいります。 

 なお、本工事の遅延について、建築主体工事受注者に対し、遅延日数に係る損害金を請求し納

付済みであります。また、本市の公共工事に対する信頼を失墜させ、市民皆様、学校現場及び議

会運営に多大な影響と混乱を招いたことから、壱岐市が発注する工事等の契約に係る入札参加資

格者の指名停止の措置要領第２条の規定により、指名停止の措置を行うとともに、その責任の所

在を明らかにするため、市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について、今回、議案

を提出いたしております。 

 次に、いきっこ留学制度についてでございますけれども、現在留学中の児童生徒１６名につい

て、次年度の留学等の意向調査を実施した結果、継続される方は１０名でありました。内訳は、

里親留学４名、孫戻し留学３名、親子留学３名となっており、残り６名の方は、中学校卒業及び

留学期間の満了となります。 

 また、令和２年度「いきっこ留学生」の募集を９月２日から１０月２５日まで行い、随時、学

校及び里親宅の見学並びに教育委員会面談等を実施した結果、新たな留学生として里親留学５名、

孫戻し留学１名、親子留学２名の計８名の申請があり、全員を「いきっこ留学生」として決定し

ております。これにより来年度の留学生は、現在時点で１８名となっております。 

 募集期間終了後も全国各地から問合せや学校見学等に来島されており、留学希望の内容等を慎

重に検討し、可能な限り受け入れを行いたいと考えております。 

 里親につきましては、新たに１名の申し込みがあり、計４名での受け入れの準備を進めており
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ます。今後とも、地域で留学生を受け入れていただくとともに、地域の学校を支援していただき

ますよう市民皆様の御協力をお願いいたします。 

 次に、防災、消防・救急についてでございますが、去る１０月６日に、郷ノ浦新港一帯におい

て、令和元年度壱岐市防災訓練を、関係機関２８組織４２９名の参加協力により行いました。訓

練は、壱岐市で震度６強の地震が発生して甚大な被害が発生したと想定し、大がかりで実践的な

内容により実施したところです。 

 また、原子力防災についても、１１月１日に、本市で７回目となる原子力安全連絡会が長崎県

の主催で開催され、市、県、九州電力、各関係機関の代表１６名が出席し、玄海原子力発電所に

関する防災対策などについて、情報の共有及び意見交換を行ったところであります。 

 さらに、１１月３０日には、玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した令和元年度長崎

県原子力防災訓練が、本市を含めた県内４市と長崎県、佐賀県、福岡県の３県合同で開催されま

した。多くの防災関係機関の参加により、本市においては、地域住民の避難訓練、緊急被ばく医

療訓練、福岡県中間市への広域避難訓練等を実施したところであります。 

 ことしは、８月に九州北部で発生した集中豪雨をはじめ、９月から１０月にかけて台風や集中

豪雨等が頻発し、東日本を中心に大規模かつ深刻な被害をもたらし、今もなお住民の方々の生活

に多大な影響を与えている地域もあります。 

 本市においては建物や農業施設の被害、倒木等があったものの、幸い大きな被害は発生してお

りません。また、台風接近に当たっても早めの警戒体制をとるなど対策を行ったところであり、

今後も、関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。 

市民皆様には、日ごろの備え、避難場所の確認等、自助、共助の強化をお願いいたします。 

 また、本年１月から１１月末日までの火災・救急発生状況は、火災２７件、救急１,６０３件

となっており、昨年同期と比較いたしますと、火災が６件の減、救急が２１件の増となっており

ます。これから年末年始にかけて火災の発生のしやすい時期となります。市民皆様には火の取り

扱いなど十分御注意願います。また、インフルエンザの発生しやすい季節となりますので、手洗

い、うがい等感染対策及び健康管理に注意されるよう、あわせてお願いをいたします。 

 次に、議案関係について御説明いたします。 

 本議会に提出した令和元年度補正予算の概要は、一般会計補正額は１億３,７００万円の減、

各特別会計の補正総額は９８０万７,０００円の増となり、本定例会に提出いたしました一般会

計、各特別会計の補正額の合計は１億２,７１９万３,０００円の減となります。 

 なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は２５０億１,９００万円で、特別会計につ

いては８６億４,０６８万５,０００円となっております。 

 本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定・改正にかかわる案件１０件、公の施設の指
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定管理者の指定にかかわる案件５件、計画の策定にかかわる案件１件、契約案件１件、予算案件

４件であります。何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さ

まざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各

位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで、行政報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第３１号～日程第２５．議案第５１号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第５、議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例

の制定についてから、日程第２５、議案第５１号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

２号）についてまで、以上２１件を一括議題とします。 

 ただいま上程いたしました議案について、提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日提出いたしましております議案につきましては、担当部長及び課長

に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  皆様おはようございます。議案第３１号から議案第３７号まで、続

けて説明をさせていただきます。 

 議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について御説明いたします。 

 壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。 

 提案理由でございますが、壱岐市立芦辺中学校校舎改築及び改修事業における完成の遅延に伴

い、発注者としての行政責任、また教育委員会事務局を統括する立場にある教育長の責任を明確

にするため、市長及び教育長の給料を１カ月間、１０分の１減額するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例、第１条、趣旨、第２条、市長及び教育長の給

料月額の減額として、令和２年１月の給料の額について１００分の１０を減じた額とするもので

ございます。 
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 附則として、第１項、施行期日、この条例は令和２年１月１日から施行するものでございます。

第２項は壱岐市長等の給与の特例に関する条例（平成２８年壱岐市条例第１号）は廃止をいたし

ます。 

 以上で議案第３１号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第３２号壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に

ついて御説明いたします。 

 壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり定める。本日の提出

でございます。 

 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員

の給与及び費用弁償について制定するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 第１条の趣旨でありますが、地方公務員法並びに地方自治法の規定に基づき、会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものであります。 

 次に、第２条でありますが、会計年度任用職員の定義として、まず、１週間当たりの勤務時間

が一般職員の勤務時間３８時間４５分と同様となるフルタイム会計年度任用職員、そしてそれに

満たない勤務時間となるパートタイム会計年度任用職員の２種類になります。フルタイムの会計

年度任用職員は、基本的には現在の第１種嘱託職員、第２種嘱託職員として、パートタイム会計

年度任用職員については、それ以外の臨時職員とするものであります。 

 第３条は会計年度任用職員の給与について定めるものでありまして、地方公務員法の規定に基

づき、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当を支給します。パートタイム会計年度任用

職員にあっては、報酬及び期末手当を給与として規定するものであります。 

 次に、第４条から第１７条までは、ただいま申し上げましたフルタイムの会計年度任用職員の

給与について定めたものでありまして、第４条の給料については、壱岐市職員の給与に関する条

例を準用すること、また、第５条では職務の級について定めたものでありまして、１１ページ、

１２ページの別表に定めるそれぞれの職務により、等級別の基準を設けているものであります。 

 また、第６条では、号給については、規則で定める基準に従い決定する旨を定めております。 

 次に、第１８条から第２６条については、パートタイムの会計年度任用職員の給与について定

めたものであります。パートタイム会計年度任用職員については、月額、日額、時間額での報酬

を定めるもので、それぞれの額の算出について定めたものであります。 

 第２７条、第２８条では、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について定めたものであ

りまして、これについても給与条例並びに壱岐市職員の旅費に関する条例の規定を準用するもの
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であります。 

 次に、雑則として、第２９条では給与からの控除について、第３０条では市長が特に必要と認

める会計年度任用職員の給与について、第３１条では委任事項について定めております。 

 次に、附則として、第１項、施行期日、この条例は令和２年４月１日から施行するものでござ

います。第２項、第３項については、令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特

例を規定しております。 

 以上で議案第３２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３３号壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について御説明いたします。 

 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、国家公務員の特別職等の給与に関する取り扱いの状況等踏まえ、壱

岐市議会議員の期末手当の支給率を調整するため所用の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 今回の改正は、国家公務員の特別職等の給与に関する人事院勧告に基づき、期末手当の支給率

を１００分の３４０にするものでありまして、現行の１００分の３３５から１００分の５を上乗

せするものでございます。 

 第１条は、壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとする

もののうち、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用するものを規定しております。

つまり、令和元年度の適用分でございます。 

 改正内容は、市議会議員の期末手当の支給率を現行の１２月期１００分の１６７.５を

１００分の１７２.５に改め、支給済みの６月期１００分の１６７.５と合わせて、年間１００分

の３４０とするものであります。現行より１００分の５の増加となります。第２条は、令和２年

４月１日から適用するものを規定しております。つまり令和２年度の適用分でございます。 

 改正内容は、市議会議員の期末手当の支給率について、６月期、１２月期をそれぞれの

１００分の１７０とし、年間、計１００分の３４０に改正するものであります。 

 新旧対照表につきましては、議案関係資料１の１ページ及び２ページに載せております。 

 附則として、第１項は、ただいま説明をいたしました施行期日及び適用日について規定をして

おります。第２項は、改正条例施行後における令和元年度分の期末手当の内払い及び差額支給に

ついて規定しております。 

 以上で議案第３３号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第３４号壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正につい
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て御説明をいたします。 

 壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。

本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、国家公務員の特別職等の給与に関する取り扱いの状況等を踏まえ、

市長、副市長、教育長の期末手当の支給率を調整するため、所用の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 今回の改正は、国家公務員の特別職等の給与に関する人事院勧告に基づき、期末手当の支給率

を１００分の３４０にするものであります。現行の１００分の３３５から１００分の５を上乗せ

するものでございます。 

 第１条は、壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正しようとするものの

うち、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用するものを規定しております。つまり、

令和元年度の適用分でございます。 

 改正内容は、市長、副市長、教育長の期末手当の支給率を、現行の１２月期１００分の

１６７.５を１００分の１７２.５に改め、支給済みの６月期１００分の１６７.５と合わせて、

１００分の３４０とするものでございます。 

 第２条は、令和２年４月１日から適用するものを規定しております。つまり、令和２年度の適

用分でございます。 

 改正内容は、市長、副市長、教育長の期末手当の支給率について、６月期、１２月期をそれぞ

れ１００分の１７０、年間、計１００分の３４０に改正するものであります。新旧対照表につき

ましては、議案関係資料１の３ページ及び４ページに載せております。 

 附則として、第１項は、ただいま説明いたしました施行日及び適用日について規定をしており

ます。第２項は改正条例施行後における令和元年度の期末手当の内払い及び差額支給について規

定をしております。 

 以上で議案第３４号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第３５号壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由につきましては、人事院の国家公務員の給与等に関する勧告に基づく本市職員の給与

等の改正等並びに地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、所用の改正を行うものであり

ます。 

 次のページをお開き願います。 
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 この議案第３５号の改正条例は、第１条から第４条及び附則の構成となっておりまして、改正

しようとする本則は、条例の種類、適用日の違いにより分ける条立ての改正方法をとっておりま

す。 

 第１条では、壱岐市職員の給与に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４１号）の一部を改正

しようとするもののうち、公布の日から施行し、平成３１年４月１日に遡及して適用するものを

規定しております。 

 別冊議案関係資料１の５ページから１１ページに改正条例の新旧対照表を載せております。左

が現行、右が改正案でございます。 

 ５ページをお開き願います。 

 第３３条第２項、第１号正規職員の勤勉手当１２月分の支給率を１００分の９７.５に改め、

年間１００分の１９０とし、１００分の５引き上げる旨を定めております。 

 次に、議案書２ページから１７ページまでは、給料表について改定しております。行政職給料

表においては、初任給を大卒１,５００円、高卒２,０００円の引き上げ及び若年層（３０歳台半

ばまで）のみの平均改定率０.１％の引き上げ改定を行っております。その他の給料表について

も、行政職給料表との均衡を基本に改定をしております。 

 次に、議案書１８ページをお願いいたします。 

 第２条は、壱岐市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもののうち、公布の日か

ら施行し、令和２年４月１日から適用するものを定めております。 

 別冊議案関係資料１の新旧対照表６ページをお願いをいたします。 

 第３条第１項については、給料に地域手当を追加するものでありますが、地域手当は東京都な

ど賃金の高い地域に勤務する際、支給するものでございまして、国家公務員については規定があ

り、また地方公務員においても、その地方自治体の状況や実態に応じて条例で規定されているも

のでございますが、今後の東京都への勤務等を見据え、地域手当を追加するもであります。 

 第１２条の２で規則委任しておりますが、地域手当については国家公務員の例により支給額を

決定をいたします。 

 第１４条については、住居手当の規定でありますが、人事院勧告に伴いまして、家賃額の下限

をこれまでの１万２,０００円から１万６,０００円に引き上げ、次のページに記載のとおり、そ

れぞれの住居手当の対象となる月額家賃と控除額をそれぞれ改正をしております。 

 次に、８ページをお願いをいたします。 

 第３３条第２項第１号は、令和２年度から期末手当６月分、１２月分の支給率をそれぞれ

１００分の９５とし、計１００分の１９０と定め、合計支給率については変更ないところでござ

います。 
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 次に、新旧対照表９ページをお願いいたします。 

 第３９条は、会計年度任用職員の給与は別に条例で定めるものでありまして、これにつきまし

ては議案第３２号の壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例で定めるものであ

ります。 

 次に、議案書１８ページをお願いします。 

 第３条は、壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年壱岐市条例第２号）

の一部改正をしようとするもののうち、公布の日から施行し、平成３１年４月１日に遡及して適

用するものを規定しております。 

 次に、第７条第２項は、特定任期付職員の令和元年１２月の期末手当の支給率について、また、

別表、特定任期付職員給料表につきましても国に準じて記載のとおり改定をしております。 

 議案書１９ページをお願いをいたします。 

 第４条は、壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正しようとするものの

うち、令和２年４月１日から適用するものを規定しております。改定内容は、記載のとおり期末

手当の年間支給率を変えずに、６月分、１２月分の期末手当の支給率の調整であります。 

 附則として、第１項、第２項は、ただいま説明をいたしました施行日及び適用日について規定

をしております。第３項については、改正条例施行後における令和元年度分の期末手当の内払い

及び差額支給について規定をしております。また、住居手当については、今回の改正に伴い、記

載のとおり１年間の経過措置がとられます。 

 なお、参考までですが、本市の給与体系につきましては、これまで引き上げ、引き下げ、いず

れも人事院勧告に基づく改定を、議会の御承認をいただき行っていたところでございます。特に

平成２７年の４月１日の改定では俸給表の水準を平均２％、最大で４％の引き下げを行ったとこ

ろでございます。 

 さらに、壱岐市独自の取り組みとして、平成２５年４月から給与制度の透明性の確保、年功的

要素解消を図るため、職務職責を十分に反映した職務給の原則に基づいた給与格付を行う級別標

準職務表の見直しを行い、独自の給与抑制策を行ってきたところでございます。この効果のあら

われとして、国家公務員の給与水準を１００としたときの自治体の給与水準を比較したラスパイ

レス指数については、正式公表前でございますが、平成３１年４月の壱岐市の指数が９６.３％

の試算となりました。昨年の９７.４％と比較してもマイナス１.１％と大きく下がっておりまし

て、低い水準を維持をしております。 

 以上、議案第３５号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第３６号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について御説明をいたします。 
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 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正、つまり会計年度任用職員

制度の施行に伴い、関係条例の整備、その他所要の改正を行うものでありまして、関係条例の改

正として１０本の条例の改正と１本の条例の廃止について規定をしております。 

 第１条が壱岐市職員定数条例の一部改正で、会計年度任用職員については定数の適用外という

ことになります。第２条が壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正、第

３条が壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正、第４条が壱岐市職員の

懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正、第５条が公益的法人等への壱岐市職員の派遣等

に関する条例の一部改正、第６条が壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、第

７条が壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正、第８条が壱岐市職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正、第９条が壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正、第１０条が壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正でありまして、内容はそれぞれの

記載のとおりでございます。 

 なお、新旧対照表は、議案関係資料の１の１２ページから２７ページに記載をしております。 

 附則として、第１項、この条例は令和２年４月１日から施行いたします。第２項壱岐市嘱託職

員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例については廃止するものであります。 

 以上、議案第３６号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３７号壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の制定ついて御説明いたし

ます。 

 壱岐市水道事業職員の給与に関する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律及び地方公営企

業法の規定により、会計年度任用職員を含めた水道事業職員の給与等に関する事項を定める必要

があるため、制定するものであります。 

 次のページをお願いをいたします。 

 第１条について、この条例は地方公営企業法第３８条第４項の規定に基づき、企業会計から支

出する水道事業職員の給与に関する事項を定めるものであります。 

 第２条については、水道事業職員の給与の種類を示したものであります。第１項については給

料、各種手当を規定し、第２項については会計年度任用職員として任用される水道事業職員の給

与の種類を規定したものであります。 

 第３条については、給与の支給基準及び支給方法について規定し、壱岐市職員の給与に関する

条例及び壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を準用するものであります。 
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 附則として、この条例は令和２年４月１日から施行するものであります。 

 以上で、議案第３１号から議案第３７号まで続けて説明をさせていただきました。御審議のほ

ど、よろしくお願いをいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をとります。再開を１１時２０分といたします。 

午前11時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時20分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案説明を続けます。 

 石尾市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  議案第３８号について御説明いたします。 

 議案第３８号壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 

 壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を

行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 

 改正案につきましては、記載のとおりでございます。 

 また、資料１の議案関係資料２８ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照願いま

す。 

 改正内容でございますが、本件につきましては、被災者生活再建支援法制定以前の災害におい

て、特に阪神淡路大震災を想定されておりますが、被災者が生活再建のために融資を受けた災害

援護資金の償還について、借受人の高齢化に加え、自治体の債権管理コストが過大となっている

ことから公平性に十分配慮しつつ、一定の低所得者等の免除を可能とすることとされたため、所

要の改正を行うものでございます。 

 施行期日については、附則のとおり、公布の日からでございます。 

 以上で、議案第３８号の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 
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○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  議案第３９号について説明いたします。 

 議案第３９号壱岐市種苗生産施設条例の一部改正について。 

 壱岐市種苗生産施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 本日の提出であります。 

 提案理由でございますが、竹ノ浦アワビ中間育成センターの解体及び施設名称の変更に伴い所

要の改正を行うものであります。 

 次のページをお開きください。 

 議案関係資料の２９ページには、新旧対照表を添付しておりますので、御参照をお願いいたし

ます。 

 内容は、芦辺町の諸津漁港、竹ノ浦地区にあります竹ノ浦アワビ中間育成センターについては、

所期の目的を達成し、あわせて老朽化により既に施設の解体を完了し、このたび廃止を行うもの

であります。 

 また、郷ノ浦町大島にあります壱岐市アワビ種苗センターについては、平成２１年４月に、隣

接地にアワビに加え、アカウニ、カサゴ等の種苗生産ができる施設を増設し、供用開始以降、既

存施設とあわせて、壱岐栽培センターの呼称を使用してきておりましたが、今回、正式に壱岐栽

培センターに名称を改めるため、条例第２条について改正を行うものであります。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上で、議案第３９号の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  議案第４０号壱岐市国民宿舎条例の一部改正について、御説明

を申し上げます。 

 壱岐市国民宿舎条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。 

 本日の提出でございます。 

 提案理由は、食材の仕入れ価格の高騰に伴い、宿泊料金の食事料の額を改定するものでござい

ます。 

 次のページをお開きください。 

 改正内容は、別表の１、宿泊利用料金の食事料、朝食８００円を９００円、夕食２,０００円
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を２,２００円に変更し、合計額についてもあわせて改正するものでございます。 

 なお、改正後の条例につきましては、令和２年４月１日から施行するものとしております。 

 以上で、議案第４０号の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  議案第４１号から議案第４３号を一括して御説明いたします。 

 まず、議案第４１号公の施設の指定管理者の指定について。 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。 

 本日の提出でございます。 

 １、公の施設の名称及び位置。名称は、「壱岐出会いの村」。位置は、壱岐市郷ノ浦町新田触

４９２番地ほか。 

 ２、指定管理者。壱岐市郷ノ浦町新田触４９２番地、壱岐出会いの村振興会会長平田光弘。 

 ３、指定期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まででございます。 

 提案理由は記載のとおりでございますが、本施設は非公募としております。その理由としまし

ては、「壱岐出会いの村」は体験型宿泊施設であり、主に小学生を対象に課外教育における体験

活動を通じて、連帯感の重要性を養う施設として多く利用されております。 

 開館から２３年、これまでの豊富な経験と専門性の高い知識を有している職員により常日ごろ

から安全確保に努めながら運営に当たっており、学校関係者等から高い評価を得ております。 

 また、すばらしい自然環境の中で農業構造改善事業の目的に沿って、地元農産加工品の製造拠

点としても機能を発揮しており、これまでの経験と実績を考慮いたしまして、壱岐出会いの村振

興会に指定管理するものでございます。 

 続きまして、議案第４２号公の施設の指定管理者の指定について。 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。 

 本日の提出でございます。 

 １、公の施設の名称及び位置。名称は、「壱岐市猿岩物産館」。位置は、壱岐市郷ノ浦町新田

触８７０番地１。 

 ２、指定管理者。壱岐市郷ノ浦町新田触４９２番地、壱岐出会いの村振興会会長平田光弘。 

 ３、指定期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まででございます。 

 提案理由は記載のとおりでございますが、本施設も同様に非公募といたしております。その理

由としましては、「猿岩物産館」は、「壱岐出会いの村」の農産加工施設で生産された加工品の
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販路拡大とあわせ、市内の農水産物の加工品や壱岐の土産品等を観光客に販売することで、島の

活性化に寄与することを目的に開館したアンテナショップでございます。「壱岐出会いの村」と

の連携によりまして、農産加工グループの生産促進が継続的に図られるということで、壱岐出会

いの村振興会に指定管理するものでございます。 

 続きまして、議案第４３号公の施設の指定管理者の指定について。 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。 

 本日の提出でございます。 

 １、公の施設の名称及び位置。名称は、「壱岐風民の郷」。位置は、壱岐市勝本町布気触

２８８番地１ほか。 

 ２、指定管理者。壱岐市勝本町布気触２８８番地１、壱岐風民の郷振興会会長大西保夫。 

 ３、指定期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まででございます。 

 提案理由は記載のとおりでございますが、本施設も非公募としております。その理由といたし

ましては、「壱岐風民の郷」は地域の雇用や憩いの場として、また、貸し農園や体験農業の場と

しての実習館となっております。補助事業の目的が、体験と雇用の場の確保でありまして、農

園・農産加工施設の利用とあわせ、地元食材を使った弁当販売を中心にした食堂経営を行ってお

ります。 

 本振興会は、事業の目的や事情に精通しておりまして、今後施設の利用率を向上させるために

も、壱岐風民の郷振興会に指定管理をするものでございます。 

 以上で議案第４１号から議案第４３号までの説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  議案第４４号から議案第４６号まで続けて御説明をさせていた

だきます。 

 まず、議案第４４号公の施設の指定管理者の指定について。 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。 

 本日の提出でございます。 

 １、公の施設の名称及び位置。名称は、「壱岐市営印通寺共同店舗」。位置、壱岐市石田町印

通寺浦１９６番地３。 

 ２、指定管理者。壱岐市石田町印通寺浦４７１番地９、石田町商店連盟理事長堀江敬介。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まででございます。 



- 38 - 

 提案理由は記載のとおりでございます。今回の指定管理者候補者である石田町商店連盟は、地

元石田町内の商店事業者で組織されている団体であり、同地区の商工業等に精通しており、平成

２３年度から指定管理者指定以来、適切な運営管理を行っており、当該施設の運営管理団体とし

て、非公募とし判断し、選定したものでございます。 

 次に、議案第４５号を御説明いたします。 

 公の施設の指定管理者の指定について。 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。 

 本日の提出でございます。 

 １、公の施設の名称及び位置。名称は、「壱岐市国民宿舎壱岐島荘」。位置は、壱岐市勝本町

立石西触１０１番地。 

 ２、指定管理者は、壱岐市勝本町立石西触１０１番地、一般財団法人壱岐市開発公社理事長品

川洋毅。 

 ３、指定期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで。 

 提案理由でございますが、記載のとおりでございます。 

 今回の指定管理者候補者である一般財団法人壱岐市開発公社は、当該宿舎の管理、運営及びサ

ンドーム壱岐の管理運営を目的として設立された法人でございます。同公舎は平成１８年の第

１期指定管理者指定以来、健全な運営を続けており、従業員の雇用確保の観点やサンドーム壱岐

との一体的な管理運営業務を実施することができることから、当該施設の運営管理を行う団体と

しては、同公社が最適とし判断し、選定をしたところでございます。 

 次に、議案第４６号第３次壱岐市総合計画の策定について、御説明いたします。 

 第３次壱岐市総合計画を、別冊のとおり定めることについて、地方自治法第９６条第２項及び

壱岐市議会基本条例第１３条の規定により、議会の議決を求める。 

 本日の提出でございます。 

 初めに、これまでの第３次壱岐市総合計画の策定経過を説明させていただきます。 

 今回の第３次壱岐市総合計画は、「壱岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含し、「Ｓ

ＤＧｓ未来都市計画」と整合を図った計画としており、具体的な施策については、おおむね

２０３０年を展望し、バックキャスティングの手法を用い策定いたしました。 

 また、市民皆様の意見や要望を反映させるため、パブリックコメントや高校生を初め、市民、

事業者へのアンケート等の結果や、各種団体へのヒアリング結果等を整理しまして、計画に反映

させております。 

 また、各種団体の代表者や市民公募等１６名で構成します、壱岐市総合計画審議会を５回開催

いたしまして、委員の皆様方には、大変熱心な御審議をいただき、去る１１月２２日に答申をい
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ただいたところでございます。 

 続いて、総合計画の内容について、御説明をさせていただきます。 

 議案資料３をお開きください。 

 まず、１ページ目ですが、初めに第３次壱岐市総合計画の策定に当たっての中で、計画策定の

背景と趣旨の説明と、本計画のあらまし及び計画期間について記載しております。期間につきま

しては、令和２年度から令和６年度までの５年間でございます。 

 ３ページからは、壱岐市の現状と主な課題といたしまして、５つの課題、人口問題、地域経済、

また、アンケートによる市民ニーズ、若者・民間の取り組みについて、課題を記載しております。 

 続いて、１５ページでございます。 

 まちづくりの基本方針では、基本理念といたしまして、「誰一人取り残さない。協働のまちづ

くり。」を掲げております。 

 それとあわせ、１６ページには、未来宣言といたしまして、「壱岐、誇り～我々が未来をつく

る～」とし、市民の心をつなぐ未来に向けたスローガンといたしております。市民一人一人が壱

岐を誇りに思うこと、大切にしたい気持ちは同じであり、壱岐市の未来をつくるキーワードとし

て「誇り」を位置づけております。 

 続いて、１７ページでは、第２章まちづくりの基本目標といたしまして、基本目標１、希望の

仕事があり安心して働くことができ、起業もできる、から、基本目標６、協働のまちづくりのも

とで、効率的な質の高い行政運営が行われている、までの６つの基本目標を設定しております。 

 続いて、１９ページでは、第３章２０３０年に向けたまちづくりのシナリオといたしまして、

効果的な情報発信により、観光やＵＩターンといった新しい人の流れが生まれ、その流れにより

社会、経済のイノベーションが生まれ、壱岐の誇りにさらに磨きがかかり、好循環が生み出され

るまちづくりを目指すことを記載しております。 

 次に、２０ページでは、第４章基本指標といたしまして、長期人口目標を記載しております。 

 ２０６０年の人口の目標値を約１万８,０００人と設定しております。本市の目指す基本スタ

ンスとして、人口が減少しても持続可能で豊かに暮らせる社会、経済をつくるとして、定住対策

や結婚から出産、子育て支援策、ＵＩターン施策、関係人口の増加策などを総合的に取り組んで

まいります。 

 続いて、２１ページでは、第５章施策体系を掲載しております。 

 基本理念の、「誰一人取り残さない。協働のまちづくり。」のもと、その実現に向けた６つの

基本目標を設定し、その基本目標に沿った各分野ごとの政策を記載しております。 

 ２３ページでは、ＳＤＧｓとの整合について記載しており、ＳＤＧｓの１７の項目の目標を意

識した施策の展開を行うものとしております。 
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 続いて、２５ページでは、第６章戦略プロジェクトとして、本市の強みを生かし弱みを克服す

るため官民が一体となり、分野横断的に展開するプロジェクトを掲載しております。 

 ＳＤＧｓ未来都市プロジェクトでは、まちづくり協議会やスマート農業、ＩＴ企業の誘致、再

生可能エネルギーなどを推進してまいります。 

 プラス観光プロジェクトでは、観光と産業や暮らし、環境などの幅広い分野と融合させ、経済

活性化や新しい人の流れを起こすよう努めてまいります。 

 プロモーション改革プロジェクトでは、民間企業や市民と連携しながら、より効果的な情報発

信を進めてまいります。 

 次に、２７ページから分野別まちづくり計画といたしまして、基本目標に沿った各分野におけ

る政策の方針、現状、問題点、課題を提示し、主要施策を掲載し、達成目標、その具体的な取り

組みを示しております。 

 ２８ページから４９ページにかけて、基本目標１、希望の仕事があり安心して働くことができ、

起業もできる、の項目として、農業、水産業、商工業、観光業等の起業、仕事の分野に関する施

策を記載しております。 

 次に、５０ページから５９ページにかけまして、基本目標２、結婚、出産、子育て、教育の希

望がかなう項目として、子育て、教育に関する分野の施策を掲載しております。 

 次に、６０ページから８３ページは、基本目標３、地域コミュニティが守られ、安心して健康

に暮らせる項目として、健康、福祉、医療、コミュニティの分野に関する施策を記載しておりま

す。 

 次に、８４ページから１０１ページでは、基本目標４、自然、歴史文化が調和した持続可能な

社会基盤が整っている、の項目として、環境問題、歴史文化、社会基盤の分野に関する施策を記

載しております。 

 次に、１０２ページから１０９ページにかけては、基本目標５、関係人口をふやし、壱岐への

新しい人の流れをつくる、の項目として、ＵＩターン関係人口の分野に関する施策を記載してお

ります。 

 次に、１１０ページから１１５ページにかけては、基本目標６、協働のまちづくりのもとで、

効率的で質の高い行政運営が行われている、の項目として、行政運営の分野に関する施策を記載

しております。 

 以上が、第３次総合計画の概要であります。 

 今後につきましては、令和２年度からの５年間、本計画が着実に実行できるよう市民や議会の

皆様と連携し、事業を推進してまいります。 

 以上で、議案第４４号から議案第４６号の説明を終わります。 
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 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  下條消防長。 

〔消防長（下條 優治君） 登壇〕 

○消防長（下條 優治君）  議案第４７号消防ポンプ自動車購入契約の変更について、御説明いた

します。 

 消防ポンプ自動車購入契約を、下記のとおり変更するため、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 本日の提出でございます。 

 １、契約の目的。消防ポンプ自動車購入。 

 ２、契約の方法。随意契約。当初は、制限つき一般競争入札です。 

 ３、変更後契約金額。１,９５８万円。現契約金額、１,９２２万４,０００円。 

 ４、変更後予定価格、２,０１３万円。現予定価格、１,９７６万４,０００円。 

 ５、契約の相手方。福岡市博多区東那珂１─１８─６、株式会社ヤナセファイテック代表取締

役梁瀬義行。 

 提案理由でございますが、消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税

率引き上げに伴い、所要の変更契約を行うもので、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございま

す。この車両は、壱岐市消防団芦辺地区第９分団の消防ポンプ自動車を更新するものです。現行

の普通運転免許で運転できる３.５トン未満の車両となっております。 

 以上で、議案第４７号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔消防長（下條 優治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  松尾財政課長。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 登壇〕 

○財政課長（松尾 勝則君）  議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）につい

て、御説明申し上げます。 

 令和元年度壱岐市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億３,７００万円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５０億１,９００万円とします。第２項は

記載のとおりでございます。 

 繰越明許費、第２条、繰越明許費は、第２表繰越明許費によるものでございます。 

 債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正によるもので
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ございます。 

 地方債の補正、第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正によるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ２から４ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等については、記載のとおりでございます。 

 ５ページをお開き願います。 

 第２表繰越明許費で、５款１項農業費の畜産競争力強化対策整備事業ほか６件の事業費総額

５億６,３１１万９,０００円につきましては、事業内容の変更等により、年度内に事業が完了し

ない見込みであるものにつきまして、翌年度に繰り越して使用できる繰越明許費として計上して

おります。 

 なお、事業の完了予定及び繰越理由等の詳細につきましては、別紙資料２、令和元年度１２月

補正予算（案）概要の１０から１１ページに記載のとおりでございます。 

 ６ページをお開き願います。 

 第３表債務負担行為補正、１、追加で、出会いの村指定管理委託料ほか１０件の総額で２億

３,１０６万５,０００円につきましては、新たな期間の指定または年度内着手のもので翌年度に

工期がまたがるものなどにつきまして、令和２年度での債務負担行為限度額として追加しており

ます。 

 ７から９ページをお開き願います。 

 第４表地方債補正、１、変更で、辺地対策事業債は限度額２億６,５００万円を２億６,７７０万

円に、次の過疎対策事業債は、限度額９億１,１５０万円を９億１,２５０万円に、いずれも道路

改良事業等に係る社会資本整備総合交付金の内示及び起債対象の単独道路整備事業の計画変更な

どによりそれぞれ２７０万円、１００万円の増額をいたしております。 

 次に、合併特例事業債は、限度額２億７,５８０万円を３億６,５６０万円に、８,９８０万円

を増額しております。市役所庁舎耐震改修事業に充当しております。 

 次に、商工債は、限度額７,５４０万円を３,６８０万円に、一般補助施設整備事業債に係る対

象事業の精査により、３,８６０万円を減額しております。 

 次に、土木債は、限度額１億７,５８０万円を１億９,８００万円に、急傾斜地崩壊対策事業に

係る補助内示及び公営住宅改修事業に係る社会資本整備総合交付金の内示により、２,２２０万

円を増額しております。 

 次に、消防債は、限度額１億１,５００万円を８,３８０万円に、緊急防災・減災事業債に係る

対象事業の精査により、３,１２０万円を減額しております。 

 それでは、事項別明細書により主な内容について御説明いたします。 
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 まず、歳入について説明いたします。 

 １４から１５ページをお開き願います。 

 １０款１項１目地方交付税で、今回不足する一般財源につきまして、特別交付税で２,２５１万

５,０００円を増額いたしております。 

 次に、１４款２項５目土木費国庫補助金、１億７６７万９,０００円の減額は、市道改良整備

事業等について、社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業費の調整によるものでございます。 

 １６から１７ページをお開き願います。 

 １８款１項１目基金繰入金、減債基金繰入金は、地方債の繰上償還の財源として３億円を追加

しております。 

 また、合併振興基金繰入金は、８月会議の折にケーブルテレビ施設の再構築事業に係る財源と

して計上しておりましたが、今回その調整により４億９,３２０万円を減額しております。 

 次に、１９款１項１目繰越金で、今回不足する一般財源につきまして前年度繰越金６,４６３万

４,０００円を増額いたしております。 

 ２１款市債につきましては、７から９ページの第４表地方債補正で説明したとおりでございま

す。 

 次に、歳出について説明をいたします。 

 １２月補正の主要事業につきましては、別紙資料２の令和元年度１２月補正予算（案）概要で

説明をいたします。 

 ２から３ページをお開き願います。 

 ２款１項７目情報管理費、地域情報通信推進事業、ケーブルテレビ施設再構築事業関連は、現

指定管理者との引き継ぎ、合意がなされたことに伴い、８月会議の補正予算（第２号）で計上し

ておりました、再構築費用と引き継ぎ業務に係る経費及び指定管理者の変更手続に係る弁護士相

談費用との調整で、差し引き４億９,２４６万８,０００円を減額しております。 

 次に、４から５ページをお開き願います。 

 ５款１項３目農業振興費、有害鳥獣被害防止対策事業は、タイワンリスの捕獲実績見込みによ

る報償費等の増額、及びわな、狩猟免許保有者が捕獲した場合に、リス１匹当たり１,０００円

の県補助金が交付される事業の追加要望分を合わせまして、７３１万１,０００円を増額してお

ります。 

 次に、６から７ページをお開き願います。 

 ６款１項４目、観光費、観光振興費は、来年度開設予定の壱岐市東京事務所の開所経費として

２２６万７,０００円を追加しております。 

 次に、８から９ページをお開き願います。 
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 ９款２項１目、小学校管理費は、８月末の豪雨により瀬戸小学校体育館が雨漏り、浸水し、床

の改修が必要となり、設計委託料を１０月会議補正予算（第５号）で計上しておりましたが、今

回、工事費と監理業務委託料について計上するものでございますが、年度内の工期が確保できな

いため、本年度は工事費の前払い金相当、４割の１,６００万円のみを計上し、残りの工事費及

び監理業務委託料について債務負担行為の設定を行っております。 

 そのほか、主要事業の詳細につきましては、資料２に記載のとおりでございます。 

 以上で、議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）について、説明を終わり

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  髙下保健環境部長。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 登壇〕 

○保健環境部長（髙下 正和君）  議案第４９号令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）について、御説明をいたします。 

 令和元年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億５,９６６万３,０００円とします。 

 第２項については、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正については、記載のとおりでございます。 

 ５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細を記載をいたしております。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入につきましては、４款１項１目保険給付費等交付金について、普通交付金５２０万円を追

加をいたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開きを願います。 

 歳出につきましては、２款１項３目一般被保険者療養費を療養給付の増加により、５２０万円

追加をいたしております。 

 これで議案第４９号の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 降壇〕 
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○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  議案第５０号、議案第５１号を続けて御説明申し上げます。 

 議案第５０号令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、御説明申し

上げます。 

 令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６０万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,９７７万８,０００円とします。 

 ２項は、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８ページをお開き願います。 

 ２、歳入ですが、５款繰入金１目一般会計繰入金を３６０万７,０００円増額をし、８款市債

１目下水道事業債を１００万円を増額しております。 

 １０ページをお願いします。 

 ３、歳出ですが、１款下水道事業費１項管理費２目施設管理費で１４５万円の増額補正を行っ

ております。これは、新設公共枡設置工事費等を増額しております。 

 ２項施設整備費では、下水道整備工事費を２１０万円増額をしております。 

 ２款漁業集落排水整備事業費１項管理費で消費税納付金を９１万２,０００円増額をしており

ます。 

 続きまして、議案第５１号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）について、御説

明申し上げます。 

 第１条、令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

 第２条、令和元年度壱岐市水道事業会計第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次の

とおり補正します。 

 支出で、４１１万９,０００円の増額をし、補正後８億６,３０５万円としております。 

 第３条の後段部分になりますが、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正します。 

 支出で６５万円の増額をし、３億７,４５１万１,０００円としております。 

 本日の提出です。 

 ８ページをお願いします。 

 収益的収入及び支出ですが、支出で、水質検査委託料の入札執行残を減額し、水道施設電力料、

浄水用薬品代等の不足分を増額しております。 

 １０ページをお願いします。 
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 資本的収入及び支出ですが、支出で、石田低区配水池配水管災害復旧に伴う測量委託料、土地

購入費、立木補償費等の増額を行っております。 

 以上で、議案第５０号及び議案第５１号の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで、市長提出議案の説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、１２月９日月曜日、午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時02分散会 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 12 月 会 議 会 議 録（第２日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                    令和元年12月９日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第31号 
壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する

条例の制定について 
質疑あり、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第２ 議案第32号 
壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第３ 議案第33号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第４ 議案第34号 
壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関す

る条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第５ 議案第35号 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の一部改正について 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第６ 議案第36号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第７ 議案第37号 
壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の

制定について 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第８ 議案第38号 
壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部改正について 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第９ 議案第39号 
壱岐市種苗生産施設条例の一部改正につい

て 
質疑あり、 

産業建設常任委員会付託 

日程第10 議案第40号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第11 議案第41号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐出会いの村） 
質疑あり、 

産業建設常任委員会付託 

日程第12 議案第42号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市猿岩物産館） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第13 議案第43号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐風民の郷） 
質疑あり、 

産業建設常任委員会付託 

日程第14 議案第44号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市営印通寺共同店舗） 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第15 議案第45号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市国民宿舎壱岐島荘） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第16 議案第46号 第３次壱岐市総合計画の策定について 
質疑あり、 

産業建設常任委員会付託 

日程第17 議案第47号 消防ポンプ自動車購入契約の変更について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 
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日程第18 議案第48号 
令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第

６号） 

質疑なし、 

予算特別委員会付託 

日程第19 議案第49号 
令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第20 議案第50号 
令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第21 議案第51号 
令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第２号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 土谷 勇二君       ６番 久保田恒憲君 

７番 音嶋 正吾君       ９番 小金丸益明君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 赤木 貴尚君 

16番 豊坂 敏文君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 

企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 石尾 正彦君 
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保健環境部長 ………… 髙下 正和君  建設部長 ……………… 永田秀次郎君 

農林水産部長 ………… 谷口  実君  教育次長 ……………… 堀江 敬治君 

消防本部消防長 ……… 下條 優治君  総務課長 ……………… 中上 良二君 

財政課長 ……………… 松尾 勝則君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。会議に入る前にあらかじめ報告をいたし

ます。壱岐新報社の方から、報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたし

ております。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３１号～日程第１７．議案第４７号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例

の制定についてから、日程第１７、議案第４７号消防ポンプ自動車購入契約の変更についてまで

の１７件を議題とし、これから一括して質疑を行います。 

 議案第３１号について質疑の通告があっておりますので、これを許します。４番、清水修議員。 

○議員（４番 清水  修君）  おはようございます。それでは議案第３１号について、発言通告

書に基づきお尋ねをいたします。 

 この議案の提案理由では、壱岐市立芦辺中学校校舎改築及び改修事業における完成の遅延に伴

い、発注者としての行政責任、また教育委員会の事務局を統括する立場にある教育長の責任を明

確にするため、市長及び教育長の給料を１カ月間、１０分の１減額するものであるというふうに

示されておりますので、このことにお尋ねします。 

 この内容は、市長が６月議会において、私が発注者であることから行政責任をとるということ

を答弁されていたわけですから、このような１２月の時期に芦辺中学校が開校され、この時期に

責任を明確にされたことはよくわかりますが、この減額の根拠についてはどのような基準といい

ますか、こういう額、期間等になるのかが、もうすこしやはり知っておくべきではないかと私自

身思いましたので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

○市長（白川 博一君）  ４番、清水議員の御質問にお答えをいたします。 

 議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例について、給与の減額について根

拠があるのかという御質問でございます。 
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 結論から申しますと、地方公務員法、あるいは地方自治法等に法令による根拠はございません。

今回の給与の減額につきましては行政報告で申し上げましたように、芦辺中学校の工事遅延によ

り、新校舎での開校が大幅におくれました。幸いにも、その間、旧校舎での事故等が無かったこ

とについて安堵をしたところでございますが、工事のおくれ及び開校のおくれについて、その責

任は工事の契約当事者である私にあると判断をいたしました。そのようなことから、今回、みず

からの判断として１カ月間、１０分の１の減額を提案申し上げたところでございます。教育長も

同様の認識がございまして、みずから減額の申し出があったことを申し添えております。 

○議長（豊坂 敏文君）  清水修議員。 

○議員（４番 清水  修君）  責任問題については、私たちがテレビ等で国会中継などをみます

が、いろんな追求がなされる中で、果たしてこういう責任のとり方は云々とかいうのをいろいろ

感じる場面があるわけですけれども、今回のこの事案につきましては、市長みずから、きちんと

責任の明確化として、法的根拠はないけれども、負うべき責任を果たすために、このように議案

を提出して、そして教育長も自主的にそれに一緒にされるということはよくわかりました。 

 今後こういった工事関係というのは、壱岐の現状から見ても非常に厳しい人手不足やかれこれ

あろうかと思いますので、今後こういった責任を追求されるようなことが起きないように、ぜひ

今後に生かしていただければと思います。ありがとうございました。 

○議長（豊坂 敏文君）  答弁要りませんね。 

○議員（４番 清水  修君）  はい。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、議案第３９号についての質疑の通告があっておりますので、これ

を許します。６番、久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  議案第３９号壱岐市種苗生産施設条例の一部改正についてという

ことで、この一部改正については異論はないんですけど、説明の中で、大島のアワビ種苗セン

ターではウニの栽培にも取りかかっているというふうな説明がありました。初めて聞いたわけで

すし、御存じのように、ここ数年、壱岐の中でウニが非常にとれなくなってきております。その

ことで関係の業者さん、特に、例えばウニを売り物にしている料亭であるとか、旅行の計画のツ

アー会社であるとか、そういうところに非常に心配がされているわけです。そこで、もう既に、

そういう状況の中でウニのほうにも素早く手を打って取り組まれているのかなと思って質問をさ

せていただきました。回答をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。谷口農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  おはようございます。ただいまの質疑に対しまして回答させて

いただきます。 

 大島の壱岐栽培センターの経緯と取り組みの内容はとの御質問でございます。 
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 平成４年度に旧３町と４漁協が費用を負担し建設した竹ノ浦アワビ中間育成センターでアワビ

の中間育成をしておりましたが、壱岐沿岸において栽培漁業のより一層の促進を図るため、アワ

ビ種苗の増産とその他の種苗生産を行うことを目的に、平成２０年度に、大島にありました壱岐

市アワビ種苗センターへ各種施設が増設をされまして、平成２１年度より壱岐栽培センターとし

て供用開始をいたしております。増設された施設の概要といたしましては、貝・ウニ飼育棟１棟、

魚類飼育管理棟１棟、機械・電気棟１棟、取水ポンプ棟が整備をされております。 

 施設の生産内容としましては、アワビが６０万個、赤ウニが２５万個、カサゴが１３万尾の生

産できる施設ということになっております。また、近年では各漁業者、各集落のニーズに応える

べく、岩牡蠣、青ナマコ、海藻種糸類等の生産も行っているところでございます。近年、壱岐海

域周辺は磯焼けが進行いたしておりまして海藻類が少なくなっておりますけども、磯焼けの状況

を踏まえた種苗生産放流計画につきまして、現在、県と及び市内５漁協などと協議を進めている

状況でございます。赤ウニにつきましては、大体１０ミリから２０ミリのサイズまで大きくしま

してから、それから放流をするといったことで進めている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  以前からアワビの関係とか、あるいはほかの稚魚の放流とかいう

のは知っていましたけど、なかなか業績が上がっていないという内容のところで、今回、新しく

ウニとかそういうものに手をつけられているということは非常にいいことだと思いますが、平成

２１年度から、現時点でウニも少しずつちっちゃいのを、多分放流されているんですか。放流の

仕方によっては、なかなかうまくいかないっていう現実があるんですよね。もちろん、専門的に

調べられて、その上での放流ですので、経過は私なんかより御存じだと思いますけど、ぜひ今後

もウニ、それからアワビもそうですけど、放流の成果がどのぐらい上がっているのかも含めて検

証していただいて、先ほど言いましたように、特にウニに関しても、もう喫緊の課題ですので、

各漁協さんにもそういう情報を、あるいは漁業の方にもそういう情報をお伝えしながら、いろん

な方法もとっていただければと思っております。 

 放流だけではなくて、例えばウニに餌を食べさせるとか、そこからかなり大きくして生産にこ

ぎつけるとか、各漁業の方も、それなりにいろいろウニに限っても工夫されていますが、どうし

ても個人でやる分については、なかなか成果が出るところまでいっていないというのが現状のよ

うですので、そういう漁業の方の、あるいは漁協との連絡もぜひ密にしていただいて、そのよう

な方々の意見も取り入れながら生産の向上につなげていっていただきたいと思います。 

 質問は以上ですけど、もし返答があればお願いをいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 
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○農林水産部長（谷口  実君）  ただいまの御提案でございますけども、放流の成果等につきま

しても、漁協、漁業者と調整をしながらなるべく、非常に難しいところではございますけども、

そういう成果がつかめるように、どうしたらいいかというのを研究していきたいと思っておりま

す。 

 それから、ウニの餌の関連につきましても、さまざまな、例えば食品ロスとなる野菜等もござ

いますし、そういったものが使えないのか、そういったものも含めて研究をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  再質問はありませんか。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  ありません。 

○議長（豊坂 敏文君）  いいですか。 

 次に、議案第４１号についての質疑の通告があっておりますので、これを許します。６番、久

保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  議案第４１号指定管理者の指定について（壱岐出会いの村）とい

うことで、通告しておりますように、説明の中では、長年の実績に基づき、引き続き、現在の管

理者継続というふうに伺っていますが、数年前、私が前回の議員のときに、非常に経営状態が厳

しいなというような時期もあったかに思っております。そこで、現在の壱岐出会いの村の経営状

況の状態をお尋ねしたいと。それに対して壱岐市はどのように考えておられるかということで、

回答をお願いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。谷口農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  ただいまの質疑に対してお答えをいたします。 

 壱岐出会いの村は農産品の加工体験、それからシーカヤック、シュノーケリング、釣りいかだ

などを備えた体験型宿泊施設となっております。この宿泊施設を利用して、島内の小学５年生の

児童約３００人を対象に１泊２日で宿泊をし、それからカヌー体験、釣り体験と黒崎半島の探索

等の課外学習に取り組んでおり、学校関係者から高い評価を得ているという状況でございます。 

 農産品の加工につきましては、地域の加工組合等により蜂蜜、あんこ練り、海藻類の乾燥など

加工品を製造し、市内の農水産加工品や土産品等をあわせて猿岩物産館で販売をいたしていると

ころでございます。 

 指定管理者の壱岐出会いの村振興会は、５人の職員と２名の臨時職員で運営をいたしておりま

す。その職員のうち、２名は財団法人都市農山漁村交流活性化機構認定のグリーンツーリズムイ

ンストラクター、エスコーター、それから社団法人日本キャンプ協会認定のキャンプインストラ

クターを取得されております。また、調理師の免許、消防法施行令第３条第１項第１号の規定に
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よる防火管理講習課程の修了証、それから普通救命士講習修了証の取得者の皆さんがそれぞれい

まして、体験メニューを受け入れており、今まで無事故で運営をしている実績がございます。 

 そういったことで、壱岐出会いの村は平成９年度から供用開始をしておりまして、経営状況の

３カ年の推移を申し上げますと、３０年度は収入金額５,２９５万９,８２０円、支出金額

５,２９４万５,４９８円、差し引き額１万４,３２２円の黒字額でございます。平成２９年度、

収入金額５,５３９万７４０円、支出金額５,４４９万７,６１０円、差し引き額８９万

３,１３０円の黒字額でございます。平成２８年度、収入金額５,３０１万２,２４０円、支出金

額５,１３４万６,８１０円、差し引き額１６６万５,４３０円の黒字額でございます。 

 市といたしましては、実績がありますこの壱岐出会いの村振興会に今年度と同額の年額

２,８５０万円で、指定管理者として施設の運営管理を依頼したいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  黒字だということで、安心をしました。 

 説明の中で、島内の学校の利用ということもありましたけど、御存じのように、あそこは見晴

らしもいいし、よく言われるロケーションも抜群だと私も思っております。現実的に私の知り合

いのグループなんかは、壱岐サイクルフェスタがあるたびに、必ずあそこを定宿として利用して

おります。そういうふうに、島内のみならず、今、体験型観光の誘致とかいろいろ言われていま

すので、あれだけの見晴らしのいい施設をぜひもっともっと活用していけるように、壱岐市とし

ても何か支援するところはないかなと思って今回質問をさせていただいたわけです。 

 指定管理者だから指定管理者でなげればいいだけじゃなくて、そこは壱岐市としても、あるい

は観光連盟としても、その指定管理者のバックアップみたいなことは当然していいと思いますし、

逆に我々もそういう場所があるということをしっかりとわかって、今後の壱岐出会いの村等の設

備の発展を後押ししたいと思っております。 

 私たちが使ったときには、子供のバーベキューであるとか、そういうことでかなり前に使わせ

ていただきました。しかし、今、コテージとか、最近のはやりのシーカヤックであるとか、よう

やく時代が追いついてきたのかもしれませんし、この機を捉えて、ぜひ今後も、まして雇用の場

としても大切ですので、この壱岐出会いの村についても、壱岐市としてバックアップできる分に

ついてはバックアップしていただきたいと思って、私のこの件の質問を終わります。 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、議案第４３号についての質疑の通告があっておりますので、これ

を許します。６番、久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  議案第４３号壱岐風民の郷の指定管理について。 
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 説明の中で、雇用の場としての実績があったので指定管理者継続っていうことでした。当然、

今、日本国内、それから長崎県においても求人倍率はここ数年１．何倍とかいうふうになってお

りますが、離島において、それがそのまま喜べるものかどうかというのは非常に疑問なわけです。

どうしても雇用の場、そしてその雇用の場も、やはり条件のいい雇用の場であってほしいと。そ

のためには、こういう指定管理、そういうところの存在っていうのは非常に重要なので、そうい

う意味で雇用実績がどのようにあるのかということで質問をしております。答弁お願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。谷口農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  ただいまの質疑に対して、お答えをいたします。 

 壱岐風民の郷は、平成１０年から供用開始となり、地域の雇用や憩いの場、体験農業の場とし

ての実習館となっております。 

 農園では、地権者と小作契約をされた地域の方により、施設園芸のアスパラガス、メロン、イ

チゴ等の栽培と露地野菜のカボチャ等を栽培されております。 

 実習館では、当初、農産加工品と食堂経営による雇用の場を創設することとなっておりました

が、集客力が弱く、売り上げが低迷していた中で、国の検査で指摘を受けて見直しが必要になり、

補助事業の目的に沿って売り上げを伸ばすため検討した結果、地域食材を利用した弁当づくりで

売り上げを伸ばすこととなり、改善計画を作成をいたしております。そのため、食材については

農協の直販所からの購入が中心となっております。 

 指定管理者の壱岐風民の郷振興会は、会長が１名、食堂加工主任として１名と臨時職員で運営

をいたしております。弁当づくりを中心として食堂経営を行うことにより、６人の臨時職員を雇

用しております。 

 食堂は土日と祝日を休日として平日の営業となっており、６人のうち４人がローテーションで

出務をし、仕込みと片づけが終わる午後２時３０分ごろまでの食堂勤務で時間給となっていると

ころでございます。 

 また、地域の生活改善グループで結成された一支米倶楽部がこの施設を利用して、地域食材を

利用したおにぎり、弁当等を販売をされております。 

 壱岐風民の郷は、農園、ふれあい広場、周回道路の施設がありまして、実習館とあわせて管理

運営を依頼しているところでございます。 

 売り上げと雇用の状況につきましてでございますけども、平成３０年度収入金額、全体で

１,４５７万８,０１６円、支出金額１,３８０万９,６３９円、差し引き７６万８,３７７円の黒

字でございます。 

 そのうち、食堂販売収入が７８１万９,５５０円、うち食堂雇用賃金が４９０万１,５８５円で

ございます。 
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 平成２９年度を申し上げますと、全体収入金額１,４５９万２,１５７円、支出金額１,４５７万

３,０６３円、１万９,０９４円の差し引き、黒字額でございます。うち、食堂販売収入は

７６１万１,６８０円、うち食堂雇用賃金として５２３万８,６４２円でございます。 

 平成２８年度収入金額は１,６９９万７,８９８円、支出金額１,６８０万３６４円、差し引き

１９万７,５３４円の黒字でございます。うち、食堂販売収入が９８８万５,０５０円、うち、食

堂雇用賃金として５９４万１,４９０円の支出となっております。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  詳しい説明、ありがとうございました。 

 私たちも風民の郷はお昼の弁当を食べるぐらいしか、なかなかなじみがないわけです。以前、

私も食堂にも行ったことがありますし、最近ものぼりが立っているんで、ちょっと寄ってみよう

かなと思っているんですけど、なかなか寄る機会がありません。 

 今後、やはり私たちもそういう雇用の場として活動されているんであれば、また積極的に、そ

ういう場所の利用も考えていこうとは思っていますが、御存じのように、壱岐の人口は少しずつ

減っております。減っている中で、いろんな商業施設はどんどんふえてきております。今度はコ

スモスもできましたけど、冷凍食品であるとか、安いですね、それから中華料理屋もできました

よね。そういう中で、果たして、どういう形でこういう施設が生き残っていくのかというのは、

やはり真剣に考えていくべきじゃないかと思っております。先ほど言いましたように、指定管理

者任せではなくて、この時代の流れに沿った、例えば、運営はどういうふうにしていけばいいの

かというのは、やはりこの数名の雇用者の中では、思いつかない部分もあるかもしれませんし、

そういうところも、できれば壱岐市との連携をとりながら、その方向性というものを一緒に考え

ていったがいいんではないかと思います。 

 あるいは、それでどうしても、こういう流れに追いつかないということであれば、もう思い切

って民間に全て任せるとか、そういういろんなケースも出てくるんではないかと思いますけど、

今、雇用の場として確保されていますが、やはり、現実のその黒字とか、そういう幅を見ても、

楽観視できないというのは誰が考えてみても明らかではないかと思いますので、ぜひ今後も、こ

の指定管理、私、今度、指定管理について質問したのは、そういう、雇用の場としての指定管理

者の設備を壱岐の市民として、あるいは壱岐市として、どのように捉えていって、どのように私

たちも力添えができるのかなという、一つの課題があるんじゃないかと思って質問させていただ

きました。 

 以上で終わります。 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、議案第４６号についての質疑の通告があっておりますので、これ
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を許します。３番、植村圭司議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  では、議案第４６号第３次壱岐市総合計画についてお尋ねいたし

ます。 

 今回の総合計画が総合戦略を包含しているものということを前提としてお話をするわけなんで

すけども、１６人の審議会委員さんがいらっしゃいましたけども、その方々の中に県の関係者が

いらっしゃいませんでした。それで、県行政との整合性が保たれているのかということを確認し

たいと思っております。 

 それと、第二次総合計画で達成できなかったＫＰＩ、達成目標なんですが、それが今度の第

３次総合計画で具体的改善策が示されないまま、同じ数値であるのが、もしくは低い数値で入っ

ているのがありますけども、これまで達成できなかったものを達成させるために、進捗管理と結

果の公表が大事だと考えているんですけども、こういうことに対する具体策があるのかをお伺い

いたします。 

 さらに、ＫＰＩの設定項目の考え方としまして、どういった選定基準でこのＫＰＩを決めたの

か、また、そのＫＰＩの値の設定根拠があったのかなかったのか、どういうふうにして考えてつ

くったのか、また、そのＫＰＩの項目数なんですけども、全体としては１４５項目あったように

感じますが、前回のその総合戦略含めた場合に１５５項目ありまして、若干減っています。

１５５から１４５なので、大した変化はないと思っているんですけども、例えば、数字に出てこ

ない指標、指標といいますか、数字に出てこないところがありますので、（……）ＫＰＩの設定

できなかったものに対して、計画全体の進捗が図れないものと考えておりますけども、この計画

全体を達成させるために、どういった対策を示してあるのかをお示しいただきたいと思っており

ます。 

○議長（豊坂 敏文君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの植村議員の御質問にお答えをいたします。 

 １点目の県行政との整合性は保たれているのかとの御質問でございますが、今回の第３次壱岐

市総合計画は、国が定めるまち・ひと・しごと創生基本方針、長崎県が策定しております、長崎

県総合計画チャレンジ２０２０や、現在策定中であります第２期長崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略との整合を図った上で策定をしております。 

 これまで、国や県の方針説明会に出席しておりますし、県の計画においては、全ての市町で個

別のヒアリングが行われ、県の総合計画や総合戦略との調整を行っております。また、各部署の

県内課長会議や担当者会議におきましても、部署ごとの説明もあっておりますので、県の計画と

の整合は保たれております。 

 次に２点目の御質問でございます。 
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 まず、進捗管理と結果の公表についてでございますが、第２次総合計画におきましては、ま

ち・ひと・しごと創生会議におきまして、総合戦略の効果検証を行っていただいております。ま

た、評価の客観性を担保するため、壱岐市行政改革推進委員会におきまして、総合計画の施策体

系に基づき、前年度の施策の成果等について、第三者の立場から評価を行っていただいておりま

す。どちらの検証結果につきましても、ホームページで公表を行っております。第３次総合計画

におきましても、同様の手法により効果検証を図ることとしております。 

 次に、ＫＰＩの項目の設定の考え方についてでございますが、現状と主な問題点を精査し、そ

こから課題を洗い出し、その解決に向けた具体的な取り組みを設定し、大項目での目標設定と具

体的な取り組みでの目標設定を行っております。目標値につきましては、その課題解決に対して、

２０２０年のあるべき姿を目指し、各部署において第２次総合計画の目標値、現在の進捗状況を

勘案し、令和６年度の目標値の設定を行っております。 

 次に、第２次計画よりＫＰＩ項目が少ないとの御指摘でございますが、ただいま議員おっしゃ

ったとおり、第２次総合計画につきましては総合計画と総合戦略、２つの計画を合わせまして

１５５項目となっております。今回の計画につきましては総合戦略を包含して策定しており、設

定項目は１４３項目ですので、１２項目ほど少なくなっておりますが、十分に進捗度合いを評価

できる計画と考えております。 

 次に、総合計画のＫＰＩだけを評価しても計画全体の目標は達成できないと考えるが、その対

策はとの御質問でございます。 

 計画の仕組みについては、基本計画となる第３次総合計画と基本計画に基づく具体的な事業計

画である振興実施計画で構成しております。そのため、具体的な事業計画である振興実施計画に

ついては、内部組織である政策評価推進本部におきまして進捗状況を評価し、必要に応じて事業

を見直し、目標達成に向けた対策を講じることとしております。 

 また、これまで同様に壱岐市行政改革推進委員会におきまして、総合計画及び振興実施計画の

評価を行っていただくこととしておりますので、進捗管理は十分に可能であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  審議会の話なんですけども、これは前回、第２次総合計画のとき

には同じく１６人でいらっしゃいまして、今回も変わりなく、そこはわかります。 

 それで、今回、その総合戦略を包含しているということで、前回いらっしゃいました産官学金

労言の方々の御意見というのは、今回はそういう方々が入っていらっしゃるだろうと思っており

ますが、今のお話ですと、県との整合性、国との計画性というのが担保されているということで

ございますので、今後の推移を見守りまして、私もその評価のほうを見守っていきたいと思って
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おります。 

 それでＫＰＩの話なんですけども、実は今度の総合計画の中のアンケートの結果の中で、将来

への希望というのがありまして、全体では「余り希望が持てない」が５７.３％が最も多く、

「全く希望が持てない」を含めると６７.８％になりますということで、今後に対して希望が持

てないという方が約７割いらっしゃったということがアンケートの結果で出ております。私もこ

れを見まして非常に驚きの数字だなと思っておりまして、年代で見ますと、「大いに希望が持て

る」が７０歳以上で１２％、他の年代ではいずれも５％未満と低い状況ですというふうになって

おります。 

 そうしますと、第２次総合計画を実施してきた結果、今後への、将来への希望が持てないとい

う結論に至っているのではないかというふうに危惧しまして、今回のこの質問をしているわけな

んですけども、第３次総合計画を今回計画しまして、それを実行に移した場合に、こういった将

来に希望が持てないというふうな結果がならないようにしないといけないと思っておりまして、

そのためには、この進捗を見守っていく方法というのを決めておかないと、第３次総合計画、立

派にできておりますけども、絵に描いた餅で終わるというふうに思っております。 

 そこで、そうならないために、今おっしゃいました進捗を図るように考えておりますという言

葉だったんですけども、一つ確認なんですが、この総合計画の中では、おっしゃるように市の内

部組織である政策評価推進本部において進捗状況を把握すると、評価するとなっておりまして。

ただ、この内部組織で評価しますと、やっぱり客観的な結果といいますのは評価しにくいのでは

ないかと思っております。 

 これまでは、第三者機関が評価をしてきた結果があると思いますので、この辺をどういうふう

に考えたらいいのかをちょっと、教えていただきたいんですけども、外部で評価するのか、内部

で評価するのか、その公表の仕方をどうするのかを教えていただきたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  評価についてですが、内部組織であります市の政策評価推進本

部におきましても、評価しますし、外部の市の行政改革推進委員会におきましても総合計画、振

興実施計画の評価を行っていくようにしております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  わかりました。そうしますと、内部と外部と両方で評価をすると

いったことになりまして、その評価結果をホームページで公表するという流れでよろしいかと思

いますけども。 

 そうしますと、あと一つ、これまでも同じく外部で評価をしてきまして公表もしてきたという

ふうなことだったんですけども、なかなかこの進捗が図られていない結果というのが出ていまし
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て、この総合計画に書いてあります内容でいきますと、達成状況、約７０％未満が約３割あると

いう結果が出ております。それで、第２次総合計画が途中経過の結果ではありますけども、３割

ほどがおくれているという結果が出ているわけなんですけども、これをもっと改善させたいと思

った場合に、毎年ローリングによる見直しの結果というのを、今までは、私たち議員もそうなん

ですけども、市民にも公表していなかったんじゃないかと思うんです。その辺を今後、ローリン

グ計画、見直した結果もお示ししていただきたいと思っているんですけども、いかがでしょうか、

その辺はできますでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  第２次総合計画の進捗状況ですが、ただいま議員がおっしゃい

ましたように、平成２９年、３カ年の進捗状況がただいま言われましたように７０％未満という

ことが３割ということになっております。今後、３０、３１年で、今、進捗状況を確認している

ところですので、その後につきましては結果を改めて公表したいと思っております。 

 また、第３次総合計画のローリングの具体的施策につきましては内部で検討して、見直し等の

結果等につきまして報告させていただきたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  最後のところなんですが、内部で見直しをした結果を報告すると、

今。どこに報告するというふうに考えたらよろしいんでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  報告が可能な分につきましては、ホームページ等で公表させて

いただきたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  もう３回目、終わりましたから。植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  わかりました。ローリングの結果も公表していただけるというこ

とですので、極力表に出して、誰でもが評価できる状態でしていただきたいと思っております。

それをお願いしまして、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、通告による質疑を終わります。 

 ほかに質疑ありませんか。中田議員。 

○議員（１２番 中田 恭一君）  済みません、通告なしで申しわけないですけども。 

 先ほど清水議員の質疑の中で、市長、教育長の行政責任というのはお聞きをいたしましたが、

請負業者及び施工監理業者と、ほかに電気なんかも別注だったですか、その辺の対応の部分を教

えていただければいいと思いますけども。 

○議長（豊坂 敏文君）  副市長。 
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○副市長（眞鍋 陽晃君）  中田議員の御質問にお答えをいたします。 

 今回の芦辺中学校の件につきましては、本当にこれまで御迷惑をおかけいたしまして、ようや

く１０月３１日に竣工を見たとこでございます。そしてまた、１１月１日から学校が開校された

ところでございますけれども、この件に関しまして、施工業者につきましては、本体工事がなか

はら、そしてまた電気・機械設備等と、それから施工監理業者という形で発注をいたしておると

ころでございます。 

 このおくれにつきましては、本体工事につきましては、市が発注する場合の入札参加の指名停

止の措置要領に基づきまして、なかはらに対しまして、その指名停止の措置と、そしてまた、そ

れに伴いまして損害金というのを請求いたしております。 

 そしてまた、電気・設備につきましては、本体工事のおくれによる影響でございますので、そ

の責任は問えないということでございます。 

 そしてまた、施工監理業者につきましては、工程会議におきまして、その都度指摘をしておる、

そして指導をしておる。そうした中で、その履行が建築本体工事を請け負っております業者にな

されなかったということで、その都度指摘をされておるということで、これに対しての施工監理

業者の責任は問えないということに、この内容を、それまでの指導された経過を確認いたしまし

て、指名委員会で責任は問えないということで判断をしたとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  いいですか。ほかにありませんか。音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  私も、議案第３１号に関して御質問をいたします。 

 市長の先ほどの答弁によりますと、もろもろの法、規則に抵触することはないが、行政執行上

の実質的な責任を感じて、この議案を提案したというふうに申し述べられました。そして教育長

も、申し出があったから、同様に減額の議案を出したというふうに申し述べられました。私は、

皆さん方に、このことで道義的責任を果たしたと感じておられるのかどうか、その件に関してお

尋ねをいたします。 

 そして、今、同僚議員からございましたように、市長の行政報告の中で、業者に対する指名停

止の処分をしたと。そのことに関しては、指名委員長であります副市長のほうからございました。

建築施工業者に対して処分をしたと、そして遅延金は、もう既に納めてあると。公開できるので

あればという前提のもとにお尋ねをいたします。どういう処分を下されたのか。例えば、指名停

止３カ月とか５カ月とか半年とか、そうしたことが公表可能であれば、私は可視化していただき

たいなと。 

 以上２点に関して、お尋ねをいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 
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○市長（白川 博一君）  ７番、音嶋議員の御質問にお答えいたします。 

 責任のとり方は、道義的にとったのかということでございます。おっしゃるとおり、そうある

べきだということで、道義的な責任として提案をいたしております。 

○議長（豊坂 敏文君）  副市長。 

○副市長（眞鍋 陽晃君）  指名停止についての御質問でございます。 

 指名停止期間につきましては、５カ月間ということで停止の処分をいたしたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  わかりました、市長。その言葉を聞きたかったんです。道義的な

のかどうなのかということを聞きたかったんです。 

 そして、指名停止の措置要領第２条、これを私が検索をすることができませんでした。簡潔に、

副市長、この根拠たるが、５カ月になったという、その規則の解釈、これも申し上げます。守秘

事項もあるでしょうが、公開可能であれば、ここでお示しをいただきたい。 

○議長（豊坂 敏文君）  副市長。 

○副市長（眞鍋 陽晃君）  御質問の指名停止の措置要領でございますけれども、第２条で、別表

第１で契約違反というのがございます、３項に。市発注の工事等の施工に当たり、契約に違反し、

工事等の相手方として不適当であると認められるとき、その場合の条項と、別表第２で不正また

は不誠実な行為というものがございます。不正または不誠実な行為でございますけれども、業務

に関し不正または不誠実な行為をし、工事等の契約相手方として不適当であると認めた場合とい

うことになっております。１番目の契約違反の場合では、２週間から４カ月以内の措置と。そし

てまた、別表第２の、先ほど言いました不正または不誠実な行為の場合は、当該認定をした日か

ら１カ月以上９カ月以内というふうな形で決められております。 

 そしてまた、第４条では、指名停止を行う場合において、有資格者が１つの事業について措置

要件の２つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに、別表の各号に規定する期間の短期及び

長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間、短期及び長期とするということになっ

ておりまして、今回の場合は別表第２のほうの不正または不誠実な行為の部分で該当いたしてお

ります。 

 そこで、この件につきましては、県のほうの話もちょっと聞きまして、それらを参考に今回の

措置ということで指名委員会で決定をいたしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 
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○議員（７番 音嶋 正吾君）  いわゆる指名停止の期間、根拠を明確に述べていただきまして、

ありがとうございました。 

 やはり、行政と請け負う側が、こういう、全て緊張関係の中に、今後、市政が遂行されますこ

とを期待をいたして、私も、これで質問を終わります。 

○議長（豊坂 敏文君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑はありませんので、以上で議案第３１号外１６件の質疑を終わりま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第４８号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１８、議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第

６号）を議題とします。 

 本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し、審査を行うようにし

ておりますので、質疑については委員会でお願いをします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第４９号～日程第２１．議案第５１号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１９、議案第４９号令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）から、日程第２１、議案第５１号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号）まで、３件を議題として、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑がありませんので、これで議案第４９号外２件の質疑を終わります。 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

 これより委員会付託を行います。 

 議案第３１号から議案第４７号まで及び議案第４９号から議案第５１号まで２０件を、タブレ

ットに配信しております議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託します。 

 お諮りします。議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）は、議長を除く

１４名で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４８号については、議長を除

く１４名で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例
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第８条第１項の規定により、議長を除く１４名を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。したがって、議長を除く１４名を予算特別委員に

選任することに決定いたしました。 

 今定例会における予算特別委員会の正副委員長につきましては、議会運営委員会で協議し、産

業建設常任委員会の中からとし、委員長に清水修議員、副委員長に中田恭一議員と決定いたしま

したので、報告をいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、あす１２月１０日火曜日午前１０時から開きます。 

 なお、あすは一般質問となっており、４名の議員が登壇の予定となっています。壱岐ビジョン、

壱岐エフエムにて生中継いたします。市民の皆様におかれましては、御視聴いただきますように

よろしくお願いいたします。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時54分散会 

────────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 
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────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新聞社ほか１名の方から、報道取材のた

め撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。 

 それでは、質問順位に従い、１０番、町田正一議員の登壇をお願いします。 

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１０番 町田 正一君）  おはようございます。それでは、通告順に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

 本日は大きく２点。第１項目めは、ほかに２名の議員も質問していますが、ＳＤＧｓについて。

２番目は、壱岐市の教育行政についてであります。 

 政治家というのは、宗教家でもなければ哲学者でもないわけでありまして、一方では、しかし、

哲学とか理想とかがない政治家というのは必ずポピュリズムに陥って、何ひとつ決められない混

乱を招きかねないといつも私は自戒の念を持っております。 

 ＳＤＧｓについては、既にその理念、国連が２０１５年に決定したという１７項目を実現して

いこうという国際的な約束だと思っておりますが、具体化に向けてとなると非常にわかりにくい。

１７項目ずらっと並べると、人間が思いつくようなユートピアの理想社会をつくるためには、こ

ういうふうな形でしていこうというような約束にしかなっていない。 
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 しかし一方では、白川市長は、ＳＤＧｓの実現化、設置された目的に沿った形で、その理想を

実現されていこうということで既に行政の中にはＳＤＧｓ未来課をつくり、また、いろんな場所

でＳＤＧｓについて情報発信をしておられます。 

 全国の自治体、多分幾つ手を挙げられたか知りませんけども、多くの自治体が手を挙げている

中で、壱岐市も数少ないＳＤＧｓの候補地として壱岐市が認められておるわけですが、一つの情

報発信のツールとしては、市長がいつも言われているように壱岐市のためになることだったら何

でも取り組もうという、その姿勢は大きく評価しますけれども、その中身が余りにも総花的過ぎ

て、何をメーンにＳＤＧｓをやろうとされているのかが非常にわかりにくい。これは多分市民も

同じような感覚だと思います。言葉だけが先に先行していって中身がないというのが、これは私

が所属している自民党の政治公約みたいに、何でもかんでも、ばあばあ選挙のたびに書けばいい

というもんでもないと思っております。 

 また、その一方で、壱岐市みたいな小さな離島の地政学的にも財政的にも非常に小規模な自治

体が、このＳＤＧｓの実現に向けてどういった具体策をとるかとなると非常に難しいだろうと。

これをやろうと思ったら、恐らく数千億円単位の予算がないと壱岐市でもそれはできないと。 

 だから、特にこの１７項目のうちに、僕は市長に、これとこれというふうな形で、この場で語

っていただきたいと思っております。 

 例えば、北九州市もそうなんですが、あそこは非常に汚れとった洞海湾を非常に浄化して、そ

れと調和した形の、環境と工業が非常にうまいことなった形でＳＤＧｓの実現に向けて、あそこ

は取り組んでいくということを方向として出されていますけれども、壱岐市の場合は、それがま

だ正直言って具体的な姿として見えないと思っております。 

 多分市長が答弁されると思うんですが、まず、市長には、ＳＤＧｓに応募した理由、それから、

ＳＤＧｓに当然財政支出が伴うわけなんですが、単独自治体でやれることということは正直言っ

てほとんど限られてきています。この財政的な裏づけはどうされておるのか。 

 それから、一番、私、読んでいて非常に違和感を覚えるというのは、ＳＤＧｓの前面に、一番

最初にＳＤＧｓとはといったら、これは、誰一人取り残さない社会の実現というのが要するにＳ

ＤＧｓの一番の根本にあるわけなんですが、どう考えても私は、壱岐市は別に共産主義じゃない

わけなんで非常にわかりにくい。これの実現について、政治家たるもの実現に向けて、一旦言葉

にした以上、どういった形で実現していくのか、その具体的なプロセスがないと、その実現は非

常に難しいと思うんですが、以上３項目について、市長のほうからＳＤＧｓにかける夢というか、

それプラス、行政のトップにおるわけなんで、言葉だけではだめだと。それを実現するためには

どういうことをやっていくのかと。 

 出馬されたら次の４年間は、こういうふうな形で実現していくと、これを実現するのは恐らく



- 67 - 

１０年単位、２０年単位でかかると思いますけれども、それを一歩でも前に進めるために、どう

いった形で主に重点項目として取り組んでいくのか、それを述べていただきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田正一議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  おはようございます。１０番、町田議員の御質問にお答えをいたします。 

 ＳＤＧｓについて、壱岐市として何をやろうとしているのか、また、誰一人として取り残さな

い社会とはどういうことなのか、政策プロセスを明確にしてくれという御質問でございます。 

 実は、去年の２月のことでございました。東京の全国離島センターでＳＤＧｓの話を初めて聞

きましたときに、私自身、これは一体何のことだと理解するのに時間がかかったところでありま

す。 

 また、締め切りも間近でございましたし、内容を聞いていくうちに、短期間のうちに２０３０年

の壱岐市のあるべき姿が描けるのか、採択の可能性はあるのか、応募すべきかどうか正直迷った

ところであります。なぜかと申しますと、手を挙げている自治体が全て環境問題に熱心に取り組

んでおりまして、壱岐市はそのような取り組みが皆無に近かったからであります。 

 しかしながら、ＳＤＧｓは内閣府の所管でありまして、採択されると、その計画実現に向けて

全ての省庁がタスクフォースとして支援するということを聞きました。私は、直感的に、これは

チャンスだと。何としても手を挙げなければならないと思ったところであります。 

 ありがたいことに、壱岐市は富士ゼロックスと地方創生の連携協定を結んでおります。富士ゼ

ロックスの力をおかりして、さまざまな企業との連携によりまして、結果として、わずか２カ月

余りで実現可能な２０３０年のあるべき姿を描くことができました。 

 さて、町田議員御指摘のＳＤＧｓは、余りに総花的過ぎる、壱岐市の具体的施策を示せとのこ

とでございます。そもそもＳＤＧｓとは経済、社会、環境の３側面における持続可能な開発目標

でございまして、言いかえれば、議員御指摘のように理想を掲げ、その理想に向かって全ての

人々が行動を起こすために設けられた目標でありますから、１７の目標に向かって進むこと自体、

御指摘のように総花的以外の何物でもございません。 

 そのような中で、壱岐市が目指すものは何かという御質問でございます。 

 内容に入ります前に、２０３０年のあるべき姿を目指すＳＤＧｓでございます。２０３０年は

どのような社会になっているでしょうか。何だ、１０年後じゃないかと思われる方もいらっしゃ

いますが、私はそうではなくて、私は、人間が経験する５番目の社会がやってくると思っており

ます。 

 御存じのように、人間が経験した最初の社会は、木の実をとったり、狩りをして生活する狩猟

社会であります。２番目が農耕社会、３番目が工業社会、そして私たちは現在４番目の情報社会
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におります。間もなくやってくる５番目の社会はデジタル社会だと言われております。ＩｏＴ、

人やものがインターネットにつながり、ＡＩ、人工知能を駆使する社会と言われておりまして、

そのような社会に対応するため、そのような社会を生き抜くために壱岐市はＳＤＧｓに取り組ん

でおるところでございます。 

 それでは、壱岐市の取り組みの一部を具体的に、一部でございますけど具体的に申し上げます

と、まず、３側面のうちの一つ、経済の側面では、スマート農業の確立。これは、アスパラ栽培

において、ＩｏＴやＡＩにより生産工程の体系化、収量アップを図り、あわせて、そのロスをな

くすために、商品にならない部分は加工してインターネットで販売することといたしております。

ここでは、企業誘致、雇用の確保も視野に入ってまいります。 

 社会面では、ドローンや自動運転による人、物の移動、老若男女参加による市民共創の未来づ

くりの対話会の開催をいたします。環境面では、太陽光や風力の再生可能エネルギーを水素に変

換し、安定した電源を確保することや、資源を有効利用する４Ｒの徹底などであります。 

 一方で、誰一人取り残さない取り組みのベースとして取り組んでおりますのが、まちづくり協

議会でございます。まちづくり協議会につきましては、既に取り組みが進んでおりますので説明

は割愛いたしますが、この誰一人取り残さないという概念は、表現は適切でないかもしれません

けれども、網の目から漏らさないという後ろ向きのことではなく、冒頭申し上げましたように、

理想に向かって全ての人々が行動すること、このことが誰一人取り残さないということでござい

ます。 

 もう一度申し上げます。理想に向かって全ての人々が行動することだということを特に強調さ

せていただきたいと思っておるところであります。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  やっと一般質問させていただいて、市長の思いが、テレビを通

じて市民の皆さんたちに本当に伝わってくれたらいいなと思っています。 

 多分、最初応募するに当たっての戸惑いがあったとか、この中身について、やっぱり市長も、

誰もみんな、私たち議員も皆そうだし、市民の皆さんたちも、このＳＤＧｓについて、やっぱり

これは何だという意見が多分ほとんど大多数だと思います。 

 だから、今みたいな形で正直な自分の心情とか裏話まで含めて、そうやって語っていただける

と、市民もそういった形で市長の１０年後の壱岐市──人口減少も進むでしょう。そして、非常

に財政も厳しくなる。そういった中において、それでもやっぱりどっかで、私は、政治家という

のは、「政治家は一本のろうそくたれ」という斎藤代議士といって太平洋戦争直前に、ただ一人

国会で反軍演説をして、戦争は絶対だめだと言った斎藤代議士というのがおられるんですが、私
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は、「政治家は一本のろうそくたれ」と、今、正直言って座右の銘にしているんですが、そうい

うふうな理想を掲げ切らない政治家はだめだと思っています。 

 ただし、市長、もう一つ質問したことで、この実現はわかりました。もう一つは、財政的な裏

づけ、一番重要なことなんです。今、市の行政の中にもＳＤＧｓ未来課をつくられておるし、今

までも予算を使っていろんな形でイベントをやられたりとかされているんですが、例えば、これ

は内閣府の所管で全ての省庁がタスクフォースし協力するとなっていますが、ＳＤＧｓの実現に

向かって財政的な裏づけは現実にあるのかと。 

 私が一番心配しているのは、今、安倍総理が、経済がうまいこと、みんな個別にはいろんな意

見もあると思いますけど、日本中は割と景気が求人倍率も非常に高いですし壱岐市もそうです。

一時に比べたら非常に経済は良好な状況にあると思いますが、僕が一方で心配しているのは、国

は１,０００兆円以上の借金があるんです。 

 そしたら、次に何を削るかと。恐らく安倍さんがやめられたら、次の内閣総理大臣は、財政の

立て直しを本格的に国はやっていきます。僕は、そのときに一番危惧しているのは、今、地方創

生と言っていますけど、地方を切り捨てるような形、地方交付税の減額だとか、そういった形で

国が必ずやってくるんじゃないかと、それ以外に財源がない。社会保障をもちろん切り詰めるわ

けにもいかん、今の日本の周りの状況からしたら防衛費も切り詰めるわけにはいかないんです。

そしたら、あとは税金を上げるか支出を削るしかない。この前、消費税を上げたばっかりなんで、

さらに国民に負担をというのはなかなか難しいとなったら、さっきも言いましたように、政治家

は、多分、国は地方に財政的な負担を押しつけてくるんじゃないかと、僕は、今、一番危惧して

いるのは、これは数年後には地方が見捨てられていくような状況になってくるんじゃないかとい

う。一時、夕張市が赤字再建団体になりましたけども、あれは夕張市が悪いわけじゃないんです。

国は、どんどんああいう施設をつくれと言って、一時、国はものすごい補助金を出したんです。

それに乗っかって、夕張市は余りにも極端にそれに乗り過ぎてしまったがために、あそこまで陥

ってしまった。 

 僕は、今、一番心配しているのは、ＳＤＧｓもいいけれども、これの財源の裏づけは、

２０３０年ですから、あと１０年間です。１０年間、国は本当に、これは壱岐市に対して保障し

てくれるのかということを非常に危惧しております。それについて、市長、最後に１点だけ答弁

お願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  まさに町田議員の国の今の財政等々で同じ認識でございます。 

 今のところ、御存じのように、平成２８年から、今、壱岐市の再生可能エネルギーの資源量調
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査をいたしております。これは１０分の１０でございますから全く問題はないと思っていますけ

れども、先ほどから申します、経済、社会、環境、それぞれに事業を取り組むとなれば予算が要

ります。 

 しかし、今から一番金が要るのは環境だと私は思っているんです。特に壱岐の再生可能エネル

ギー、私は、気候非常事態宣言も可決をいただきました。そういった中で、環境に対する金がか

なり要ると思っております。 

 しかし、私は、事業主体が市であってはならないと思っております。やはり民間の活力を使わ

なければいけないと思っていますけれども、その中で、それは民間の活力を呼び込む、今、計画

をいたしております水素発電、それはやはり１０分の１０で、市が一つの試験結果を出す。そし

て、民間に後を委ねるという、そういった手法を今からとっていかなければ、市が事業主体にな

るということは全くアウトだと考えているところであります。 

 ただ、しかし、有利な補助制度がある、そういった中で、それこそ何といいますか投資対効果、

それを見きわめて、今から取捨選択していかなければならないと思っているところであります。 

 御心配のように、本当に財政というのは、私は責任を持って、中長期、常に精査されなければ

ならないと思っているところであります。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  私なりに理解しました。非常に長期のスパンで考えなければい

けないことなんで、ずっと前に話したように、行政は、ある程度ずっと継続して、政策について

は継続の責任もある。 

 国政の話をしてもしようがないですけども、自民党が長く続けてきた政策について、民主党が

政権をとったときに公共事業を全面見直しとか、あれをやると非常に混乱を起こす。行政は、一

方で本当に継続して、市長が今やられたことは非常に大切なことなんで、１０年スパンで物を考

えようと思ったら、市長には財政的な裏づけまで含めて継続していけるような形の実現をぜひお

願いしたいと思います。 

 本当は市長にもうちょっとＳＤＧｓにしゃべっていただきたいと思ったんですが、実は教育問

題についても、僕は、きょうは教育長と議論したいと思いまして、そちらのほうに半分だけ時間

はとらせていただきます。 

 後、ＳＤＧｓに、あと二人、細かく質問されておりますんで、そちらのほうでやっていただき

たいと思います。 

 まず教育長が多分答弁されると思うんですが、この前ありました学力テストの──今、学力テ

ストと言わないんですかね、言わないんですが、状況は、もうおわかりだと思うんで、まずその
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結果について説明してください。 

 それから２番目、この前、神戸市で、これは皆さん全国でも非常に話題になりましたけれども、

教員間のいじめの動画、正直言って僕も衝撃を受けました。こういった事案について私も聞いた

ことがなかったし、これについて教育長の率直な感想。壱岐市では多分ないだろうと私も思って

いますが、多分ないだろうというのは、何があっているかわからないということに、もしかした

らそういう可能性だってあるわけなんで、ぜひこれについて教育長の率直な感想を述べていただ

きたいと思います。 

 それから、僕が一番、こういった問題が起こると、これは子供のいじめなんかでもそうなんで

すが、一番腹が立つのは、この教育委員会や校長を初めとする管理職の人たちのマスコミインタ

ビューなんです。あの情けなさそうな回答を聞くと、本当に不信感を持ちます。 

 今回も、ここの前の校長先生は、テレビのインタビューについて、教育長、御存じかもしれま

せんが、こう答えられて、校長というのは非常に事務の仕事が忙しくて、私は一日中ほとんど校

長室に詰めっきりの状態だと。だから、そういった現場の教職員間のトラブルについて、私は全

く把握する時間さえなかったというふうに、この校長は答えたんですが、こんな校長がおった

ら──教育長のところには、そういった各学校の校長とか管理職の人たちから、いろんな形で報

告があると思うんですが、こういう校長がもしおるんだったら、その報告自体が全く信用できな

い状況だと非常に私は憤りを覚えているんですが、壱岐市のこういった学校の管理職の教育は、

一体どないなっているのかということも答弁してください。 

 ただし、３番目に、教育長はもちろん御存じですが、教職員は時間外労働手当というのは基本

的にありません。要するに幾ら時間外をやろうが給料の４％が特別加算という形で、今、教職員

には出されているんですが、この４％がいつの間にか超過勤務を容認する原因になっているんじ

ゃないか。この前、マスコミの報道によると、全国の平均で教職員は１１時間を超えております。

しかも近年、この勤務時間がずっと増加してきているんです。壱岐市の状況についても、私は、

もし調べられとったらぜひ報告していただきたいと。 

 それから４番目に、長崎県でも報告があったように、前年度より１.８倍、小学校を中心にい

じめの問題が増加しております。いじめの定義は、もちろん文科省が出していますけれども非常

に難しいんです。いじめの定義自体が、僕は文科省が出しているようなそういうふうな問題じゃ

ないと。 

 例えば、児童虐待にしろ、僕なんかはじいさんから、何かあったら頭をしょっちゅうぶん殴ら

れて、ほっぺたもぶん殴られて、今だったら多分虐待になるでしょうけども。 

 いじめといったって、例えば、子供同士だってけんかすることも当然あります。ただし、それ

が継続的になってしまうと、これはいじめだと、あるいは集団で無視されるといじめだと、当然
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いじめというのはそういう形で定義されているんですが、長崎県で１.８倍、特に小学校を中心

に非常に増加しているんですが、壱岐市の状況について、教育長に答弁いただきたいと思います。 

 ちょっと長くなりますけど、できるだけ簡潔に済みませんが、再質問したいと思いますんで。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田教育長。 

〔教育長（久保田良和君） 登壇〕 

○教育長（久保田良和君）  １０番、町田議員の質問にお答えします。 

 まず、学力テスト、今、学力調査ということで全国的に実施をしております。今年度は、４月

の１８日に実施をいたしました。その結果、本市では、小学校の国語、算数は全国の平均とほぼ

同じ結果になっております。中学校は、国語は全国平均を上回っていますが、数学は全国平均と

ほぼ同じで、今回初めて実施された英語は全国平均をやや下回っております。 

 これまでの壱岐市の状況は、中学校においては、国語、数学ともに全国平均を下回る状況が少

し続いておりましたが、先ほど申しましたように少しずつ、その傾向が上向いております。 

 これは、今、言われている学力が、かつて私どものときに言っておりました、覚える、理解す

る、そういう中心のものから、しっかり読んで物事を判断して解決をするという力も見るという

点で、その調査の仕方が変わっていることから、授業の中でどう取り組みをするか、しっかり読

ませ、しっかり考え、しっかり書かせ、しっかり発表させる、そういう授業を仕組むことによっ

て、この学力は少しずつ高めることができる、そういう考え方でもって壱岐市教委は進めており

おます。 

 申しました少しずつ上昇傾向にありますので、このような形の授業を壱岐市内の小中の教職員

が取り組むよう、学校教育課と力を合わせて、全校の学校訪問指導、その他の研修会の中でしっ

かり指導をしているところでございます。 

 ２つ目のお尋ねにありました神戸であった職員間のいじめについてですが、議員がおっしゃる

とおりでございます。子供たちの一人一人の人格を認め、いじめをしないという指導をしなけれ

ばならない教師が、学校内で同僚の教職員にいじめをしていたという行為は誰が見てもおかしく、

大きな問題を含んでおり、非難されるべきものです。 

 社会人として、こういう行動をしたことは許されることではありませんし、将来ある子供たち

がいる学校内の見えるところでいじめを繰り返していたということは、教師としての資質を欠い

ております。子供の前に立つ資格はないと考えます。 

 一つの具体例で申しますと、加害者側の女性教師は、その学級の子供たちに対して、「反抗し

まくって学級を潰したれ」とまで発言をしております。子供たちに与えた影響の大きさははかり

知れません。深く反省しています等の言葉で済まされるものではないと考えます。教師としての

自覚や物事への見通しを持つ力が不足していると判断され、子供の指導を託すことはできないと
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考えます。みずからの意思で職を辞すことを、私は勧めたい気持ちになっております。大人です

から、それだけの覚悟は当然持っていてしていることと考えます。 

 今回は、学校教育や教師に対する期待と信頼を裏切るいじめ問題になりました。議員がおっし

ゃるように、どの学校でも、全国の多くの教師の間でも起きるかのように思われるのは困ったも

のだと捉えます。今回のような問題は突然に起こるものではなく、その地域、その学校独自の事

情や問題点があり、そこに至るまでのプロセスに視点を当てなければなりません。 

 神戸市は御承知のように政令指定都市でございます。教職員の採用や人事異動は市教委で行う

ことができるため、神戸方式と呼ばれる独自のルールがありました。例えば、教職員の異動につ

いては、本人の異動希望をもとに現勤校の校長と異動先の校長が、その異動の素案をつくって、

それを市教委が追認するという方法がこれまでとられており、校長の意向が強く反映される仕組

みになっていたと聞いております。この問題があって、このことは見直されたとも聞いておりま

す。 

 今回、加害者側の４０代の女性教諭については、前校長が、他校から、いわゆるヘッドハンテ

ィングをして赴任してきたとも言われています。その結果、現校長よりも、その校に長く在職を

し、学校内でボス的な存在になっていたと報道されております。この小学校では、中心となる人

物になりリーダーとなるような教師であったとも思われます。リーダー格の教師がつるんで暴走

と思われることを繰り返しても、校長はとめようとする力を持たなかったと言えます。 

 学校内の教師集団で、このように暗黙のうちに構成されている力関係、位置関係があって、そ

のパワーバランスをうまく活用したほうがよいと考えるような校長では、今回のような学校運営

に多分なったのだろうと考えます。管理職のそのような考え方は、教職員にはすぐに伝わります。

教師同士でとめようとする行動には当然起こってこないことになります。 

 こう考えてきますと、町田議員が御指摘のように、管理職はどうあらねばならないか、管理職

をどうして指導していくか、その視点に向いてくることになると思います。 

 少しだけお話ししますが、壱岐市では、管理職の教育については、年間を通して定例の校長研

修会、教頭研修会を毎月１回実施し、市教委、学校教育課と私が約１時間の時間をとって適宜の

指導をしております。 

 神戸のこの問題が発覚した直後の１０月１８日も教頭研修会で、１１月１日の校長研修会でも、

私が直接このことを取り上げて指導をいたしました。壱岐市では、こういう指導は言葉だけでは

なく、必ず資料を用意してするので、管理職は学校帰ってからも、机の上でその資料を見て、さ

らに復習をし、落ち度の少ない学校経営へとつないでいくよう進めております。時期を逃さずに

的確な指導を心がけ、できることをしていこうと壱岐市教育委員会は心がけております。 

 また、新任の校長や教頭を対象とした若手管理職研修会というのも年間５回ほど、これは５時
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以降ですけども自主的に行っております。その職務遂行の後押しをしておりますし、また、年間

を通して各種研修会もあり、校長が出席する会議も多いので、その都度指導することもできます。 

 特に芦辺庁舎で開催される会議の折には、出席した校長は、会議の前や終わってからも学校教

育課に顔を出して、いろいろな情報の共有をしますし、教育長室にも来てもらって情報の共有を

しておるところです。 

 壱岐市教育委員会と壱岐市校長会は、一枚岩という言葉を合い言葉にして、日々、取り組んで

おりますので、これらの指導をもとにすれば、管理職は、主体的な判断を持って学校経営に当た

っていけると思いますので、今回、起こったようなことは壱岐市では起こらないと、私は確信を

しております。 

 今後も、教職員一人一人が子供たちの教育に誠実に取り組むことができるように管理職の指導

にも努めてまいります。 

 ３つ目の労働時間の問題についてですが、１日の勤務時間が１１時間を超えるということは、

月曜から金曜までの５日間、朝８時から１９時に至る、そういう生活をしているということにな

りそうです。加えて、土曜か日曜の部活動を指導しますと、３時間ないし４時間が、これに加わ

ってくるので、このような数字になってくるのが実態でございます。 

 壱岐市の場合も、４月から７月までは、特に中学校は、運動部活動の顧問を全ての教師が携わ

っていますので、６時までは部活指導で子供と寄り添い、その後、あすの授業の準備をする等を

して、職員室を出るのが７時等になってくる状況が続いております。 

 学校別で見ますと、この１日１１時間というのを月に直しますと、厚生労働省も示しておりま

すように８０時間合計で勤務時間を越しているというところに数字を置いて調査をずっと続けて

おります。現在、中学校が約２４％、小学校は３％程度が、このような状況にあります。 

 職種別で見ますと、教頭のほうがどうしても長くなり、小学校で３０％の教頭が、中学校では

６７％が、そのように月に８０時間超えです。校長については、小学校が９％、中学校が１０％

で、後、教頭のほうが戸締まり等をして帰るために、このような数字になりますが、一般教職員

については、小学校では３％、中学校でもやはり２５％ほど、現在の状況の中でもあります。 

 校長、教頭は、それぞれの教職員の健康状態を必ず観察をしながら、健康状態を相談をし、場

合によっては医師に診察を向ける等のケアをしているところでございます。 

 現在の取り組みとしては、運動部活動のあり方、業務の見直し等をしながら、月曜から金曜ま

でのうち１回は部活動を休む日をつくっております。そして、その日は、教職員も定時に退勤を

することを校長みずから率先してするように進めており、土曜と日曜のどちらか１日は部活動を

休む。これも進めて、かなり定着をしてきております。 

 あわせて、毎月の第３日曜日は家庭の日としておりますので、この日は部活動を休みながら家
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庭にしっかりと携わる。各種の運動の競技団体にも、このことについては御理解をいただくよう

にしているところでございます。 

 壱岐市は、熱心に教育活動に取り組み、部活動等もする教員が多いため、教職員の健康を害し

てはならないと考え、このことを基本にしながら少しずつ校長と一緒になって取り組みを進めて

おり、実態は、この数字がだんだん下がってきております。 

 来年度中には、できるだけ８０時間を超える教職員がゼロになることを、まず目標にしている

ところでございます。 

 よって、今のところ壱岐市では、勤務時間の長さ、あるいは職場の人間関係、ストレス等で病

気休暇をとったり休職になっている者はおりません。 

 今後も、超勤の時間を考えながら、教職員には、校長のほうからしっかりと観察をして取り組

む形で、教職員の健康を守ることが、子供たちの教育活動の力を伸ばすことにつながると認識し

ております。 

 ４番目のいじめの問題についてでございますが、町田議員のお尋ねにありましたように、現在、

いじめの認識が少しずつ変わってきておりますが、言葉としては、本人が心身に嫌な思いをした

という場合には、それは一つのいじめとして報告をさせ、対応するということにしております。 

 その報告は、いじめ基本方針を学校に置いておりますので、まず定期的にアンケートをとって

おります。小学生は、このアンケートに意外と素直に答えてくれますので数字が上がってまいり

ます。早い時期での対応ができているということで、数字は上がっていますが重篤ないじめとい

うのにはつながっていないと考えております。 

 現在、壱岐市では、小学校がこれまで１７の報告を受け、中学校は５の報告を受けております。

そのうち、もう対応して解消しているというものもありますし、壱岐市の数としては、このいじ

めの定義を見直した前からすれば、少しはふえておりますが、内容的には、言葉での嫌がらせ、

冷やかしとか、そういう形で、最近ありました金銭を要求するとか、そういった内容のいじめ等

は、現在までのところ報告は受けていないところでございます。 

 今後も、学校は、いじめ見逃しをゼロにする、そういう気持ちで取り組ませておりますので、

いじめによって学校に行くのがという、そういう状況だけは起こしてはならないと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

〔教育長（久保田良和君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  どうしても教育問題になると、教育長もきちんと正確に伝わら

んといかんということで、かなり話が問題が問題だけに説明も当然長くなるんですが、一番問題
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なのは、あの神戸の事件を見とって、要するに教職員が、あの行為をいじめだと全く認識してい

ないんです。いじめだと自分たちが認識してない教職員がいじめ問題について、どうやって子供

たちに語れるんだと。 

 そういった意味で、あれは非常に僕も衝撃を受けたんですが、教育長が、壱岐市においては全

くないと、教育委員会と学校の現場とは一枚岩でやっているというふうに断言されましたんで、

ああいった事態はないと思います。 

 教育問題について、これはいっぱい答弁していただきたんですが、細部について、もう一度少

し聞きたいんですが時間もありませんので。 

 僕は、学力については、壱岐市は、昔、壱岐全島は非常に教育に熱心で、教育県ということで、

別に学力調査が全部とは言いませんけれども、それでも長崎県でトップスリーに入るとか、長崎

県内で１番になろうとか、できたらそういうモチベーションを持ってもらいたいと。 

 東彼杵の教育長は、学力調査で県下一番になると言って教育長になったそうですけども、僕は、

そういったある程度モチベーションを持ってもらいたいなとは正直言って思っています。いつも

答弁を聞くたびに、全国平均だとか、長崎県の平均を大体基準に語られますけれども、長崎県の

中では、うちはトップだと。 

 ぜひ、それを実現する方向としては、僕は、いろんなアイデアがあると思うんです。これはほ

かの自治体でも取り組んでいますけども、例えば、退職した教員を塾みたいにしてやって放課後

教えたりとか、そういった教職員の活動もあります。そういった形ででもいいから、もう少し、

長崎県のトップスリーぐらいには、少なくとも入るような、そういったモチベーションを持って

いただきたいと思います。 

 それから、これは総務部長になりますか。教育長は、済みません、もう時間がないんで。 

 今、教員の話を僕はしましたけれども、壱岐市の場合は人事委員会とか小規模自治体なんでな

いんで、職員のパワハラとかセクハラとかについての相談窓口はどういうふうにされているんで

すか。 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  町田議員の御質問にお答えをいたします。 

 一般の職員につきまして、いじめ、パワハラ等、その辺の対策はということでございますけど

も、基本的に、人事担当窓口であります総務課の中に職員班がございます。そちらのほうが相談

窓口となりますけども、通常の形としては、やっぱり担当の課長なり部長、そして経由をして人

事担当の総務課長、そして、私、総務部長のほうに、その救済なり、それなりの求めがございま

して、それに対して対応をしていくという形が通常のパターンでございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 
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○議員（１０番 町田 正一君）  部長、パワハラなんかいったら、普通、上司がやるんです。そ

の上司のところに相談に行くような、そういう対応が行政で──総務部長、壱岐ではそんなこと

はないと多分思われていると思います。これは、なぜかというと、壱岐は人間関係が非常に濃密

なんです。だから、多少のことは、お互いに酒でも飲んで、相談があったら、お互いに酒でも飲

んでちょっとやろうかとか。女性職員だったら、顔色見て、そんな大したことはないとか、そう

いう判断をしがちなんです。 

 これは、大体どこの自治体でも、今、パワハラとかセクハラとか非常に問題なっているのに、

行政の総務部長たるものが、その程度の認識では、壱岐では、相談とか、そういうのは、今まで

全く部長のところになかったんじゃないですか。 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  相談がなかったということはございません。それなりの対応をして

おりますし、確かに管理職員、中間管理職、その辺からのパワハラも想定はされますけれども、

職場環境の中で、上司が全てパワハラの実行者になるとは限っておりませんし、やっぱり情報を

収集する中で、その部、課の職場環境を上司が把握をして、そして、それを対策なり救済の申し

出があったときは対応していくというのが順番であるのじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  部長、民間の会社だったら、今、ほとんどが──会社の中にそ

ういったものを設けているところもあります。ところが、そこでも、非常に今、問題になってい

ますけども、そこに相談したら、上司本人のこういうふうな形で対応しましたということを本人

のところにもメールを送って、また同じようにパワハラの主体者でもある上司のところにもメー

ルを送って、非常に嫌がらせを受けて、長いこと裁判で闘っているという事例もあります。 

 そんな部長の言う、そんな簡単なもんじゃ──僕は１０年ぐらい前になりますか、議会で指摘

しましたけども、女性職員に対する上司のパワハラ問題がありました。僕は、ここで、それを一

般質問しました。 

 そういったことを気軽に上司に相談してもらったとか、そういうことで僕は解決できないと思

っているんです。それはそうです。皆さん、こうやって並んでいますけど、皆さん、聖人君子で

も何でもないです。パワハラするのは当たり前とは言わんけれども、セクハラがあったりとか、

パワハラがあったりとかいうのは、人間誰でもそうしがちなんです。 

 ところが、相手の立場に立って考えれば、セクハラと思っていなくてもセクハラと向こうは思

うかもしれんじゃないですか。そういった相談窓口は、まず上司に相談しろじゃなくて、僕は、

ぜひ、これこそ本当に行政の対応としては、まず民間企業の模範にならないかんと思っています。 
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 壱岐市の場合、人事委員会がないわけなんですが、こういった相談窓口は、上司とかじゃなく

て、どっかほかの第三者的な部署が必ず必要だと思うんですが、誰でもいいですけど答弁しても

らえませんか。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員、時間はもうなりましたから。 

○議員（１０番 町田 正一君）  わかっています。 

○議長（豊坂 敏文君）  最後の答弁を、総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  今、町田議員からございました相談、そして救済をする窓口として、

第三者的なところが必要じゃないかということでございます。 

 それについては、第三者機関等に相談をするシステムをつくることはいいことだと思っており

ますけども、今、議員御指摘の部分について対応するということであれば、市の中では、今、職

員班という形で総務課の中に職員の福利厚生も含めた対応をするとこがございます。 

 そしてまた、パワハラ、そしてセクハラ、そのことについては、まずその行為自体が認定され

なければならないという難度の高いところもございますので、一概に、どこででも相談していい

というわけではないと思っております。最終的には、人事担当部署でしっかりと、そこの原因な

り、そこの究明をして、そして、また原因があるならば、それなりの処置、処分も必要ではない

かと思っております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  全国的にも評判になりましたけど、消防署でも同じような事件

がありました。これは、下手したらどこでもあり得ることなんです。 

 先ほど教育長、神戸方式だから起こったというような形ですけど、そうじゃなくて地方の自治

体、小規模自治体、田舎の自治体ほど、非常に深刻なケースというのはむしろ多いんです。東京

とか大阪とかじゃなくて、地方の自治体、小規模自治体ほど、こういうのは非常に多いんです。 

 だから、ぜひ、ここに来られているのは、皆、市の幹部の人たちなんで、全部、これについて

は真剣に深刻に認識を持っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって町田議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩いたします。再開を１１時５分とします。 

午前10時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午前11時05分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に１１番、鵜瀬和博議員の登壇をお願いします。 

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  改めましておはようございます。 

 通告に従いまして、１１番、鵜瀬和博が一般質問をさせていただきます。 

 大きく３つ、あとそれぞれに質問がありますので、明確な答弁をよろしくお願いいたします。 

 まず第１点目、防災対策についてお尋ねをいたします。 

 近年の災害は多種多様化し、予想もできない災害が頻繁に発生し、被害も甚大であります。平

成１９年、平成２６年４月に、防災に関する地域の普及啓発を目的に災害への備えや災害が発生

した場合の対処方法をまとめた我が家の防災マニュアルを各戸に配付をいたしております。それ

がこれです。 

 これも、各家庭に配付しておりますこの我が家の防災マニュアルを作成したのは、平成２６年

３月になっております。避難する方法や準備品等、作成当時と変化をしておりまして、またさま

ざまな災害に対応すべき情報提供先もふえております。 

 またハザードマップも、平成２７年５月に改正をされました水防法に基づき、壱岐島沿岸にお

いて勝本浦や八幡浦など想定される最大規模の高潮を前提とした高潮浸水想定区域を考慮すべき

と考えます。今後、ハザードマップも含め最新の情報に改定すべきと考えますが、理事者側の考

えをお聞かせください。 

 ２点目、台風等の暴風雨時のとき、避難所についてはその都度指定開設をされております。地

区にはそれぞれ指定避難場所があるにもかかわらず、災害のたびに開設された避難所は避難する

にしても自宅から遠く、車を使わないと避難できないところもあります。 

 先日の千葉の台風被害のニュース報道では、避難所が遠く、道路が閉鎖され機能しなかったと

のことでありました。地域で指定された避難所のかぎの管理を、施設管理責任者のほか地域担当

職員に任せ、高齢者や避難弱者がいる地域にこそ設置すべきと考えますが、市当局の考えをお聞

かせいただきたいと思います。これまでさまざまな災害の折に避難所を設置されておりますが、

どのような基準で設置されてるのかお尋ねをいたします。また、各地域にある指定避難所はどの

ようなとき開設するのかお尋ねをいたします。 

 それと、災害はいつ起こるかもわかりませんし、住んでるのは壱岐市民だけではありません。

万が一の場合は、市民はもちろんですが観光客等島外からの人もわかるように指定避難所の案内

板を必要と考えるが、市当局の考えをお聞かせください。 
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 ３番目、災害時大規模停電により市民生活及び避難生活が麻痺したと報道をされておりました。

各避難所における非常用電源は大丈夫かお尋ねをいたします。 

 先日、気候非常事態宣言をし、再生可能エネルギーを推進していく今、今後の停電対策は避難

所における食料及び毛布等の備蓄状況をお知らせいただきたいと思います。 

 ４番目に、さまざまな災害に備え、災害が発生した場合、全ての災害現場に消防などの公助で

ある公的機関が駆けつけるということは、避難者支援等の緊急対応には限界があります。みずか

らの身は自分で守るという自助、そして自分の地域は自分たちで守るという共助、この自助、共

助、公助が三位一体となって防災に取り組むことこそが一番大事と考えております。 

 地域は地域で守るという心構えを醸成するためにも、自主防災組織の育成、活性化が重要と考

えております。停電やケーブルテレビの断線による情報弱者や、高齢者や障害者らの安否確認、

避難の方法など具体的な被害を想定した訓練、防災研修も含め今後の自主防災組織の育成計画に

ついてお尋ねをいたします。 

 以上、４点答弁をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  鵜瀬議員の質問に対する、理事者の答弁を求めます。総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  １１番、鵜瀬和博議員の御質問にお答えいたします。 

 近年の自然災害は、まさしく議員発言のとおり多様化、複合化、激甚化の状況にあります。こ

れまでの基本理念も防災から減災へと移ってきております。そうした自然災害に対するリスク体

制を高めるため、自助、共助の重要性の周知と、災害への備えを行っているところであります。 

 国においては、大災害の後を追うような部分もありますが、法律や指針等により経験を生かし

ながら対策強化の内容が随時追加をされてきております。例えば、平成７年の阪神淡路大震災後

には、建物の耐震基準の大幅な見直しが行われるとともに、自主防災組織の重要性が再認識され、

地域における組織化がそれまで以上に図られるようになっています。 

 平成２３年の東日本大震災の後には、災害時要援護者名簿の作成、津波ハザードマップの整備

促進が図られることになりました。また、平成１１年の広島県内での豪雨災害の検証により、土

砂災害防止法が整備されました。それでも平成２６年に再び広島県内で土砂災害が発生したため、

土砂災害警戒区域の指定や警戒体制の整備、ハザードマップの作成を進めることになりました。

さらに平成２７年の茨城県常総市、鬼怒川が氾濫した関東東北豪雨による大水害を機に、洪水浸

水想定区域図の整備と洪水ハザードマップの作成促進が図られています。 

 また、平成３０年の西日本豪雨では、防災情報が必ずしも避難行動につながらなかったため、

避難勧告など防災情報の伝達に住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくするよう警戒レベル

を用いることになりました。本市においても、このような国の動きにあわせて避難行動要支援者
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名簿やハザードマップ、その他防災情報のお知らせ文書等を作成し、逐次市民の皆様へお知らせ

をしてきております。 

 なお、御指摘の配付してから年数が経過している、防災マニュアルやハザードマップについて

は来年度内容の整理と情報収集を行い、加えて６月議会で議員から提案いただきました公園の位

置についても、避難場所の活用から見ても有効であることでありますので、ハザードマップにも

表示したいと考えておりました。 

 修正とあわせて新たな情報の追加や、別々に作成している災害情報をまとめるなど、よりわか

りやすく活用しやすいものになるよう検討作業を行い、令和３年度に防災マニュアル及びハザー

ドマップを更新し、全世帯へ配付したいと考えております。 

 次に、２番目の指定避難場所についての質問にお答えをいたします。 

 本市では、災害時における市職員の対応について、災害時職員行動マニュアルを定めておりま

す。この中で、災害、事故が発生し、または発生する恐れがあると認めるときは、災害警戒本部

を本庁及び支所に設置し、初動体制をとるように規定しております。また、円滑に災害等への対

応ができるように、気象警報等の内容により警戒、１次、２次、３次という職員の参集基準を設

けおります。 

 加えて、災害等への対応について、効果的な配置の必要から職員の通常時の業務内容等を考慮、

すなわち本来業務における責任の遂行をあわせ持つ役割分担となっております。地域担当職員に

おいても同様に本部がございます。 

 なお、避難施設のかぎについては、各支所で保管または施設管理者の連絡先を登録し、短時間

に開設できる体制を整えております。 

 さて、現在さまざまな災害に対応することと、多くの避難者を収容できるよう避難所として、

指定緊急避難場所のうち４８施設を指定しております。このうちどの施設を開設するかについて

は、そのときの気象状況等や施設の設備内容及び開設場所の配置がなるべく均等となるなどを考

慮して判断をしております。ただし大規模災害となるような場合は、当然、開設避難所をふやす

などの対応を行います。 

 なお、避難勧告等の意味するところは、必ず指定避難所へ避難してくださいということではな

く、そのときどきの状況に応じて身の安全を確保するための避難行動をとってくださいというこ

とであります。 

 また、近くに地域の公民館等の安全な建物があればそちらに避難することも有効な方法である

と言えます。災害時には、自分や家族の命は自分で守るという自助が基本であり、このような自

助、共助に基づく避難行動が必要不可欠であるため、各家庭や自主防災組織等での平時からの話

し合いが重要となります。まさに現在進めておりますコミュニティ組織の要となるまちづくり協
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議会において、この防災に対する共助の役割、各組織との連携にも大きく期待をしているところ

であります。 

 次に、観光客等の来島者への避難情報の提供については、告知放送やホームページ、ツイッ

ター、エリアメール等も利用して行っておりますが、宿泊施設、観光施設及び空港、港の待合所

等において、ハザードマップ等の掲示についてはさらに増設促進をしてまいります。なお、御指

摘の指定避難所の案内板についても、来島者等にもわかりやすいように整備をしていく考えでお

ります。 

 次に、３番目の非常用電源、食料の備蓄についての質問にお答えをいたします。 

 本年９月５日に上陸した台風１５号による千葉県内を中心とした台風被害では、広範囲、長期

に及んだ大規模停電により、住民生活や産業活動に非常に大きな影響を与え、電力供給網の重要

性を再認識したところであります。 

 現在、壱岐市の避難所にしている施設で発電機を備えている施設は８施設でございます。議員

御指摘の気候非常事態宣言を行い、再生可能エネルギーを推進していく今だからこそ、大規模停

電時の電源確保対策が見えてきたと思っております。 

 １１月１６日に郷ノ浦町弁天崎公園で開催したＳＤＧｓフェスティバルにおいては、中古のハ

イブリッド車を家庭用電源として活用するブースや、水素から電気を取り出す燃料電池自動車の

実演走行を行いました。これらは、大容量で長時間対応できる電源であり、まさに災害時の非常

用電源としても活用できるものであります。実際、千葉県ではハイブリッド車を改造した発電車

が活躍をしております。このような新たな方法も視野に入れながら、非常時に対応できる電源の

確保について検討していきたいと考えております。 

 なお、非常食、飲料水や資機材の備蓄については、県の災害時の物資備蓄等に関する基本方針

に基づき、人口の５％の３日分を目標に年次的に備蓄をしております。現在の備蓄量は、食料の

備蓄目標１万１,９３４食に対し９,３５０食分を、水の備蓄目標１万１,９３４リットルに対し

６,９１２リットルを、毛布の目標１,３２６枚に対し４８５枚を備蓄しているところであります。 

 また、壱岐市商工会。イオンストア株式会社、及び大塚製薬と協定を締結しておりまして、流

通備蓄にも努めております。 

 次に、４番目の自主防災組織の育成、活性化についての御質問にお答えいたします。 

 現在、自主防災組織の組織率は９４％まで向上し、今後は議員御指摘のとおり活動の活性化が

重要となります。自主防災組織の育成という面では、それぞれの組織での能動的、自主的な活動

が最も必要とされます。このことを促す目的で、各自治公民館への安全安心まちづくり交付金の

自主防災組織にかかわる部分については、重点を組織化から活動の充実に移行していっておりま

す。 
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 具体的には、翌年度の交付金の算出基準を自主防災組織の設置の均等割、世帯割を引き下げ、

その分避難行動要支援者の把握と見守りを新たに加え、加算するように予定をしております。ま

た、今後はまちづくり協議会による各自主防災組織の連携と防災訓練の実施等を推進していく方

針であります。 

 さらに、壱岐市協働のまちづくり出前講座の一つに防災に関するメニューを設けるとともに、

県から講師派遣事業や長崎県自主防災リーダー養成講座等を積極的に活用してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  防災対策につきましては、まず防災マニュアルの改定について

は来年度、次年度に情報収集をして修正するとこはする。そして、活用できるようなものをつく

って、令和３年に作成をして各戸配付予定だということでありました。ぜひ早目に、つくってい

ただく予定ですのでぜひ実行をよろしくお願いしたいと思います。 

 その中で、例えば今回のこういった冊子ももちろんつくっていただかないといけないんですけ

ど、やっぱり掲示で貼れる、家のどこかにぱっと見てずぐわかるような、一番大事なことだけで

すよ、全部は載せられないでしょうから、ハザードマップとあわせてそういった部分も含めて地

域ごとの、例えば避難所はハザードマップの中に入れられるということだったのでそこも工夫し

ながら、常日ごろからそういう災害に意識を持たせるためにそういう啓発も含めてそういったチ

ラシづくりも必要じゃなかろうかと思います。 

 また、２番目の避難所の件につきましては、その災害の規模に合わせて指定をし、そして先ほ

ど部長が言われましたとおり自分の身は自分で守るということで、どこであろうが避難をしてい

ただいて、まず自分の身を守っていただくと。近くにある避難所については支所が持ってるので、

もしそういうの必要であれば連絡をいただければ開けに行かれるんですかね、対応ができるよう

であれば。とにかくやはり市民の生命財産を守るのが我々の使命でもありますし、そこを一番重

点的にしていただきたいと思います。 

 また、今交流人口拡大に向けてさまざまな施策をされる中で、来島者向けにもそのハザードマ

ップを各地域地域にも掲示をすると。そしてまた宿泊施設にもお願いをていくということで、ハ

ザードマップの配置場所の拡大もあわせて進めていくということでしたので、実はこのハザード

マップについては以前子ども議会においても、災害の多い日本においてやっぱそういったことも

必要じゃないかということも子供たちも指摘をしておりました。ぜひ早急にその部分は設置をし

ていただいて、災害に強い地域づくりをしていただきたいと思います。 
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 ３番目の非常用電源につきましては、部長が言われましたとおりこの間のＳＤＧｓですね、あ

りましたが、実は今回国の補正予算におきまして約事業費２６兆円の規模の補正が行われており

ます。 

 この中に経済産業省が実は電気自動車、ハイブリッド車の電動車を積極的に活用するために、

給電方法を説明したマニュアルの作成、また国の防災基本計画への反映を盛り込んだ行動計画を

つくるようにしております。来年度以降はそれぞれの自治体と連携を深めて、このＥＶの活用を

盛り込むように働きかけていくと言われておりますので、今現在壱岐市においても電気自動車が

４７台、これを第３次計画では６０台にする予定になっております。その活用も含めて、ぜひ早

急にその作成をしていただきたいと思っております。 

 また、物資の備蓄につきましては、それぞれ国、県が定められた人口５％の３日分の食糧につ

いては、全部ではありませんが期限を見ながら多分補充をされているんだろうと思います。また、

特に心配なのが流通備蓄で、今イオンと商工会がされておりますけども、海が時化た場合がちょ

っと心配なんですね。ずっとこの間から時化が３日も４日も続いて船が通わなかったときのこと

を思うときに、それで対応ができるのかなという思いもありますし、我々島民だけではなくてや

はり島外から来た人もおりますので、その辺も考慮しながらぜひ備蓄の整備をしていただきたい

と思っております。 

 また４番目の自主防災組織の育成につきましては、来年度からまちづくり協議会宛になるのか

な、補助メニューにその育成についてメニューを追加をしていくと、言えばその自主防災組織の

組織設置から今度は活動に向けたメニューに変えていくということですので、ぜひそういった取

り組みをしていただいて、先ほどからも言いますように災害に強い地域づくりをお願いしたいと

思っております。 

 また、先ほどの充電設備については今後、例えば社会福祉施設、高齢者、障害者、児童福祉施

設の給水とかも、実際その上水のところのポンプが停電して活用できなかったていう千葉の事例

もありますので、その辺は大丈夫だろうと思いますが、あわせて実は今回の国の補正予算の中に

もありますので、もし整備ができてなかったらその当たりも含めて、水が一番大事ですので整備

をしていただきたいと思います。 

 今現在、ハードについては壱岐市強靭化計画を策定中でありますので、その辺も合わせて国の

補正予算のメニューを見ながら整備に向けて今後進めていただければと思います。 

 ぜひ我が家の防災マニュアルの完成を楽しみにしておりますし、災害は忘れたころにやってく

るていうのがあります。逆に備えあれば憂いなしという言葉もありますので、なかなか今壱岐の

現状ではニュースで流れるような災害は起こっておりません。しかしいつ来るかわかりませんの

で、我々も含めた自分の身は自分で守る、そして公助の部分で整備できる部分については早急に
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整備していくことをお願いをいたしまして、私のこの第１点目の防災災害についての質問は終わ

ります。 

 続きまして、高齢者の運転支援についてお尋ねをいたします。 

 本市の第７期介護保険事業計画によりますと、高齢化率は現在３５.８％から令和６年まで右

肩上がり、そして令和６年には３８.８％と予測をされ、高齢者のうち６５歳から７４歳の前期

高齢者は令和２年以降減少しますが、７５歳以上の後期高齢者は令和２年以降増加が予測をされ

ております。高齢者の多くは、日常の買い物、病院に行くにも公共交通機関が少なくバス停まで

遠かったり、運転免許証を返納したくても自家用車以外の交通手段もなく、タクシーの負担もか

かったりと交通弱者となっている人も多いです。 

 警察庁によりますと、７５歳以上のドライバーによる交通死亡事故は２０１８年に４６０件発

生をしております。年代別の免許人口１０万人当たり８.２件で、７５歳未満の３.４件の２倍以

上と、重大事故につながりやすい傾向になっているようです。 

 近年、全国的に高齢者の危険運転等による交通事故のニュースが後を絶たない状況です。そこ

で、壱岐市内において高齢者の運転免許証返納による特典と、ここ近年の高齢者の返納実績はど

のようになっているのか、またその返納された理由と大体年代的にどの高齢者が一番返納されて

るのかお尋ねをいたします。 

 ２番目に、本市では先ほども言いましたとおり、公共交通機関が都会に比べて発達をしておら

ず不便であります。そのため、自分で運転してやっぱり買い物、通院等行かなければ生活ができ

ません。返納したくても返納できないのが現状であります。 

 そのようなことから、車のアクセル制御装置の設置やアシスト制御機能つきの車を購入時に補

助金を出している自治体もあるようです。西日本新聞によりますと、例えば福岡県苅田町はペダ

ルの踏み間違い加速装置などを備えた安全運転サポート車の購入時に、１人１台に限り３万円、

福岡県うきは市、熊本県玉名市、大分県日ノ出町では、後付装置の購入支援を行っております。

宮崎県新富町は、両方に３万円から５万円を補助をしております。 

 本市では、高齢者対象にした実技講習の開催などを実施しておりますが、他市の状況を踏まえ、

また国の補正予算の経済対策では６５歳以上の安全運転サポート車の購入については支援がある

ようになっております。今後、危険運転により痛ましい事故が発生する前に導入に向け研究検討

してはと考えますが、市当局の考えをお聞かせください。 

 また、現在交通空白地域におけるコミュニティ交通の運行に向け、まちづくり協議会の中で初

山、箱崎地区をモデル地区として協議が進められております。今後、各まちづくり協議会におい

ても同様の案件が計画された場合も同じように、支援、協力すべきと考えます。早急にその支援

制度等を整備すべきと考えますが、その点につきまして市当局の考えをお聞かせください。 
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○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  １１番、鵜瀬和博議員の御質問にお答えします。 

 本市で行われている高齢者の運転免許証返納に対する特典等でございますが、壱岐地区タク

シー協会において運転経歴証明書の交付を受けた６５歳以上の方に対して、タクシー料金の１割

引を実施する制度を平成２８年９月１９日から実施されております。 

 また、壱岐地区交通安全協会において交通安全協会会員で運転免許証を自主返納した方には、

運転経歴証明書交付手数料１,１００円を全額助成する制度を平成３０年４月２日から実施され

ております。 

 次に、御質問の高齢者の返納実績につきましては、壱岐市の運転免許証の交付返納事務を行っ

ております壱岐地区交通安全協会より情報提供をいただきましたので、その内容についてお知ら

せします。 

 運転免許証の自主返納者の数は、平成２７年が２７人、平成２８年が２５人、平成２９年が

１０６人、平成３０年が６８人、令和元年１１月末現在が８６人となっております。なお、返納

理由と年代については不明ということでございました。ただし、返納理由について他機関のアン

ケート調査、これは他地区でございますけどもそれによりますと、視力が衰えて夜間運転をする

のが怖いため、自分の運動能力に対して自信がないため、とっさの判断がおくれるため、家族に

勧められたためなどが出ておりました。 

 次に、２番目のアクセル制御装置の設置やアシスト制御機能つき車両の購入費補助の御質問に

お答えします。 

 政府は、高齢者を対象にした安全装置つき自動車の補助金制度を検討、あるいは国内で販売さ

れる新車に衝突被害軽減ブレーキ、これが自動ブレーキの取りつけを義務づけする方針で調整に

入ったという報道が最近なされております。 

 また、西日本新聞がアンケートを実施したところによると、九州７県のうち５市町でサポート

車や安全装置の購入に助成を行っているとの新聞記事が出ております。長崎県においても、事故

防止の徹底を図るためシニアドライバー・サポカー体験会が開催をされております。このような

流れの中、議員御指摘のとおり本市においても財源措置を国、県にも求めながら、検討研究して

まいりたいと考えております。 

 次に、③のコミュニティ交通の運行についてでございますが、平成３０年度に策定しました壱

岐市地域公共交通再編実施計画において、初山地区と箱崎地区をモデル地区として選定をしてお

りますが、ほかの地域についてもコミュニティ交通を導入したいといった御要望がございました

ら、その地域との協議等を行い、具体的に取り組みが進められる場合には壱岐市地域公共交通再
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編実施計画に追加して盛り込み、実施に向けた手続等を行うことになりますので、市としてもそ

の地域と連携を図り、取り組みを進めていきたいと考えております。 

 乗合タクシー等のコミュニティ交通の運行につきましては、まちづくり協議会の区域と一致し

ない場合も想定されますので、協議会設立の有無にかかわらず協力していく必要があると考えて

おりますが、まちづくり協議会が設立された地域であれば車両の購入については国の支援制度で

あります過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業等の対象になる可能性があるなど、財政的

な支援が得られるメリットがあり、まちづくり協議会における取り組み等の検討もお願いしたい

と考えております。 

 なお、乗り合いタクシー等のコミュニティ交通の導入につきましては、路線バス事業者及びタ

クシー事業者等の御理解を得た上で運輸局に申請することになり、既存の地域公共交通と共存し

た形で運行することになります。 

 以上でございます。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  鵜瀬和博議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）   ２の高齢者支援運転についてもほとんど前向きの答弁いただ

きましてありがとうございました。 

 ２番目のサポートカーについては、先ほども言いましたとおり国のほうでも、部長も言われま

したが、国際基準満たす性能を求めるよう２０２１年度から新型の乗用車については取りつけを

義務づけるということでありますし、また先ほども言いましたとおり国の今回の補正予算の中に

も６５歳以上の高齢者による安全運転サポートカーの購入を支援すると明示をされております。 

 早急に、そういう動きがある中でぜひ検討研究をするということでありましたが、ぜひその制

度すぐ運用できるように要綱等の整備についてはもう今のうちから早目に研究をしていただいて、

国のそういう支援がある場合には即実施をしていただくという体制を整えていただきたいと思い

ます。 

 ３番目のコミュニティ交通の運行については、今のモデル地区に限らず全まちづくり協議会の

中で協議をされ、その実施に向けた地域連携を行っていくということで、また助成についても国

の補助を活用できるようなお話でしたので、ぜひこれからまちづくり協議会の中で協議をされる

そのコミュニティ交通もぜひ課題に上がった場合には十分協議をしていただいて、それぞれの地

域で実施に向けてやっていただきたいと思います。 

 ２番目のその検討、研究についての再度、どの程度まで研究検討をするのかという点を再度お

尋ねをいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 
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○総務部長（久間 博喜君）  どの程度までということでございますけども、現在もう既に九州

７県の中で５市町が実績を上げとるということでございます。ですから、実施する方向に向けて

検討を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  実は、小学校の交流を盛んにしておりますうきは市においては、

その踏み間違いの防止装置とあわせて実は安全運転ということで、事故をした場合の証拠になる

ということでドライブレコーダーあたりの設置についても助成を考えられてるようでございます

ので、そのあたりも含めてぜひ実施に向けて研究をしていただければと思います。 

 それでは、３点目のＣＯＺＩＫＩ事業についてお尋ねをいたします。 

 ２０１８年からスタートしました神々が宿る島壱岐、滞在型観光プロモーション支援事業ＣＯ

ＺＩＫＩプロジェクト、古事記をモチーフに壱岐島限定のカルチャー誌、多分皆さんも、結構メ

ジャーですのでこのＣＯＺＩＫＩをつくられておりますけれども、このＣＯＺＩＫＩに参加され

たアーティストの作品、そして映像、展示空間を含めて、全体を作品とするインスタレーション

を芦辺浦の古民家を使った展示や、またスタンプラリーを行うなど、神話の島の漫画・アート展

カミテンが去る１０月１１日から１４日まで開催をされております。あいにくの台風接近の影響

はありましたけども、私も参加をさせていただきまして、実はスタンプラリーをしてこのＣＯＺ

ＩＫＩのファイルをいただきました。ありがとうございます。そのほか、壱岐出身の漫画家の栗

元健太郎さんと手塚治虫さんの長女の手塚るみ子さんのトークショーも大変興味深く、大変面白

かったと思っております。 

 また、このカミテンにあわせたさまざまなコラボ食の提供もあり、おいしくいただいておりま

す。今回のこのカミテンについては、五感を刺激するイベントではなかったのかなと私自身そう

感じております。 

 このＣＯＺＩＫＩ及びカミテンの参加のアーティストについては、それぞれツイッターやフェ

イスブックなどのＳＮＳによる発信をしていただきまして、国内外を問わずその反響は大きかっ

たと聞いております。 

 今後、このカミテンのイベントを地域限定だけ、一部の地域だけ今回なっておりましたけども、

今後全島的に屋内外を問わずさまざまな場所による作品を展示展開をし、その作品を体感できる

ように、例えばその期間中カミテンラッピングバスとかタクシー、期間中壱岐ちゃり、電気ス

クーターで周遊など２次交通の充実のための情報発信、そして今回は４日間でしたけどもこの展

示期間を例えば１カ月とかぐらいに長くして、それに対して例えば事前の情報発信、またはその

ＰＲの方法、面白い取り組みとしてその宿泊ホテルの一室をカミテンとコラボした装飾をしたり
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したら面白いんじゃないかなと思っておりますし、また地域まちの活性化と飲食店の活性化を目

的として、地域、まちが密着して食べ歩き飲み歩きするイベント、街バル、以前これ島内におい

てもしておりましたが、そういった部分と一緒にすれば壱岐をずっと時間をかけて周遊できると

いうことで、大変盛り上がるイベントになるんじゃなかろうかと。その計画についても、行政だ

けではなくてやはり官民一体で、官民共同で計画をすることによりまして、そのことで連泊につ

ながりさらなる波及効果、経済効果も大きくなると考えますが、その点について市の考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

 また将来的には、今回いろんな漫画家アーティストがすごい方が参加をされておりますけども、

こういった方々が仕事のできる環境がもしこの壱岐の島内で空き家等を利用してできれば、まさ

しく市長が推進をしておりますＳＤＧｓも含めたワーケーションのモデルとして、一般のかただ

けではなくて世界に誇る漫画アーティストの方が壱岐に来て滞在をして、そこで仕事をして壱岐

を楽しんでいただくと。いわば瀬戸内海の直島のような漫画アーティストが集う島として注目さ

れる、魅力ある取り組みができるのではないかと考えますが、この点について市当局の考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  鵜瀬議員のただいまのＣＯＺＩＫＩプロジェクトについてお答

えをいたします。 

 神々の宿る島壱岐、滞在型観光プロモーション支援事業は、古事記をモチーフに現代漫画家や

アーティストの皆様と作品を制作する漫画カルチャー誌、古事記を中心とした民間プロジェクト

と連携し、島内に多数存在する神社等古くからの大陸との交流の歴史など、壱岐島の持つストー

リーを世界に認められた日本のカルチャーである漫画をとおして広く情報発信し、漫画家やアー

ティストのファンなど新たなターゲットの来島促進を図ることを目的に取り組んでおります。こ

れまでに３号発刊されており、回を追うごとに認知度も高まり、さまざまなメディアにも注目さ

れております。 

 去る１０月１１日から１４日の４日間、来島促進イベントとして開催した神話の島の漫画アー

ト展、通称カミテンと呼んでおりますが、このイベントは台風の影響でアーティストが来島でき

ずイベントが一部中止となり、また島外からのお客様のキャンセルもありましたが、手塚るみ子

様を初め来島されたアーティストの皆様の御協力と島内ボランティアスタッフの協力のおかげで

臨時のトークショーの開催など、中止となったイベント分をフォローしながら来場いただいたお

客様には御満足いただける内容になったのではないかと考えております。イベントの参加者数は

約１,２００名、当該からの来島は約３００名でございました。 
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 鵜瀬議員の御質問のとおり、本プロジェクトには国内外に多くのファンを持つ日本を代表する

漫画家、アーティストの皆様に御参加いただいており、個人的にＳＮＳ等により情報発信をいた

だいております。 

 これらを含め、かなりの反響があっており、効果測定を依頼した業者の試算では、拡散された

情報をカウントできるものだけでも広告換算した場合、約２,５００万円の効果となっておりま

す。 

 本事業は、有人国境離島法の滞在型観光促進事業として国庫補助を受け、平成２９年度から

３カ年取り組んでまいりましたが、これまでの取り組みでＣＯＺＩＫＩの出版に伴う作品の蓄積

と、カミテンという地域を巻き込んだイベントという一つの形が整ったものと思っております。

このような文科系の活動やイベントは、高い評価を受けるものもありますが継続が難しく、継続

されて初めて評価されることのようでございます。 

 議員が御提案されております全島的な作品展示場の確保や、アーティストの島としての環境整

備等につきましては、今後事業の将来性や財源確保等を含め継続すべきかどうかを判断したいと

考えております。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  鵜瀬議員。 

○議員（１１番 鵜瀬 和博君）  今回のＣＯＺＩＫＩ事業については大変効果があったけども、

今後その継続性については慎重に検討していくということでありました。 

 瀬戸内海の直島あたりも当初はやっぱり大変だったみたいです。市長の公約ではありませんが、

継続は力になったのが瀬戸内海の直島でありますし、ぜひこのＣＯＺＩＫＩ事業についても継続

をすればそこまでのイベントになるんじゃないかなと思っております。 

 実は、日本政府が推進をしております観光立国及びクールジャパン戦略の中で、このアニメ

ツーリズムていう機会を大変創出をしておりまして、実はそのいろんな有名な企業の社長たちで

つくられております一般社団法人アニメツーリズム協会ていうのがございまして、これがここに

日本のアニメの聖地８８として制定をされればアニメの聖地をつなぐ広域周遊観光ルート、官民

連携のオールジャパン体制で造成できまして、同時にいろんなサービス、それで商品の提供を促

して、地域の受け入れ環境も整備するような協会でございますので、例えば五島対馬も入ってお

りますし、佐世保あたりはこのアニメツーリズムで２日間で１万人以上来島したというような実

績もあるようです。 

 このアニメの聖地として今後、そして企画振興部が推進をされておりますワーケーションのモ

デルとして、ぜひ今後も検討ちゅうか進めていただきたいと思っております。 

 例えば、今神社が御朱印帳が有名ですけども、このＣＯＺＩＫＩでまた御朱印帳を新たにつく
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ってそれを販売するという方法もありますので、ぜひ今後さらに部長、検討とは言わず進めてい

ただくようにお願いをします。時間が来ましたのでもうこれ以上は言えませんが、今回１、２に

ついては前向きな答弁をいただいております。ぜひすぐに実行できるものは実行していただいて、

市民の生命財産守っていただき、両方とも同じように市民の生命財産を守る取り組みであります

ので、今後の早期取り組みに期待をいたしまして私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって鵜瀬和博議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をいたします。 

 再開を１３時といたします。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に４番、清水修議員の登壇をお願いします。 

〔清水  修議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（４番 清水  修君）  それでは失礼いたします。きょうは、世界人権デーです。一昨日

の壱岐市人権フェスティバルでは、中学生の作文発表、そしてＬＧＢＴの研究発表、また太鼓の

勇ましさ、本当に元気をいただきました。 

 また先日、壱岐市の公民館大会では、文科省もと視学官の吉野弘一先生よりＳＤＧｓの御講演

も伺うことができ、正直今までインダストリー４.０とかＳｏｃｉｅｔｙ５.０とかの意味が十分

に理解できていませんでしたが、本当に時代の流れの中でそういうテーマといいますか、キー

ワードがあるんだなということを理解できましたので、本当に有意義でした。 

 私の地域のまちづくり協議会も４月設立に向け集落支援員が決まり、アンケートの回収が今週

になりました。いよいよ地域の皆様の声をしっかり受けとめて、全体計画づくりに進む準備がで

きそうになってきましたので、きょうも壱岐の将来に希望を持って成長した多くの子供たちがふ

るさとの壱岐に帰って将来を担えるように、その土台づくりにさらに一歩踏み出す思いで頑張り

たいと思います。 

 そこで、今回は子育て環境の整備とＵＩターンの強化について考えてみました。内容は第３次

壱岐市総合計画に重なりますので、この２つのことはこれからの壱岐の若者と、そして若者の親



- 92 - 

である私たち世代にとってとても大事なことでございますので質問をさせていただきます。 

 まず、１点目です。一番大事な子育て環境をしっかり整備していかなければならないわけです

ので、幼児教育保育の無償化についてお尋ねすることになります。 

 このことは９月議会でも同僚議員から、準備は万全か、給食費はどのように徴収されたり、未

納者にはどうするのかとか、職員不足への対応とか次年度の見通し等についての質問がありまし

た。その後２カ月が経過する中で、どのような現状であるのか、進められているのか。また今後

の課題にはどのようなことがあるのか、次の３点について伺います。 

 １つ目、１０月から市内の幼稚園、保育所にはどれぐらいの幼児が受け入れられたのか、要す

るに幼児ふえたのかというお尋ねです。 

 ２つ目は、給食費の負担や保育料が無償にならない場合、これは預かり保育料などが当たると

思いますが、そのことに対する対応についてこれは十分に理解されていたのか、問題事例等はな

かったのかをお尋ねします。 

 ３つ目に、今後の課題について。次年度からの財源は地方交付税での措置になると聞いていま

すが、現状の対応が維持できるのか伺いたいと思います。特に、保育関係の専門職である保育士、

看護師、調理師、特別支援教育支援員などの確保と、今後の認定こども園の開園、目標は４園に

なっていますが、これらの見通しについてよろしくお願いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員の質問に対する、理事者の答弁を求めます。市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  ４番、清水議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、１０月以降の入所者の状況についてでございますが、御承知のとおり各保育所

ではほぼ満員の状態にありますが、武生水、勝本の両保育所において、１０月以降に各２名ずつ

の４名が入所されております。そのうち３歳以上の無償化対象児が２名、３歳未満で通常の保育

料をお支払いいただいている方が２名でございます。 

 その他の保育所では途中入所はございません。 

 次に２点目の、制度について十分に理解されているかにつきましては、１０月当初までは制度

に係るいろいろな御質問をお受けいたしましたが、現在では無償化に関する御質問はほとんどな

い状況でございます。 

 現在、令和２年度の入所申し込みの受付を行っておりますが、入所に関する質問が大多数でご

ざいまして、その説明の際にも、保育料の無償化については満３歳になった以後、最初の４月

１日以降から該当する旨の説明を丁寧に行っているところでございます。 

 また、副食費の負担につきましては、制度開始前より負担が重くなったという方は発生はいた

しておりません。また、その他無償化や副食費に関する問題事例は各施設からも報告はございま
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せんで、スムーズに制度移行できているものと思っております。 

 ただ、一部システム改修のおくれによりまして、納付書発送の遅延や関係金融機関との調整の

おくれにより副食費の口座振込手続処理ができず、皆様方に御不便をおかけいたしているところ

でございます。この場をお借りいたしましておわびを申し上げます。 

 最後に、３点目の今後の課題についてでございますが、御心配いただいておりますとおり交付

税措置につきましては無償化に対する本年度の国の予算が不足するとの報道もございますので、

注意深く動向を見守っていきたいと考えております。 

 また、専門職の確保につきましては、全国的に不足している状況にあることもかんがみながら、

保育士求人サイトによる派遣職員の活用や処遇改善など、あらゆる人材確保策を検討していきた

いと考えております。 

 認定こども園の今後の予定につきましては、壱岐市子ども・子育て会議の答申を尊重し、関係

者との意見交換や情報収集を行い進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田教育長。 

〔教育長（久保田良和君） 登壇〕 

○教育長（久保田良和君）  ４番、清水議員の幼稚園にかかわることについてのお答えをいたしま

す。 

 幼稚園につきましては、１０月以降の園児の増加は発生しておりません。なお、幼稚園におい

ての１０月以降の預かり保育等の取り扱いについては、１号認定の方はこれまでどおりおやつ代

を含んで長期が月額１万円、一時預かりが１日当たり１,２００円となっており、新２号認定の

方についてのおやつ代についても、月額１,０００円となりますが、御承知のように年間世帯収

入が３６０万円未満の世帯に属する子供と、第３子以降の子供については無償となります。いず

れも各町での保護者説明会及び各幼稚園や教育総務課へのお尋ねなどで周知を十分行っておりま

したので、今のところ特に問題事例は出ておりません。 

 以上でございます。 

〔教育長（久保田良和君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員。 

○議員（４番 清水  修君）  簡潔にわかりやすく状況を御報告いただきありがとうございます。

そして、問題事例等はおおむね発生していない、システムのふぐあいによる口座振込がちょっと

できてないところもあったとは伺いましたが、本当に安心します。 

 私たち公明党のほうでも、この無償化の現状をしっかり現場等でどのような実態にあるのかと
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いうことで、少しアンケートといいますか聞き取りみたいな調査も少しずつ進めているんですけ

れども、本当にこの移行に際しては現場への事務負担とかそういうことはありませんでしたと。

ただこども家庭課の方々が大変御苦労されたんだろうと思います。いわゆる１号認定、２号認定、

３号認定、いろいろな枠の中でしっかり認定業務をされて、そして現場がスムーズにできるよう

にされていたということを伺って、ああなるほど行政と現場がしっかり連携し合って子供たちの、

そして保護者の方が安心できる保育ができているんだなということを私も感じておりますので、

今後ともしっかり問題事例になりそうなそういった出来事も、やはり何が起こるかわからない時

代でございますので、そういったところに配慮していただければと思います。 

 ただ専門職の確保等について、先ほどもあらゆる手だてを講じながら確保に努めてまいりたい、

もうそれしか答弁のしようもない部分はよくわかるわけですけれども、私も求人募集要項とかを

取り寄せたりサイトで見たりいろいろしたんですけど、今壱岐市では１級嘱託職員ですかね、そ

ういう形での募集がなされていますし、急を要する場合はもう逐一されますし、年間を通じて常

に募集状態に入っておられることもよくわかりました。 

 ただ、誰もが周知の存じてることですけども、どうしても福岡といいますか都市部と地元での

処遇の違いが大きかったり、何かするためになかなか帰ってこれない、またはそういう職を希望

しないというようなこともあるのかもしれませんが、この子育て支援というのはとても大切な壱

岐市の柱になっていかなければならないと思いますので、どうかその辺の人材確保、専門職の確

保については特段の御配慮や御検討をお願いしたいと思います。 

 再質問になりますが、認定こども園につきましては、子育て会議の御意見等を尊重しながら進

めていくというなことですが、ですからまだまだ十分な言えるものはないのかもしれませんが、

最初にできましたこの石田のこども園、幼保連携のこども園を準じたそういった施設を見込んで

あるのか、それともまた違ったいわゆる子育て会議を尊重して、または住民のニーズに応じた少

しこれとは違うこども園になるのか、というようなことが分かればお尋ねしたいと思います。 

 文科省のこの幼児無償化保育等に関するいろんな資料を見てみても、私が勤めていたころはい

かにも早くこれをやれやれというような論調が強かったと思うんですけども、今はこうやはり地

域の実態とかそういったのを動向を見ながらいろいろ幅の広い、そういった保育関係の充実、環

境の充実に取り組めるようなふうに受けとめました。何かもう少し認定こども園について方向性

がわかれば教えてください。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田教育長。 

○教育長（久保田良和君）  清水議員のお尋ねですが、現在取り組んでおります石田こども園、こ

れを幼保連携型の認定こども園という形で一つの類別をしますと、そのほかに幼稚園型認定こど

も園、あるいは保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園と４つの形に今分けての取り組
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みが進められているようです。 

 これまでもお伝えしてきておりますように、石田の認定こども園がスタートして８カ月、９カ

月になろうとしております。その動向を私どもは市民部と力を合わせながら見させていただき、

壱岐市にとってどういう形が望ましいかというところをしっかり調査をしているところでござい

ます。 

 議員お話のように、旧芦辺町、あるいは旧勝本町、そして旧郷ノ浦町等についての公立の幼稚

園については、今後そういう方向でするという答申をもとにした形での視点がございますので、

そういう中からどういう形が望ましいか、簡単に言いますと通園バスの問題もありますし、保護

者等の理解を得るにはかなりの時間を要するというのがこれまで石田の場合でも一つの教えとし

て残っておりますので、丁寧に時間をかけながら理解をしっかり深めていただく中でしようと思

います。 

 給食の提供についても、施設をどうつくるか、壱岐市給食センターからの配給が可能かという

点もございますので、通園バス等を含めてこれらの課題について考えて進めてまいります。 

 これまでもお尋ねをいただきながら、まだ明確な形での方向性としてお答えすることができな

いところがありますが、現在モデルケースとしての石田こども園をしっかり見させていただいて

おります。 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員。 

○議員（４番 清水  修君）  さらに安心した思いがいたしました。確かにそれぞれ各町にそれ

なりのこども園という形でできていけば、それはそれで何というかそこをシンボル的にいろんな

いい面もあろうかとは思いますが、今答弁くださいましたように石田こども園の状況を見据えな

がら、そしてさらにその壱岐市の幼稚園、保育園はどういう形がいいのかというのを十分に検討

されて、その中で給食費やまた通園バスのことにも触れていただきましたので、そういったこと

をあわせて計画実施をされていかれることに私も賛成して、御協力できる部分はしていきたいと

思います。本当にできるだけ多くの若者が子供たちを連れて壱岐に帰ってきて、そしてこういっ

たこども園や幼稚園、保育所に通わせる姿がとてもこう待ち望みます。 

 ただもう１点だけ、追加の再質問になりますが、この幼児教育保育の無償化というのは全国一

様になされているわけですから、これ以上の壱岐のよさというか、例えばうちは給食費がなくな

りますよ、何々がなくなりますよとかそういったことが今までは、保育料をただにしますとか何

とかというのがあったと思うんですけれども、もうこれからはそれはなくなるわけですから、や

はりこれからはどうしても保育の質というのが求められてくると思います。 

 聞き取り等で幼稚園や保育所を伺ったときに、やはり一番悩んでおられるというか切実な問題

は職員不足による手の足りなさというか、一生懸命とにかくやるだけのことはやっていますと。
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電話もかかってくる、お客さんもある、いろんな応対の中でちゃんと保育もするということをさ

れてる場面も伺いました。 

 そして、一番はやはり研修の時間が非常にとれない、または代替の方を探すのが非常に厳しい、

いわゆる職員さんがお休みを取りたいなんかというときにかわりの方を補充するそういったこと

も大変な部分かなというのを伺いました。 

 それで、今後の保育の質を高めるため、またはそういった人的にもう少しこの補充という面で

最善の努力はわかりましたけれども、もう少し何かそういった面での対策等があればお聞かせく

ださい。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  議員さんおっしゃいますとおり、これまでは全国的に待機児童の解

消が重んじられてさまざまな施設の拡充整備等が行われてきましたけれども、今後は量とともに

質の充実が必要かとは思っているところでございます。 

 これまでも、研修等につきましては各施設交代でそれぞれ参加して出席していただいておりま

したけれども、今後さらに島外の研修、また島外で身につけてこられた内容を島内でまた先生方、

保育所の皆さん方みずから会議を開いて、そういう勉強した内容を申し伝えていただくような会

議、もうこれも実際現在やってありますけれども、もっとやっていただけるようにお願いしてい

きたいと思っております。また専門研修等につきましても、さまざまな研修に今後も積極的に参

加していただくように努めていきたいと思っております。 

 人材確保につきましては、御理解をいただいておりますようになかなか難しい面もございます

けれども、処遇改善等が一番の問題かもしれませんけれども、なかなか処遇改善したからといっ

ても島外からの専門職というのはなかなか難しい状況でございます。地元の子供さん方をそうい

う専門職に育てていくということが今後必要かと思っておりますので、そういうことができるよ

うな方策について検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員。 

○議員（４番 清水  修君）  御答弁ありがとうございました。専門職の確保、そして研修等に

ついては、すぐに解決できる道筋等もそうあるものではないと思いますけれども、そういった努

力をする方向でしていただけるものと思って、私たちも壱岐市の子育て環境はしっかり努力をさ

れているということで応援をしていきたいと思います。 

 それでは、次の２番目の質問に入ります。 

 これは島民の一番の願いである若者世代のＵターン、なかなか難しいという部分もあるとは思

いますが、そのことでのお尋ねになります。 
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 第３次総合計画にかかわることになりますので、常任委員会でも審議されるわけですけれども、

このＵＩターンの強化ということで上げてはおりますが、Ｕターンにつきましては壱岐を担う若

者世代がどれだけ島に帰ってこれるのかというのは、本当にこれからの壱岐市を占うといっても

いいぐらいの私は大事な課題だと思っておりますし、このことに市民の皆様も期待を持っておら

れるのではないかな。そして新しい総合計画の中の５の１にＵＩターンの強化ということも上げ

ておられましたので、そのことでの質問を２点させていただきます。 

 １つ目は、その項の４番目に移住、生活支援、（２）に学生の修学奨励金制度が上げられてい

ますので、その内容について具体的に伺えればと思います。 

 ２つ目は、私も全く存じてなかったのですが、現在長崎県が全県下で、全市町の共同運営で行

ってます、取り組んでる長崎リア住というＵＩターンを希望する若者にとっての仕事支援サポー

トというのをかなりアピールして進められているようですが、市民の皆様知っておられるとは思

いますが、私としては余り知られてないように感じますし、若い世代のＵターン促進に向けてこ

の取り組みが今どのような現状にあるのかというのをお尋ねいたします。 

 ２点お願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田教育長。 

〔教育長（久保田良和君） 登壇〕 

○教育長（久保田良和君）  ４番、清水議員の２つ目のお尋ねについての答弁をいたします。 

 これまでも清水議員から何度かお尋ねをいただきました。学生の修学奨励金制度、このことに

ついて今回第３次総合計画の中に盛り込み、具体的な検討に入るようにしております。 

 お話のように、ふるさとを大切にする教育の推進が長崎県でも人口減少の中で特に重視をされ

ており、壱岐市としてもこのことを推進しなければなりません。給付型奨学金、これを完全給付

型にするのか、あるいは一部免除にする奨学金とするのか、取り扱う場合は当然教育委員会でそ

の事業として取り組むことになります。 

 ついては、選考についてどのような基準を設けることが適切か、金額はどの程度がよいのか、

また何人程度を募集対象とするか等々、または壱岐市で一定期間の就業年限を設定することにし

た場合何年がふさわしいのか、これらの検討に入ることにしておりますが、今この時点では議員

のお尋ねの要望にかなうことができません。具体的な内容についてまでの検討は進んでおりませ

ん。 

 これからこの第３次総合計画を具体化していく中で、少しずつ具体的に御呈示できることにな

ろうかと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

〔教育長（久保田良和君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 
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〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  清水議員のＵターン促進についての２点目の御質問にお答えを

いたします。 

 長崎県が全市町共同運営をしております長崎県移住サポートセンターは、昨年度からセンター

のサポート体制を紹介するリーフレットを作成する際に、長崎暮らしを現実にするというイメー

ジを長崎リア住というキャッチコピーとして設定し、事業を行っております。 

 本センターの取り組みとして、費用及び集客の面から市町単独では開催が難しい県外での移住

相談会等の取り組みや、東京窓口の設置、お盆や正月の帰省客をターゲットとした子孫ターンＰ

Ｒなどを行っております。 

 県全体の事業でありますので、県外に移住している方に向けて情報発信を行っており、本セン

ターと連携した移住者数といたしましては、平成３０年度は県全体で３０３人、本市におきまし

ては２人、令和元年度９月末現在では県全体で１４０人、本市におきましては実績なしとなって

おります。なお、こちらの実績は県内市町間の移住者数は除いた数値でございます。 

 本センターについては長崎市に設置されており、長崎県本土への移住を検討されている方の相

談が多く、離島区域については直接市の窓口へ移住相談が行われることが多いことから、本セン

ターと連携した移住者数は少ない状況となっております。ちなみに本市の移住者数は平成３０年

度が９６人、本年度１１月末現在で６４人となっております。 

 また、若い世代のＵＩターンの現状はとの御質問ですが、一般的に子育て世代といわれる

２０代から４０代の平成３０年度での移住者数は５３人で、２０歳以下が２４名であることから、

移住者の約８割が子育て世代となっております。今後も本センターを含め関係機関と連携し、移

住者の増加に向けた取り組みを積極的に取り組んでまいります。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員。 

○議員（４番 清水  修君）  学生の修学奨励金制度という新しい名前で計画があげられている

けれども、いろいろな決め方といいますか計画がまだまだ十分検討できてないので今は発表でき

ないということですが、そういった方向で取り組んでいただいていること、こういうことは一気

に何ごともできないと思います。少しずつ、当面こことここをしっかり整えてまずやってみる。

いきっこ留学制度がたしかそのように感じています。 

 やはり少しずつきちんと、枠組みといいますか制度内容を決められて、そして継続的にそれが

続くようなシステム、仕組みづくりをされてあると思いますので、この学生支援の事業につきま

してもそのような方向でお願いできたらと思います。ぜひある程度そういったことが軌道に乗り

いろんな、壱岐で育って将来は帰ってくるぞという夢希望を持っている子供たちがより多く活用
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のできる、そういった仕組みになってくることを期待します。 

 一つだけちょっとその件で、それではこの仕組みができるまでは現在の壱岐市の奨学金制度を

続けられるということでいいんでしょうか。それとももうある程度のことはすぐ取り組まれると

いうことなのかということだけをこの件については伺います。 

 そして長崎リア住につきましては、確かにこのリア住を生かした実績というのは非常に少ない

というのは私たちが研修したときも聞いたんですけれども、いろいろな移住定住の実績として

５３人と先ほど言われましたが、そのうち２４人の方がこの若者であったということを私も聞い

て、長崎自体も何かそういう若い方々が今は子供たちを連れて帰られる事例が多いというのを聞

いたものですから、ぜひそういったところは今後もつながるようにしていただけるための強化と

いいますか、そういったことを感じてます。 

 例えば、今壱岐市でのこういう移住定住に関する奨励補助金といいますか、そういったのがた

くさんあります。定住奨励事業、空き家バンク活用事業、促進短期滞在型事業とか島外通勤通学

に関する事業、そしてわくわくパッケージていうのがこの長崎リア住になるかと思うんですけど、

そして就職奨励金というのがあって、今一番金額的にも非常に支援をされてるのが若者等ふるさ

と就職支援事業補助金というふるさと納税の寄附金からされてる事業があることを聞きまして、

その実績も３０年度は１１事業所で３５人、９８９万円の実績が上げてあります。 

 その前の年は３５４万円ということですので、２９年から３０年度までに３倍に利用者がふえ

ているということでお聞きしましたので、こういったこともあわせながら今後このＵＩターンの

強化に努められるのだろうと思いますが、この強化という部分についてもう少し何かこうアピー

ルがありましたら、これまでとは違うこういったとこに今後は進めると、当然いいところは継続

してずっといかれると思うんですけども、何かそういった強化面がありましたらお願いいたしま

す。 

 先ほどの現存の奨学金のこととこの強化ということで、もしあれば御答弁お願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田教育長。 

○教育長（久保田良和君）  議員お尋ねの現在の奨学資金制度についてですが、第１次募集をいた

しましたが、それぞれ３つの分野でも定員いっぱいにはなっておりません。むしろ少ないという、

三、四名程度に今のところなり、回覧でも第２次募集等をさせていただいておるところでござい

ます。 

 その状況を見ましたときに、返還ということを考えての志願を遠慮してあるという状況もそこ

には受け取られます。よって、完全給付型になるとこれは志願の状況はかなり増すのではないか

という状況の予想をしております。 

 今そういう状況の中でも志願をしていただいてる方は、それぞれの家庭状況の中で厳しいもの
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があり、自分の力で奨学金を借りて勉学を終わりしっかり返すと、そういう固い気持ちを持って

いらっしゃる方が志願を出されている状況にあると、奨学金検討委員会の中では皆さんが気持ち

を持って見ておられるところです。 

 よって、現在の奨学金制度はこのままもうしばらくしていきますし、先ほどからの完全か一部

かの給付型奨学資金についても、教育委員会はあくまで奨学資金という形での広め方として考え

て、関係部局との協議をしていきたいと考えております。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  清水議員の再質問でＵターンの強化ということでございます。 

 総合計画のアンケートでもあったわけですが、高校生のアンケートによりますと自分たちが望

む企業があればＵターン、または就業がかなうということでございました。やはり雇用の確保、

企業の確保が一番じゃないかと思っております。 

 本年度におきまして、企業誘致の関係でございますが、デザイン系やＩＴ企業の企業誘致を図

ることができました。今後もこのような若者が望む企業誘致等を図りながら、Ｕターンの強化に

努めたいと考えております。 

○議長（豊坂 敏文君）  清水議員。 

○議員（４番 清水  修君）  この新しい学生のための奨学奨励金制度ができるまでは、現在の

奨学金制度として教育委員会のほうは続けていくということ、そしてただいまＵＩターンに関す

ることではやはり望む企業がない、仕事場がないというのが６割から７割、たしかある時期の調

査ではあったと聞いてます。 

 でもこのごろ新しい芽が、先ほど言われたようにＩＴ関係、デザイン関係、そういった情報、

テレワーク関係、いろいろな仕事ができるようになっていることをしっかり島民の皆様にもＰＲ

をしていただいて、一旦はどうしても資格等を取るために大学や専門学校に出られる子供たちが

壱岐に帰れるように、応援をしていきたいと思います。 

 私先日といいますか、壱岐なみらい創りサイトの会に参加しました。その中で、やっぱりだん

だん回を重ねていますので、高校生の皆さんたちもただいろんな考えるだけではなくて、やはり

地元で聞き取りをしたりボランティア活動をしたり、そういった活動を通して自分たちがこうい

った発表ていうのを充実させているという姿勢に非常に感動しました。 

 芦辺浦の空き家のそこにたまっている産業廃棄物的な、そういった粗大ごみを地域の方と一緒

になって運び出す作業をされてたわけですけども、そういった活動を通じて中学生であれ高校生

であれしっかりこう壱岐の未来を担うぞという気持ちが十分に、ますます醸成されてきていると

思いますので、そういった子供たちの夢がかなえられるよう修学奨励金の制度やＵＩターンの強

化、そしていろんな制度の活用を進めていただきたいと思います。 
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 本日はありがとうございました。終わらせていただきます。 

〔清水  修議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって清水修議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をとります。 

 再開を１３時５５分といたします。 

午後１時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時55分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に１番、山川忠久議員の登壇をお願いします。 

〔山川 忠久議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１番 山川 忠久君）  それでは、通告に従いまして、１番、山川忠久が一般質問をさせ

ていただきます。目が覚めるように質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まずＳＤＧｓの取り組みについて。 

 昨年６月にＳＤＧｓ未来都市、そして自治体ＳＤＧｓモデル事業の選定を受けてから１年半、

その間にも世間ではさまざまなメディアでＳＤＧｓの言葉を見かけるようになりました。 

 １７の目標の中には、我々日本人にはいま一つぴんと来ないテーマもあり、その中で壱岐市の

各種の取り組みに対し市民の理解を深めつつ参加を促していくというのは困難があり、試行錯誤

を繰り返されていることと思います。そこで今回は、改めてその取り組みについて質問をいたし

ます。 

 １つ目に、１１月１６日に弁天崎公園で開催されたＳＤＧｓのイベント、ＳＤＧｓ ＷＥＥＫ

ＥＮＤＩＫＩ ＣＯＬＯＲｓについて質問します。 

 まだまだＳＤＧｓという言葉が浸透していない壱岐市民に興味を持ってもらうため、そして対

外的に壱岐市の事業をアピールするためという狙いがあったと思いますが、今回の開催について

まずその時期、場所、告知、動員、イベント内容について、それぞれ満足された部分はどこにあ

ったのでしょうか。そして不満な点や反省するところがあるとすれば、それはどういったところ

があったでしょうか。そして、この事業は３年間続けられるということですが、次年度以降の開

催については今回のイベントを踏襲したものになるのでしょうか。 

 次に、２つ目の質問です。壱岐市のＳＤＧｓの事業の柱として、壱岐なみらい創りプロジェク

トが位置づけしてあるかと思いますが、４年前に始まったこのプロジェクト、私も対話会にも何
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度か参加しましたし、みらい創りサイトの壱岐なＳｏｃｉｅｔｙ５.０のプロモーション映像に

も出演をしていたりとかかわってきておりますが、ここで改めてこれまでの活動内容、実績につ

いてお伺いします。 

 次に、対話会の開催に当たって参加者へ呼びかけをしているかと思います。それはどのように

行われているのでしょうか。そして参加者へ感想を聞き取りされているかと思いますが、その中

には好意的なもの、中には批判的なものもあるかと思います。どのような意見があるのでしょう

か。 

 最後に、このプロジェクトについて今後の計画がどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 以上、ＳＤＧｓについて、そのイベント、そして壱岐なみらい創りプロジェクトについて御答

弁をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  １番、山川忠久議員の御質問にお答えいたします。 

 市長が行政報告でも申しましたけれども、市民の皆様にＳＤＧｓに興味、関心を持っていただ

くきっかけをつくるために、１１月１６日弁天崎公園でＳＤＧｓ ＷＥＥＫＥＮＤＩＫＩ ＣＯ

ＬＯＲｓを開催をいたしました。当日は天候にも恵まれ、市内外から約８５０人の方に御来場い

ただきました。 

 このイベントは、市民の皆様とともに実行委員会を立ち上げ、さらに本市のＳＤＧｓの取り組

みに御賛同いただきました多くの企業とともに企画を練った、まさに市民協働、官民連携のイベ

ントとなりました。 

 市民の皆様には、水素自動車や電動キックスクーターの試乗、それぞれの分野の第一線で活躍

されている方々のトークセッションを通して、ＳＤＧｓに触れるきっかけになったのではないか

と考えております。 

 イベントの告知は１カ月前から行っておりましたが、初めてのこともあり、イベントに出展い

ただく企業との調整が難航するなどの理由で詳細な内容の周知が遅くなってしまいました。その

関係もあり、イベント会場と駐車場間で運行しましたシャトルバスに乗らずに、直接車で会場に

見えられた方もいらっしゃいまして、皆様には大変御迷惑をおかけをいたしました。 

 ＳＤＧｓについて、県市が連携しさまざまな取り組みを行っている、神奈川県が行ったアン

ケートでございますけれども、ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがある人は１４％と、まだまだ

全国的にも認知度が低い状況でございます。 

 ＳＤＧｓは新しい考えであり、幅も広く理解が難しい点もございますが、今回のイベントでは

島内外からさまざまな分野の企業や人に参加をいただき、ＳＤＧｓを知るきっかけづくりになっ
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たことはよかったと感じております。 

 しかし、イベントの事前告知が不足していた面もありますので、来年度は効果的な情報発信を

行い、市民皆様にＳＤＧｓをより身近に感じていただける機会を提供できるよう努めてまいりま

す。 

 次に、２番目の壱岐なみらい創りプロジェクトについてお答えをいたします。 

 ２０１５年１０月、壱岐市と富士ゼロックスが連携し、全国の離島活性化モデルを目指す壱岐

なみらい創りプロジェクトが開始をいたしました。このプロジェクトでは、富士ゼロックスがこ

れまでコミュニケーション技術の開発に取り組んできたノウハウを生かし、市民の対話を通じた

産業創出や人材育成に取り組んでいるところでございます。さらに、これまで市政に反映できな

かった若者等の意見も、この対話会を通じて幅広く拾い上げることができております。 

 また、夏休みを利用し市内の高校生と市外の大学生によるイノベーション教育として、地域資

源を活用し持続可能な産業や未来のアイデアを生み出すことを目的としたイノベーションサマー

プログラムも実施しております。 

 このみらい創りプロジェクトから３年間で３４件のテーマが生まれ、そのうち２６件が既に実

現をしております。このプロジェクトから生まれた代表的なものとしては、テレワークセンター、

４２社神社めぐり、ラッピングバスなどがございます。 

 参加者への呼びかけにつきましては、年間スケジュールを記載した対話会のチラシを各戸配付

したほか、壱岐ケーブルテレビ、広報紙、公共告知放送などさまざまな方法で情報発信をしてお

ります。 

 参加者からの意見としては、壱岐が好きになった、若者の考えや意見を聞くことができ前向き

になれた、市外の人と話をして壱岐の可能性を感じたといった好意的な意見が多くありますが、

何をやっているかわからなかったが参加して初めてよい取り組みだと感じた、会場までの足がな

く保護者に送ってもらわないといけなかったといった意見もございました。 

 ことし１０月に、壱岐市は慶応義塾大学ＳＦＣ湘南藤沢キャンパス研究所と地域創生に関する

研究開発の連携協力協定を締結をいたしまして、来年４月に壱岐市内に壱岐未来都市研究所、こ

れ仮称でございますが、設置することになっております。 

 この壱岐未来都市研究所では、多様化、複雑化する地域課題に対応できる人材を育成すること

を目的としておりますので、この壱岐未来都市研究所とも連携を図り、次年度以降の壱岐なみら

い創りプロジェクトの取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  山川議員。 
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○議員（１番 山川 忠久君）  まずイベントについてですが、私は午後からしか行くことができ

なくて午前の内容については承知をしておりませんが、個人的には起業家の家入一真さんの話や

それからアーティストの曽我部恵一さんの歌などは楽しみにしておりました。 

 おっしゃいますとおり、天候にも恵まれて弁天崎公園の雰囲気と相まって非常に心地のよい時

間が流れていると感じました。しかし、本当にがっかりしたことがあります。それはＳＤＧｓを

テーマにしたイベントです。まして壱岐市は９月に気候非常事態宣言を発したばかりにもかかわ

らず、ごみに関してほとんど何の配慮もなされていませんでした。 

 会場では、さまざまな飲食店のブースがありましたが、飲み物はプラスチックのカップに注が

れストローももちろんプラスチックのストローです。買ったものはビニール袋に入れて渡されま

した。そしてボランティアの方がごみの分別までしているというのを見かけました。 

 出店者がイベントの趣旨を理解していないのは、これはまさなに主催者の責任だと思います。

出店の条件として、まず第一にその趣旨を理解していただくというのがなくてはならなかったの

ではないでしょうか。 

 会場では、配布されたのかわかりませんが紙のストローも見かけましたが、その場で使われて

いるのを見ることはありませんでした。本当にもったいないことだと思います。たったこれだけ

のことです。しかしたったこれだけのことができないだけで、どれだけ成功をうたっても帳消し

になるくらいのことだと考えております。 

 来年も今回のものを踏まえたものになるのであれば、当然そのあたりは対応していただけるも

のと思いますし、これは壱岐市の主催のイベントのみならず、壱岐市で開催されるイベントには

ぜひそのあたり趣旨をしっかりと理解していただいて、イベントの開催をしていただけるように

働きかけていただきたいと思っております。 

 壱岐市では、９年間開催を続けているレゲエのイベントがありますが、これは早くから飲食物

ではデポジット制度を取り入れてごみ削減をやっている実績もあります。このあたりのことがで

きないはずはないと思いますので、この辺の改善をお願いしたいと思います。 

 そして、このイベントは実行委員会の主催という形で市民参画を狙われたものだと思いますが、

先ほど部長の答弁にありましたように市民協働、官民連携ということでしたが、その実行委員の

１人にも会場で意見をお伺いしましたら、イベントの内容が企業に丸投げではないか、イベント

をよくしようと我々の意見を幾ら投げかけても、もう決まったことだからと一向に意見を反映し

てくれなかったと。でき上がったものを、それもボランティアでたださせられただけだったと不

満を持たれていました。 

 次回以降もこのやり方なら参加できないと、市民がＳＤＧｓを主体的に学んで、では何ができ

るのかを考え企画する市民主体のイベントで、そこに企業と壱岐市が手助けをしていくような今
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回のやり方とは逆のやり方ではないとＳＤＧｓが壱岐に浸透することも難しい、これは皮肉交じ

りに言われましたが、持続可能な目標と言いながら全く持続可能なイベントじゃなかったと言わ

れました。 

 次に、壱岐なみらい創りについての活動です。私も企画会議のメンバーに入れてもらっていま

すし、対話会などで何度も参加をしておりますが、そしてフェイスブックでも活動を見させてい

ただいております。 

 石田中学校に１年生の息子がいますが、活動によってＳＤＧｓのことを知り、平均的な中学生

よりは高い意識を身につけつつあるように感じ、それはとてもありがたいことだと思っています。 

 高校生が参加している活動も、対話を通じて壱岐市が抱える課題について知り、解決策を考え

ていくプロセスを踏むという経験はとても大切なことだと思いますし、高校生からもとても楽し

かったという意見があることはとてもうれしく思います。 

 しかし、これについてもやはり壱岐市と協力企業の実績づくりのための活動のようになってし

まっているように危惧しております。高校生が参加しているイノベーションサマースクールにつ

いて、協力をお願いされている事業所の従業員さんから、保護者からこんな意見をもらったとい

う相談がありました。 

 まず活動回数について、当初の説明では学生が参加するのは年に二、三回だということですが、

今ではほぼ毎週となっている。そして、自分が土日が休みとは必ずしも限らないので、その都度

会社を休んで子供の送り迎えをしていると。ここまでフォローがあってはいいのではないかとい

う御意見がありました。 

 それから、参加学生の募集について、保護者の方がＳＤＧｓ未来課に電話をしたそうなので、

これについては確認をしてほしいと思いますが、学生も親も時間を犠牲にして強制的に参加させ

られて困っていると。そうしたところ、電話での返答は市としては強制しているつもりはありま

せんということだったそうです。 

 しかし、その後話を聞いた別の保護者からは、高校でＳＤＧｓに参加すると内申書に書けるか

らと言われたので、ほとんどの生徒が参加せざるを得なくなったと。ほかにも厳しい意見が出て

います。こういう意見が出るのも先ほどのイベント同様、あらかじめ市民がかかわれない形で全

てが決まっていて、それに合わせた役割を市民が演じさせられているような構図になってしまっ

ているのではないかと考えてしまいます。 

 しかし、これではまちづくりについても積極的でやりがいを持った人ほど活動に失望しそこか

ら離れていく、ＳＤＧｓの推進には大きなブレーキがかかるのではないかと心配しております。 

 いろいろと申し上げましたが、再質問として確認したいことは１つです。これまでのように何

もかもお膳立てがあって参加者はそのとおりに動けばいいのか、それとももっと参加者の事情や
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やりがいにフィットした形でＳＤＧｓの推進が図られる余地はあるのかということにお答えいた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  ただいま山川議員からいただきました質問のほうにお答えをいたし

ますけれども、大変厳しい御意見をいただいたと思っておりますし、真摯に受けとめたいと思っ

ております。 

 その質問、御意見等に一つずつお答えをしなければならないんですけれども、その分について

は持ち帰らせていただいて、今後の活動の中に生かしていきたいと思っております。 

 次年度以降の方針ということでございますけども、まず先ほど申しました形でいきますとＳＤ

Ｇｓフェスタについてはやっぱり、質問の中にございましたけどもそこ詳しくコメントはしてお

りませんけども、時期、場所、イベント内容についても、今回開催後、今議員の御意見、そして

皆様からいただいた御意見等を参考にしながら、そしてまた新しいアイデアも取り入れながら、

ＳＤＧｓに興味関心を引きつける、事業目的を効果的に発信できるようなフェスタをやっていき

たいと思っております。 

 それと、壱岐なみらい創りプロジェクトにつきましては、実績としてはテーマとその実現件数

というのが一応は出ておりまして、私どもも満足はしておるとこでございますけども、その中に

は参加者の気持ち、そしてまた事情等を十分に反映できない部分があったということを今お聞き

をしております。 

 先ほど申しました対話会、主に対話会についてなんですけども、慶応義塾大学と連携をしたい

ということで先ほど説明をしていましたが、現在壱岐なみらい創りプロジェクトが若い人の意見

として高校生を中心メンバーとした対話会がなされている状況をさらに発展させるために連携を

結んだとこでございます。 

 このことは、現在壱岐未来都市研究所、仮称でございますけども、その設立に向けて慶応大学

と連携打ち合わせを行っているとこでございまして、壱岐なみらい創りプロジェクトとの結びつ

けの意図するところにつきましては、今は島外の高校に進学する生徒がふえているという状況も

ございます。壱岐の高校に行くことの魅力を向上させたい、そしてまた受験対策になる取り組み

ができるのではないかと。 

 また、高校生の部活としてＳＤＧｓ部ですね、立ち上げという声も今伺ってるとこででござい

ます。そしてまた、バックキャスティングで壱岐市の人材を育てたい、そういうところで具体的

なシステム構築は今からでございますけども、皆様の御意見を反映しながらよりよい壱岐なみら

い創りプロジェクトを進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  山川議員。 
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○議員（１番 山川 忠久君）  私ももちろん、ＳＤＧｓについては２０３０年に必ず達成してい

きたいという思いで臨んでおります。そういった意味で今回この質問させていただいたわけです

が、ＳＤＧｓの説明を１年半前に初めて聞いたときに、同時に知ったのが環境ナッジという言葉

でした。 

 この環境ナッジは、ひじで突くとか背中をそっと押すという柔らかい意味がある言葉らしいで

すが、強制されることなく、また何らかのごほうびがあるからと行動を促されることなく、自分

ごととして課題に気づいて自発的な行動に持っていくていうのは簡単ではないと思います。 

 今のままでは、イメージ的にＳＤＧｓといえばただ待っていれば自動運転とかドローンの配送、

それから遠隔医療が受けられるようになるような未来というイメージを持たれていないとも限り

ません。 

 そうでなくて、そういう未来をつかむためには一人一人が目の前に落ちているごみ一つでも見

過ごさないような、そういったことをぜひ伝えていかなければいけないということが大切だと思

いますし、また今回提出の第３次総合計画にしても、ＳＤＧｓ抜きにしては進めていけない内容

になっています。ぜひそのあたり、午前中の市長の答弁ありました。全ての人が自分の意思で目

標に向かって歩みを進めるという状況を後押ししていただきたいと思います。 

 以上でＳＤＧｓについての質問終わります。 

 続きまして、松永安左エ門記念館について質問いたしますが、まず初めに、質問の中で事実確

認が取れないままに通告をした箇所がありますので、その部分については撤回いたします。 

 ②の質問の（２）路面電車の補修について、西鉄でやっていただけるとの質問を出しておりま

すが、社会教育課の文化財班に確認していただいたところそのような事実はないということでし

たので、恐らく伝言ゲームのような形で耳にしたものだろうという回答を既にいただいておりま

す。ですのでこの部分に関しては撤回をさせていただきます。 

 それでは改めて、松永安左エ門記念館について質問いたします。 

 この記念館は１９７０年に石田村が町政施行により石田町になった記念に建設が始まり、翌

１９７１年７月に完成しております。実は、松永安左エ門翁はその直前６月に９６歳の生涯を終

えられその完成を見ることはなかったわけですが、以来４８年間観光スポットとして愛されてい

ます。 

 施設の老朽化があり、これがまさに今後の課題だと思いますが、開館５０周年を目前に控え、

これからも市民が誇りを感じる施設として維持していただきたいので以下の質問をします。 

 １つ目、記念館運営検討委員会があると思いますが、これまでの経緯と提言の内容について伺

いたいと思います。 

 ２つ目、先ほど申しましたとおり（２）については撤回しますが、（１）展示物には松永翁が
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生前愛用した生活用品が、書画、褒章、電力関係の品など貴重な文化財が数多くありますが、そ

れらの保全についてどのような対策を施されているか、それぞれ御回答をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  堀江教育次長。 

〔教育次長（堀江 敬治君） 登壇〕 

○教育次長（堀江 敬治君）  １番議員、山川忠久議員の質問にお答えします。 

 まず１項目めの松永安左エ門記念館運営検討委員会の経緯と提言内容については、平成３１年

１月に当時の企画振興部地域振興推進課が担当事務局となり、委員６名、オブザーバー１名の構

成で委員会を立ち上げ、３月までに３回の会議を開催しています。 

 第１回目は１月３１日に開催し、委員会の立ち上げの趣旨説明、記念館の概要説明、現地視察

などを行っています。第２回目は２月１４日に開催し、現状の問題点等の協議事項に対する各委

員の見解発表や提言内容の協議を行い、３月６日の第３回目の委員会において、市長への提言内

容の最終協議を行っています。このような経緯を踏まえ、３月２８日に市長への提言書の提出が

ありました。 

 提言内容については、壱岐が生んだ日本の宝松永安左エ門翁を後世に語り継ぐことを柱とした

内容となっています。 

 具体的には、松永安左エ門記念館は松永翁の人物像とその功績を島内外へ情報発信する拠点施

設であることこれを基本理念とし、記念館の将来あるべき姿について次の３点が掲げられていま

す。 

 １点目は、松永翁の生き様や人物像、その功績について、時代背景や関係人物にあわせて紹介

されており、誰もが理解しやすい工夫がなされていること、２点目は、定期的なイベントが開催

されるなど、島内外からも何度も足を運びたくなるような記念館であること、３点目は、学校教

育等の連携がより強化され、全ての壱岐の子供たちが記念館を訪れ、郷土の偉人について学ぶ場

となっていること、以上の３点の記念館の将来あるべき姿を満たすために現状の問題点と、今後

取り組むべき事項が提言内容に盛り込まれています。 

 なお、提言書の中で松永記念館横にありますふるさと資料館を記念館として有効活用すること

という事項があります。 

 この提言をもとに、まず地権者である壱岐市出身の東京都在住の方に用地のお願いに行ったと

ころ、御自身は幼いころから東京で生活していらっしゃいますが、既に亡くなられたお父様のふ

るさとである壱岐市の発展のためにと快く御寄附をいただき、去る１１月２６日に壱岐市の名義

に登記が完了したところであります。ぜひこのふるさと資料館を松永記念館のリニューアルの際

には有効活用したいと存じております。 

 次に、２項目めの松永記念館へ展示している貴重な文化財の保全について、どのような対策を
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しているかとの質問でございますが、記念館には安左エ門翁が生前愛用していた生活用品や書画、

褒章など多くの展示物があります。 

 この貴重な文化財の保全対策ですが、記念館の開館時の通常管理においては管理人が定期的に

見回り点検を行っており、異常があれば担当課に連絡が入ることになっています。閉館時におい

ては警備保障会社と契約を行っており、無人時に異常があれば警備員が直ちに駆けつけて調査を

行い、担当職員に遅滞なく連絡するようにしています。 

 また、先ほど説明した提言書を受け、早速今までの管理人１名体制から現在２名体制へと見直

しを行いました。複数体制にしたことで、来館者への説明サービスを充実させるとともに、記念

館の施設管理においての強化を図ったところであります。 

 今後につきましても、防犯カメラの設置を検討するなどさらなる管理保全の充実に努めてまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

〔教育次長（堀江 敬治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  山川議員。 

○議員（１番 山川 忠久君）  １番目の質問の提言内容、そして保全の状況についてお答えいた

だきました。やはり築４８年ですし、展示物に関しては貴重な資料ばかりですので、その価値に

見合うだけの施設になるようぜひできる限りの改修をしていってほしいと思います。 

 最初に取り上げようとした路面電車についても、福岡市を走る市電が姿を消すに当たり、最初

に福岡に福博電気を設立して市電を走らせた松永安左エ門生誕の地に西鉄より寄贈されたもので

すが、壱岐市になってからは一時は解体されて鉄くずになる寸前だったと聞いております。 

 今でもひときわ存在感を放つ記念館のシンボルですし、寄贈していただいた西鉄との関係を良

好に保つということも必要なことと思いますので、保全には十分に努めてもらいたいと思います。 

 そこで、やはり記念館をよりよくしていくためには資金が必要ということになってくると思い

ますが、この問題を考えたときに今の入館料、大人１００円、中学生以下５０円という入館料は

少し安過ぎるのかなというふうに思います。 

 例えば入館料を倍の２００円にしたとき、昨年度の入館者数が５,０００人強とのことですの

で、単純計算で５０万円、３００円でも十分満足が得られる施設と思っておりますので、その場

合１００万円の増収となります。 

 ことし３月会議の同僚議員の一般質問でも松永安左エ門記念館の質問があり、松永安左エ門基

金という議論があったかと記憶をしておりますが、入館料の値上げ分をその基金に充てるなど将

来を見据えた運営につながるものと考えます。 

 それから私は勘違いをしておりまして、壱岐のバスガイドの知り合いからも館長さんの話はす
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ばらしいと、いつもやる気をもらって帰ることができるという話を聞いておりましたので、いつ

も記念館におられる定村氏が館長さんと思っていましたら、館長は社会教育課長で定村氏は管理

人ということで大変失礼をいたしました。 

 しかし、やはり個人的には展示物とそれを保管する定村氏の説明の両方があってこそ満足が得

られている施設だと思っておりますし、別の言い方をすれば管理人の資質による部分が大きく、

かわりのきかないところだと思っております。 

 しかし、いつまでも管理人という仕事を続けていただけるわけではありませんので、松永安左

エ門翁の功績を研究し、引き続き伝えていける人材の育成が急務だと考えますが、どのように進

めていかれるのでしょうか。 

 以上、入館料の適正化、そして人材育成の２つについて御回答をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  堀江教育次長。 

○教育次長（堀江 敬治君）  御提案ありがとうございます。松永安左エ門は、言うまでもなく壱

岐が生んだ不世出の偉人であり、我が国の産業経済発展の礎を築いた地元の埃でもあります。 

 この偉人が残した功績や偉業を長く世に伝え継ぐためにも、この提言書に基づき令和３年の開

館、没後５０周年にも当たりますが、この節目を機会に記念館のリニューアルとあわせ、議員御

指摘の入館料の適正化や人材育成はもちろん、路面電車等の補修等も含め早急に、仮称ではござ

いますが松永記念館整備検討委員会を立ち上げ、具体的な管理運営や施設整備計画を策定したい

というふうに考えております。 

 大変建設的な御意見ありがとうございました。 

○議長（豊坂 敏文君）  山川議員。 

○議員（１番 山川 忠久君）  あっと言う間に５０周年を迎えることになると思いますので、迅

速な対応をお願いしたいと思っております。 

 ここから先は、さらに一利用者として幾つか提案をさせていただきます。答弁は求めませんが、

ぜひ今言われた検討委員会でも取り上げていただきたい内容です。 

 先ほど提言の内容にもありましたけども、松永安左エ門の交友関係はネームバリューの高い人

物が多いです。例えば（……）の福沢諭吉、阪急鉄道や宝塚歌劇団を創設した小林一三、所得倍

増計画の池田勇人元首相など、これらの人物やゆかりのある土地、例えば福沢諭吉であれば中津

市、小林一三なら宝塚市、池田勇人であれば広島市などにちなんだ企画展など、集客や交流人口

の拡大につながると考えますので、そういった道を探っていただければと思います。 

 それから、記念館ではより理解を深めるために読むべき本というのを紹介してもらえます。そ

して、読みたいなと思ったときに利用者がする行動は、ほとんどがスマートフォンを開いてその

場でネットで注文するということに今なっているかと思います。 
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それでは少しもったいないと思いますので、館内に関連書籍の販売コーナーを設けてはと思って

おります。 

 最後に、管理人さんに、松永安左エ門が現代に生きていたら今何を考えているでしょうかとい

う質問をしてみました。そうすると、私は松永ではないのでという断りの後に、今でいえば孫正

義会長のように社会問題の解決、これ例えば今でいうと再生可能エネルギーや情報インフラの整

備をしつつ、経済的な成長を同時に求めるような実業家をしていたのではないかというふうにお

答えいただきました。 

 日本の津々浦々まで電気を届けるために尽力をした松永安左エ門という人物はお気づきのよう

にＳＤＧｓの視点からも語ることができるように思います。今後も所管である社会教育の面から

も、観光の面からもこのあたりを強調していただいて、記念館の発展につなげていただきたいと

お願いをして２番目の質問を終わります。 

 では最後に、公用車のドライブレコーダー搭載についてお伺いします。 

 ことしはあおり運転や高齢ドライバーによる事件や事故が頻繁に見られ、社会現象となってい

るのは御承知のとおりです。そのような社会情勢を受け、公用車にドライブレコーダーを搭載す

る自治体が徐々にふえつつあり、また導入には至らずとも議会で議論されることもふえているよ

うです。 

 先日、議会の産業建設常任委員会で五島市に研修に行きましたら、五島市では全公用車の使用

時にドライブレコーダーを稼働させているとのことで、理由を聞きましたところ公用車の事故が

多発した時期があったためということでした。 

 そこで、本市においても公用車のドライブレコーダー搭載の可能性を探るために以下の質問を

します。 

 １つ目、壱岐市が所有する公用車の数を教えてください。２つ目、公用車が絡んだ事故は幾つ

かあるのでしょうか。３つ目、ドライブレコーダーを導入する場合、どのようなメリットデメリ

ットが考えられるでしょうか。４つ目、以上を踏まえて今後壱岐市が導入を検討する考えはある

のでしょうか。これら４点について御回答をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  １番、山川議員の御質問にお答えいたします。 

 壱岐市が所有する公用車の数は、令和元年９月１日現在３２８台、そのうちリース車が７７台

でございます。 

 公用車の関係した事故は、平成２３年度より現在まで５８件、年平均６.４件で、ほとんどが

自損事故でございます。 
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 ドライブレコーダー導入をするメリットデメリットについては、メリットといたしましては事

故発生時における原因究明と責任の明確化、運転者の安全運転への意識向上、交通安全教育への

活用、また動く防犯カメラとしての役割も期待できるものと認識をしております。 

 デメリットといたしましては、ドライブレコーダーの機種によってデータのフォーマットが自

動でできないものがあり、日時が間違っていたりデータが壊れていたりするため、定期的なチェ

ックが必要と報告を受けております。 

 今後、導入を検討する考えはあるかという質問でございますが、現時点でドライブレコーダー

を設置している壱岐市の公用車は消防関係車両の２台のみでございますが、県内他自治体におい

ても導入に前向きな状況と、ドライブレコーダー設置の有効性を考慮いたしますと、今後公用車

への設置を推進する必要があると思っております。まずは新車購入時、そしてリース車の契約更

新時に年次的に設置したいと考えております。 

 以上です。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  山川議員。 

○議員（１番 山川 忠久君）  ありがとうございます。メリットについては私も同じように考え

ていたところです。そしてデメリット、ハードディスクの関係についてそういったデメリットが

あるということを初めて知りました。 

 また、デメリットを自分で考える限りプライバシーの問題ということにも配慮しなければいけ

ないというふうに感じております。ドライブレコーダー導入に関しては前向きな返答をいただき

ましたので、今後既に導入されている自治体を参考にしながら運用規定をしっかりつくってやっ

ていっていただきたいと思っております。 

 壱岐市の公用車、先ほど事故の数を聞きましたけども多いのか少ないかちょっとわかりません

けど、私が見る限り安全運転を心がけて運転をされているなというふうには感じております。こ

れからも安全安心なまちづくりのために力を注いでいただきたいとお願いをしまして、私の一般

質問終わります。ありがとうございました。 

〔山川 忠久議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって山川忠久議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。次の本会議はあす１２月

１１日水曜日、午前１０時から開きます。 

 なお、あすも一般質問となっており、４名の議員が登壇予定になっております。壱岐ビジョン、

壱岐ＦＭにて中継をいたします。市民の皆様におかれましては、御視聴いただきますようによろ
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しくお願いをいたします。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時38分散会 

────────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 

企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 石尾 正彦君 
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財政課長 ……………… 松尾 勝則君  会計管理者 …………… 松本 俊幸君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新報社ほか１名の方から報道取材のため

撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。 

 それでは、質問順位に従い、１３番、市山繁議員の登壇をお願いします。 

〔市山  繁議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１３番 市山  繁君）  皆さん、おはようございます。昨日もお疲れさんでございまし

た。一般質問２日目のトップの登壇者の１３番、市山繁が、市長に対しまして一般質問を行いま

す。 

 質問事項は、通告に従いまして大きくは４点ですが、要旨として何点か上げておりますので、

順次質問をいたします。簡潔な御答弁をいただきますようお願いいたしますが、最後の２点につ

いては通告だけのことでございますので、時間内に終わりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、１項の県要望と今後の取り組みについて、①の今後の要望活動の趣旨の必要性と強

調に期待するについてでございますが、去る１０月３１日、県への要望活動をされました白川市

長、豊坂議長様には大変御苦労さんでございました。 

 私もこのようなことには経験がありますが、県知事が前向きの御回答であれば気楽でございま
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すけれども、そうでない厳しい状況であれば非常に緊張いたすわけでございますが、白川市長は

壱岐市の要望として、県知事に対し、壱岐空港の整備等について、航空路の維持存続のためには、

どのような機種でも運航可能な空港整備が不可欠であり、国境離島の保全の観点からも１,５００メー

トル以上の滑走路を有する空港が必要であり、空港整備に係る調査費の予算確保の要望をされま

した。 

 中村知事は前回と同じく、依然として厳しく、空港滑走路の整備には巨額の費用がかかる。今

回も同じく、費用対効果を徹底的に分析しなければならないし、国は実績主義であり、対応は困

難と言われ、現在の１,２００メートルの滑走路から３００メートル延長するには３００億円は

かかると。私たちにはどのような積算かわかりませんが、今回は工事金額まで提示されており、

現時点での調査費を確保するのには非常に難しいとの御回答であり、この要望は不可能と受けと

めざるを得ないと私は思っております。 

 その厳しい雰囲気の中で、白川市長は首長としての立場で今回の要望理由として、新たに先般、

県内離島航空でのチャーター便が運航したフジドリームエアラインの機種が壱岐空港にだけ離発

着できない状況だった。このままでは、同じ離島である五島市や対馬市に大きくおくれをとると、

壱岐空港滑走路延長を強調されておられます。私は、その姿勢に強く感動し、心強さと期待感を

感じました。 

 これに対して、中村知事はどのような反応をされたか。そして、御回答はどのように示された

のか、できれば市長の感触をお聞きしたいと思っております。 

 次に、２項の今後の壱岐空港の方向性と取り組みについてでございますが、今回の知事要望は、

山本県議も同席され、山本県議は、県として離島の航空路をどうするかであり、知事の回答から

は、その方向性と言葉の足りなさを感じるとの不満さを見せておられますが、いずれにいたしま

しても、知事の御回答では、不可能と見て、現在のところでは期待を持てないと私は思っており

ますが、私が９月会議で一般質問をいたしましたように、現状では、ただ長崎と壱岐だけの航空

路で、１日朝夕の２便の運航では空間時間がもったいなく、利用・活用せねば進展もなく、空か

らの島外の誘客の拡大もできず、空港の存続も憂慮されます。 

 現在、国交の日韓中国との関係の悪化による影響で観光客も減少し、全国での日韓便も１６航

空が減便や運航がなされており、このため国内観光客に力を入れております。このような情勢悪

化をピンチをチャンスとして、平成１０年に撤退された全日空との福岡─壱岐間の航空路の復活

の交渉が要望され、福岡便を利用しての島外からの富裕層の誘客の増強と壱岐島民の利用を含め

て実施されてはどうかと私も思っております。 

 それでは、話は私は聞いておりましたけれども、昨日の新聞で、長崎新聞に、対馬─福岡便の

共同運航で全日空からＯＲＣがリースを受け、来春にも共同運航が始まるようでございます。こ
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れは明らかにしておりますが、そして対馬市議会でも全協の中で今説明をされております。この

ように、大手空港からのリース事業が始まっておりますので、この点についても今が交渉の時期

じゃないかと私は思っております。 

 次に、３項の壱岐空港と県外空港とのチャーター便の開設についてですが、先般、１０月

２５日に、離島便などを運航する九州の地域航空会社３社と大手の全日本空輸と日本航空は、共

同運航の拡大や旅行商品の開発を目的とする事業組合を設立されております。 

 これには、持続可能な地域航空のあり方に関する研究会が、平成２８年６月より、航空会社を

初め関係者が協力され、当研究会において１４回にわたり議論を重ねてこられ、平成２９年６月

に公表されたことをもとに、九州地域航空会社３社と先ほどの大手の全日本空輸と日本航空の

５社で、今後、各社は国と連携をしながら、営業や運航、人材確保や訓練などの協力もする方針

で、国土交通省は昨年の１２月に、人口減少に伴い、さらに利用者が減少する見込みの地方路線

を維持するため、各会社に対し、航空会社の枠組みを超えた連携を求める報告書を公表されてお

ります。 

 このように、航空離島便維持のため空路も改善されており、空港の有効利用が地方の活性化の

一つであります。機材も省エネ対策で、民間航空では小型機の利用になりつつあります。壱岐空

港では、先ほど申しましたように１日２便の離発着であり、この状態を有効利用するにはチャー

ター便の開設であり、各航空会社も利用拡大を図っているようであります。 

 島外近距離、例えば鹿児島、大分、四国の松山ですかね、その辺でも近距離航空で相互にチ

ャーターを利用すれば、Ｑ２００、３９席、ＡＴＲクラスの４８席の機種であれば、乗客数もバ

ス１台程度の人数であり、旅行会社も壱岐観光の富裕客の募集もしやすいと思いますし、開設に

は国交省の許可も不必要であるようでございます。各旅行会社の契約と空港の配置だけでありま

す。あるようでありますので、壱岐市の旅行会社と観光関係ですかね、よく協議をして、検討さ

れて、これが実現できれば、空港も活気が沸いてくると私は思っております。それで、先ほどの

リース事業でチャーター便の開設は進んでくると私も思っておるところであります。 

 以上で、これだけ答弁をお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  市山繁議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  １３番、市山繁議員の御質問にお答えをいたします。 

 知事要望についての御質問でございます。 

 空港の整備につきましては、平成２８年から継続して要望を行っておりまして、本年度で４回

目の要望となります。昨年までは空港整備そのものを要望しておりましたけれども、本年度は空

港整備に係る調査費の確保の要望を行いました。 
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 知事の回答につきましては２点ございまして、まず第１点目は、長崎─壱岐間の定期航路につ

いての回答でございます。 

 現在、長崎空港と壱岐空港間で運航しているダッシュエイトＱ２００型機の２機が構造寿命を

間もなく迎えようとする中、今年度更新予定の１機については、Ｑ２００型機の中古機の選定を

終えて、来年２月から運航開始の予定であるが、本機体は令和５年ぐらいに退役となる見込みで

あること。 

 ２機目については、来年度以降更新が必要となるため、後継機の検討時期を迎えているが、現

在、壱岐空港の滑走路の距離を十分念頭に置いた上で、現１,２００メートルの滑走路長で運航

でき、現行機体と同程度の座席を確保できるＡＴＲという機種の導入について検討が進められて

いること。 

 また、大手航空２社、ＡＮＮ、ＪＡＬでございますが、とＯＲＣを含めた地域航空３社、日本

エアコミューター、ＪＡＣでございますけれども、それと天草エアコミューター、そしてＯＲＣ

の３社でございます。計５社によって包括的な業務提携を行い、連携して運営を行うため、地域

航空の協業促進を目的とした有限責任事業組合が設立され、今後、機材、運航、整備方式の統一

に向けた技術的サポート等が図られ、その中でＡＴＲ機等への機材統一について、今後検討がな

されていくとのことでございました。 

 なお、最新の情報では、長崎─対馬間と福岡─福江間について、来年３月末から、現在運航の

３９席を有するＱ２００型機の２往復を、７４席を有するＱ４００型機の１往復に置きかえて運

航される予定とお聞きをしております。つまり、大型化により、１回のフライトにおける提供座

席数が多くなりますので、２往復から１往復になる予定とのことであります。 

 これにより、Ｑ２００の稼働が減らせることになりまして、Ｑ２００については柔軟な対応が

できるものと考えておりますが、今後、改めてＱ２００の後継機についても、その動向に注視す

る必要があると考えております。 

 県においては、壱岐─長崎間の定期航空路確保について御尽力をいただいておりますことには

感謝を申し上げたところであります。一方、２点目の本来である空港の整備につきましては、巨

額の費用がかかるため、国の支援が必要不可欠であるが、国が定めた採択条件をクリアすること

が必要になること、さらに、過去において用地確保等が困難であったことなどから、現時点での

調査費の確保は非常に難しいものと考えているとのことでありました。 

 しかしながら、これまで、いわゆる定期航路の確保が主な内容でありましたけれども、現在で

は、インバウンド等国際化の推進、交流人口、関係人口の拡大、そして有人国境離島法も施行さ

れるなど、環境が大きく変わっており、定期航路だけではなく、福岡、大阪、あるいは東京から

のチャーター便などを視野に入れた取り組みが必要であります。 
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 先般、県内離島をめぐるＦＤＡ、フジドリームエアラインのチャーター便が運航されておりま

すけれども、壱岐空港だけ離発着ができない状況にあったことから、１,９００メートル滑走路

を有する対馬市、２,０００メートルの滑走路を有する五島市との航空路面でのハンデがあるこ

とが現実としてあらわれたところでございます。 

 このようなことからも、壱岐市の発展のためには、何としても３００メートルの延伸、つまり

１,５００メートル以上を有する滑走路の整備が必要であると訴えたところでございます。 

 また、壱岐市国境離島新法制定民間会議空港整備促進期成会との共通認識のもと、この壱岐市

にとって重要課題に官民一体となって、壱岐市全体として推進することを確認していることも申

し上げました。 

 私は、将来の壱岐市の子供たちのために夢と希望を残さないといけない。それが私の使命であ

ります。そのためには、何としても１,５００メートル以上の滑走路を有する空港の整備を実現

しなくてはならない。そのための行動を粘り強く続けなくてはいけないと強く思っているところ

でございます。 

 次に、今後の方向性と取り組みについてということでございます。 

 壱岐─福岡の航空路復活交渉について、また、壱岐空港と県外空港とのチャーター便の開設に

ついてのお尋ねでございます。 

 壱岐─福岡間の航空路につきましては、平成１０年度の平成１１年１月にＡＮＫが撤退し、さ

らに平成１５年にはＯＲＣが撤退し、壱岐─福岡間の航空路が廃止されてから、はや１６年が経

過をしております。この撤退の主な理由は、平成３年に壱岐─福岡間にジェットフォイルが就航

し、搭乗率が極端に低下したからであります。 

 ただいま申し上げましたとおり、今後の空港の利活用につきましては、これまでは、いわゆる

定期航路の確保が主な内容でございましたけれども、現在では、インバウンド等国際化の推進、

交流人口、関係人口の拡大、そして有人国境離島法も施行されるなど環境が大きく変わっており、

定期航路だけではなく、福岡、大阪、あるいは東京からのチャーター便などを視野に入れた取り

組みが必要であると認識をしております。そのためにも、現在制約がある壱岐空港の整備が必要

不可欠であるということは申し上げたとおりであります。 

 また、アジアの玄関口、福岡市をハブとして、壱岐、対馬、五島、屋久島の各市町が連携し、

人の波を九州の各離島に拡大していくことを目的に設立された福岡市・九州離島広域連携協議会、

通称Ｒｅ島プロジェクトにおいては、各離島を飛行機でめぐるツアーとして、２０１８年３月に

壱岐─屋久島間、壱岐─五島間のチャーター便の企画がだされました。 

 この企画は、天候の都合で実際には運航されなかったものの、これらに対応する飛行機につい

ては、壱岐空港の関係もあり、Ｑ２００が使用されることとなっていたことなどを考えますと、
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今後、機種の制限がある壱岐空港だけが取り残される可能性があることも排除できない状況と考

えております。 

 壱岐─福岡航路の再開、また各県外空港とのチャーター便の運航については、現在の航空機の

性能等を考えたときに、ＡＴＲ等、１,２００メートルでも離発着が可能な機体もあるかもしれ

ませんけれども、やはり現壱岐空港ではその運航は厳しいものがあると認識しております。 

 しかしながら、現状等を見据えた今できる取り組みも進める必要があります。Ｒｅ島プロジェ

クト等の取り組みの中で、チャーター便も検討してまいりたいと考えております。その延長上に

福岡─壱岐の定期航路の復活が見えてくるものと思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、１,５００メートル以上の滑走路を有する空港の整備について、引

き続き要望活動を展開してまいります。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  今市長が言われたとおりでございますが、少し追質をさせてい

ただきます。 

 壱岐空港は、立地条件のこともあり、滑走路が１,２００メートルほどありますが、市長が強

調されておりますように、現在のままの空港の滑走路では、同じ離島としては平等ではない。壱

岐空港の滑走路ではＱ４００型が離発着ができないために、五島市では福岡へのニーズはあって

も、４００機がフライトしないと、先ほど申しました乗客数が運ばれないということで、五島市

の議員からもそういう話があっておりました。そうしたことで、大変だと思いますけど、かなり、

可能性はなくても、引き続き要望されていただきたいというふうに、私は１項については思って

おります。 

 ２項については、先ほど申されましたように、福岡─壱岐空港はジェットフォイルの運航によ

って利用者が減少し、航路の撤退が予告され、住民の利用を図るために、平成１０年、当時、振

興局長であった内田正二郎局長の在職時に、福岡空路の存続の決起大会を開催いたしました。私

が当時、壱岐郡４町議長会の会長でありましたので、その役職で利用拡大を呼びかけてきました

けれども、壱岐からの利用者の増強もできず、やむなく撤退となりましたが、現在は、先ほど申

しましたように、国交悪化の関係で、福岡空港も何十億円の赤字が報道されております。関東、

関西からの国内の観光客の誘致に一生懸命取り組んでおるように聞いております。 

 前回のこともあり、厳しい状況とは思いますけれども、当時とは事情も少し違っております。

ニーズと採算性のことはあると思いますけれども、福岡空港の復活が交渉次第でできるのではと

思っておりますので、ひとつ頑張っていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、３項めは、現在、壱岐市では空港の滑走路延長の要望をしているときに、小型機、



- 121 - 

壱岐空港の滑走路に離発着できる福岡空港の開設や島外からの誘客のためにチャーター便の誘致

等を提言しては、県の要望に逆行しているようなことになるわけでございますけれども、知事の

要望も厳しく、不可能な状況の中、このまま次のことに取り組みもなくて、本当に空港の維持は

困難となり、活気も失うことになりかねません。 

 知事の御回答にもあったように、国は実績主義と言われております。実績が必要課題であるな

らば、いろいろと研究し実績を上げなければ、県にも、国にも認めてもらえません。それならば、

空港の利用開設しかありませんので、取り組んでみて、無理であってももともとでありますから、

ただだめじゃなくて、取り組んでみてはと思っております。実績が上がり、滑走路の延長の必要

性を認めていただくように、私たちも努力していきたいと思っております。 

 これについても、ひとつ何かありましたら答弁を、なければ結構ですけど。そういうふうに私

も思っておりますので、ひとつよろしく、空港については終わりたいと思いますが。 

 それから、２項の郷ノ浦港ジェットフォイルの専用浮き桟橋の要望についての質問でございま

すが、この郷ノ浦港ジェットフォイル専用浮き桟橋の整備についての要望は、お客が安心安全で

乗降できるよう、ジェットフォイル浮き桟橋を早期完成の要望であっております。 

 この件は、お客の乗降の安全は必要不可欠であります。私も同僚からも、浮き桟橋の早期設置

とターミナル周辺の駐車場の整備、立体駐車場の建設には質問もあっております。現在まで、そ

れらについては改革はできておりませんが、私は前回の９月議会で進捗状況を質問する予定でご

ざいましたが、所管の話では、令和２年には採択される予定とのことでしたので、通告をいたし

ませんでした。 

 幸いに同僚の赤木議員が質問され、郷ノ浦港周辺の環境整備について質問をされ、１項めの質

問で、郷ノ浦港に浮き桟橋の設置の提案が何回もあっているが、その浮き桟橋設置の状況はどの

ようになっているのかの質問に対し、部長の御答弁では、私が得た予測とは異なったところがあ

り、部長は、その説明には丁寧に答弁されておりますが、私には理解しにくい点がありますので、

確認のためお尋ねをいたします。 

 まず１項め、浮き桟橋の件では、その内容が、昨年より市民皆様より多くの要望が寄せられた

ためと冒頭におっしゃっておられますが、この要望は、私のとり方では、昨年からではなくて、

当初からあっており、議会からも安全性の質問や不満はあっております。昨年よりの要望とでは、

昨年より多くの要望があったので市はようやく腰を上げたように、取り組んだというように感じ

られます。言葉尻をとるわけでございませんけれども、大事な文言でございますので、このこと

についてお尋ねをいたします。 

 次に２点目は、本年度に入り具体的な設置位置の検討をなされ、当初は現在の乗降橋での掘り

込み式で設置する案で進められておりましたが、九州郵船株式会社からの掘り込み式とした場合、
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フェリーの保船作業に支障があり、安全な入港に影響があるとの意見が出されたため変更したと

言われておりますが、私はこれに疑問を感じました。 

 この場所の件は、先般県より、郷ノ浦港ジェットフォイル専用浮き桟橋の設置場所については、

元居港入り口の掘り込み式ですね、岸壁の、そしてフェリーが着岸している岸壁の中央、そして

旧フェリー着岸場所の３カ所への問題点が示されており、これに対する県の具体策はありません

でしたが、県の問題点が示されておるのに、この掘り込み式の案はどこから提案があったのか。 

 また、掘り込み式で検討していたが、九州郵船からの意見が出たので場所の変更になったとあ

りますけれども、唯一の運航会社の九州郵船株式会社は、この協議には参加していないのか、こ

の２点についてお尋ねをいたします。 

 次に３項めは、場所の変更により、調整事項の手続で１年は空白となり、令和３年度からの新

規事業採択に向けて取り組んでいると言われており、この掘り込み式の協議の案の１年が無駄と

なり、その空白が惜しまれて私はなりませんけれども、令和３年度の採択は期待できるかどうか。

安心安全のための事業であり、早期の完成を願っておるが、その点についてお尋ねをいたしたい

と思っております。 

 それから、２項めのジェットフォイルの乗降の安全対策についてでございますが、事業の安全

管理対策は全て両市に義務づけられております。公共事業では、労働基準監督署が指導・監督を

啓蒙されており、事業者は危険防止に十分な対策をとることに義務と責任があります。 

 航空路、鉄道、道路は、安全航海と安全運転は安全のためであり、乗客の乗降時の安心安全に

九州郵船は対応すべきであります。乗降には、船員を初め、九州郵船の所長や、そしてスタッフ

たちが、方々が安全のために手助けをされておられますが、事故が発生しますと、その責任が問

われます。唯一の運航会社を批判するのではありませんけれども、このことは当初から取り組む

べきであると私は思っております。 

 ジェットフォイルの岸壁の海岸では、潮の干満から見て、お客の乗降には不合理なことはわか

っておることであり、ジェットフォイル就航時か、またフェリーのターミナルの建設どきにすべ

きであって、乗降には危険性の少ないボーディングブリッジ、結局架橋が設置された時点であそ

こは、岸壁はあくわけですから、郷ノ浦港の整備の中でジェットフォイル専用浮き桟橋設置の提

案を九郵は私はすべきであったのではなかろうかと。 

 そしてまた、県の港湾課や港湾整備担当課でも必要性を指導すべきだったしと私は思っており

ますし、県でも、地元が要望してから場所についても問題点は示しても、何も具体的な指導も示

されないで、掘り込み式の案で、この事業におくれた上におくれをとると。ジェットフォイルの

就航から次の更新を要望するときまでの約３０年間、二十七、八年ですかね、間をジェットフォ

イルの浮き桟橋の設置ができなかったのは、非常に私は残念に思っております。 
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 長崎市の港は、地元でもありますけれども、港も恵まれておりますけれども、全て桟橋が設置

されております。きのうの新聞にも、この長崎空港の新浮き桟橋の計画が、これは県のＩＲ誘致

に見据えての整備でございますけれども、こうした事業がもうすぐ８年間の計画で５３億円、今

年はそうした測量調査、設計費などで１億６,５００万円を計上するという見通しであります。 

 ここの浮き桟橋は、それから見れば微々たるものでございますから、そうしたことも考えてい

ただきたいなと思っておりますし、離島は、海上は海からの玄関口でありますし、高速のジェッ

トフォイルの楽しい船旅をされても、着岸して、弱者や大きな荷物を持っている方は非常に不愉

快で不満さを感じているように思います。 

 壱岐も対馬も同じでございますけれども、離島を本土並みとの政策を県は考慮していただき、

苦言となりましたが、私はこの点についてのそれを感じておるわけでございます。 

 そして、駐車場の件でも、県の所有であっても、管理運営は地方であります。それを有効利用

するために言っておるわけですから、県もその点は理解して、早期の、離島のことを考えて私は

やっていただきたいと、きょうは苦言になりましたけれども申し上げる次第でございますが、こ

れについて、市長の御見解をお尋ねしたいと思います。市長でも管理のほうでも結構ですけど。 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  １３番、市山繁議員の御質問にお答えをいたします。 

 郷ノ浦港ジェットフォイル専用浮き桟橋の事業計画において、運航者の意見等が反映されてい

ないのではないかとの御質問でございます。これまでの郷ノ浦港ジェットフォイル専用浮き桟橋

計画の経過につきまして御説明をいたします。 

 以前から設置要望がありましたが、県振興局と協議を進める中で、港内が狭く、操船などの関

係からフェリー接岸や漁船の航行に支障を来すため、現在地付近の浮き桟橋を設置することは困

難な状況にあるということで、事業計画は進んでおりませんでした。 

 しかしながら、昨年度に入り、市民皆様より多くの要望が寄せられ、その中でも壱岐市身体障

害者福祉協会、壱岐市老人クラブ連合会、一般社団法人壱岐観光連盟から要望書が提出をされま

した。 

 そのような中で、昨年１２月に県港湾課、壱岐振興局、市水産課で九州郵船本社へ出向き、ジ

ェットフォイル専用浮き桟橋の設置位置について協議を検討をいただいたところであります。 

 当初の段階では、現在の乗降場所での掘り込み式での設置する案で進められておりました。こ

の掘り込み式というのは、県の港湾でございますので、県の提案ということでございますけども、

九州郵船株式会社内で検討された結果、フェリー係船作業に支障があり、安全な入港に影響を及

ぼすことから、旧フェリー岸壁への浮き桟橋設置の提案がなされましたので、九州郵船株式会社
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の意見を尊重し、今進められている状況でございます。 

 このようなことから、九州郵船株式会社の意見も十分反映されておりますので、御指摘のよう

なことはないと考えております。 

 次の質問でございますが、現在の郷ノ浦港ターミナルは、平成５年に建設をされており、ジェ

ットフォイルは平成３年から就航をしておりました。その際には浮き桟橋の整備計画はなく、当

時は浮き桟橋の設置要望は少なかったのではないかと思われます。 

 近年、市民皆様からの浮き桟橋設置の要望が高まり、あわせて平成２９年度の有人国境離島法

施行に係る航路運賃低廉化による利用者の増加、それから高齢化社会の進展、観光客の増加等に

よりまして、利用者のニーズがさらに高まり、今回の具体的な検討につながったのではないかと

考えております。今後も県や関係者と協議を進め、早期完成に向けて取り組んでいく所存でござ

います。 

 以上でございます。（「それから、令和３年に向けての採択については」と呼ぶ者あり）その

令和３年に向けての採択でございますけども、今、県との協議を進めているところでございまし

て、当初はその掘り込み式といったところでは、令和２年という状況でございましたけども、今

後は、いわゆる背後地との影響度等も考えますと、その令和３年に向けて今進めていただくとい

うことで要望させていただいております。 

 それで、県知事要望の中にも、知事要望の４項目めにも、そのジェットフォイルの浮き桟橋に

ついては要望させていただいているところでございます。 

 以上です。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  今申されたジェットフォイルの専用浮き桟橋については、最近

からのようにおっしゃいますけれども、私が申しましたように、何回もこれは質問をしておりま

す。そうしたことで、来年、令和３年には完成するのはいいですけれども、今までが遅過ぎると

私は思っているわけですね。 

 今、県の指導で掘り込み式とおっしゃったですけれども、この問題点が出たときに、私は測量

が好きですから、ずっとメジャー持っていってはかってみたら、やはり旧桟橋のところじゃない

とできない。しかしながら、あそこは少し水深が浅いようですからということが指摘されており

ましたが、それはしゅんせつすればできるわけですから、あそこのほかにはないと私も感じてお

りましたが、ここを提案したというのが私はおかしいと、こう言いよるわけですね。 

 それは過ぎたことですから仕方ございませんけども、そういうふうに、つまずきつまずきして

工事が進まんで、先ほど言いましたように、もう更新時期について今検討があっておりますから、
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その３０年もおくれるということは、ちょっとこれはおかしかと思ってこういうふうな質問をし

たわけでございます。 

 それで、令和３年に向けてはぜひやっていただかないと、この１年間は空白ができたわけです

から、それに頑張っていただきたいなというふうに思っております。 

 ひとつ、きょうはその言葉尻とったわけではございませんけれども、そういうことがありまし

たから、そしたら、九州郵船は何ですか、この協議会には参加してないわけですか、意見は出し

てないわけですか。そうした、ここに着岸場所、案で進めておったと。その中で九州郵船が、そ

れは保船の関係でここはできないというような意見が出たということですが、それは協議会には

出席されておりませんか。 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  今の段階では、その運航者という立場で、こちらは県と、それ

から（発言する者あり）その案について、九州郵船さんにその案を提示をして、検討をしたとこ

ろの、今回、このような掘り込み式ではできないといったことの回答が得られたところでござい

ます。 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  そうすると、結局自分たちで案を進めて、九州郵船は何もその

ときまでは、ここの掘り込み式になったら保船に厳しいということは、後から言ったということ

ですね。 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  それは、その案を持っていって、その提案をして、それでの回

答でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  それで、私が言っているのは、九州郵船は安全安心のため危険

防止はせないかんわけですから、当初からこれは九州郵船が提示すべきだったと私は思っており

ます。 

 これは余談になりますけど、芦辺町のターミナルができるとき、結局あそこにジェットフォイ

ルの待合所をしました。そうしたところが、砂の立ち退きが確定してからです、あそこの向こう

に着岸はどうかということでしたが、九州郵船はそれはだめだと、着岸はできないと。あれは、

谷江川の浮遊物やら何やらくるから、エンジンに吸い込むことがあるから、防波堤をつくって、

そしてそこに浮き桟橋をつくらにゃいけんということで、当時から九州郵船とは話し合いができ

て、芦辺のときもしてなかったわけですね。 

 そういうことで、今度は九州郵船がその協議会に参加にすべきだったと、私はこう思っておる
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から、意見を申し上げたわけでございます。苦言ばっかり申して申しわけございませんけど、そ

うした感じがしましたので、結局さっきから言いますように、ジェットフォイルの更新時期でご

ざいますから、今度はぜひそういうことがないように準備をして更新をしていただきたい、協議

をしていただきたいというふうに思っておるとこでございます。 

 それについては、もうこれ以上言っても一緒ですから、次に移ります。あと１０分ですかね。 

 次に、３項の中山干拓中央線の水没について、この道路は、芦辺町が計画のときから路面が低

いとの意見はもうあっておりました。私も申しました。今まで大雨のときは、そのたびに水没し

ておりますし、あそこでは飼料のビニールのあれが流れたこともございますが、今まで大雨のと

きは、そのたびに水没しております。 

 建設当時は、圃場は道路より１メーターぐらい低かったわけですね。低く、そしてそのために

湿田で大雨のときは全面水没して、稲作も不可能となり、客土し、かさ上げがなされたわけです

が、現在はたばこも耕作ができるようになっておりますが。 

 現在、その逆に道路が今度は低くなったわけですね。低くなったために、水没して水はけも悪

くなりました。そして水没するようになったわけでございますが、水没しても、干潮となればす

ぐ通行できるという考えではなくて、そういう問題ではないわけです。道路は通行できるのが当

たり前でありますから、路面のかさ上げでも、つばさの前のせめて路面の高さぐらいにかさ上げ

しなければできないと私も思っております。 

 それが安全かと思っておりますし、工事も、私見てみますと、路肩はコンクリートブロックが

積んであります。そして、簡単だと思っておりますし、側溝も土坡で土側溝になっております。

そうしたことで、簡単ちゃ簡単ですけども、なるべくこれは道路ですか、なるべくじゃなく、早

く水没しないようにするのが当たり前と私も思っております。 

 そして、この際に潮の干満の堰、あそこも点検していただければというふうに思っております

が、これは点検をされているんじゃろうと思っておりますから、この点について答弁をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  １３番、市山繁議員の３つ目の御質問にお答えをいたします。 

 議員御質問の１級市道中山干拓中央線につきましては、御指摘のとおり、平成２９年度に発生

しました５０年に１度の豪雨を初めとした、近年の異常気象等により冠水をしている状況である

ことは、市としても把握をいたしております。 

 現在のところ、道路が冠水した場合には、速やかに通行どめ等の処置を行っております。今後

もこの異常気象が続くことが予想されますことから、市の方針としまして、次年度より道路のか
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さ上げを含めた対策の検討に着手したいと考えており、令和２年度当初予算にて、その費用を計

上する予定といたしております。 

 また、御指摘のとおり、大雨時には潮位の関係もございまして、流末排水路と、それに接続す

る樋門が機能不全に陥ることがございます。冠水対策の効果を発揮するためには、道路とあわせ

樋門の改修も必要と考えておりまして、これにつきましては、所管でございます壱岐振興局農林

整備課に対し改修を要望いたしております。 

 今後は、周辺圃場の生産組合及び地権者の方々、関係機関と調整を行いながら、現在の状況の

早期改善に向けて準備を進めてまいります。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  明確な御答弁いただきまして、ありがとうございました。そう

いうことで、道路は、道路でありますから水没せんようにしていただきたいなというのが私の意

見でございます。 

 そして、どうしても満潮と干潮の差のときの側溝が、今、コンクリート、中央に側溝がありま

すが、あれがしょっちゅう水がたまっておるということは、水はけが悪いということですから、

干潮でも水がはくように、干潮にはくようにしなければならないというふうに私も思っておりま

す。 

 それで、次年度、令和２年度に予算計上ということですから、よろしくお願いをいたしたいと

思っております。これはこれでお願いしときます。 

 次に、３項めの大型出店による道路整備についてでございますが、これは、壱岐にまた大型店

が出店をいたしました。１１月２３日にオープンされました。私の思いでは、そのため国道の柳

田線には平尾石油店の前の交差点と柳田小学校前の２つの信号があり、混雑することも多いよう

でございます。迂回道路も、買い物行きの帰りの利用者も多くなり、迂回の柳田地区の蛭ノ元線

は、市道と農道との連結道路であります。幅員は狭く、農道では幅員の白線も薄くなっており、

市道では狭隘な上に、店舗近くの長いカーブがあります。それで、そのために危険でありますが、

地元でもここは危険箇所と言われておるようでございますが、今回は利用者も多いことから、事

故があってからでは遅い。 

 地主さんも、大型店舗の地主さんと同じと聞いておりますので、その方の御相談、そして御協

力いただいて、危険性のない安全な道路整備をと私は思っておりますが、これは、私が老婆心の

ようでございますけれども、これについて御答弁をお願いいたしたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 
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○建設部長（永田秀次郎君）  市山議員の４つ目の質問にお答えをいたします。 

 議員御質問の路線につきましては、コスモス付近の主要地方道郷ノ浦沼津勝本線との交差点部

から約３３０メーターにつきましては、市道蛭ノ元２号線として建設課で管理をいたしておりま

す。その先から国道３８２号交差点部までの６５０メーターを、農道として農林課で管理をして

いる路線でございます。 

 議員御指摘のとおり、国道の迂回路として交通量の増加も見込まれることから、今後の現地の

状況をよく調査し、地元の御意見も伺いながら、改良の必要性について研究をしてまいりたいと

考えております。 

 また、供用開始から一定期間が経過しておりますので、区画線の消失が見られる状況でござい

ます。これにつきましては、道路施設の適切な維持管理を行うべく予算化を図り、しかるべき対

策を講じてまいります。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  市山議員。 

○議員（１３番 市山  繁君）  前向きな検討をされているということで、非常にありがとうご

ざいました。あそこは私も何回も通って、じっと見ておりましたが、カーブがどうしても長いし、

狭いところがありますから、事故のないようによろしくお願いをいたしたいと思っております。 

 あと３分残りましたけど、これで私は質問を終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

〔市山  繁議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、市山繁議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時といたします。 

午前10時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、９番、小金丸益明議員の登壇をお願いします。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（９番 小金丸益明君）  久しぶりの登壇でございまして、非常に緊張いたしておりますし、

声もかれております。聞き苦しいと思いますけども、しばらくおつき合いをお願いいたしたいと

思います。 



- 129 - 

 季節外れの花見の国会も終わりましたし、きょうは未明には吉野彰さんがノーベル賞、化学賞

を受賞されて、すばらしい日になっております。落ちをつけるようで非常に恐縮ですけども、一

般質問に入らせていただきたいと思います。 

 世の中、刻々と日々進化し、変化を遂げておりますが、当地域でもペイペイ、ペイペイと言っ

て、キャッシュレスが進みつつあります。昔は、もうしとか、こんにちは、こんばんはと言って、

現金を持っていって、店のおばちゃんたちと会話をしてコミュニケーションをとって、品物を売

り買いしていたころが懐かしく今は感じられる状況でございます。今、島内の店屋に入りまして

も、時の挨拶することなく品物買えますし、レジでも携帯１つ出せば商品の代金となるというよ

うな、本当に目まぐるしく世間は変わっております。 

 また、国が働き方改革を進めておりますし、大企業のほうでも、その国の方針に従いまして、

働き方改革を呼応するかのように、その変化を広げようとしております。御承知のとおり、テレ

ワーク、離れて働くという意味らしいですけども、場所や時、所を選ばず働ける、本社じゃなく

て、地方でも働けるというテレワーク。そして、最近はワーケーション、働きながらバケーショ

ン、休暇を楽しむ。また、休暇を楽しみながら働くというような働き方も出ております。 

 壱岐市では、その働き方に対応するかのように、深江、原の辻のガイダンスの隣接地にテレ

ワークセンターを建設しまして、また、その関連施設として、坊主橋付近にシェアハウスを建設

しまして、利便性を高めながら、島外企業を誘致しながら、島外の事業展開に少しでも役立てば

という姿勢をとっております。 

 そこで、その一帯だけで今は進められておりますけども、今の世の中の流れからして、島内各

所にそういう施設を設けるべきではないかと思っております。Ｗｉ─Ｆｉは少しずつ広がって、

その環境は進みつつありますけども、ただＷｉ─Ｆｉが通じるだけでは、なかなか仕事として、

その辺をうろうろできない環境でありますから、フリースペースとか、仕事のできるスペースも

つくるべきじゃなかろうかと。おまけに、空き家問題も壱岐市内では相当問題化しております。 

 ですから、その空き家を利用して、テレワークなり、ワーケーションなりの施設を、行政が積

極的に関与して整備できないかという観点から質問をさせていただきたいと思います。 

 また、九州最大の商業集積地、福岡市、また歓楽地を持つ中洲も福岡市にありますし、現在で

は壱岐市と福岡市は通勤圏内と言っても過言ではないという状況にあります。そういう大都市に

近い地の利を利用することも、一つの壱岐市の将来に向けて生きるべき姿じゃなかろうかとも思

っております。 

 そこで、質問に移りますけども、先ほど申しました、深江田原の真ん中にありますテレワーク

センター、そして坊主橋付近にありますシェアハウスの現在の利用状況と現在の課題があればお

示しをいただきたいと思っております。 
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 また、働き方改革による企業人を導入すべき努力をすべきと思いますが、先ほど申しますよう

に、市内各所にそういう施設を設けるべきと思いますが、その方向性と対策をお考えであれば、

その点もお示しをいただきたいと思います。 

 まず２点ほどお尋ねをして、その後に再質問に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸益明議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  ９番、小金丸益明議員の御質問にお答えをいたします。 

 テレワーク、ワーケーション等の働き方改革を進める企業等の受け皿づくりについて質問でご

ざいますが、テレワークセンターは、本市へ進出する企業のサテライトオフィスとして活用され

ているところでございます。これまでの利用企業の中には、テレワークセンターをスタートアッ

プ拠点とした後に、空き家、古民家等を活用して独自にオフィスを整備された事例もございます。 

 テレワークセンターのサテライトオフィス、個室の利用状況につきましては、現在７室のうち

４室が利用されており、残り３室につきましても既に利用の予約が入っております。テレワーク

センター利用者短期滞在施設、いわゆるシェアハウスにつきましても、月によって利用者数が異

なりますが、月平均で８部屋中５部屋は利用されている状況でございます。 

 テレワークセンター、シェアハウスとも順調に利用されているところでございますが、今後、

さらなる利用者の増加も考えられますので、オフィス、宿泊場所のいずれも対応が必要となると

考えております。 

 加えて、本市ではテレワークのさらなる促進のため、本年度より、テレワーケーション推進事

業に取り組んでいるところでございます。テレワーケーション推進事業では、まずはテレワーク

センター並びにシェアハウス周辺の区域を活用し、ワークだけではなく、キャンプ等、壱岐なら

ではの自然を楽しめる、バケーションの要素を組み合わせた仕組みをつくることとしております。

テレワークセンター屋内だけではなく、野外でのワークを想定した設備を整えることとしており

ます。 

 また、シェアハウスは、基本的に個人の利用を想定した施設であり、家族や仕事仲間等、団体

での利用が現状では難しいことから、シェアハウスの外でテント等を利用して、団体での宿泊を

可能とすることにより、活用の幅を広げたいと考えております。 

 将来的には、テレワークセンターだけではなく、壱岐市内の観光施設や公共施設等、あらゆる

場所でテレワークができるよう環境整備を進める必要があると考えており、民間施設の活用も図

りながら、テレワークのできるオフィススペースをふやしていきたいと考えております。 

 一方、課題となるのが宿泊場所の確保でございます。関係人口増、移住者増を図る上では喫緊

の課題ではございますが、現在のシェアハウスのような施設を新たにふやすことは、財政的にも
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慎重な検討が必要と考えており、課題解決のために空き家の活用について、新たな制度も含め、

民間とも連携を図りながら対応を急ぐ必要があると思っております。 

 私のほうからは、現状と課題について報告をさせていただきました。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 

○議員（９番 小金丸益明君）  方向性としては、まだまだ余地があるし、そういうテレワーク、

ワーケーション等に対応していく方向でいくという部長の答弁であったと思います。ぜひ、今言

われましたように、シェアハウス等を新しく建てるのは慎重にしたいと、できれば民間の空き家

等も活用したいというお言葉をいただきましたので、ツボに入ったなと思いまして、質問を進め

たいと思いますが。 

 本題は、空き家の活用をぜひともと思って質問に立っております。というのが、通告にも書い

ておりますし、全くの放置空き家と、これは少し手をかければ、すばらしい施設になるなと、公

的にも使えるなという空き家が幾つか存在しております。ぜひ積極的にというのは、行政がそこ

を借り上げて、何かそういう施設に活用していただけないかという気持ちで通告をいたしており

ます。 

 私が思いますには、現在の空き家対策に対しましては、地域おこし協力隊等を配しまして、空

き家の発掘、空き家バンクへの登録等々、企画振興部の下でそういう活動がなされておりますが、

特に芦辺浦、瀬戸浦等々、下水道が今完備されておりますが、空き家となった家は、ほとんどが

下水道には接続されておりません。ぽっとん便所ですね。 

 都会からの移住者、もしくは関係人口、短期滞在者を招き入れるには、相当な改造費がかかっ

てくるというのは容易に予想できます。設計関係の方にお聞きいたしましても、１００万円、

２００万円、３００万円程度はかかるんじゃないかというような予想でございます。住まいなが

らの改造であれば、そう傷んでおりませんから、１００万円程度でできるかもしれませんが、今

まで長く使ってない、そういう物件ですから、二、三百万円の経費はかかると言われても無理は

なかろうかと思います。 

 そこで、行政が改造費を一旦立てかえると。例えば３００万円であれば、３００万円をぽっと

出して、所有者の方と協議の上、この辺をあたってよろしい、この辺をあたってくださいという

ことで、３００万円の経費がかかったとします。それを行政が一旦立てかえると。そして、

３００万円であれば、月５万円の家賃を取れば、年間６０万円、５年間で３００万円。これは、

行政のほうに家賃として支払っていただくと。行政は、５年後には３００万円の投資は回収でき

ると。６年後からは、持ち主にその家賃は還元するということで。 

 しかしながら、単なる住居の確保だけでは、なかなか今住む壱州人と差が出るかもしれません
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が、関係人口、先ほど申しますように、テレワーク、ワーケーション等で都心部から企業人を招

き入れるには、そのくらいの行政の積極性がなければ、売り出すことができないと思っておりま

す。 

 というのも、逆参勤交代、市長がよく言われますけども、そういうので、壱岐のほうにも来て

くださいということで始まっておりますが、そういう方々にも浦部なり、在部なりにも、壱岐の

生活様式に浸っていただくというのも、一つの参勤交代の大きなメリットになるんじゃなかろう

かと思っております。 

 そういう観点から、今申し上げますように、行政が先行投資して改造費を出せないかと、そう

いう仕組みはつくれないかという点から御検討願いたいと思っておりますが、その点はいかがで

しょうか。御答弁あればよろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの小金丸議員の追加の質問にお答えをいたします。 

 空き家対策につきましては、企画振興部のほうで担当しておりますので、私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まず、空き家バンク等の制度につきましてですが、本市につきましては、空き家バンクの活用

によりまして、所有者と移住者のマッチングを行っておりまして、本年５月に移住空き家活用促

進担当といたしまして、地域おこし協力隊を任用し、７月からは、連携協定を結んでおります芦

辺の「たちまち」内にイエマチを開設し、相談業務を行っておるところでございます。 

 所有者や移住者に対しまして、改修費や中古住宅取得などの補助を行い、遊休物件の利活用推

進を図っておりますが、移住者のニーズに対応するためには、水周りなどの改修が必要となる物

件が多く、賃貸の利活用が進んでない状況でございます。そのため、令和２年度から２項目の新

たな取り組みを検討しており、予算の要望をしておるところでございます。 

 まず、１点目の項目ですが、小金丸議員提案のとおり、行政が介入する事業でございます。こ

れは国の事業でございまして、定住促進空き家活用事業という項目でございます。この事業につ

きましては、国の交付金を活用した事業で、市が空き家所有者から１０年以上の賃貸借契約を結

び、市において改修を行い、市内在住者や移住者の方に貸し付ける制度となっております。 

 補助対象事業限度額は４００万円で、２分の１が補助、残りの部分につきましては過疎債が充

当可能となっております。 

 また、２項目めでございますが、県との連携事業といたしまして、住宅確保加速化支援事業を

実施予定でございます。この事業につきましては、空き家活用団体が所有者から空き家を借り上

げ、移住者のニーズに応じた改修を行い、空き家活用団体が移住者に貸し付ける制度でございま

す。改修費の補助上限額は１５０万円で、国が５０万円、県、市がおのおの２５万円、空き家活
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用団体が５０万円となっております。 

 また、この２項目のほかにも、有人国境離島法における雇用機会拡充事業で、島外の企業が採

択された際の社員の住宅確保のための改修費など補助対象となるよう、県を通じて要望を行って

いるところでございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 

○議員（９番 小金丸益明君）  私が３００万円と申しましたけども、それは月５万円で貸したと

きには、５年間で回収できるんじゃないかということで、概算で３００万円と申し上げましたが、

今、本田部長の話ですと、４００万円を上限にして、２００万円が国費補助ですかね、あと

２００万円が市ですかね。その２００万円も地方債ですか、の補填ができるということで、相当

有利な事業が来年度から進めようかということでございますが。 

 ぜひ、今部長のお言葉ですと、島外島内限らず、そういう制度を運用していくという言葉でし

たが、非常にいい空き家も点在しておりますので、まず公的に利用できるとこからやられて、逆

参勤交代であるとか、テレワークの皆さん方を中心に入れ込んで、関係人口、交流人口を増加さ

せていくような施策をぜひ、３月は諸般の事情で骨格予算かもしれませんが、その予算はぜひ入

れるようにお願いをしたいと思います。 

 そして、今言われました住宅確保加速化支援事業、５０、５０、５０、国、県、市、そして団

体が借り上げてという事業で、内容は御承知のとおりでございますが、これ団体といっても、法

人格をとれということと、上限が１５０万円で、先ほど申しますように、１５０万円ではなかな

か手が出せないというような、使い勝手の悪い制度ということでございます。 

 ですから、法人格じゃなくても任意団体でも使えるように、また、５０、５０、５０の補助、

５０は団体の払いですけども、市の分にかさ上げ等の検討はできないか、それだけ御答弁いただ

ければと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの住宅確保加速化支援事業につきまして、市の増加が

できないかということございます。 

 本事業につきましては、県との連携事業で、２年間実施する予定でございますので、その市の

持ち出し、増加分につきましては、研究して、検討させていただきたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 

○議員（９番 小金丸益明君）  ぜひその辺も検討されて、先ほどの改造費の４００万円の件は、

ぜひとも次年度から対応していただくようにお願いして、次の質問に移りたいと思います。 

 次の質問の通告は、地域おこし企業人を導入すべきじゃないかということで通告をいたしまし

た。 
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 現在、市内には各部署に地域おこし協力隊というのは配置されておりますが、平成２６年から

だったと思いますが、国のほうは、それに加えて地域おこし企業人ということで、３大都市圏、

首都圏、中部圏、近畿圏ですか、に本社を置く会社の社員を地方に送り込んで、地方というか自

治体に送り込んで、自治体の魅力アップとか、産業の振興に企業人を介して、その仕事をしても

らうというような制度をしております。それをぜひ取り組んでいただきたいと。 

 地域おこし協力隊というのは、その個人の知見、経験を生かしての活動ですが、企業人となれ

ばバックに企業がつきますし、相当なノウハウを持っておりますから、その制度を活用して企業

人を登用すべきということで通告いたしましたが、通告した後、その直前には、部長会でその方

向が示され、確認をされたという情報が入りました。がっかりきた反面、それはよかったと思い

ましたが、この件については、もしよかったら、担当部長の地域おこし企業人に対する説明と方

針を述べていただきまして、答弁にかえていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの小金丸議員の２点目の地域おこし企業人についてお

答えをいたします。 

 地域おこし企業人の制度につきましては、議員が言われますように、３大都市圏に勤務する社

員が、知見を生かし、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務を行い、地方自治体と企業が

協力し、人の流れを創出していくものであり、平成３０年度では、全国５６自治体が７０の企業

と協定を結んで取り組みが行われております。 

 活用事例といたしましては、観光、商工、ＩＣＴ、エネルギー分野など、多様な分野で取り組

まれており、活用自治体から成果についても報告をされております。 

 また、現在活動いただいております地域おこし協力隊との違いといたしましては、協力隊は、

住民票を異動し、地域協力活動を行いながら、その地域への移住、定住を図るものに対し、企業

人は、繰り返しとなりますが、勤務する企業での知見を生かし、地域独自の魅力や価値の向上に

つながる業務に従事してもらうこととなっております。 

 財政措置といたしましては、地域おこし協力隊は隊員１人当たり４００万円、地域おこし企業

人は１人当たり５６０万円の特別交付税措置となっております。 

 本市といたしましては、本事業につきましては令和２年度以降取り組むこととしており、各部

局へ制度の周知を行い、各所属において、協定相手となる企業の選定作業を進めるようにしてお

ります。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 
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○議員（９番 小金丸益明君）  令和２年ですから、来年からその制度を導入していくということ

でございますので、ぜひ、企業の選定から始まると思いますけども、よろしくお願いしたいと思

いますし、観光で調べてみますと、五島市が年間２４万人、壱岐市が大体２３万人で余り変わら

んぐらいですけども、対馬市が５３万人、昨年度の統計ですけども、きております。 

 しかしながら、対馬市は、韓国人が４０万人という話もあっておりましたから、実際１３万人

ぐらいしか国内の交流人口はないんじゃないかということで、疲弊の一途をたどりつつありまし

たが、今、国も県もバックアップしておりますから、また持ち直すんじゃないかと思っておりま

すが。 

 県内離島、大型離島と言われます五島、対馬、壱岐。対馬は別ですけど、五島と壱岐と余り変

わらんような状況でございます。県内離島手を取り合って、仲よく発展するのもいいんですけど

も、同じようなことをしとっても観光客の増加にはつながらないと思いますから、ＪＴＢ等の旅

行会社とタイアップされて、より魅力を発信されて、五島市を追い抜き、追い越して、壱岐の魅

力を高めながら、観光の増加につなげていただきますようにぜひよろしくお願いしますし、これ

も当初予算にのせんと、ほかの企業からとられますから、スピード感を持って対応していただき

ますように、市長にもお願いしたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。次は郷ノ浦港の整備でございます。 

 壱岐は脱出するにも交流人口にするにも、空か海しかありません。少し調べてみましたら、年

間、航空路、航路、空路の合計で３７万人が往来しているというような数字が出ております。そ

のうちの６５％に当たる人が島民カードを持たないと。島民の移動は３５％しかないというよう

な結果で、これ平成３０年度の統計です。 

 ３７万人の往来の中では、５％が空路、９５％が海路、船を使っておると。ほとんどが海から

の往来であるということがわかりました。 

 また、僕もびっくりしたんですけども、海路、航路の中で、ジェットフォイルの利用者がその

６０％を占めておるということで、国境離島法の運賃低廉化の影響もここにも出ているなと思っ

ておるわけでございます。そういう中で、人の往来が港に集中しているのは、周知の事実だとい

うことがわかったわけでございます。 

 芦辺港に目を転じますと、芦辺港は海砂、砂の問題でジェットフォイルがターミナルから搭乗

できない日が長年続いております。担当課に聞きますと、来年、令和２年度には海砂が、鎌崎港

のほうに移動が可能になりますと。それから、アシ、ヨシの流入を防ぐための新型というか、新

しい防波堤を築きまして、そしてポンツーンを新設して、現ターミナルから搭乗できるようにな

るのが、令和５年ぐらいにはなるだろうというような話でございます。 

 相当利便性も高まりますが、できれば、客の動線も変わってきますので、ターミナル前の駐車
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場の整備も今度は視野に入れんと、今のジェットフォイルの駐車場からわざわざターミナルのほ

うに歩いては、なかなか動線が狂ってくると思いますので、県と相談されて、芦辺港の整備も今

から計画さるべきだと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

 さて、本題の郷ノ浦港の整備ですけども、先ほど農水部長の答弁にもありましたように、やっ

と芦辺港同様にポンツーン化が実現しようとしております。恐らくあと二、三年はかかるものと

思います。しかし、身障者等々、高齢者の方がポンツーンから乗船することにより安全性は高ま

りますし、島民の利便性も非常に高まると、歓迎すべき事業だと思います。 

 近年の議会でも市長答弁もございましたが、駐車場の不足が容易に予想できます。執行部側は、

現駐車場に立体化をして、どのぐらいの太さか知りませんが、駐車場の確保に努めたいというお

話でございましたが、あの地をグーグルあたりで航空写真等を見ますと、手前に壱岐海運が入る

事務所と、そして対面する倉庫棟がございます。あの港側付近、旧フェリーの発着した場所が、

ジェットフォイルのポンツーンが浮くようになる予定みたいです。 

 ですから、今の一番突堤付近のジェットフォイルの駐車場では、なかなかこれまた動線が悪く

なると考えるわけですね。ですから、手前の倉庫棟と事務所棟を解体撤去して駐車場にすべきじ

ゃないかと。計画するなら今じゃないかと、今の時期じゃないかと思うわけですね。 

 なぜならば、今、壱岐海運ほか使っております。あしたから出てくださいというわけにはいか

ないと。誰でも常識的に思うわけですが、二、三年後にジェットフォイルのポンツーン化が始ま

って、あの付近から乗降する、搭乗するということになれば、今から協議して、あの撤去、移転

に着手すべきと思うわけですね。 

 よくよく調べてみますと、あの施設、事務所棟、そして倉庫棟は、昭和４６年、郷ノ浦町が公

設した物件でございまして、賃貸で貸しております。壱岐海運と壱岐商運ですかね、今、２社が

入っていると思いますし、対面する倉庫群も多分２社が借っておると思います。 

 月間２５万円程度の家賃収入が市に入っておりますが、立体駐車場にするよりも、相手方と話

して、早目に公設をやめるなり、撤去、移動してもらうなりの話し合いにつくべきだと思います。

立体駐車場の巨大な金額をかけるよりも、あの地を駐車場にしたほうが、利便性、費用対効果の

面からもいいと思いますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  ９番、小金丸益明議員の御質問にお答えいたします。 

 郷ノ浦港貨物上屋及び事務所について、老朽化しており、撤去、移転して、駐車場や憩いの場

として整備ができないかとの御質問でございます。 

 当該建物につきましては、昭和４６年に建設され、貨物船貨物取り扱いの倉庫、事務所として
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利用されておりました。現在では、フェリー貨物の取り扱いに、壱岐海運株式会社と壱岐通運株

式会社２社が利用をされております。 

 議員御指摘のとおり、当該建物は築４８年で、耐用年数も大きく経過しており、修理費等もか

かっております。しかしながら、現在２社が利用されておりますので、利用者の御意見も十分お

聞きした上で、撤去、移転等については検討してまいりたいと考えております。 

 郷ノ浦港の整備としましては、当該建物用地につきましては、現段階では今申し上げた２社が

利用されていることもありまして、駐車場等の整備検討範囲には含めておりませんでしたが、当

該用地については貴重な用地であると考えており、郷ノ浦港整備の面からも利用者への御意見等

を十分聴取した上で、駐車場等も含めた利用計画を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、新年度より、郷ノ浦港立体駐車場建設に係るさまざまな御意見を聴取し、効率的、効果

的な整備を推進するために委員会を立ち上げる予定といたしております。その中でも当該用地に

ついても検討してまいりたいと考えているところでございます。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 

○議員（９番 小金丸益明君）  一応ありきたりの答弁ではございますが、昭和４６年の建設でご

ざいまして、部長御認識のとおり、修繕費も多いときで１００万円、少なかっても何十万円、経

年劣化等、あそこは塩害がひどいもんですから、シャッターの修繕等々に非常にかかっておりま

す。 

 それと、あそこが郷ノ浦町が公設して貸したという背景には、昔はあそこは、壱岐海運が２そ

うの船を持って、福岡とピストンして、日用雑貨や貨物等の運搬に非常に重要な任務を果たして

いたわけですね。それが、２そうおったのが１そうになり、今は全く船がいないわけですよ。 

 ですから、壱岐海運とはいえトラック協会の一員でありますし、他のトラック協会と同様です

よ、壱岐通運ですか、あそこもトラックですね。ですから、公設してまでする時代じゃないんじ

ゃないかと。市の答弁としては、借っておる人にも配慮する気持ちは十分わかりますが、もう公

設する、あそこに、あの場所に公設するバックボーンといいますか、条件がないわけですね。そ

れよりも、公衆の利益につながるような、利便性の高い土地にすべきですよ。 

 冒頭申しますように、ウォーターフロントは時々変貌を遂げていかんと利便性は高まりません

し、景色も変わりませんし、あそこにまだ壱岐海運が２そうも船つけた、海運外の人も、海運業

があそこにつけて、あの倉庫を利用しているなら私も言及いたしませんが、今はもう時代背景が

違います。フェリーに乗って、どこのトラックもトラック運送で入っております。 

 あれ民有地であれば、もちろん立ち退きも相当の手間がかかると思いますが、公設公有地でご

ざいますから、立体駐車場に入る前に、それは１回、先方と話して、よりよい解決策をとらんと、
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もう立体駐車場ができたら、あそこは要らんようになりますよ。 

 そうして、あの風景を壊すというよりも、まず海運等に話して、代替地をやるなり、公設の任

を終えたから廃止しますと、いずれかせんと、話は進まないと思いますし、もう来年、ジェット

フォイルがあそこにつくというならタイミングが悪いですけども、恐らく二、三年はかかると思

いますから、そのうちにということであれば、借り手のほうも何らかの準備期間があるから、そ

う暴言を吐いているようには思えないんですけども、再度、部長なり、市長なり、取り組み方を

もうちょっと考えてください。 

○議長（豊坂 敏文君）  農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  ただいま言われた御意見等も踏まえて、今後の検討にしていき

たいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  今、小金丸議員から貴重な御意見いただきました。今、駐車場の話をし

ておりますから、今のような話になるわけでございますけれども、これまで郷ノ浦港一帯のウ

ォーターフロントについては、そのほかの意見もございました。 

 まずは２社に御意見を聞くということ、まず第１でございますけれども、駐車場以外にも例え

ば活用があるかもしれない、そういったことも含めて、大きく郷ノ浦港の港湾のあり方について

検討していく、その中で駐車場問題も解決していく。そして、今小金丸議員の言われた御意見も

十分参考にさせていただく、そういうことで取り組んでまいりたいと思っています。 

○議長（豊坂 敏文君）  小金丸議員。 

○議員（９番 小金丸益明君）  参考にしていただけるなら、それ以上とやかくは申しませんし、

ぜひ、先ほど言いますように環境が変わっておりますから、あそこは。利用環境も。英断を持っ

て郷ノ浦港の整備に取りかかっていただきたいし、グランドデザインと申しますか、あの一帯は

こうなりますよというのを絵を描かんと住民も納得しませんし、特に営業活動に影響が出かねな

い２社に対しましては、特段の配慮を持って、移転なり、代替地の提供なりがもしかしたら要る

かもしれませんが、あの地の開発のためには、少々の犠牲となられるかもしれませんが、慎重に

やられて、ぜひそのような方向で進んでいただきますよう、４月１２日以降も取り組んでいただ

きますように、思いを込めまして、拙い一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 降壇〕 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、２番、山内豊議員の登壇をお願いします。 

〔山内  豊議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２番 山内  豊君）  ２番、山内豊が、通告に従いまして、今回は大きく２点を質問を
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させていただきます。 

 大変びっくりしておりまして、どうしたらいいものかと思いますが、しっかり準備はしており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回は、債権管理条例についてということで、第１つ目の質問をさせていただきます。 

 大変慎重な御回答が来るかと思います。やはり結構これに携わる職員の方も御苦労されている

と思いますし、なかなかこれに該当する方もおられると思いますので、どうぞわかりやすく御答

弁のほうをよろしくお願いいたします。 

 この債権管理条例なんですが、壱岐市個人情報条例かな、の８条のぶんをオープンにするため

に、債権の一元化を目指すということで条例が制定されました。この説明で、私、当委員会のと

きに、重複滞納者の情報を一元化するために制定の必要があると受けて、我々自治体に住む人間

としては納税は当然の義務であると。納税することによって行政のサービスが受けられるという

ことでは承知しております。 

 しかしながら、一方で、やむなく納税がなかなかできない方もおられ、その対応はなかなか難

しいものと理解をしております。しかしながら、中にはその義務を履行できるにもかかわらず、

いわば悪質滞納者と言われる方も存在をしております。 

 私的には、大変画期的かつ挑戦的な条例制定だと思いましたが、これまでの取り組みの進捗や

これからの展開、そしてこの条例の着地点に至るまでのことを質問をさせていただきます。 

 １つ目に、この条例、これまでにどのようなことが取り組まれてきたか、その進捗状況はとい

うことで、１つ目です。 

 ２つ目が、公債権という、ちょっと難しい用語ですけども、その中でも強制徴収債権と非強制

徴収債権、あと私債権というふうな区別ができております。その区別が、現所管の税務課のほう

では、もう既に対応はできているか、ちょっとだけの簡単な例を挙げての説明をお願いしたいと

思います。 

 そして最後に、今年度、３１年度から令和元年度となりまして、準備段階と一応はお聞きをし

ております。とするならば、本格実施はいつから始まるかと。あと、どこまでこの条例の適用範

囲を定めていくのか教えていただきたいと思います。 

 財務規則とか、管理条例とかという、多分難しい単語、条例等々出てくると思いますが、その

辺もよかったらわかりやすく御説明をいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。石尾市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  ２番、山内議員の御質問にお答えいたします。なるべく簡単に説明
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をさせていただきたいと思います。 

 御存じのとおり、市は、市民の負担の公平性と歳入確保対策を効率的に推進するため、市税及

び市税以外の滞納債権の回収、処分等を専門的に指導する部署を新設し、債権管理の一元化を図

ることとし、平成３１年２月に壱岐市債権の管理に関する基本方針を策定いたしますとともに、

壱岐市債権管理条例を制定し、本年４月１日施行、同時に、所管部署を市民部税務課に置きまし

て、本年度を試行期間として進めているところでございます。 

 １点目の御質問ですが、今年度のこれまでの取り組みとしましては、壱岐市債権管理条例及び

同条例施行規則による債権管理台帳の整備を図るとともに、収納目標等の検討を行うため、壱岐

市債権管理委員会の第１回会議を９月２４日に開催をいたしております。 

 また、債権管理に係る各課連絡会議を１０月２５日に開催し、各担当課には昨年度末の滞納債

権額及び件数を踏まえ、上半期の進捗状況を取りまとめること。また、滞納額回収に係る課題解

決のための債権管理班との情報共有を図ることを申し合わせているところでございます。 

 現在、市債権管理条例の第１４条に基づく非強制徴収公債権の中で、全部または一部の放棄に

関して、壱岐市債権管理委員会での審議を要するため、各担当課において案件の整理、確認を行

っているところでございます。 

 また、非強制徴収公債権・私債権回収を担当する職員のスキルアップを目的とした債権管理研

修を１１月の２５日と２６日に開催し、５３名が参加しているところでございます。 

 質問２点目の公債権である強制徴収公債権と非強制徴収公債権との区別についてでございます

が、壱岐市債権の管理に関する方針におきまして、債権の種類、区分、時効期間等を分類いたし

ております。 

 強制徴収公債権は、公法上の原因に基づいて発生する債権であり、法令等に基づく行政処分が

できる規定があるものとされております。 

 本市では、市税、国民健康保険税、介護保険料、保育所保育料、保護費徴収金など７種類であ

ります。 

 一方、非強制徴収公債権に分類されるものは、法令等に行政処分の規定がない手数料、使用料

などでございまして、本市では駐車場使用料、特養老人ホーム介護サービス利用者負担金、保護

費返還金、農地等災害復旧費受益者負担金など１０種類となっております。 

 ３点目の今年度を準備段階とするならば、本格実施はいつかということでございますが、また、

どこまでこの条例の適用範囲として決めていくのかとの御質問でございますが、今年度から、税

務課債権管理班において一元管理を実施する上での効率性や課題を検証するため、現在の各担当

課が管理する過年度債権のうち、複数の市債権が重複する滞納者の中から、３種類以上の債権重

複者で、３００万円を超える滞納者の中から９事例を抽出し、債権の一元管理の試行を開始して
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おりまして、これらの試行実績に基づく評価・検証を来年度の６月から８月までに実施した上で、

９月から債権管理一元化の本格実施を予定いたしております。 

 次に、条例の適用範囲につきましては、市が有する公債権、強制徴収公債権と非強制徴収公債

権と私債権が適用となります。 

 引き続き、市が管理する債権については、各課連携を図りながら、壱岐市債権管理条例に基づ

く適正な債権管理に努めてまいりたいと考えております。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  わかりました。着々と進んでいるなというふうな答弁でございま

した。 

 これが、その債権を有する各課の担当者から話を聞くと、解釈がちょっと違ったようなことを

言われました。もともと、その債権自体を一元化することによって、効率よく回収を進めるとい

うことで私は聞いておりましたが、担当部署によっては、現部署は税務課ですけど、税務課の担

当職員が債権の回収まで行うんじゃないかというふうに言われておりました。そのことは私もち

ょっと、それが一番合理的かなとは思うんですけども、その辺ちょっと違うんなら違うと。もし

それが将来的にあり得るならばあり得るということを、ちょっと御答弁いただきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  ただいまの山内議員の御質問にお答えいたします。 

 ただいま議員もおっしゃったとおり、そういう話が各課ではあるようでございますけれども、

本債権管理条例を制定し、試行を進める中で、所管課がやるべきことは、方針を出して指導・助

言をしていくということが本分になっておりますので、徴収・回収まで一元化するものではない

ということで認識いたしております。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  実際、納税班と債権管理班と、あと債権回収班とかいうのがもし

新設するとしてできるのであれば、そっちのほうにやったほうが、私は、市の膨大な業務を遂行

するに当たっても合理的であるとは思うんですけども、基本方針の中で、部署を新設、で、現在

は税務課ですけども、部署はもう税務課のままで、そこに債権管理委員会というのを設置して、

そこの中でもやっていくというのは、これから先も変わらないということの認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  新たな課とか、そういう組織を新たにつくるのではなくて、債権管

理班の体制の充実を図るということで考えております。 
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○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  わかりました。やはり税務課の職員の方もこの債権管理を託され

たことによって、業務量も結構膨大になったんじゃないかと思っております。 

 債権管理条例ができて、その一元化を税務課がやってこられていますけども、それの前の職員

の配置数と債権管理条例ができてからの職員の数というのは変わらないんでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  人数的にはふえてはございません。兼務で主幹と課長補佐が今担当

しているところでございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  わかりました。人数が変わらないということで、私はちょっとそ

こに疑問を生じますが、結構案件的に、なかなか職員の方もちょっとしんどいような案件とかも

あるとは思うんです。その中で、もちろん職員の方のスキルアップも必要ですけども、そのスキ

ルアップというのは、どの辺までをベースとしてやっているのか。もしくは、他の自治体からす

ると、専門家を設置して、その中の指導でやっていくというところももちろんあります。ただ、

壱岐の場合はスキルアップのために講習を受ける。講習を受けてもすぐにできるものではなくて、

そういう段階的なものが果たして、今現時点でできてあるのかどうか。 

 それから、先々、来年の６月から８月です。で、９月から実施ということで聞いていますが、

それまでのスキルとして、何か新たに取る資格とか、そういうとこがあるかないか、私もちょっ

と勉強不足でわからないんですけども、何回講習を受けて、全てにおいて対応できるとかという

のがもしわかってあるなら、ちょっと教えていただきたいと思いますけども、そういうのはござ

いませんでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  今、山内議員から御質問がありました点につきまして、まず、人事

担当部署のほうで対応できる、すべきことについてお答えをさせていただきたいと思っておりま

すけども、債権管理条例につきましては、平成３１年４月１日から施行並びに壱岐市債権管理に

関する基本方針に基づいて、債権管理の一元化等、適正な管理を進めるために、平成３１年４月

１日に、市民部税務課内に債権管理班を設置いたしました。 

 で、債権管理班の、そして担当の主幹、そして課長補佐を任命したところでございます。 

 で、債権管理については、専門的な知識を要することから、先ほど、市民部長回答のとおり、

本年度にあっては職員のスキルアップを目的とした債権管理研修会を開催しておるところでござ

います。 

 で、今後につきまして、専門的な知見というお話がございましたので、そこの点についてお答
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えさせていただきますけども、債権管理のなお一層の取り組みを推進するために、令和２年度か

らは、例えば長崎県から税務経験を有する職員の派遣、これは人事交流を想定しておりますけど

も、依頼することなど、今考えて、調整中のところでございます。 

 引き続き、人的な立場からも債権の適正な管理について対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  わかりました。ぜひしっかり職員のスキルアップもやっていただ

きたいと思います。 

 その中で、私もちょっと苦言を呈させていただきますが、実は、１１月１９日に不動産の公売

が行われました。その中で、私が参加者の方からお聞きしましたら、時間が１３時３０分から始

まるということで受けておりました。 

 その中で、既にもう入室をされてあって始まってあったにもかかわらず、２人の方がおくれて

参加をされたということでした。うち１人の方が、もう時間ですから駄目ですよというふうに帰

されて、しかしながら、もう一人の方はもう入室をされたと。入室をされて入札に参加して、そ

の後のことはここでは差し控えますが、参加したということでお話を聞いております。 

 それが適正に行われているならば、私は何も言いませんけども、果たして、さっきも言いまし

たけども、現職員の数は変わらない、スキルアップうんぬんかんぬんの問題はありますが、本当

にそれで債権管理ができているのかどうかというのは、私は本当に苦言を呈させていただきます。

本来ならば、その不動産公売に関しては、もう一回やり直すべきだと私の中では思いますし、そ

ういうことがあってはならないし、まさか今まであったわけじゃないだろうなとも、不安も覚え

ます。で、参加された方からは、本当にどうしても必要だったから初めて行きましたと。でも、

実際こうなっていると、おかしいですよというふうに私のほうに飛び込んで、その話を聞きまし

た。もっと早くわかっておれば、私もしっかりその通告の中にその文言だけを踏まえて書かせて

いただくところではございますが、今回、たまたま債権管理条例についてお話をさせていただく

という機会を得ましたので、このこともあわせて私のほうから、ちょっと執行部のほうに苦言を

呈させていただきますが、このことについて、私は市長からの見解をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  税務課として、まず不手際があった点につきましては、おわびを申

し上げたいと思います。 

 この件につきましては、滞納処分として差し押さえた不動産公売について、公売事務につきま

しては広く市民に参加いただきまして、滞納整理に寄与いただくため、回覧等により周知を図っ
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ているところでございます。 

 今回御指摘の件につきましては、周知文書の公売日時の時間を午後１時３０分から午後２時

３０分までという１時間の記載をしていたことから、一部の方に、その間であれば応札すること

ができるという誤解を招いてしまったことが原因でございます。 

 多くの方には、事前問い合わせの際に御説明をいたしておりましたので、開始時刻までに来場

されたところでございますが、先ほどおっしゃいましたように、２名の方が１件目の公売事務中

に来場され、１名の方は帰られ、１名の方は２件目の公売から参加されるという事態を招いてし

まいました。 

 本来ならば、周知文書の不手際を参加者に御説明し、２名とも公売に参加いただくべきところ

でございました。開始時刻から参加いただいた皆様の中には、御不快な思いをされたことと、大

変反省をいたしているところでございます。 

 公売につきましては、適正かつ厳正に執行し、終了いたしましたが、受け付けされず帰られた

方に対しましては、後日訪問し、丁寧に御説明申し上げ、御理解をいただいたところでございま

す。 

 今後におきましては、このたびのような誤解を招くことがないよう、細心の注意を払って進め

てまいりたいと考えております。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  今、議員の御指摘のように、そして市民部長がお答えしましたように、

不手際でございました。そのことについては、部長についてあるいは職員について厳しく私から

も申したところでございます。 

 やはりこういった公売のとき、そして、そのことによって、不手際によってそういった参加者

に不利益ともとれることを余儀なくしていただいたということについては、本当に職員の参加者

に対してちゃんとした手続、そして認識をいただくような、そういう御説明をするように厳しく

伝えたところであります。 

 山内議員おっしゃるように、そのことがスキルであるのかということでございますけれども、

それはやはりスキル以前の問題だと認識をしておるところでございまして、改めてそのようなこ

とがないように対処してまいります。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  絶対にあってはならないことだと。もう御承知だと思います。本

当にこの参加者の方というのは、すぐ次の日に、おかしかったというふうに行かれた方もおらっ

しゃいますし、それはもうしょうがないと目をつぶってしまったという参加者の方から、私は改

めて聞いたんです。 
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 で、いわば、もうそういうふうになっているんだろうというふうにとられているわけです。実

際、帰られたときには課長が不在で、入ってこられたときには課長がいて、何かそういうふぐあ

いが生じているよねと、全てにおいてやっぱり不信感を募らせるわけです、そういう参加者とい

うのは。差し押さえた公売の物件ですから、これは本当に慎重にやらないと大変なことになるこ

とと思いますし、十分市長のほうからもそういう叱責というのもあったと思います。それは当然

のことだと思って、しっかりと受けとめて、今後絶対にあってはならない事案だと思いますので、

しっかりと慎重に対応していただきたいと思います。 

 これに関しては、私もたくさん言いたいことはあるんですけども、ちょっと時間の都合もあり

ますが、ただ、その中でも、私は、ああ、これはいいことをやっているなということもありまし

た。もう話ががらっと変わりますけども、ファイナンシャルプランニング業務というのを、これ

は５７万円の予算で委託でやられていますが、すごくいいことだと、これらについては私は思い

ます。 

 やっぱり私がここで申し上げているのは、重複滞納者と悪質滞納者のことでありますが、本当

に払いたいけど払えないという方が中には結構おられまして、そういう方たちのための生活再建

にファイナンシャルプランニング業務というのをやっているというふうにお聞きしました。これ

こそ公務員の市民に寄り添った形の行政サービスだと思っております。 

 そのファイナンシャルプランニング業務の成果というのが現時点でわかれば、ちょっと教えて

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

○市民部長（石尾 正彦君）  山内議員の御質問にお答えをいたします。 

 ファイナンシャルプランナーの活用につきましては、昨年度、ファナンシャルプランナーの方

が、そういう徴収についての研修会の講師としてお見えになりまして、その中で、負債を悪質な

方については、もう堅固とした対応をとるしかないと。しかし、払いたくても払えない方につい

ては、払う方法をいかに提供するかという面が大切だよということを、説明会で言われまして、

私も感銘いたしまして、今年度から活用できればということで、国保事業の予算で今回は年

１０回の来島という委託契約の中で進めておりますけれども、そういう対象者につきましては、

毎回二、三件でございますけれども、市の職員では提供できないような情報を幅広い見地から、

滞納者の方の立場になって考えてくださるという点で、相談者も大変快く思ってあるようでござ

います。 

 また、その成果という部分については、はっきりした数字というのは目に見えておりませんけ

れども、今後出てくると確信をいたしております。 

 以上でございます。 
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○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  この制度は成果が出るまでぜひやっていただきたいと思います。

必ずや成果が出ると思いますし、やっぱりそういう方というのは、相談の窓口が欲しいわけです。

で、払いたくても、どうしても払えないというその相談業務が、誰にもなかなか言えないことな

んです。そういう個人情報ですから。そういうことは、ぜひとも寄り添ってあげて、しっかり対

応をしていただきたいと思います。 

 まずは、債権管理の本当の目標というのは、私は回収にあると思っています。回収とあわせて、

そういうふうな、なかなか払えないという方のためにも、そういう委託業務ですけども、寄り添

った制度をしっかり活用していただいて、これからはちゃんとした回収ができるように努めてい

ただきたいと思いますし、ちょっともう苦言ですけども、先ほど言ったようなことが二度とこれ

から起こらないような万全の体制を整えながら、債権管理という慎重なことですけども、やって

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 次は、壱岐市福岡事務所閉所に伴うデメリット対策についてということで通告を出しておりま

す。 

 ９月会議の行政報告で、東京事務所開設によって、福岡事務所を閉鎖するとの報告がありまし

た。このことについては、当時、議員からも質問があり、東京事務所の必要性は、通告にはほん

の少しと書いていますが、若干以下、理解したところでございます。 

 しかしながら、閉所によってデメリットを最小限に抑えるという、その協議をするというふう

に言われておりまして、平成２３年から開設をしておる福岡のこれからの市場という中で、この

判断に私は疑問が残りました。東京事務所でも、また福岡事務所と同様のことをこれからされて

いくのか。また、新たな戦略があるのか。デメリット対策と東京での展望について、ちょっと御

質問をさせていただきます。 

 一つ目ですが、これまでの福岡事務所の成果はどういったものがあるか。二つ目ですが、閉所

によって予想されるデメリットは何か。また、その対応策はあるのか。 

 そして、今回、補正予算に計上されておりましたが、東京事務所設置に係る経費、これは予算

内の内訳でも結構ですが、と、職員の配置はどのように考えているか。あと、かかるであろうラ

ンニングコストはもう試算されてあるでしょうから、そのこともわかれば、どうぞ御回答をお願

いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  山内議員の御質問にお答えをいたします。 
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 １点目の福岡事務所のこれまでの成果についてでございます。 

 平成２３年４月の開設以降、ラジオを活用した壱岐の魅力発信や、ＳＮＳによる情報発信を中

心に、壱岐の知名度向上に努めてきたところでございます。 

 また、福岡市内で行われるイベントへも積極的に参加し、壱岐の観光及び物産振興を図ってま

いりました。さらに、ＩｋｉＩｋｉサポートショップ制度を導入し、壱岐焼酎や壱岐産食材を使

った飲食店と連携した壱岐フェアや、ポスターやパンフレットを利用した観光ＰＲを展開し、現

在まで１都１府２県、５７店舗の登録をしているところでございます。 

 また、会員に２５０社、発足４０周年を迎えた西日本支店長会にも加入し、本市が取り組んで

きた事業のＰＲや、年１回実施される県外視察研修も、昨年を含め２回、壱岐へ御視察のため御

来島いただくなど、各企業とも順調におつき合いをしていただいているところでございます。 

 次に、２点目の閉所によって予想されるデメリットについてでございます。 

 また、その対応策はあるのかという点につきましてですが、来年３月末をもって福岡事務所を

閉所いたしますが、これまで続けてきたラジオを活用した情報発信や壱岐焼酎ＰＲイベント、ホ

テルのレストランと連携した壱岐フェアなど、各種事業は、来年度以降も観光課及び商工振興課

直轄事業として継続してまいります。 

 また、福岡における壱岐市ふるさと商社の活動は増しており、ふるさと商社で対応できる業務

もございますので、デメリット解消につながるものと考えております。 

 デメリットとしては、これまで常設であった事務所がなくなることで、事業に協力いただく相

手方と急な打ち合わせが必要となった際のスピード感が欠けることが危惧されますが、職員の出

張対応等により迅速に対処してまいります。 

 また、これまで継続して参画していた各イベントや来年度以降も積極的に参加し、福岡事務所

閉所イコール福岡での壱岐の活動がゼロとならない対策を常に講じてまいります。 

 次に、東京事務所の開設についてでございますが、これまで壱岐市は平成１６年８月の長崎県

福岡事務所への職員派遣を皮切りに、平成２３年度にはベイサイドプレイスに、壱岐市単独での

福岡事務所の開設、２９年度には博多駅前の現在の場所へ福岡事務所を移転し、活動範囲を広げ

てまいりました。その積み重ねの結果、東京首都圏での事業展開ができる東京事務所の開設につ

ながったことを御理解いただきたいと考えております。 

 全国の情報が集まる東京都で活動することは、全国に情報発信ができるということになります。

そういった意味でも東京事務所の開設意義は非常に大きいと考えております。 

 東京事務所設置に係る経費と職員の配置についてでございますが、現在のところ、東京事務所

の職員配置は２名を想定しております。２名のうち１名は東京事務所長として市職員を派遣し、

もう一名は現地で任期付き職員を採用するように考えております。 
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 東京事務所の一番の使命は、首都圏における本市の認知度向上を図り、国内外へ情報発信につ

なげることで考えております。業務の柱といたしましては、１点目が、本市の観光宣伝と観光客

の誘客に関すること、２点目が、物産の宣伝、販路開拓、販売促進に関することを中心に活動す

るように考えております。 

 具体的には、本市の観光宣伝につきましては、情報があふれる首都圏での有効な手法は何があ

るのかを、事務所開設後に探求した上で実施したいと考えております。観光客の誘客につきまし

ては、首都圏を中心に旅行社への営業活動に年間延べ２００回以上の訪問を行い、本市への旅行

商品の造成、誘客につながるよう取り組んでまいります。物産振興につきましては、福岡事務所

でのノウハウを生かし、都内レストランや大型店舗、日本橋長崎館での壱岐フェアの開催、そし

て、ＩｋｉＩｋｉサポートショップの掘り起こしを主な業務として取り組むように考えておりま

す。 

 最後に、東京事務所の設置に係る経費についてでございますが、営業に要する旅費や宣伝広告

掲載費用、物産フェア開催経費など活動費用、そして、事務所と職員宿舎の借り上げ料等で、合

計１,４００万円ほどの事業予算が必要と見込んでおります。これに、東京事務所に配置される

職員２名分の人件費が加わることとなります。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  福岡事務所の成果は、私も目を見張るほどすごいものがあると思

いました。でも、これはやっぱり長年培ってきたものだと思っております。それがそのまま東京

事務所に移行できるとは私は考えておりませんし、東京事務所が何年これからやっていくかとい

うことも、まだしっかりと先の展望ができていないのかなというふうに思います。 

 東京事務所を設置するに当たって、私は福岡事務所を閉める必要があるのかなということと、

情報発信は福岡事務所からでも可能ではないのかと。で、東京こそ福岡からの出張で大丈夫じゃ

ないかと。いろんなことが当たり前のように私の中では出てくるんですが、しかも、１,４００万

円プラス２名の人件費ということは、これは相当の額、コスト的にかかると思います。 

 また、福岡での成果のデメリット対策で、観光課からの、壱岐からの出張と。しかしながら、

出張には日にちもかかりますし、福岡から東京までだったら２時間で済むということです。で、

商社のほうも対応できるというふうにおっしゃっていましたが、商社も結構な業務量を抱えてお

りまして、なかなかできないんじゃないかと思いますし、商社が自走化するのは、じゃいつにな

るんだろうと、いろんな疑問が出てきます。 

 それで、私なりに費用対効果という面で語らせていただくと、費用対効果を言うと何もできな

くなるのが実際問題なんですが、東京事務所開設に当たって、その費用対効果というのがどれほ
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どなものがあるのかというのは、ちょっと部長のほうにお答えいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの山内議員の御質問でございます。 

 やはり事業をするためには実際に費用対効果を図る必要がございますが、今回の東京事務所に

つきましては、やはり事務所開設すぐに効果が上がるものとは考えておりません。やはり２年、

３年してから物産の壱岐の食材を売り込む、東京で売り込めば、それが全国展開になりますし、

壱岐のよいものの、いい商品もございます。それは高いものは高いように、東京のほうで買って

いただくものと思っております。その辺あわせまして、今後の成果について努力していきたいと

思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  費用対効果と、よく執行部のほうで説明されるときに言われます

が、その試算もないのに何で東京事務所なのかということが、まず疑問なんです。福岡事務所を

閉めるということは、その成果をなしにしても、しっかりデメリットを把握してあるのに、福岡

事務所を閉めて新たなコストをかけて東京に行くと。で、東京からどんだけの試算がある、費用

対効果があるかもわからないのに、やるというのは、やはり保たれていないと思います。 

 おまけに、その商社のほうも対応できるとなると、商社は自走化もするとかと言いながら、な

かなかまだですし、そして、ふるさと納税のほうもやっていくというふうに前言われていました

けど、そういうことも先々考えてあるのにもかかわらず、福岡事務所を閉めた分の業務を出張対

応と、商社のほうで移行していくというのは、これは職員は大変だと思います。 

 で、福岡といえば、もう４大都市圏とも言われています。北九州・福岡は大都市圏とも言われ

ていますし、なかなかその辺で私は納得がいかないんですけども、もうちょっと納得のいく説明

がいただきたいと思いますが、お願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  山内議員の御意見は、そういう御意見でございますが、やはり議会の議

員さんの中にも、東京に早く行くべきだという御意見もかつていただいたこともあります。そう

いった中で、じゃ、福岡も東京もかと。これは、うちの財政力ではなかなか厳しいものがござい

ます。 

 そういった中で、何で福岡でなくて、東京かという御意見でございますけれども、正直申し上

げて、東京は、福岡で情報を発信する。それは確かにＳＮＳもございますけれども、福岡で人材

を派遣して情報を発信するとなると、やはりどうしても福岡からの情報発信は九州全体、あるい

は行っても関西までだろうと思っておるわけです。 
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 東京は、全国の人、そして世界の人が集まっております。やはりその情報発信の効果というの

は、福岡と東京での発信は段違いだと私は思っておるわけです。 

 ですから、これは個人差でございますから、私の思いと山内議員の思いは違いますけれども、

私は、東京で情報を発信する。そのことが経済効果として、じゃどれだけだというその数字的に

は全然私は把握しておりませんし、申し上げることもできません。 

 ただ、東京での情報発信、これについては、いわゆる世界の東京でございます。そういったこ

とをぜひ御理解いただいて、それこそ今から行くわけでございますから、なかなか私の言うこと

は厳しゅうございますけれども、ひとつここは東京丸の内進出をぜひ御理解いただきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  市長の気持ちはわかります。もう東京だというものは、御商売を

されている方は特にですけども、東京マーケットというのは本当に目を見張っております。 

 ただしかし、離島から、長崎県からということで、九州マーケットもそれなりの価値はあると

は思っています。で、そこまで東京にこだわるというのは、さっき市長おっしゃられましたけど、

世界に向けて情報発信をしていくと。その気持ちは本当にわかるんですが、福岡事務所が私はす

ごくいいところであるし、職員も頑張ってあると思っていますし、まだ地に足をつけた営業活動

というのもこれからかなというときの東京の話でしたので、もっとすごい戦略的な展開があるの

かと思いました。 

 しかし、御答弁を聞くと、結構、情報発信ばっかりのほうにシフトして、なかなかその中身が

見えてこなかったというのが私の感想ですが、戦略的発信、前回も同僚議員からもお話がありま

したが、この戦略的というのは結構重きを置いてやられるとは思うんですが、その辺のことがち

ょっとだけでも具体的にあるのであれば、部長でも、市長なり、御答弁いただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  戦略的な活動といたしましては、先ほど言いましたように、旅

行社等の訪問、それから企業団誘致の合宿活動、それから東京でのふるさと納税のＰＲ、それか

らサポートショップ等の掘り起こし等、またレストランフェア等の開催を検討しております。 

 回数につきましては、今、いろいろな状況を見まして、回数等の戦略も検討しているところで

ございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  新しいことが出てくるのかなと思っていましたが、これまでのこ

とを継続して東京でやっていくというふうに理解しました。 
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 もう本当にやるんだろうなというふうに思いますし、私の中では、ちょっとまだ夢物語なんで

すけど。やるならば、しっかりとした戦略としっかりとしたターゲットを見定めてやらないと、

１年たってすぐ帰ってくるようなことになっても、市長もさっきおっしゃられましたけど、財政

的にも厳しいですし、やらないといけないと思います。その辺をもうちょっと、時間はあります

けども、私の中では、福岡事務所を存続させて、東京ははっきり言って反対なんですけども、ち

ゃんとした戦略、そしてそれに付随する継続事業でもいいですけど、継続事業からのもっと一歩

入り込んだ集客の仕方とかというのも、もっと裏づけがあってしかるべきかなと思います。それ

は、これからどんどん出てくるとは思いますけども、その辺もしっかり見きわめてやっていくの

が筋だと思います。よく入りに目を向けてというふうにいろんな方が言われますけども、ちょっ

とそれに似たようなところがあったので、今回質問をさせていただきました。 

 それと、もう最後の質問にさせていただきますが、政策評価に係る審査結果で、９月のときに

あったんですけど、福岡事務所が、市長が先に東京にやるから、もう総合判定はＤだということ

であったんですけども、しっかりとした評価ですから、審査結果ですから、そういう意見なしに、

評価は評価でやるべきだと思うんです。 

 で、そういう評価が間違っているというか、これはもう先に言ったからＤになっているという

のは、まずもっておかしくて、ちゃんとした評価をした上のＤならば、それでいいんですよ。課

長の答弁だったら、先にもう決まっていたから、もうＤ判定にしましたというふうに聞いている

ので、こういうことは今後はやめていただきたい。ちゃんとした、職員はしっかりやっている。

その評価がＤというのは、ちょっとがくっときます。誰でもそうだと思いますけども。その辺の

改善をぜひお願いしたいと思いますが、これについて御答弁があれば、お願いします。ないなら

よろしいですけど。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  福岡事務所につきましては、判定がＤでございましたが、実際

の評価はしております。廃止ということでＤにしておりますが、今後の政策評価につきましては、

その辺改めまして評価をさせていただきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  山内議員。 

○議員（２番 山内  豊君）  ぜひそういうちゃんとした評価の仕方を私は求めます。 

 以上で、突然回ってきた私の一般質問を終わります。 

〔山内  豊議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、山内豊議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで、暫時休憩をいたします。再開を１３時２０分とします。 
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午後０時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時20分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、７番、音嶋正吾議員の登壇をお願いをいたします。 

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  それでは、通告に従いまして、７番、音嶋正吾が一般質問をいた

します。 

 今回は、大きくは３点、一般質問をいたします。 

 まず、第１点といたしましては、気候非常事態宣言とＳＤＧｓについて質問をいたします。 

 昨日から同僚議員がＳＤＧｓに関してはかなり深く質問をされました。それで、私はなるべく

割愛をして質問をしたいと思います。しかし、今なぜこの小さい自治体、島から、全国最初のい

わゆる気候非常事態宣言を発したのかという、この意義深い点について、私は申し述べてみたい。

非常に私はこのことは評価をいたしております。 

 そして、私はこのことを実践に移して、必ずや実現をしていただきたい。まずは２０３０年ま

での企画を、きちっと成果を出していただきたいというものであります。 

 まず、私が皆さんとお会いをして、このスーツを着ておりましたら、このバッジ、あなた、こ

れは何ですかと言われます。ですから、私は、ＳＤＧｓと申します。しかし、日本語で皆さん方

にわかりやすく説明をします。持続可能な開発目標ですと。自分たちは今、この時代に生きてお

りますが、将来にわたって皆さんが住みやすい郷土をつくるための指針を指し示すものですとい

うふうに、私は説明をしております。非常に気候非常事態宣言とＳＤＧｓについては、マッチン

グした面がございます。共通した点がございます。 

 壱岐市におきましては、まず、気候変動により災害が頻発しておるという現状、そして、時間

雨量５０ミリ以上の豪雨が顕著に発生をして、本市も甚大な被害をこうむった過去の経験がある

ということ。 

 そして、海水温の上昇に伴う藻場の枯渇により、非常に水産業の低迷を招いておるというよう

な状況に鑑みて、やはり気候変動の問題の解決なくして、この問題の解決はないというふうに強

い危機感を持って、この気候非常事態宣言を発したものと、私は理解をしております。 

 今現在、やはりこの温暖化の原因は、何といいましても温室効果ガスがもたらすものでありま

す。いわゆる温室効果ガスと申しますのは、二酸化炭素、メタン、一酸化窒素、フロン等がござ

います。この温室効果ガスの約７６％が二酸化炭素であります。メタンが約１６％程度、そして、
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一酸化窒素が６.２％、フロンが２％というような状況であります。 

 そして、この温室効果ガスを排出しております大量排出国といいますのは、まず第一に中国で

あります。これが全体の約２６％を排出しております。そして、アメリカ１６％、インドそして

日本が全体の、これは二酸化炭素に換算した値でありますが、４.５％。これを見ますとほとん

どがＧＤＰ、いわゆる世界の国内総生産の上位の国が排出をしておるということであります。 

 その影響を受けておるのは、我々も同じであります。自分さえよければいいというような、そ

ういう身勝手なことは許されない。現に、我々もこれだけ漁業の不振で経済が低迷する。そうし

たことをまず私はこの小さな自治体である壱岐市がコミットメントしたことに、大変意義あるこ

とであると思います。これを昨日からも同僚議員が申しておりましたが、明確な指針を持って、

計画を持って実施に移すこと。それが第一でございます。 

 まず、本市では省エネ対策、いわゆる４Ｒといいますが、ごみの抑制、そして再利用、リサイ

クル、そしてごみを発生させない、リフューズ、こうした取り組みをもって今後目標値を上げて

やっていくということを宣言いたしております。 

 ですから、この数値に関しては、もう結構です。きのうも申し述べられましたんで。要するに、

リサイクルに関しては、これは壱岐市は褒めていいです。長崎県一であります。これは大変評価

すべきことである。これに安住するんでなくて、今、目標として上げておられますのが、現在、

リサイクル率は３６％であると。これを４０％に、２０３０年ぐらいまでに上げていくという指

針を示しておられます。ですから、これに対して明確に実施できるようにしていただきたい。 

 そしてまた、２０３０年までには、再生可能エネルギーを４０％ですか。済みません。現在

９％です。そして、２０３０年までに２４％に削減すると。そして、２０５０年までには

１００％にするというふうに目標を上げておられる。 

 そうしますと、どうしても壱岐の場合は海底電線もございません。九州電力の関係の皆さんに

お尋ねをいたしましたらば、今の火力発電が５０％以下に、いわゆるエンジンの稼働力を落とし

た場合は、これはそれ以下には落とせないということでありました。 

 そうしますと、今、市の取り組みといたしましては、リチウムイオンを利用して蓄電装置を設

けるというような具体的な計画も上げておられます。こういうのを着実に利用して、やはり、一

自治体がここまでやったのかと言えるように持っていっていただきたい。ただコミットメントを

しただけでは何もならない。それを実現して初めてやったらば全ての面で壱岐市としての商品と

して売れると思うんです。ああ、壱岐はすごいなと。そこまで徹底してやっていただきたい。そ

のことをまず申し述べたい。 

 そして、３点目の質問でありますが、今現在、森林資源そして海底、いわゆる海底というのは、

藻場とか、いろんなものがあるでしょう。それを総合しますと、約１１１億トンの浄化能力がご
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ざいます。自然でです。現在、２００８年の二酸化炭素の排出量は、２,６０７億トンです。で

すから、約１４７億トン相当は余剰になって温室効果ガスとして大気中に滞留をしておると。も

うこれ以上自然は浄化できないよというような状態になっておるわけです。 

 そういう現実の中で、何で壱岐市はこうして取り組むのかということを、市民の皆さん方にわ

かっていただきたいんです。なぜ取り組むのかと。壱州弁で言いました、「わけくちゃわからん

こつば、なしするか」ということにならないように、やはり私は皆さん方に、その必要性を説明

をしておるということであります。 

 そして、３点目でございます。こういう取り組みの中で、私はＳＤＧｓ、全てクリアするんじ

ゃなくて、クリアすべきですが、これは申しわけございません。クリアすべきでありますが、こ

の中で、壱岐市は何に重点を置くのかということであります。私は、あくまでも今申しましたよ

うに、気候非常事態宣言を発しておりますので、ＳＤＧｓとこの整合性を担保すべき施策に重点

をシフトしてやるべできあろうと考えております。 

 そして、最終的には環境サミットを全国に先駆けて、この実績を踏まえて、この壱岐市でやっ

ていただきたい。そういう意気込みで取り組んでいただきたいと思うわけでございます。まずは、

市長の今までに関する実直なるお考えをお尋ねいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  ７番、音嶋正吾議員の御質問にお答えをいたします。 

 ＳＤＧｓと気候非常事態宣言についてでございます。 

 まず、先ほどＳＤＧｓのわかりやすい御説明を、大変ありがとうございました。 

 まず、第１項目めのごみ減量化、リサイクル等についてでございますけれども、９月に宣言い

たしました気候非常事態宣言の中の一つの取り組みとして、省エネルギーへの取り組みとあわせ

て、全市民による家庭生活並びに社会生活、産業活動に伴って発生するごみの減量化・発生抑制

の取り組みとして、４Ｒの取り組みをさらに進めることといたしております。 

 ４Ｒのうちに、リユース、いわゆる再利用でございますけれども、これにつきましては、ビー

ル瓶あるいは焼酎瓶等に品目が限られておりますので、なかなか拡大については難しゅうござい

ますが、現在、壱岐市では、ごみの排出によりまして、議員御承知のとおり、現在は１０種、

２１の分別による排出によりまして、リサイクルを推進いたしております。 

 議員御指摘のように、現在約３６％、長崎県内の平均は１５％でありますから、大きく第１位

を保っているわけでございます。これにつきましても、２０３０年には４０％を目標と掲げてお

るわけでございまして、これについては、やはり品目をふやすということが一つのリサイクルの

率を上げることにつながるかと思っておりますが、来年度からペットボトルのふたについても収
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集品目に加えて、リサイクルするようにいたしております。 

 そういったことで、品目を今後ふやしていく。このことがリサイクル率を上げるということに

つながるかと思っております。 

 また、今回の宣言の中でのごみ減量化活動といたしまして、数値目標として設定が難しいリデ

ュース、ごみの排出抑制対策並びにリフューズ、発生回避の活動にも積極的に取り組みを進めて

いくことといたしております。 

 これらの対策といたしましては、地球温暖化防止キャンペーン等のイベントにおいて、買い物

バッグの配布を進めてまいりましたけれども、来年度からはレジ袋が有料化されます。マイバッ

グを持参していただくよう、さらに啓発を進めてまいります。 

 このようなごみの減量化対策であります４Ｒの取り組みにつきましては、何より市民の皆様の

普段からの意識が大切でございます。何とぞ、御理解、御協力をお願いしたいと思っている次第

であります。島の自然環境、特に海の景観を生かして、癒しの島として発信をして、観光客の増

加や、交流人口の拡大を目指している壱岐市でありますので、海洋汚染の原因となるプラスチッ

クごみの排出削減対策にも取り組み、これまで以上に環境破壊につながる地球温暖化の防止に対

しての意識を高めていただくよう、啓発推進に取り組んでまいります。 

 ２点目の２０５０年までに市内で使用するエネルギーを、化石燃料から、いわゆるエネルギー

ミックス１００％に持っていくということでございます。 

 そのことについてでございますけれども、御指摘のとおり太陽光や風力による発電は不安定で

あり、電力の需給バランスを保つため、内燃力発電による調整がなされ、必要に応じて出力制限

も実施されているのが現状でございます。 

 現在、９％の再生可能エネルギーの充当率でございますけれども、実は、設備的には２１％の

能力がございます。したがいまして、その差につきましては無駄になっているという現状でござ

います。九州本土と系統連携していない本市におきましては、再生可能エネルギーの導入を拡大

することは、現状では大変困難でございます。しかし、地球の気候変動は既に待ったなしの状態

であります。気候変動による危機的状況を回避するためには、化石燃料に頼らないエネルギー利

用を推進していく必要があります。 

 そのためには、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠でありますが、現在、不安定な再生可

能エネルギーを安定したエネルギーとして蓄える技術は大きく２つに分かれております。一つは、

先ほどおっしゃられました、本日ノーベル化学賞をもらわれました吉野先生の発明されたリチウ

ム電池の活用でございます。いま一つは、水素に変換する技術であります。そのうち壱岐市はこ

の再生可能エネルギーの拡大を図るために、水素の活用を検討いたしております。第２次総合計

画において、低炭素の島づくりの推進のために、再生可能エネルギーと水素の組み合わせに着目
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しておりまして、平成３０年度には、水素・再生可能エネルギーの導入ビジョンの策定を行いま

した。現在、出力制限によって無駄になっている再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、必要

な需要に応じてエネルギーとして活用することができれば、今以上に再生可能エネルギーの導入

拡大が図られます。 

 現在、内燃力発電が担っているべースロード電源、基幹電源でございますけれども、この役割

を再生可能エネルギーと水素の組み合わせで補うことができれば、脱炭素化の実現に大きく近づ

きます。 

 壱岐市といたしましては、ビジョンに基づき、再生可能エネルギーにより水素を製造・貯蔵し、

必要に応じてエネルギーとして利用する実証システムを来年度導入し、ＣＯ２排出量削減効果や

経済性等について検証を行うための実証実験に着手をいたします。 

 現在の計画では、実証実験の検証結果をもとに、２０３０年までに発電能力５００キロワット

の水素混焼エンジンを３台導入することで、２０３０年時点の市内の再生可能エネルギー導入率

を２４％とすることとしております。その後、再生可能エネルギー設備や水素発電設備をふやし

ていくことで、再生可能エネルギー１００％を実現する予定であります。 

 今後、活用できる再生可能エネルギーにつきましては、国も現在、活用を推進している洋上風

力が、離島である本市にとっては大きな可能性を秘めたエネルギー資源であると考えております。 

 この水素を活用した再生可能エネルギーの導入・拡大につきましては多額の費用が必要となる

ことも考えておりますが、来年度以降の実証実験では、経済性についても厳しく検証し、ビジネ

スモデルとして成立することを明らかにすることで、民間企業からの投資も期待できる。あるい

は、民間主体の事業となることを想定いたしております。 

 いずれにしましても、この取り組みについては、御指摘のとおり九州電力株式会社との連携強

化なくしては実現が困難であります。九州電力株式会社の御協力を賜りながら、市民の皆様にも

脱炭素社会の推進についての御理解をいただいた上で、民間企業等と連携して、目標達成に努め

てまいります。 

 参考ではございますけれども、水素混焼エンジンと申しますのは、水素と液体燃料、重油、軽

油、バイオ燃料などを混ぜて燃焼させて発電するディーゼルエンジンのことでございます。 

 そういったことで、混焼エンジンでございますけれども、バイオ燃料ということになります、

御存のように、既にミドリムシからのバイオ燃料が実用化されておりますので、水素混焼エンジ

ンにこのバイオ燃料を混ぜれば、エネルギーミックス１００％が達成できると考えておるところ

であります。 

 それから、３点目に、森林の適正な管理はどうかということでございます。 

 木などの自然界の植物は、光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を排出しながら
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成長いたします。植林により木をふやすことももちろんでございますけれども、森林において成

長し切った木をそのままにしておくと、その木によって日光が遮られるなど、ＣＯ２を吸収する

能力が大きい成長段階の木の成長が妨げられる可能性がございます。ＣＯ２削減の効果を高める

ためには、計画的に伐採することも必要でございます。森の土壌に蓄えられた栄養分が雨などに

より河川を通じて海に至り、資源豊かな海をつくることにもつながります。 

 国においても、パリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、

防災・災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林

環境税及び森林環境譲与税が創設されたところでございます。 

 本市におきましては、産業としての林業が少ない状況で、森林組合において県の補助事業等を

活用した範囲での間伐が行われております。森林環境譲与税は、本年度から国から各自治体への

譲与が始まります。この財源を有効に活用し、適正な森林整備に役立ててまいります。 

 ４点目に、気候非常事態宣言についての連携を広く呼びかけるのは、どのような手法によって

やるのかということでございます。 

 ９月に承認いただいた気候非常事態宣言につきましては、あらゆる機会を捉えて周知に努めて

いるところでございます。１０月に佐世保市で行われました九州市長会の意見交換会では、第

３分科会で私が登壇市でございましたので、発表の最後に宣言への連携について呼びかけを行い

ました。対外的に宣言を表明して以来、マスメディアやインターネットメディアによる取材や他

自治体からの問い合わせなど、多くの反響をいただいております。 

 他の自治体からは、行政のほか、議員や住民の方からもお問い合わせをいただいておりまして、

行政職員や議員の方の本市への視察等も相次いでいる状況でございます。 

 マスメディアに関しましては、ジャパンタイムスという英字新聞社からも取材がございまして、

気候変動が世界的な関心事であることを改めて認識いたしました。最近では、１１月２６日付の

毎日新聞の全国版にインタビュー記事が掲載されたところでございます。 

 また、環境問題や気候変動に関するセミナー等にも登壇のお声かけをいただいておりまして、

本市の宣言に至る経緯などについてお話しさせていただくとともに、宣言への連携について呼び

かけをさせていただいております。 

 １２月６日には、東京ビッグサイトで開催されました、ゼロエミッション都市と気候非常事態

宣言と銘打った日本で最初の気候非常事態宣言に関するシンポジウムにも参加いたしました。と

もに参加された小池都知事に続いて、本市の宣言について講演をいたしました。このように、現

在は取材、視察あるいはセミナーへの登壇等の対応が非常に多い状況でございます。気候非常事

態宣言は当然ＳＤＧｓの推進の流れの中で行ったものでございます。 

 現在、同じ九州地域のＳＤＧｓ未来都市として連携して活動を行っている北九州市並びに熊本
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県小国町にも宣言についての連携を呼びかけておりますとともに、現在６０あるＳＤＧｓ未来都

市にも連携を呼びかけていきたいと考えております。 

 加えて、特に地球環境の保全に高い意識を持たれている徳島県上勝町や鳥取県北栄町、福岡県

大木町、鹿児島県大崎町などの宣言について強い興味を持たれている自治体とともに連携を図り

ながら、国への働きかけをも含めたより大きな連携の動きを模索していきたいと考えております。 

 現時点では１０月４日に、神奈川県鎌倉市、１０月５日に長野県白馬村、１０月６日に長野県

が宣言をいたしておりまして、現在、４つの自治体が宣言をしておるところでございます。 

 最後に、環境サミットはどうかということでございます。 

 頑張って計画をしてみたいと思っています。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  市長がきのう、理想に向かって全ての人が行動するということを

お述べになりました。私は、理想に終わらないように、あくまでもやはり実施をしていただきた

いと。結果を残していただきたいと、まずそのことをお願いをする。壱岐は壱岐なりのやはりＳ

ＤＧｓがあるんです。全てグローバルなＳＤＧｓじゃなくて、壱岐らしさのＳＤＧｓを目指して

いただきたいなというふうに思っております。 

 そして、もう一つ、皆さん方に御報告を申し上げますが、この二酸化炭素、温室効果ガスを排

出しておる国は、今、日本が批准しております国家として１９６の国がございます。国連に加盟

しておるのは１９３の国があります。しかし、そのうちＧＤＰの１０傑に入る国が全体の７０％

を排出しておるんです。７０％。いいですか、自分さえよければいいというような身勝手な思考

は今すぐやめていただきたい。 

 なぜかといいますと、今、この時間、福岡では中村哲先生の葬儀、告別式が行われております。

この方の今までの取り組みを見てみますと、医療支援、そして２０００年の干ばつにおいて作物

が何もできないと。そこに住むアフガニスタンの人民は、全て難民としてパキスタン、イラクに

国を離れざるを得なかったと。そして、まず医者として何もできない。いわゆる渇きと飢え、こ

れには何もなすすべがなかったというふうに言われ、そして、この写真を見てください。このど

ぶ水にひざまずいて子供が水を飲んでいるんです。安全な水を子供たちに供給しなければ、どう

もできないと。この原因をつくったのは誰なんですか。先進国ですよ、先進国。 

 ですから、みんなでこうした問題を共有すべきなんです。私は、この先進地になれば、壱岐市

は必ずや全国にやはり名が売れ、ああ、優しいんだな。壱岐の島の人はそういうふうに優しいん

だなと。昔からよく言われます。近きもの喜べば、遠きから来ると。地元に住む住人が喜んだら

ね、いやでも来るんです。私は、そういう心豊かなこの壱岐の風土を残しながら、やはり今後進
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んでいただきたいなということが全てであります。 

 今、この中村哲先生の葬儀があっております。彼の志半ばでお亡くなりになりましたけど、彼

の、先生の命は輝くと思います、必ず。これが国際貢献ではないかと。貢献ですよ。アフガニス

タンの大統領がみずからひつぎを担いで弔意をあらわす。日本は何ですか。副大臣が成田につけ

させて、何で福岡空港に来んの。私は、こういう温かさがない、温かさが。全て彼らは国際ＮＧ

Ｏですが、非政府系のボランティアです。個人の献金を全てあれして頑張っておられる。 

 私は、こういうことがあるので、なおさら自分さえよければと、そうした考え方とは成り立た

ないと。１９６の国・国家があって、十何カ国かの先進国がそうした途上国の皆さん方を飢餓、

困窮に陥れているんです。ツバルという島なんかは、温暖化のせいで沈没するかもしれないとい

うんです。 

 ですから、私はこの小さな壱岐の自治体で全国最初にコミットメントしたことは高く評価する

し、このことを必ずや実現に向けて達成していただきたい。そのことを申し述べ、次の質問に移

りたいと思います。 

 火災現場の指令について、消防長にお尋ねをいたします。 

 筒城仲触におきまして、とうとい人命が失われる火災が発生をいたしました。火災発生からか

なり長時間鎮火という放送が発せられなかった。なぜなのか。この因果関係、そして、これを検

証した結果はどうなっておるのかということを、まずお尋ねをいたします。 

 ２点目として、火災現場周辺の水源池の把握認識度はどのようにされておるのかということ。 

 ３点目は、消防団と消防署の現場指揮系統はどうなっておるのか、について、消防長の見解を

求めます。 

○議長（豊坂 敏文君）  下條消防長。 

〔消防長（下條 優治君） 登壇〕 

○消防長（下條 優治君）  ７番、音嶋議員の御質問にお答えいたします。 

 石田町筒城仲触で発生した住宅火災延焼の因果関係、検証についての見解ということでござい

ます。 

 まず、火災の概要について御説明いたします。 

 本火災を令和元年９月９日午前７時４９分に１１９番通報で覚知し出場しております。敷地内

には４棟の建物があり、そのうちの３棟が全焼しております。焼損面積が約４６４平方メートル、

坪に換算しますと約１４０坪となります。また、６８歳男性が全身熱傷で長崎県ドクターヘリで

福岡大学病院へ搬送されましたが、翌日に死亡されておられます。 

 鎮火が午前１０時４１分ということで、覚知から鎮火まで２時間５２分を要しております。先

着隊が到着した時点で、３棟のうち中央にあった建物の屋根は全て焼け落ちており、最盛期を過
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ぎた状態であり、隣接する２棟の建物へ延焼拡大している状態でありました。 

 鎮火前に火勢鎮圧時刻というのがあります。これは、火の勢いが消防隊の消火活動によって抑

えられ、拡大の危険がなくなった時刻ということになります。それが午前８時５４分であります。

覚知から約１時間後には延焼拡大を抑えております。 

 鎮火というのは、再燃のおそれがないと認定した時刻です。建物の中にある収容物によって変

わってきます。多量の可燃物がある場合、上から消火水をかけても中まで浸透せず、消火が困難

な場合があります。一つずつ搬出し、確実に消火していく作業が必要となります。今回もこのよ

うな要因があり、鎮火まで時間を要したということです。この要因というのは木材であります。

建築用の木材が多量にあったということです。 

 この火災に出場した消防団員６６名、消防署員３５名、消防車両、計２３台であります。当日

の日中の気温は３０度を超えております。このような中、消防団、消防署は懸命な消火活動を行

っております。御理解をいただきたいと思います。 

 次に、２点目の火災現場周辺の水源池把握の認識度についての見解ということでございますが、

今回、消防署は現場から約２００メートルに位置する、現場から最も近い４０トン防火水槽から

ポンプ車で、現場直近のタンク車へ補水しています。この防火水槽の水量だけでは対応できない

と判断し、次に、現場から近い防火水槽から消防団と協力して補水態勢をとっております。消防

団は周辺の池を水利として使用しております。また、これから消防署タンク車への補水も行って

おります。 

 水利の確保に当たっては、確実に水利として使用可能な場所を選択します。また、火災現場の

水利状況につきましては、火災出動指令により、ＡＶＭ端末タブレットに火災現場の地図が表示

され、その中に水利情報も入っております。この火災で使用した水利は、防火水槽２基、ため池

が３カ所でございます。 

 消防署では、日ごろより地水利調査を行っており、水利台帳を作成しております。また、署員

に担当する地域を割り当て巡回する、担当区制度を実施して、管内を把握するように努めており

ます。 

 次に、３点目の御質問、消防団と消防署の現場指揮系統の現下の見解ということでございます。 

 火災が発生しますと、まず、消防署の隊長が指揮をとり、出場から現場到着の活動を指示する

ことになります。建物の炎上火災では、消防長、署長等の管理職が現場に到着すると指揮本部を

立ち上げ、隊長から現場指揮を引き継ぎ、現場状況等を把握し、活動指示を行います。 

 消防団も同じくして本指揮本部に消防団長、地区副団長が詰め、各分団への指示を行っていま

す。消防団の指揮命令系統は、頂点に団長、その下に各地区の副団長がいます。そして、その下

に地区を管轄する分団がいるわけです。 
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 火災時は、各分団はそれぞれが独自に活動を開始しますが、副団長が分団の活動を把握した上

で、現場活動の継続また活動場所の変更等を指示して、有効な防御態勢をとっています。 

 現場活動において消防団と消防署の連携は最も重要視するところであります。日ごろより、消

防団と消防署の連携強化に努めておりますし、良好な信頼関係が築けておるものと思っておりま

す。 

 また、有効な現場活動ができるよう、消防団と消防署の合同訓練を実施しております。今後も

有事の際に備えて、万全を期してまいります。 

 以上でございます。 

〔消防長（下條 優治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  水源に関しては、４０トンの防火水槽２基とため池３カ所を使用

したと。そしたら、水源に関しては完全に把握をしておると。どこの火災においても把握をして

おるということでありますね。わかりました。 

 そして、指揮命令系統に関しては、壱岐市においては、壱岐市消防本部警防活動規程を読まれ

たような感じがいたしております。それで結構であります。しかし、やはりこういう鎮火まで時

間はかかりました。鎮火のいろんな要因も、中までどうのこうの言われました。しかし、私たち

は、うちのお袋です、消防署は放送するのを忘れとらんやろうかと言うぐらいに、長い時間、鎮

火の放送までかかりました。みんな心配するわけです。やはり消防団の皆さん方を含めて、御苦

労してあることは十分私も承知をしております。しかし、市民の安全を守る。火災とかそうした

災害から守るのは消防署、消防団の最も重要な責務でありますので、今後ともよろしくお願いを

いたしたい。 

 そして、壱岐市は消火用水の確保連携訓練協定というのを結んでおられます。生コン業者。こ

ういうのは、いわゆる防火水槽に水を生コン車で補給すると。実際にこういう訓練をされたこと

はありますか。それだけ、あるかないか。 

○議長（豊坂 敏文君）  下條消防長。 

○消防長（下條 優治君）  現在のところ、やったことはありません。壱岐市の防災訓練の折に、

連携訓練もやるようにしておりましたけども、中止になっております。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  そしたら、私が感ずいたことを申し上げます。 

 防火水槽、防火用水の標識等は、いわゆる本来の役目というのはちょっと申しわけないかもし

れませんが、見づらいとか、欠けておるとかというのがあれば、あればですよ。あるんですから、
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私は見ているんですから、確実に点検をしていただきたい。 

 そして、これは市長部局にお願いですが、やはり国土強靭化計画の中で防火水槽をもっと増設

すべき、必要があるか、ないか。これは消防当局と打ち合わせをした後、対応できるものであれ

ば対応していただきたいということを申し述べて、この件は終わりたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  答弁は要りませんね。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  答弁は要らない。 

○議長（豊坂 敏文君）  下條消防長。 

○消防長（下條 優治君）  答弁であります。先ほど言いましたけども、防災訓練の折に、連携訓

練をしております。直接に防火水槽に入れたというわけではなくて、生コン組合の協力・連携は

行っております。 

 以上でございます。申しわけございませんでした。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  ありがとうございました。わかりました。 

 次の質問に移ります。 

 対馬市との連携・強化についてお尋ねをいたします。 

 実は、１０月の２１、２２日に、本議会の国境離島活性化推進特別委員会のメンバーが、対馬

市の同特別委員会の皆さん方と忌憚のない意見交換をいたしました。私は、赤木委員長を初め非

常に実のある会議であったと思っております。 

 主な議題といたしましては、特に、ジェットフォイルの更新のことに話が集中いたしました。

なぜかと申しますと、やはり指定航路を同じにしておるということです。そして、運航者が九州

郵船であるということ。長崎県にジェットフォイルを就航しているのは九州商船と九州郵船にな

ります。壱岐市と対馬市は、太古の昔からやはり密接な関係がございます。ですから、私たちは

こうした問題に対しては運命共同体として思いをともにして、行動すべきではないかという必要

性を感じたところであります。 

 そうしますと、今月の１２月１６日に、対馬から壱岐市に国境離島活性化推進委員会の皆さん

方がお出でになって、九州郵船の社長も交えて懇談の場を、話し合いの場を持つというふうに話

がとんとんと進んでまいりました。私は、本当に委員長並びに議長の英断に敬意を表するもので

あります。離島同士仲よくすべきであります。仲よく手をつないで、携えて行けば、やはり懸案

事項も早く解決するんではないかなという思いがいたします。 

 そして、申し上げていいかどうかわかりませんが、対馬で食べたお米が、壱岐のお米は正直お

かずは要りません。おいしいです。対馬の食料の自給率、米の自給率は非常に低い。ですから、

これをＪＡ壱岐市さんがもっとアプローチをかけて、販売することはできないのかということで、

私もちょっと問い合わせてみました。そしたら、今現在、全農に売っておると。１回。そして、
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全農から今度は買い戻すという形をとっておる。理事の方はＪＡからＪＡに売ることができない

と言われましたが、過去に農協長の経験のある方は、可能であると。自主流通であるので可能で

あるということを申し述べられました。 

 こういうふうにマーケットが広がるんです。お互い、対馬のいいところは壱岐に取り入れ、壱

岐が提供できることは、対馬の皆さんと手を携えてやっていく必要があるのではないかと思いま

す。この件に関して市長の実直なる見解を賜りたい。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  音嶋議員の対馬との連携、まさにおっしゃるとおりでございまして、私

自身そのように考えておるところであります。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  最後に、頑張るということでありますので、どういうふうに頑張

られるのか、今から注視したいと思いますし、やはりとにかく近くにおる人、かわいがらにゃだ

めですよ。遠い人ばっかりかわいがってもだめです。そのことを申し上げて、私は一般質問を終

わります。中村哲さんみたいな高潔な方が日本にはいらっしゃるということを誇りに思って、今

回の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、音嶋正吾議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、あす１２月１２日木曜日、午前１０時から開きます。 

 なお、あすも一般質問となっており、２名の議員が登壇予定となっております。壱岐ビジョン、

壱岐ＦＭにて生中継をいたします。市民の皆様におかれましては、御視聴いただきますように、

よろしくお願いいたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後２時10分散会 

────────────────────────────── 
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７番 音嶋 正吾君       ９番 小金丸益明君 
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12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 赤木 貴尚君 

16番 豊坂 敏文君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 
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事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 
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────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 
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教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 

企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 石尾 正彦君 
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財政課長 ……………… 松尾 勝則君  会計管理者 …………… 松本 俊幸君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ報告いたします。壱岐新聞社ほか１名の方から報道取材のため撮

影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。 

 それでは、質問順位に従い、６番、久保田恒憲議員の登壇をお願いします。 

〔久保田恒憲議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（６番 久保田恒憲君）  皆さん、おはようございます。それでは、通告に従いまして久保

田が一般質問をさせていただきます。 

 その前に、きのうテレビを見ていましたら、ラグビーの日本代表がパレードをしておりました。

ベスト８ということで、パレードというのは、もっとこう車か何かで大々的にやるのかなと思っ

て、ベスト８でパレードかよと思っていたんですけど、歩いてパレードということで、非常にま

た好感が持てたんじゃないかと思っております。 

 なぜここでラグビーの話をするかといいますと、実はラグビーで壱岐にも少し恩恵があったん

じゃないかと思います。といいますのは、私の以前にもお話しました立命館アジア太平洋大学に

外人の准教授がいまして、私の空手の後輩で、来た年から留学生を連れて壱岐に遊びにきたんで

すけど、今回は、母国から親がラグビーの応援に来ると大分のほうに、自分の兄弟たちもオース

トラリアから来るということで、３家族６名、本人も来て、せっかく九州大分まで来たんだから

長崎に行きたいという話だったと、じゃあその私の後輩が長崎に行くんだったら僕は壱岐に行っ

たことがあるし、壱岐に行こうやということで壱岐に連れて来てくれました。非常に、壱岐がよ
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かったのか、あるいは私に対する何かかもしれませんけど、どちらにしろそういうケースは九州

にイベントがあったら、福岡でイベントがあったら、そういう機会はできると思います。ですか

ら、一つの参考として、私もインターナショナルをうたっていますんで、言うだけじゃなくて、

少しずつそういう活動もしているんだということをお知らせすると同時に、これが東京だったら

厳しいな、東京でオリンピックがある、じゃあ東京から壱岐に、日本に来るついでどうかなとい

うことも、ちょっと考えていただければと思っております。 

 それでは、通告書の質問に移りたいと思います。 

 今回は、費用対効果ということに的を絞って質問をしております。補助金、公費を使ったイベ

ントの費用対効果の説明を求めます。 

① １番目にまずは新春マラソン、２番目がウルトラマラソン、そして３番目はＣＯＺＩＫＩ

プロジェクトの主に漫画とかカミテンということで質問をしております。 

 ただ、ここで通告書のほうには新春マラソンの島外からの参加者が３６２名、大会費用が約

７６０万円、経済効果２,０００万円で差し引き１,２４０万円の効果が出ている。動員したボラ

ンティアが１６０名の市の職員を含んで延べ６００人というようなことで書いていますけど、事

前に所管の観光課のほうに一般質問のために調べてくださいということで調べていただいており

ます。その一部をこの通告書の中には書いております。忙しい中、もっと詳しく調べていただい

た担当部署の方には、本当に感謝をしております。 

 第１点の新春マラソン、長い歴史がありますけど、経済効果が出ているんですが、６００名の

ボランティア、これを人件費にしたら効果はかなり減るんじゃないかと、ボランティアだから人

件費は考えないということもあるかと思いますけど、この費用対効果を考えたときに、最近はや

りの言葉で言うと、コストパフォーマンスというんですね。コストに対してのどれだけの成果、

これを調べていましたら、コストにはただお金だけではなくて、ネット開いたらすぐに管理部門

必読とかいうふうに出ていまして、５つのコストということが出てきています。皆さんの執行部

の方には、もう百も承知で釈迦に説法だというふうな形になるかと思いますけれども、一応お金

だけではない５つのコストを考えなさいということでありましたので、簡単にひとつ経済的コス

ト、よくいうお金ですね。時間的なコスト、肉体的なコスト、労力とか手間とか、頭脳的コスト、

考えること、思考であったり、最後に精神的コスト、不安、気遣いとかあるいは楽しいこともそ

の中に入るとかいうふうに書いてあります。 

 当然、その費用の中には、こういうことはコストの中には入りますよね。そこの中にボランテ

ィアはこのコストには入らないかもしれませんけど、それだけの人たちの協力を得て開催したイ

ベントであれば、私はもっともっと経済効果なりが上がったらいいんじゃないかと思って、まず

１番目は新春マラソンについての見解を伺いたいと思います。 
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じゃあ２番目です。同じくウルトラマラソンは島外から６２９名、大会費用は約３,０００万

円、経済効果は５,０００万円というふうに計算されております。差し引きすると

２,０００万円ぐらいですね。でもこの中で動員したボランティアは延べ１,１００名、市職

員がその中で４００名、ここに書いてありますように、開催までの労力、時間外手当、さっ

きの５つのコストも考えて、これでコストパフォーマンスが果たしていいのかなと、私はこ

れももうひとつじゃないかと思います。ここに書いてあります、伝統ある新春マラソン、最

近始めたウルトラマラソン、この２つのマラソンを、今後も続けていかれるのかということ。

このウルトラマラソンに関しては歴史が浅いということも考えて、この開催に至った経緯、

それから国内というか、ウルトラマラソンとか言われるのが、今どのくらい年間開催されて

いるのかなということをお尋ねしたいと。 

 ３番目も、ＣＯＺＩＫＩですね、ＣＯＺＩＫＩプロジェクト、この中で、まず漫画の本

３,０００冊発行で１,８８２冊、創刊号が、２号が４,０００冊発行で１,６３５冊、創刊号２号

とも約半分ちょっと売れています。３号は、ただ２号は４,０００冊ですから、創刊号は

３,０００冊、１,８８２冊、２号は４,０００冊で１,６３５冊、これ半分いっていないですね。

それを受けて３号は４,０００冊発行で１０月末時点で６４１冊、各号にかかる制作費は発刊ご

とに９００万円、しかし、経済波及効果が１冊１,２００円の漫画がそれだけ売れて２２６万円

売り上げた本で４,７００万円、経済効果がですね、２号は３,９００万円、３号は１,６００万

円と物すごい波及効果が算出されております。 

 私も行きましたカミテン、同僚議員も行かれたそうですけど、島外から約３００人を含み、延

べ１,２１１人の参加で２,９００万円の経済波及効果ですね。この漫画ＣＯＺＩＫＩ関連で、合

計１億３,０００万円の経済効果となっています。 

 このお金は、の中のものがどのくらいが壱岐の中に落ちているのかなということでＣＯＺＩＫ

Ｉに関しての質問をさせていただいております。答弁の後にまた再質問をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田恒憲議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興

部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  ７番、久保田議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、事前にお答えをしておりましたが、少し認識が経済波及効果につきまして、認識が違

うように思いますので御説明をさせていただきます。 

 経済波及効果とは例えば自動車産業の需要が増加しますと、これに応えるための生産拡大がそ

の原材料の需要を生み、さらにほかの産業の生産が増加し、波及して続いていくということをい
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います。新規の需要が発生することにより、波紋のように広がる経済連鎖を産業関連表に基づき

推計し、効果額として算出し、可視化されたものでございます。 

 ですので、新春マラソンで申し上げますと、参加料収入の約３８０万円を含め、大会費用の全

体額７６０万円及び島外からの参加費の交通費、宿泊費等が小売、広告、交通、宿泊など、どの

産業分野に幾ら支払われたかに基づいて、産業関連費用に推計し、約２,０００万円の経済活動

が発生しているという指標でございます。このため、単純に幾ら島にお金が落ちたかというキャ

ッシュフローの指標ではございませんので、人件費を勘案すると効果額が減るというものではご

ざいません。ウルトラマラソンについても同様でございます。 

 次に、それぞれの大会の評価と継続についてでございますが、まず新春マラソンにつきまして

は、昭和６２年から第３４回目を迎える新春をいろどる市民になじみの深い大会でございます。

第３３回では、参加者２,００８名のうち、島内１,６４６名、島外３６２名と島内参加者が８割

を占めております。確かに島外からの参加者を呼び込むことも一つの目的ではございますが、子

供たちから高齢者まで、多くの市民ランナーがさまざまな思いを胸に参加してあります。社会体

育と申しますか、市民の心身の健全な発達や明るく豊かな生活の形成に寄与することも目的とし

た大会であると認識しております。 

 大会運営につきましては、実行委員会の皆様、消防団など地域の皆様がボランティアとして協

力し、大会を成功に導いていただいており、まさに市民力が発揮されるすばらしい大会だと思っ

ております。 

 次に、ウルトラマラソンにつきましてでございますが、第４回目を迎え、参加者６９５名のう

ち、島外が６２９名で９０％が島外参加者でございます。大会運営費は約３,０００万円で、そ

のうち１,０００万円は参加料収入でありますが、経済波及効果は約５,０００万円と推計をして

おります。 

 大会の評価は高く、全国のランナーが集まるインターネット上のサイトであるランネットにお

ける大会コースや運営などに関する総合評価は１００点満点中８６.１点で、ウルトラマラソン

部門では全国２位の非常に高い評価をいただいております。全国のウルトラマラソンの大会は約

２０カ所で開催されております。 

 ランナーからのコメントとして、回を追うごとに運営、沿道の応援、エイドがすばらしくなっ

ています。文句のつけようのないすばらしい大会でした。来年も参加します。間違いなく全国ト

ップクラスの大会といった声をいただいております。まさに壱岐島が一丸となってランナーの皆

様をおもてなしすることができた成果だと思っております。 

 議員おっしゃるように、大規模なイベント運営には大変な労力や時間を有することも事実でご

ざいます。しかしながら、イベントを通じて、地域力、市民力が向上することはすばらしいこと
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だと思っております。ランナーへのアンケート等でも、再度観光などで壱岐島を訪れたいという

意見が多く、大会以外での交流人口の拡大につながっております。来年度は記念すべき５周年と

いう節目を迎えます。過去４回の大会の成果と反省を生かし、よりよい大会となるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 ご参考までに新春マラソン、ウルトラマラソンの両大会は大会当日、市の職員はボランティア

として協力をしております。公費でサポートしているイベントにつきましては、壱岐島の認知度

向上交流人口の拡大はもとより、集客による宿泊や交通など観光基盤の維持、イベント開催ノウ

ハウの蓄積、地域力、市民力の向上、島民の健康、福祉の向上などの効果があるものと考えてお

ります。当然、大会の自走化や収支改善は実行委員会とともに検討していく必要があると考えま

すが、参加者のいちじるしい減少や大会の存続意義の消滅などがないこの２つのマラソン大会に

ついては、大会収支やコストパフォーマンスを理由として、中止や統合を判断するものでないと

考えており、継続して実施していく予定でございます。 

 次に、３点目のＣＯＺＩＫＩに関する御質問にお答えいたします。 

 本事業につきましては、民間プロジェクトで作品の制作、雑誌の発行、販売等を行っておりま

す。壱岐市はこのプロジェクトと連携する形でＣＯＺＩＫＩを中心とした情報発信による認知度

向上、参画アーティストや漫画家のファンを初めとした誘客促進、映画の聖地巡礼のような島内

周遊の仕組みづくりを行う事業を行っております。 

 経済波及効果はＣＯＺＩＫＩ関連で合計１億３,０００万円の効果測定が上がっておりますが、

幾ら壱岐に落ちたかという点につきましては、ＣＯＺＩＫＩを目的に来島した観光客の交通、宿

泊、飲食などの支出や取材に来島する漫画家やアーティスト、スタッフの経費など、さまざまな

要素がございますので、その内訳として幾ら島に落ちたかということをお答えすることは難しい

状況でございます。 

 参考まででございますが、各号の制作において、アーティストの皆さんやスタッフの取材の滞

在費として、１巻につき約２００万円、３号までで計６００万円、カミテンにつきましては、島

外参加者３００名の宿泊費と関係者の滞在費を合わせて９００万円、またＣＯＺＩＫＩの販売実

績から観光客が来島して購入した割合を推計して約３,０００万円と推計しております。今上げ

た例だけで、合計約４,５００万円が壱岐市に落ちたものと計算をしております。 

 先日の鵜瀬議員の御質問にお答えいたしましたが、本事業は日本を代表する漫画家、アーティ

ストの皆様が趣旨に賛同し、御協力いただいております。ファンを多く抱えるいわゆるインフル

エンサーである方々が壱岐島に来島した感想や、ＣＯＺＩＫＩ作品のことを個人やオフィシャル

ＳＮＳで発信していただいておりますし、国内外を問わず、ファンを中心に情報が拡散されてい

ます。 
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 第２号、３号と発刊が進むにつれて認知度が高まり、テレビ、ラジオ、雑誌、ネット番組など、

さまざまなメディアで取り上げられ話題となっております。これらの情報拡散効果をどれだけの

方に見られたか、カウントできるもので積算したとしても、効果測定をした業者の試算では、広

告換算で２億５,０００万円の効果となります。それだけの情報発信効果があったと考えており

ます。 

 ＣＯＺＩＫＩは広告費を支払って掲載していただくのではなく、その訴求力で興味を持ってい

ただき、取材依頼を受け取り上げていただくことが多いため、実際の情報発信費用に対してかな

りの効果が上がっていると認識をしております。 

 このように国内外の認知度が上がり、壱岐島の来島のきっかけとしてＣＯＺＩＫＩという雑誌

や作品など、アーティストによる新たな歴史ストーリーが島に残っていくことで、中長期的に壱

岐島をブランディングし、マラソン大会を体育会系とするならば、ＣＯＺＩＫＩは文化系の観光

客数を取り込んでいくしかけづくりになったものと考えております。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田恒憲議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  私、７番じゃなくて６番なので。音嶋議員がびっくりされていま

した。 

 先ほど、今部長が説明されたのは、事前に資料としていただいております。ですから、この資

料としていただいた上で、それを要約して一般質問の通告をしているわけです。 

 新春マラソン、それからウルトラマラソン、特にウルトラマラソンは市長も力を入れられて、

いろんな挨拶の中にウルトラマラソンがあります。御協力お願いしますというふうに言われてお

ります。終わったときには、おかげさまで成功裏に終わりましたというお礼の言葉を述べられて

おります。ここでどれくらいの、じゃあどれを成功というのかという、やはり疑問がわくわけで

すよね。そういう意味で、私今回、費用対効果というこの質問をしたわけです。 

 もちろんボランティアは、市の職員も含めて頑張って協力をしております。その人たちが回を

追うごとにモチベーションが上がればいいんですけど、そういうふうにも見えない。逆に少し疲

れたような言葉をもらう。そういうことがなければ、私も費用対効果とかコストパフォーマンス

とか言いません。 

 今回、ウルトラマラソンは、日にちを変更されまして、市民体育大会の前日の土曜日にされま

した。翌日は市民体育大会の陸上競技、それから武道競技、私たちの空手も含めてあるわけです。

土曜日に準備をします。陸上競技なんか特にたくさんの人数を必要としているようです。市の職

員が出払っているから、私が空手道競技は残念ながら１人で体育館でこつこつと準備をしました。

動員しようにも、大きなイベントにとられてれば、そりゃそちらを優先せざるを得ません。でも、
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その中で翌日にはまた駆り出される職員もいます。それはそれで成功していればそれでいいんで

す。だから、もっともっとモチベーションが上がるようなイベントであれば私も協力するかもし

れません。そういう意味でどうかなと思って、みんなのモチベーション、市民の方々あるいはボ

ランティアにかかわる方々のモチベーションを上げるためにも、費用対効果、あなたたちの頑張

りはこういうところにあらわれているんですよということを示せるような場が、あるいは数字が

いるんじゃないかと思って質問しました。 

 何をウルトラマラソンというかというのはいろいろあるみたいですけど、４２.１９５のフル

マラソンよりも、多い４５とか５０とかあるいは２倍の８０とか１００とかいうようなウルトラ

マラソンというふうにくくられているネットの情報で、ランナーズバイブル、ウルトラマラソン

一覧というのがすぐ出てきます。これを見ると１年に１２２回のマラソンがあっています。その

中には外国も４回あるんですけど。でも含めて長距離を走りたい、あるいはそういうのに興味が

ある人は、当然その中から選択をするわけですね、先ほど２０カ所と言われましたけど、それは

多分壱岐と同じように１００キロかなんかかもしれません。年間１２０回近く、５月２４日、

６月１６日、多いとこで、マラソンが行われております。やはりその中に入って行って、当然壱

岐に呼べるということでウルトラマラソンというアイデアが出て、今取り組まれていると思いま

す。それはそれで、先ほど部長が言われたように、新春マラソンは市民ランナー壱岐の人たちの

毎年の恒例行事だということであれば、それはそれでかまいません。ウルトラマラソンは、それ

こそ島外の人たち、それから日本で２位の評価をいただいている、だから続けていく。それはそ

れでいいと思います。日本で２位の評価を受けているなんて、皆さん、御存じないですからね。

じゃあもっと頑張ろうやというモチベーションが上がるかもしれません。 

 ただ私は、ボランティアありきとかそういうのでは、ちょっと厳しいんじゃないかという考え。

それと余りにもそういう行事が年間通じて行われていくと、さっき言いましたようにスポーツだ

けじゃなくてＳＤＧｓだのいろんな、あるいはまちづくりだの日曜日ごととか、平日も時間外と

かいうのが続いていったら、それこそ一人一人のパフォーマンス能力の発揮ができなくなるんじ

ゃないかと。そのことが壱岐市にとっていいわけじゃないので、今回は、このまずは走ることに

ついてお尋ねをしております。 

 それからＣＯＺＩＫＩ、先ほど部長が言われたように、この中にあるんですよ、波及効果は総

務省ホームページより平成２７年何とか統合大分類、それはそれでいいんです。ただ、ここで費

用対効果というのは、やはり地元にそういう実感がないと、皆さんは費用対効果があったなと思

われません。 

 それと、メディア露出、広告換算費、露出媒体、広告で広告に使ったとしたら２億何千万円、

そりゃあそうでしょう、そういう広告を有料とか何かでやるんだったら。でも、それに対する効
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果が東京にあったってしょうがないでしょう、壱岐にないと。宣伝というものは、広告は、その

効果を直接的な効果を求めてやるんです。 

 例えば、芸能人とかスポーツ選手とかがドリンクかなんかわかりませんけど、それを広告でテ

レビで発信すれば、それが売れるから高いコマーシャル料、年間何千万円か知りませんけど払っ

てやるんです、それが広告なんです。広告は効果が上がってこそ、狙う効果が上がってこそ広告

料をかけたかいがあるんです。先ほど言われましたように波及効果があるとしたらその波及効果

は壱岐に及ぼさないといけない、で言えば例えば壱岐にどれだけ落ちたかわからないって言うん

であれば、来年とか再来年とか壱岐への来島客数はふえるはずです。その中から、逆に言えば、

各宿舎ごとにアンケートか何かで何で壱岐を知りましたかとか、何を目的で来ましたかとかいう

ようなアンケートなんか、各宿舎ごとにとっている場合もありますから、そういうのでやればす

ぐわかるはずです。ＣＯＺＩＫＩで壱岐を知ったからとか。ぜひそういうふうに継続して、その

効果を確認する方法はとってください。 

 それと追加の質問で、ＣＯＺＩＫＩの中で、漫画はカルチャー誌って書いてありました。次に、

カミテンでは、サブカルチャーというふうに書いてありました。このカルチャーとサブカルチ

ャーの違いをおしえてください。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  いいです。今調べられなくていいです。重要なことなんです。Ｃ

ＯＺＩＫＩというカルチャーというのは、私は英語得意じゃないですからね、文化ですね。ＣＯ

ＺＩＫＩの中にある壱岐のそういう文化を発信していこうという、それは漫画を通じて発信して

いこうということだと思うんです。でもその内容はそれとは違う、ＣＯＺＩＫＩの漫画を見てわ

かります。カラスが出てきたり、えっていうような、それはサブカルチャーなんです。正当な文

化の反対にあることをうまく使って、それをサブカルチャーというんです。 

 そしたら、最初から多分これはサブカルチャーなんですね、その漫画ＣＯＺＩＫＩの取り組み

は。そのくらいは、壱岐市の観光課、これをどこに委託するにしろ、そういう中で進めていくと

きに、壱岐市をこういうふうにして売りたいと思いますという説明があったはずですから、その

中で議論したり、その中で気合い合わせをしたり、ああなるほど、正当じゃなくて、違うサブの

面から攻めていくんですね、じゃあ客層はそういうとこじゃなくて、それこそサブカルチャーに

関心のある人たちをターゲットとしているんですねぐらいのことはわかっていなくちゃいけない

と、私は思いまます。 

 ＣＯＺＩＫＩの本を読んだ人の感想は、多分サブカルチャーという意味がわかっていれば納得

されたと思いますけど、そうじゃない普通の人は、えっという感想が大部分だと思います。売れ

行きを見ても１,８８２、次は１,６３５、普通の出版数であれば、売れ行きが多いと増刷します。
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そうじゃなくても、２号から４,０００、３号も４,０００、１０月末で６４１、さんたんたる売

れ行き、多分これはもうスケジュールの中に入っていたんでしょうけど、これをもって宣伝広告

が宣伝の費用に換算したらこうなんちゅうのは、それは、私は説明として納得はいきません。 

 取り組んでいる人、一生懸命、この事業に手を上げて取り組んでいる人たちも、自分たちのま

ちなり、あるいは神社なりにそういう効果がなければ、それこそ頑張った甲斐がないではないで

すか。ここに手を上げて取り組んだ人たちとの、途中の検証でもいいですけど、なされています

か。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ＣＯＺＩＫＩの途中の成果等につきましては、今後さまざまな

宿泊者数等の分析に努めたいと思っています。また、１号、２号それぞれ発刊しておりまして、

そのためのＣＯＺＩＫＩを買うために壱岐に訪れた観光客も多くございますので、その辺につき

ましては、実数を把握しているところでございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  せっかく頑張っているもちろん市の職員、それから担当の人たち、

余り厳しいことは言いたくないんですけど、やはり私が言いたいのは、税金を使っているんで、

補助金を使っているんで、あるいは逆に私たちもそうですけど、議員も市の職員も税金でもって

働かさせていただいいているんで、やはりその人たちの最大の仕事というのは税収をふやすとい

うか、それこそ活性化だと思うんです。リスクはそこにあると思うんです。民間だったら、それ

こそ新しい食品なり、例えばカップラーメンなり、新商品を出すんだったら社内で食べてみて、

売り出してみて、売れ行きを探りながら、これはよかったね、悪かったねというのをやっていく

わけですね。そういう大きな損失は出ないとはいえ、行政とはいえ、やはり大きなプロジェクト

であればあるほど、事前にみんなで打ち合わせして、関係者で打ち合わせして走りだしたら途中

でまたチェックするとか、そういうことは、私必要じゃないかと思っております。そのことで多

くの人間が動いているわけですから。 

 ちょっとひとつ、全然違うんですけど紹介させていただきます。というのは、やはり有名な人

とか何かに頼むのもいいんですけど、都会の知恵とか言いますけど、先日、佐賀のほうに行きま

して、新聞でちっちゃい広告を見つけまして、環境芸術の森という小さな広告を見つけました。

森は海を育てる、よく言われていることです。唐津の厳木町にあるので、こりゃいいやと思って

行きました。ちなみに、環境芸術の森って御存じの方、ちょっと手でも上げてもらえます。ここ

は４０年くらい前に１人の造園家があるきっかけで自然の森をどうかしてつくろうということで、

こつこつと森にいろんな木を植えて、今のシーズンは紅葉がすごいんです。私もその紅葉を求め

てこの環境芸術の森、厳木町ですから行きました。物すごい観光客です。そしたらすごいですね
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という話をしたら、ＲＫＢか何かのテレビで生中継してもらったのがきっかけで、すごい観光客

が来ているということです。 

 もう一つ、武雄市に、前も話したかと思いますけど、庭木ダムってあります。周囲２キロぐら

いのダムです、人造ダム。これも４０年かそれくらい前に、せっかくダムができるんだったら、

市民の力で市民の憩いの場にしようということで、桜を植えて、その桜が今何年か前からでしょ

うね、物すごいきれいな桜のダムになっています。私も偶然ここを見つけて、次の年に行って、

それこそそのにぎわいに驚いています。 

 ここで言いたいのは、市民の力、市民が一生懸命やっていることが、やはり本当の意味で実を

結んでいくし、そういうのもうまく引き出してやっていただけないかなと思っておる次第です。

近くにいい例があります。座っていては何もわかりません。またいい例があれば、ここでこうい

う場でも紹介したいし、あるいは直接担当課に話を持っていくこともあるかと思います。という

ことで、このイベントの費用対効果については、その壱岐市の思う効果と一般市民の効果は、ち

ょっと違うんじゃないかということをおわかりいただけただけでも質問した意味があるんじゃな

いかと思います。 

 それでは次に、スクラップ・アンド・ビルド、よく言われています。これも、スクラップをす

るビルドをする、しかしスクラップをしないでビルドばっかりじゃないかという声があります。

スクラップをすればいいというもんじゃなくて、スクラップをしたら後始末もいる可能性があり

ます。ビルドをする、スクラップの後始末をしながらビルドをする、それはそこにまた一つ大き

な手間がかかります。これを先ほど言いましたように、釈迦に説法だと思いますけど、そういう

ことを踏まえた上で、どんなビルドがあったのか、あるいはこれは非常に断腸の思いでスクラッ

プしたというのでもあればお伝えいただければと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  ６番、久保田議員の御質問にお答えいたします。 

 例年、当初予算編成方針にはスクラップ・アンド・ビルドの徹底を掲げまして、限られた資源、

人、物、金など最大限活用し、効率的かつ効果的に事業を実施するため、事業の優先順位を見極

め、事業の選択と集中を図るとともに、新規拡充事業ビルドの財源は、既存事業の見直し、スク

ラップにより創出することを基本とし、なおかつ政策評価の判断を参考に予算編成を行うことと

しております。 

 議員御質問のスクラップした事業については、合併後、２９事業について事後評価及び補助金

検討委員会の提言等による見直し、スクラップを実施をしております。スクラップ事業の内訳と

いたしましては、総務費関係が３件、民生費関係が２件、衛生費関係が２件、農林水産業費関係
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が１８件、商工費関係が３件、教育費関係が１件、合計２９件でございます。 

 なお、各種事務事業の見直しにつきましては、第２次壱岐市行財政改革大綱これは平成２７年

度から平成３１年度の中でも、事務事業の見直しとして掲げ、各部所に取り組んでいただいたと

ころでございます。 

 この第２次壱岐市行財政改革大綱については、期間が本年度、令和元年度まででありますので、

本年度第３次壱岐市行財政改革大綱として見直し、改定を行うこととしておりまして、その中で

改めてスクラップ・アンド・ビルド、事務事業の見直しについては当然盛り込むべき内容である

と考えております。 

 各種事業につきましては、政策評価等でも検証を行っているところでありますが、さらに今後

は、各施設のあり方についても検討する必要があり、壱岐市公共施設等総合管理計画に基づき、

施設の統廃合についても協議してまいりたいと考えております。 

 また、老朽化が進行している公共施設の維持改修、更新に必要な財源確保のため、あらゆる工

夫や手法を検討し、経常経費の節減、事務事業の簡素化に努めるとともに、スクラップ・アン

ド・ビルドによる最小コストで最大の効果を上げるため、財源の重点配分を行い、適正で効率的

な行財政運営に努めてまいります。 

 以上です。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  常日ごろ、市長はスクラップ・アンド・ビルドと言われています

ので注目をしています。市長の頑張りには本当に私も大丈夫かなと思うくらいの活躍をされてい

ると思いますがぜひ先ほど言いましたように、頑張りが市民にうまく伝わって、さすがだなと思

えるように、わかりやすい説明、取り組みをしていただきたいと思っております。 

 中央志向はわからないではありませんけど、先ほど言いましたように、やはり地域の人たちの

力は間違いなく必要ですし、福岡市の力も必要です。東京は東京でかまいませんけど、東京に進

出したときに、果たして我々に何が応援できるかというのは、まだちょっと私自身もここでわか

りません。できればこういうことをやってくれというふうに言われれば、それにできれば私もそ

れに力を注ぎたいと思います。市長の何か御意見があれば伺いたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  ただいま久保田議員の御指摘、充分に心にとめて今後、対応をしていき

たいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  久保田議員。 

○議員（６番 久保田恒憲君）  期待しております。私たちが先ほど言いましたできることは、当
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然応援をしなくてはいけませんし、これはおかしいなと思うようなことがありましたら、私たち

もどんどん発言をしていきます。これだけ一般質問の件数が多いというのも、ひとつやはりみん

な不安に思ったりしているからこそ多いんではないかと思っております。これで私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。 

〔久保田恒憲議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、久保田恒憲議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで、暫時休憩をいたします。再開を１１時といたします。 

午前10時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、３番、植村圭司議員の登壇をお願いをいたします。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（３番 植村 圭司君）  こんにちは。令和元年最後の一般質問となりました。あと一人で

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 ちょっと個人的な話なんですが、気管支をちょっと痛めておりまして、途中お見苦しい点があ

るかもしれませんけども、御了承願いたいと思います。すみません。 

 最初に、きのう中山干拓のかさ上げの話が出たんですけども、来年度予算化するということで

歓迎できるところだと思いまして、非常に喜んでおります。ぜひともやっていただきたいと思っ

ております。 

 それで、この前、台風１９号のときに、私も現場に行きまして見ておったところなんですけど

も、水深が確かに深くなっていまして、通行どめももうしてありました。適切に通行どめをして

ありましたので、大丈夫だったんですけども、水が引きまして見る見るうちに浅くなりまして、

車が通れる状態ではあったんですが、バリケードがしてありました。 

 で、見ておったところ、市民の方が次々に参りまして、そのバリケードをみずからどけて通る

というふうなことも発生いたしまして、何人かの方に私も注意をしたところではありますけども、

早く通りたいということで、状況的には水も引きまして天候もよくなっておりましたので、安全

を確認できておりましたから、早く回復できるようにというふうに思っておりまして、連絡もし

ました。 

 ただ、なかなか時間がかかって、全面開通まで時間がかかりましたので、そういったところを



- 177 - 

今後、明らかに回復するとわかっていれば、なるべく早めに市民の方々に寄り添って、完成する

までの間、開通が早くできるように気持ちを持っていただけたらと思います。これはお願いでご

ざいます。よろしくお願いします。答弁は要りません。 

 それでは、これから通告に従いまして３つの質問をしたいと思っております。 

 まず１番目ですけども、観光地整備のあり方についてということで質問いたします。 

 壱岐市内の観光地で、公的な場所もしくは指定管理等されている場所につきましては、きれい

に草刈りもされまして、壊れた場合であっても修理をされるといった状態で、きちんと管理され

ていると思います。 

 ところが、景観上美しいところは観光地になるわけでございまして、そういった場所であって

も、私有地、私の土地が観光地になっている場合もございます。先日、１１月１５日付の島内紙

を見ていたところ、黒崎砲台跡でたき火があったという記事が載っていました。たき火をするこ

と自体は特段問題ないと思っておりまして、その記事の中を見てみますと、砲台跡地の中に私有

地、私の土地と公的な市有地が混在しているということが記載されてありました。同様に、市内

観光地の中には私の土地と公有的な土地、両方が混在しているんだろうと思っております。 

 で、観光地への私有地、私の土地の草刈りであるとか、景観上の問題であった場合とか、場合

によっては修理等必要になる場合もあると思うんですけども、そういった場所の管理のあり方を

どのように考えておられるのかをお伺いいたします。 

 そして、市民の中には、地元を観光地にしたいと熱心に努めていらっしゃる方もいらっしゃい

まして、その場合に、例えばユンボを使って工事をして、バラスを敷いたりとかというふうなこ

ともしていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういう場合の市の支援のあり方等についてお考

えがあるのか、教えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村圭司議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部

長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  植村議員の御質問にお答えをいたします。 

 市内の観光地には、議員のおっしゃるとおり、市の土地がほとんどでありますが、一部個人の

土地、私有地がございます。牧崎園地、小牧崎園地などの自然公園では、私有地が大半を占めて

おりますが、合併前の旧町時代の判断におきまして、観光地として取り扱いをしているものにつ

きましては、除草などの管理を含め、合併後も引き続き市が実施している状況でございます。 

 議員のおっしゃるとおり、壱岐を活性化させたい、地元を活性化させたい、観光地にしたいと

の思いで励んでおられる市民の方がいらっしゃることは承知しており、大変感謝をいたしており

ます。 
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 しかしながら、管理には当然費用が発生してまいりますので、私有地で観光地となっており、

個人で管理されておりますところを新たに市で管理することは、現時点では考えておりません。 

 しかし、本市の観光振興に結びつくと判断できる箇所につきましては、観光パンフレット及び

現在構築を進めております壱岐市ポータルサイト等で情報の掲載など、ＰＲすることは可能であ

り、ぜひ実施していきたいと考えております。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  個人で管理されているところについてのお話でした。 

 旧町時代からの引き継ぎということで、現在、草刈り等はされているみたいですけども、今後

も新しく観光地になるところが出てくるかと思います。ただ、その観光地の定義は今はっきりし

ておりませんで、どこが観光地か、観光地でないかというのもわかりません。ですから、今回み

たいにポータルサイト等で紹介していただけるということですので、それを目指して市民の方々

も頑張っていかれると思いますので、そこは支援していただきたいと思っています。 

 で、その支援の方法ですけども、今後はまちづくり協議会等で、地元のほうからやりたいとい

う声も上がってくるかもしれませんので、指導・助言のほうをお願いしたいと思います。この点、

何かございましたら。答弁ありますでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  観光地等をまちづくり協議会で観光資源として活用したい場合

とのことでございます。 

 その辺につきましては、まちづくり協議会の中で検討していただいて、まちづくり協議会の中

で予算措置、または、必要があれば市の支援等も考えられるのではなかろうかと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  市の支援等も考えられるということですので、相談があった場合

はよろしくお願いしたいと思います。 

 この点、これで終わりにしたいと思います。 

 続きまして、２番目でございます。 

 市民への情報周知を積極的にということで、質問をしたいと思っております。 

 まず、これに関連するような質問を、私が当選した直後にいたしました。そのときは、市長に

対しまして、マスコミ等への周知を積極的にしてほしいということだったんですけども、そのと

きの答弁は、積極的にしたいということでしたので、私も時間を追って、そこは注目していった

わけなんですけども、最近の傾向としまして、先日のＳＤＧｓイベント、これは弁天崎公園であ

ったイベント、それと万葉公園のイベントです。これは令和のイベントということであった分で
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すけども、これらのイベントの集客、参加人数が少ないような印象を受けました。 

 振り返ってみますと、昨年ありました壱岐市市政１５周年記念の防災サミット、これもちょっ

と会場には褒めるような数字が上がっていっていないんじゃなかろうかと思います。さらに、Ｉ

ｋｉ－Ｂｉｚの設立時にありました富士市産業支援センターの小出センター長の講演会も若干少

ないように感じました。こうやって考えますと、今に始まったことではなくて、なかなか市の集

客を求めるイベントに対しての参加人数が少ないように感じております。 

 こういったことをなぜかと考えましたときに、そもそも周知のほうが足りていないんじゃない

かと思いまして、税金を使った事業でございますので、周知が徹底されているのかということを

確認したいと思いまして、質問いたします。 

 また、市の事業案内等が公民館の回覧便で回っていまして、その回覧便の中には、日にちであ

るとか、場所、あと締切日とか、いろいろとめ置くことがあるんですけども、何せ回覧ですので、

すぐに回っていきます。こういったものを忘れなくするために、市のホームページがございます

ので、活用していただきまして、もう回覧は全部電子ファイルにするということで、ホームペー

ジに掲載、もしくは、イベントカレンダーがございますから、イベントカレンダーのほうを充実

していただきまして、積極的に市民の目に触れるように残していただきたいと思っているんです

けども、その辺に対しましての見解をよろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  ３番、植村議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、市の広報媒体の主なものとしまして、紙媒体として広報「いき」、回覧及び各戸配布、

報道機関への投げ込み、そして、オンライン媒体として市ホームページ、各種のＳＮＳ、これは

フェイスブック、ツイッター、ブログ、インスタグラムなどございます。 

 市の行事は、イベントはもとより、各分野にわたる市政情報について、市民皆様を初め島外の

方も含め、壱岐市の情報をお届けするため、各広報媒体を活用して幅広い情報発信に努めており

ます。 

 とりわけ急速に進む情報化社会において、オンラインでの情報発信の重要性を認識し、意識を

持って取り組んでおり、先日、１１月２２日に、日本最大級の情報発信アプリであるスマートニ

ュースにおいて壱岐市チャンネルを開設し、同アプリでの壱岐市公式情報等の配信を始めたとこ

ろでございます。 

 このことについて、市民皆様への各戸配布、各島外壱岐の会の皆様への周知、そして博多港、

唐津東港を含む各港へのポスター設置や、フェリーの船内への掲示等、今後も周知啓発に努めて

まいります。 
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 次に、市のホームページ、イベントカレンダーの充実・徹底や、電子ファイルとして閲覧でき

る方法など、積極的に市民の目に触れる方法を検討してはどうかという御質問でございますが、

壱岐市ホームページのイベントカレンダーにつきましては、毎月発行しております市報「広報い

き」の裏面に掲載しております今月の行事予定の掲載文を基本といたしまして、それに加えて、

各担当課において把握している情報を、それぞれ掲載をしているところでございます。 

 情報の収集の方法につきましては、広報紙掲載の原稿作成段階において、各担当課等から関連

行事について紹介を行い、総務課にて取りまとめを行い、記事としているところでございます。 

 今後も幅広い情報収集に努め、新鮮かつ有益な情報をお届けしてまいります。 

 また、回覧の内容を電子ファイルとして閲覧できる方法の検討についての御指摘でございます

が、先ほど申し上げました本市の広報媒体には、大きく紙媒体、オンライン媒体がございますが、

回覧や各戸に配布する内容については、各担当課において市民皆様並びに島外の方にも目にして

いただくように、基本的に同じ内容を市ホームページにも掲載しているところでございます。 

 ただし、ホームページに掲載されていないものもありますので、今後は徹底をしてまいります。 

 議員御指摘のように、市政情報を発信する各担当における周知・啓発意識の向上を図るととも

に、市ホームページの情報の充実を図り、フェイスブックやブログ、ツイッターなどのＳＮＳと

の連携、また、スマートニュースの壱岐チャンネルといった情報発信アプリの活用等により、効

果的で効率的な情報発信に努めてまいります。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  効果的な周知ということで確認いたしました。 

 それで、カレンダーのほうなんですけども、今、御指摘されたのは議会だよりの裏面というこ

とをベースにしているということだったと思うんですけども──済みません、市広報紙ですね。

市広報紙の裏面をベースにしているということだったんですけども、この小さい島で行事がいっ

ぱいありまして、いつに何が、どういう行事があるかということを早目にわかっていれば、その

行事の日程調整なんかも早くできるだろうと。関係者の方々もわざわざ日がぶつかった日に行事

をするといったことが多々起こっていまして、例えば、以前あったんですけども、サイクルフェ

スタの日に、大谷公園で陸上大会をやっていると。もう駐車場がいっぱいいっぱい、何ともなら

ないというふうなこともあったんですけども、こういったことをなくすために、市報の裏ベース

でなくて、日程が決まっているものは、もう早目に掲載していただきまして、なるべく市民に使

っていただきまして、便利に日程調整等で利用していただけるような考え方のもとに、やってい

ただきたいというふうに思っております。そういったことができるか、ちょっと教えていただき

たいんですが。 
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○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

○総務部長（久間 博喜君）  ただいま植村議員から御指摘をいただいた点については、意図する

ところを私も十分承知をしております。情報はなるべく早く、正確に、そして広く発信をしてま

いりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  よろしくお願いいたします。 

 それと、イベントの件なんですけども、イベントの参加人数が少ない件につきまして、これは

周知の話で今いたしましたが、そもそも人を集めるということが仕事ではありますけども、中身

の充実。職員の方々は懸命にやっていらっしゃいまして、非常にいいイベントだと思います。私

も一生懸命、時間がある限り行事に参加しているんですけども、行事の中身は非常にいいと思い

ます。ＳＤＧｓの内容も、万葉公園でのイベントの内容も非常によかったです。非常によかった

からこそ、たくさんの人に見ていただきたかったという思いが非常に強くありまして、やるんで

あれば徹底的に、人がたくさん集まるように計画をしていただきたい。 

 弁天崎の公園の話も、シャトルバスを使ったあたりもあったんですけども、なるべく人が集ま

るような方法で考えていただいたほうがよかったのかなと。反省点は幾つかあるかと思いますけ

ども、いいイベントをやっておりますから、とにかく人が集まるように考えていただきたいと思

っております。ここは、そういうお願いをしまして、終わりたいと思います。 

 ３番目なんですけども、壱岐市東京事務所の活用方法についてということで、質問をさせてい

ただきます。 

 きのう、テレビを見ていますと、ラグビーワールドカップに出場しました日本チームのパレー

ドがあってありました。あのパレードを歩いていた丸の内の中通り、あそこに面するところが今

度壱岐市の事務所が入るビルだというふうに認識をしております。テレビを見まして、私も、あ

あ、ここなのかというふうな感じて見ておりまして、なかなか場所としては最高の立地だという

ふうに思いました。 

 で、その壱岐市の東京事務所の件なんですけども、私も１０年ほど関東圏、首都圏で働いてお

りましたので思うところがありまして、きょう質問をさせていただいております。 

 具体的な業務内容でありますとか、費用対効果等につきましては、きのうの同僚議員への答弁、

もしくは、９月議会のほうでも答弁がありまして、なかなか具体的な話が出てこなかったのかな

というふうに思っています。 

 で、首都圏につきましては人も多いことではございますので、情報も多うございます。単なる

周知活動ということで、観光面で周知をしても、その効果がなかなか得られないんじゃないかと

いうふうに思っております。例えるならば、私の印象ですけども、壱岐のＰＲを東京でした場合
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に、アマゾン川の水面にスポイトで水を落とすというようなことなのかなと。で、費用対効果と

しましても、１,４００万円で何ができるんだというぐらいのことじゃないかと。もっとかける

んだったら、かけるぐらいめり張りをつけないと、本当のＰＲにならないんじゃないかというふ

うに思っています。 

 また、その派遣する職員さんもお一人、所長ということでありまして、さらに現地でも採用す

るということで、２人体制ということでございましたけども、その派遣した職員の方の心身とも

に健康で管理をしていかんといかんということもありますので、ともすれば、失敗をすると税金

の無駄遣いになりがちだというふうなことも危惧をしております。 

 この点を踏まえまして、以下の４つ質問させていただきます。 

 東京事務所を成功させるために、一番大事なことは何か。２点目に、首都圏から誘客する対象

や仕組み、その人数など、数値目標が具体的にあれば教えていただきたいと思います。さらに、

具体的な業務内容や年次計画。４番目に、派遣職員に求める資質ということで質問をしておりま

す。一部きのうの答弁と重なるところがございますが、準備してあると思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  植村議員の３項目めの質問、壱岐市東京事務所の活用方法等に

ついて、お答えをいたします。 

 東京事務所の活用方法について、まず、１点目の成功させるために一番大事なことは何かとい

う御質問でございます。 

 東京事務所の一番の使命は、首都圏における本市の認知度向上を図り、国内外への情報発信に

つなげることであります。そのためには、首都圏において壱岐市の職員が、観光や物産の宣伝を

年間通じて行い、着実に取り組んでいくことが一番大切であると考えており、東京事務所の開設

を判断したところでございます。 

 事務所を開設し、即座に認知度向上につながるとは考えておりませんし、そのように甘い世界

でないことも重々承知しております。本市の職員が東京事務所設置により、首都圏を中心とした

旅行社への営業を行うことにより、旅行商品が造成、販売されれば、誘客効果はもちろんでござ

いますが、壱岐の名前が旅行社のパンフレットに掲載され、知名度向上につながる結果となると

思っております。 

 また、都内レストランや大型店舗、日本橋長崎館等での壱岐産フェアなどを開催することで、

販路開拓と同時に知名度向上にも期待できると考えております。 

 いずれにいたしましても、来年４月の東京事務所開設を契機として、首都圏での継続した活動
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が展開できるものであり、県東京事務所や他市の東京事務所、東京壱岐雪州会等関係機関と連携、

情報交換を行いながら、本市の認知度向上につながる取り組みを進めてまいります。 

 次に、首都圏から誘客する対象や仕組み、その人数など数値目標という件でございます。 

 次年度は開所初年度であり、まずは、壱岐市東京事務所の人脈形成を行うことが重要になろう

かと考えております。その１年間の活動の中で、具体的な誘客対象や仕組みづくりが浮き彫りに

なるものであり、そういった意味で、次年度の活動目標としては、誘客に関する部分では、旅行

社への営業訪問回数を延べ２００件以上と設定するようにしております。 

 次に、具体的な業務内容や年次計画でございますが、営業内容につきましては、その柱として、

１点目が本市の観光宣伝と観光客の誘客に関すること。２点目が、物産の宣伝、販路開拓、販売

促進に関すること。この２点を中心に活動するように考えております。 

 具体的には、先ほど申し上げましたが、旅行社への営業活動を年間延べ２００社以上、レスト

ラン・大型店舗等での壱岐フェアを年２回以上、ＩｋｉＩｋｉサポートショップの掘り起こし、

年延べ３０件訪問、新規サポートショップ認定数５件を目標として考えております。 

 また、その他の業務として、地域おこし企業人の発掘、企業誘致や実業団チーム等の合宿誘致、

本市のふるさと納税のＰＲなどにも機会を捉えて取り組んでまいりたいと考えております。 

 年次計画につきましては、初年度となる令和２年度には、誘客活動や物産フェアなどの事業展

開の実施と並行した人脈形成に注力し、令和３年以降の目標値設定まで行いたいと考えておりま

す。 

 最後に、派遣職員に求める資質ということでございますが、まず、人脈形成ができないと何も

始まらないことになりますので、周りの協力を得られる対応力、素早い行動力、そして常に壱岐

のためを考えた判断力が求められると思います。 

 その上で、東京での地理的な知見や旅行社への営業経験があるにこしたことはございませんが、

この２点は事務所開設後の経験の積み重ねによって蓄積できるものと考えております。 

 議員おっしゃるように、派遣する職員が心身ともに健康であることは基本でありますので、重

責を全うできるよう緻密な相談体制の構築に努めてまいりたいと思っております。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  お答えいただきました。 

 それで、販促等いろいろ述べられているんですけども、私、一番危険なのは、やっぱり営業活

動、例えば旅行社２００訪問しますという話があるんですけども、ほぼほぼ毎日どっかに行って

いるという感じだと思うんですが、壱岐が東京にどういうふうに認識されているか、その辺のこ

とを承知して計画をつくられているのか、非常に不安になりました。 
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 といいますのが、私も東京に住んでいたときに、「壱岐です」と言ったときに、大体、ああ、

そうですかと言われて、隠岐の島を言われるんです。で、壱岐というと島根県ですかという話に

なって、ああ、それ隠岐ですという話で、まず隠岐と勘違いされると。 

 その次に、長崎県ですと言えば、まだぴんとこられるんですけども、福岡県の上とか、福岡の

北とか、韓国と九州の間とかという話をすると、対馬のほうを今度は想像されて、壱岐の島が認

識されていないということが結構ありました。 

 結局、何を言いたいかというと、壱岐というのは、首都圏、関東圏とかでは余り認識されてい

ない状態で、営業に行ったところに余りフックしないといいますか、心に残らないことが多くて、

直接の営業に結びつきにくいというのがあると思います。 

 成功例としまして、例えば、五島の市議さんを通じまして、五島のお話を聞きました。で、五

島も東京に事務所がありまして、で、五島の場合は大村市さんと共有で事務所を持ってあります。

職員も共有でいらっしゃいまして、大村と五島、両方で事務所と人を共有しているという状態で

ありました。 

 で、五島の場合は、何がいいかと言いますと、教育旅行のほうが伸びているという話になりま

して、教育旅行はターゲットを絞ったと。そこは７０人ぐらい乗れる飛行機としまして、福岡と

五島の飛行機がありますと。ですから、東京・福岡・五島という交通路を使って誘客ができたん

だというふうなお話でした。 

 それと、五島は世界遺産がありますということで、営業もしやすかったというのがありまして、

世界遺産がある五島に教育旅行で７０人規模のツアーが組みやすかったというふうなお話があっ

て、伸びているというふうなお話でした。 

 壱岐の場合といいますと、御承知のとおりアクセスも悪いというのがありますので、多くて

４０人規模、飛行機の関係で４０人規模、もしくは、ジェットホイルを使ってもアクセスが悪い

というデメリットがあります。 

 それと、壱岐は世界遺産でもありませんので、関東圏の方々に対するＰＲがしにくいというデ

メリットがあります。ですから、相当な準備をして、ターゲットを決めて計画的にいかないと、

なかなか成功に結びつかないんじゃないかというふうに思っております。 

 ですから、東京事務所を成功させるためには、もろもろ営業活動等をされるとおっしゃったん

ですけども、効果的なねらいと目的、これを持って行かないと成功しにくいんだろうというふう

に思います。 

 それと、東京に行きますと、たくさん人がいっぱいいますので、とにかく売れます。ですから、

壱岐焼酎とか、肉にしても、魚介類にしても売れると思います。売れますが、売れたからといっ

て人が来るとは限らないということです。私も東京にいながら、いろんなところの物産展に行っ
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ていました。北海道とか、石川とか、高知とか、いろんなところの物産展が各所でやっておりま

す。そういったたくさんやっている中で、壱岐が入っていったときに、勝ち残れるのかというこ

とに対して、なかなかその辺が戦略的にいかないと、結びつけにくいと。たくさん情報がありま

すから、壱岐の情報も埋もれていくというふうになります。 

 それと、東京圏から移動するのに、さっきは五島の航空機の話をしたんですけども、とにかく

アクセスがいいので、免許証がなくてもどこでも移動できるのは当然なんですけども、北海道、

沖縄、石垣、奄美とかは飛行機を使って直行便で行きますから、まず直行便で行ける場所、で、

新幹線、特急バス、あと高速を使って、ありとあらゆるところに移動できます。こういった方々

を遠くの壱岐まで呼び寄せるというときに、普通に営業活動をして、来てくださいと言うだけで

は、なかなか動くもんじゃなくて、人の心に刺さるものがないといかんというふうに思っていま

す。 

 あと、東京の方々なんですが、日本だけじゃなくて、グアムとか、台湾とか、そういったとこ

ろに行きます。会社のＯＬさんたちも、金曜日に台湾に行って、月曜日には食事をして帰ってく

るといったような海外への展開もしてありますので、壱岐のライバルがたくさんあると思ってい

ただいていいと思います。そういった方々に対して、食材いいよとか言うだけでは、どうしても

負けていくんじゃないかというふうに思います。フックといいますか、どうかして壱岐に来させ

るためにも、なかなか来にくい島だというのを逆にアピールするとか、何らの戦略を持っていか

ないと成功しにくいと思うんですけども、これにつきまして何かございましたら、感想なりいた

だきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいま、植村議員から御指摘といいますか、１０年間おられ

た経験談を指摘いただきまして、ありがとうございます。 

 実際、言われるように壱岐の認知度は東京では低いということは十分承知をしております。そ

こで、やっぱり壱岐の認知度を上げて、壱岐への誘客、東京での物産の振興等に努めたいと思っ

ております。 

 いろいろ戦略も今含めて言われましたが、今後、さまざまな指摘、例えば物産展でいいますと、

単なる物産展ではなく、その生産が生まれたストーリー等を考えた物産展等を含めて、いろいろ

な仕組みづくりを考えたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  そのいろんな仕組みづくりの話なんですけども、気になることが、

きのうの答弁の中にございまして、同僚議員の答弁の中で、本田部長が、全国の情報が集まる東

京都で活動することは、全国に情報発信ができるというふうなお話をされたんです。これの意味
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がよくわからなくて、どういった活動がどういった情報発信になるといった具体を考えていらっ

しゃるんであれば、教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの御質問でございますが、東京はやっぱり人口が一番

多いということでございますので、東京で壱岐を知ってもらうことが、それが全国、東京の人に

知ってもらうことが全国、または国外等につきましても壱岐の情報が発信できるということで、

そういうことでお答えをいたしました。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  わかりました。おっしゃられている意味は非常にわかります。先

ほど私が申し上げましたアマゾン川に一滴の水というふうなことになるかというふうなことで、

確かに壱岐の情報が東京で出ていけば、それはそれなりの効果が上がると思います。上がると思

いますが、１,４００万円の予算をもって営業活動等々活動されたときに、どれだけ効果が上が

るかということのほうが心配でなりません。 

 実はきのう、市長のほうも経済的効果は把握していませんという話を、同僚議員に対する答弁

だったんですけども、経済的効果は把握していませんという話だったんですけども、それも含め

まして市長の思いがあれば、お伺いしたいんですが。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  私は、この東京事務所の開設について、いろいろ不安な点を指摘されと

るわけですけれども、私は常に言っております。壱岐のためになるんだったら、何でもありだと。

一歩踏み出すんだと。私はこの姿勢をいつも持っております。 

 ですから、私は今回の東京事務所、先ほどから部長が申しておりますように、壱岐の知名度を

上げる。一人でも多くの方々に壱岐を知っていただく。これは福岡事務所が閉鎖いたしますけれ

ども、その比ではないと、私は思っておるところです。 

 今、アマゾン川に水滴一滴とおっしゃいました。それもそうかもしれません。しかし、北京で

チョウが羽ばたくと、ニューヨークでハリケーンが起こると、こういう言葉もございます。私は、

ぜひ一歩踏み出したチョウの羽ばたきが、次に大きな風あるいは波を生む。そのことを信じてお

ります。ぜひこのことについて、皆さん御理解いただいて、ぜひ東京事務所の開設が成功だった

ということに全力を尽くしますし、皆さん方もそれについて御支援いただきたい。先ほど言いま

したチョウの羽ばたきでございますけれども、大きな東京雪州会の力もあります。 

 そしてまた、東京には世界からの人が来ております。その方々はそれぞれの母国に帰る。ある

いは、北海道からの人もいっぱい来ております。そういった人も北海道への連絡をする。そうい

ったことで私は東京での事務所の設置というのは、本当に驚くような効果を生ませてみせると思
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っておりますので、御理解をお願いしたいと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  効果を見せるということでございますので、ここは私も期待して

いるところでございます。 

 東京での成功というのを祈っておりますが、済みません、懸念することがもう一つございまし

て、こちらは第３期壱岐市観光振興計画ございまして、この中に、福岡事務所の話が書いてあり

ます。読み上げますけども、 

 福岡市の話としましては、本市への誘客の多くは隣接する福岡都市圏であり、また、福岡

市を経由されることが大半であるため、福岡市においてきめ細やかな情報発信や情報収集の

ため、壱岐福岡事務所の活用は不可欠であり、機能を発揮するためには、行政のみならず、

観光関係やその他関係する団体との連携強化を進めてまいります。 

となっているわけです。 

 で、計画年が２０１８年から２０２０年ということで、ちょうどことしが中間年となっており

ます。市長のおっしゃられました成功させるという気持ちもありますけども、この行政の継続性

の中で、この観光の振興計画、これを書きかえるという話になるのか。なるんであればどういう

ふうになるのかというふうなことで、教えていただきたいんですが。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  私はいつも計画というのは、計画書をつくるのが目的ではなくて、計画

を実行するのが目的だと申し上げております。その観光振興計画、確かにその時点で、福岡のこ

とを書いております。当然その方針で行くということでございます。 

 しかしながら、計画というのはやはり見直しもございますし、方針転換もございます。今、そ

の福岡が一番近くて、大事であるということは間違いないわけです。そういったことで、じゃ、

福岡事務所はなぜ廃止するのかということですけれども、あと１年を残して廃止するわけでござ

いますけれども、それこそ前々から説明いたしておりますように、それにかわる出張体制とか、

そういったものでそれをカバーしていく。やはりそういったことで、今の計画と合わないんじゃ

ないかということでなくて、それをさらに進化させる、そういうふうなことで御理解いただきた

いと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  進化ということで、進めるということだと思いますけども、進化

はいいと思います。ですから、今ここには東京事務所の話が書いてありませんので、そこの話も

書いていかないと進化にならないと思うんです。 

 ですから、福岡と東京の両方の役割、機能、それは事務所でなくて、仕事の役割分担、機能を
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明確に追加していただくことになるかと思いますけども、そういった話になるのかどうか、教え

ていただきたいんですが。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  この観光計画は、つくったときは、先ほど市長が言いましたよ

うに、福岡事務所の発展等について書いたわけでございますが、市長が言われますように、計画

は変更すること、見直しすることも必要でございますので、今後は東京事務所の開設をして、観

光それから物産の振興に努めたいと考えております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  わかりました。それであれば、より充実していくことというふう

に理解いたしました。 

 それと、最後になりますけども、今、おっしゃられているのが観光関係の話でありまして、物

産振興とか販売促進なんですけども、実は、私が思っていますのが、テレワークとか、移住で首

都圏のほうから人を呼ぼうという事業もあるわけで、例えば逆参勤交代とかいうことで、今後も

それでいこうとしておりますから、この事務所を有効活用しまして、例えば、逆参勤交代になる

会社の拠点になる、拠点ってまあそう……打ち合わせに対応できる窓口にするでありますとか、

あとは、移住相談ができるんではないんかとか、それと、ＳＤＧｓで見ますと、慶応大学のＳＦ

Ｃも近くでございます。 

 ですから、こういった東京での展開っていうことを考えている中で、さらに、古事記、先ほど

ありました古事記も新宿ＴＳＵＴＡＹＡのほうで販売をしているようでございますし、あと、そ

の古事記といいますのは漫画ですから、例えば、秋葉原にいて漫画の関係の方々にちょっと接触

するとか、そういった新しい展開、何らかの意図を持った新展開というのを、計画に入れないと

いけないんじゃないかというふうに思っていまして、ですから、観光とか商工振興だけじゃなく

って、政策企画とかＳＤＧｓ、そういった方々の担当課も入ってくるんじゃないかというふうに

思うんですけども、その辺いかがでしょうか、考え方としまして。 

○議長（豊坂 敏文君）  企画振興部長。 

○企画振興部長（本田 政明君）  ただいまの御質問でございますが、東京事務所は、先ほど最初

にお答えいたしましたが、１点目が観光、２点目が物産の振興を主な柱ということでございます

が、やはり、東京事務所の連携協定を結んでおります富士ゼロックス、それから現在、逆参勤交

代を実施しておりますが、その方々壱岐に来られた方々との連携とは、もちろん進めてまいりた

いと思っておりますし、移住相談につきましても東京での移住相談も随時、適宜、開催されるの

ではなかろうかと考えておりますので、必要な部署との連携につきましては、今後もいろいろ連

携して進めたいと考えております。 
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○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  東京事務所をせっかくつくることでございますので、多方面で展

開していただきまして、成功させていただきたいと思っております。 

 それと、最後です。 

 東京に進出するほとんど自治体さんは、中央官庁もしくは県等で、結びつきを持ちまして、情

報収集をしているようでございますので、都内への活動もですね、例えば、国交省でありますと

か、内閣府、こういったところに出入りしまして、国の動向、もしくは県の動向等をつかんでい

ただきまして、さまざまな展開を健康な職員でやっていただきたいと思っております。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

 これで、今年は終わりますので、よいお年をお迎えください。 

 どうも、ありがとうございました。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、植村圭司議員の一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  本日の日程は終了いたしました。１２月１３日は各常任委員会、１２月

１６日は予算特別委員会を、いずれも午前１０時から開催いたします。 

 次の本会議は１２月１９日木曜日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れ様でした。 

午前11時48分散会 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 12 月 会 議 会 議 録（第６日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                    令和元年12月19日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第31号 
壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する

条例の制定について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第２ 議案第32号 
壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第３ 議案第33号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第４ 議案第34号 
壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関す

る条例の一部改正について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第５ 議案第35号 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の一部改正について 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第６ 議案第36号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第７ 議案第37号 
壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の

制定について 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第８ 議案第38号 
壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部改正について 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第９ 議案第39号 
壱岐市種苗生産施設条例の一部改正につい

て 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第10 議案第40号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第11 議案第41号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐出会いの村） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第12 議案第42号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市猿岩物産館） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第13 議案第44号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市営印通寺共同店舗） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第14 議案第45号 
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市国民宿舎壱岐島荘） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第15 議案第46号 第３次壱岐市総合計画の策定について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第16 議案第47号 消防ポンプ自動車購入契約の変更について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第17 議案第48号 
令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第

６号） 
予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 
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日程第18 議案第49号 
令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号） 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第19 議案第50号 
令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第20 議案第51号 
令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第21 同意第２号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第22 同意第３号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第23 同意第４号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第24 同意第５号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第25 同意第６号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第26 同意第７号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第27 同意第８号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第28 同意第９号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第29 同意第10号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第30 同意第11号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第31 同意第12号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第32 同意第13号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第33 同意第14号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第34 同意第15号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第35 同意第16号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第36 同意第17号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第37 同意第18号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第38 同意第19号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 

日程第39 同意第20号 壱岐市農業委員会委員の任命について 
市長 議案説明 質疑なし 

委員会付託省略 同意 



- 192 - 

日程第40 議員派遣の件 原案のとおり 決定 

日程第41 委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件 原案のとおり 決定 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第６号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 土谷 勇二君       ６番 久保田恒憲君 

７番 音嶋 正吾君       ９番 小金丸益明君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 赤木 貴尚君 

16番 豊坂 敏文君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 

企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 石尾 正彦君 

保健環境部長 ………… 髙下 正和君  建設部長 ……………… 永田秀次郎君 

農林水産部長 ………… 谷口  実君  教育次長 ……………… 堀江 敬治君 

消防本部消防長 ……… 下條 優治君  総務課長 ……………… 中上 良二君 
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財政課長 ……………… 松尾 勝則君  会計管理者 …………… 松本 俊幸君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さんおはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新聞社ほか３名の方から、報道取材のた

め撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 各常任委員会、広報特別委員会及び国境離島活性化推進特別委員会の各委員会から行政調査の

報告が提出されており、タブレットに配信しておりますので、ご高覧をお願いします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日までに白川市長より、追加議案１９件を受理しております。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３１号～日程第２０．議案第５１号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例

の制定についてから日程第２０、議案第５１号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

２号）についてまで、以上の２０件を一括議題とします。 

 本件については、各委員会へ審査を付託しておりますので、その審査結果について各委員長か

ら報告を求めます。 

 初めに、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。鵜瀬和博総務文教厚生常任委員長。 

〔総務文教厚生常任委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕 

○総務文教厚生常任委員長（鵜瀬 和博君）  令和元年１２月１９日、壱岐市議会議長豊坂敏文様。

総務文教厚生常任委員会委員長鵜瀬和博。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について、原案可決。議案

第３２号壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、原案可決。

議案第３３号壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、原案

可決。議案第３４号壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について、原案

可決。議案第３５号壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部改正について、原案可決。議案第３６号地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、原案可決。議案第３７号
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壱岐市水道事業職員の給与に関する条例の制定について、原案可決。議案第３８号壱岐市災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第４７号消防ポンプ自動車購入

契約の変更について、原案可決。議案第４９号令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）、原案可決。 

 委員会意見として、議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定につい

ては、建築主体及び管理を請け負った業者の責任に起因するものであり、市長、教育長に対して、

直接行政責任を問うべきものではないと判断する。しかし、７カ月に及ぶ工事の遅延により耐震

強度が不足する校舎に通学を余儀なくされた生徒をはじめ保護者、地域住民に与えた不安は計り

知れないものである。この観点から行政責任を明確にしたいとする市長の発言により、本案を可

決するに至った。 

 また、行政処分として建築主体請負業者に指名停止５カ月、令和元年１１月２１日から令和

２年４月２０日まで及び遅延日数にかかる損害金５２９万５,０６０円が課されているが、監理

業者も道義的責任は免れないと思料する。今後は壱岐市が契約する全ての事項において契約不履

行が生じた場合、厳正かつ公正に対応すべく措置基準を早急に整備されることを求めるものであ

る。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  これから総務文教厚生常任委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 なお、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容については提出者に

質疑することはできませんので申し上げておきます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑がありませんので、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わり

ます。 

〔総務文教厚生常任委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。土谷勇二産業建設常任委

員長。 

〔産業建設常任委員長（土谷 勇二君） 登壇〕 

○産業建設常任委員長（土谷 勇二君）  令和元年１２月１９日、壱岐市議会議長豊坂敏文様。産

業建設常任委員会委員長土谷勇二。 

 委員会審査報告書。本委員会に付託された議案は審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐

市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果。 
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 議案第３９号壱岐市種苗生産施設条例の一部改正について、原案可決。議案第４０号壱岐市国

民宿舎条例の一部改正について、原案可決。議案第４１号公の施設の指定管理者の指定について

（壱岐出会いの村）、原案可決。議案第４２号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市猿

岩物産館）、原案可決。議案第４４号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市営印通寺共

同店舗）、原案可決。議案第４５号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市国民宿舎壱岐

島荘）、原案可決。議案第４６号第３次壱岐市総合計画の策定について、原案可決。議案第

５０号令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。議案第５１号令和

元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）、原案可決。 

 委員会意見。 

 議案第４１号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐出会いの村）は、市職員のみによる

監査ではなく、第三者を含めた監査体制の整備を図ること。また、宿泊料金や食事代の見直しを

含め、各種体験メニューの魅力向上に努め、利用者をふやすための営業努力を求める。 

 議案第４３号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐風民の郷）は、指定管理業務の内容

等さらに慎重な審査を必要とするため継続審査とする。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  これから産業建設常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑はありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 

〔産業建設常任委員長（土谷 勇二君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、予算特別委員長の報告を求めます。清水修予算特別委員長。 

〔予算特別委員長（清水  修君） 登壇〕 

○予算特別委員長（清水  修君）  令和元年１２月１９日、壱岐市議会議長豊坂敏文様。予算特

別委員会委員長清水修。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、議案第４８号。件名、令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）。審査の結果、

原案可決。 

 委員会意見。 

 壱岐市東京事務所開設に当たっては、首都圏において、本市の情報発信交流の拠点となり、地

域活性化に資する取り組みに努めること。 
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 なお、東京事務所の運営計画と福岡事務所閉所に伴う今後の事業展開については、引き続き説

明を求めていく。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  これから予算特別委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑がありませんので、これで予算特別委員長の報告を終わります。 

〔予算特別委員長（清水  修君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、各委員会の報告を終わります。 

 これから議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３１号壱岐市長及び教育長の給与の特例

に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３２号壱岐市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長
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の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３３号壱岐市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について討論

を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３４号壱岐市長、副市長及び教育長の給

与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部改正について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３５号壱岐市職員の給与に関する条例及

び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第３６号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてから議案第４０号壱岐市国民宿舎条例の一部改正についてま

での５件について一括討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 議案第３６号から議案第４０号までの５件を一括採決いたします。この採決は起立によって行

います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第３６号地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから議案第４０号壱

岐市国民宿舎条例の一部改正についてまでの５件は、原案のとおり全て可決されました。 

 次に、議案第４１号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐出会いの村）及び議案第

４２号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市猿岩物産館）並びに議案第４４号公の施設

の指定管理者の指定について（壱岐市営印通寺共同店舗）から議案第４７号消防ポンプ自動車購

入契約の変更についてまでの６件について一括討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 議案第４１号及び議案第４２号並びに議案第４４号から議案第４７号までの６件を一括採決を

します。この採決は起立によって行います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第４１号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（壱岐出会いの村）及び議案第４２号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市猿岩物

産館）並びに議案第４４号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市営印通寺共同店舗）か

ら議案第４７号消防ポンプ自動車購入契約の変更についてまでの６件は、原案のとおり全て可決

されました。 

 次に、議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）から議案第５１号令和元年

度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）についてまでの４件について一括討論を行います。討

論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第４８号から議案第５１号までの４件を一括採決いたします。この採決は起立に

よって行います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、議案第４８号令和元年度壱岐市一般会計補正予

算（第６号）から議案第５１号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）までの４件は、

原案のとおり全て可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．同意第２号～日程第３９．同意第２０号 
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○議長（豊坂 敏文君）  次に、日程第２１、同意第２号壱岐市農業委員会委員の任命についてか

ら日程第３９、同意第２０号壱岐市農業委員会委員の任命についてまでの１９件を一括議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  同意第２号から同意第２０号まで、壱岐市農業委員会委員の任命につい

て御説明いたします。 

 本件は、現壱岐市農業委員会の委員が、令和２年２月２９日をもちまして任期満了を迎えるこ

とから、次期３年間の委員の任命を行うに当たり、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

 今回の壱岐市農業委員会の委員候補者の選考につきましては、壱岐市ホームページ、自治公民

館及び実行組合等を通じまして約１カ月間の周知を行いましたところ、自治公民館及び実行組合

等により推薦がありました。このような経過を経て、今般１９名の委員候補を選出いたしており

ます。 

 まず、同意第２号農業委員の任命について説明させていただきます。住所、壱岐市郷ノ浦町片

原触２６３２番地、氏名横山博之氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 次に、同意第３号農業委員の任命について。住所、壱岐市郷ノ浦町渡良浦３４６番地、氏名谷

島栄一氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第４号農業委員の任命について。住所、壱岐市郷ノ浦町柳田触７５９番地、氏名山

本由紀江氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第５号農業委員の任命について。住所、壱岐市郷ノ浦町新田触１４５０番地１、氏

名伊藤芳和氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第６号農業委員の任命について。住所、壱岐市郷ノ浦町志原南触１３７４番地、氏

名野元芳枝氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第７号農業委員の任命について。住所、壱岐市郷ノ浦町若松触２１７７番地、氏名

成石範明氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第８号農業委員の任命について。住所、壱岐市勝本町西戸触５１３番地、氏名豊永

弘孝氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第９号農業委員の任命について。住所、壱岐市勝本町北触１７４番地、氏名黒岩秀

樹氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１０号農業委員の任命について。住所、壱岐市勝本町立石西触４６８番地、氏名
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豊増千代子氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１１号農業委員の任命について。住所、壱岐市勝本町本宮西触１５７０番地２、

氏名松永政秋氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１２号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町深江平触３０２番地、氏名

山川輝光氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１３号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町諸吉二亦触１０７４番地、

氏名山口繁子氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１４号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町湯岳興触６３１番地、氏名

久保博敬氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１５号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町国分本村触８５６番地、氏

名橋本直巳氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１６号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町箱崎谷江触１０６４番地、

氏名重田豊次氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１７号農業委員の任命について。住所、壱岐市芦辺町箱崎江角触１６５６番地、

氏名藤本光義氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１８号農業委員の任命について。住所、壱岐市石田町本村触３４３番地、氏名松

尾好夫氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第１９号農業委員の任命について。住所、壱岐市石田町山崎触６７１番地、氏名赤

木英機氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、同意第２０号農業委員の任命について。住所、壱岐市石田町池田仲触１１２５番地、氏

名長岡智香子氏を農業委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

 以上、同意第２号から同意第２０号までの説明を終わります。御審議賜りまして御同意いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これから同意第２号から同意第２０号までの１９件について一括して質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。同意第２号から同意第２０号までについては、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、同意第２号から同意第２０号までについ
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ては、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから、同意第２号から同意第２０号までの１９件について一括討論を行います。討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号から同意第２０号までの１９件を一括して採決します。この採決は起立

によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（豊坂 敏文君）  起立多数です。よって、同意第２号から同意第２０号までの壱岐市農業

委員会委員の任命については、同意することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４０．議員派遣の件 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、日程第４０、議員派遣の件を議題とします。 

 会議規則第１６７条の規定により、タブレットに配信のとおり関係議員を派遣したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣については、タブレットに配信

のとおり決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４１．委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、日程第４１、委員会の閉会中の継続審査・継続調査の申し出の件

を議題とします。 

 会議規則第１１１条の規定により、産業建設常任委員長からの閉会中の継続審査の申し出と議

会運営委員長、総務文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長から継続調査の申し出があり、タ

ブレットに配信をしております。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、委員会の閉会中の継続審査・継続調査とする

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、委員会の閉会中の継続審査・継続調査とすることに

決定いたしました。 

 以上で、予定された議事は終了しましたが、この際お諮りします。１２月会議において議決さ
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れました案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、壱

岐市議会会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定いたし

ました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで白川市長より発言の申し出があっておりますので、これを許しま

す。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  令和元年壱岐市議会定例会１２月会議の閉会に当たり御挨拶申し上げま

す。 

 議員の皆様には、１月２１日から本日まで３３２日間にわたり本会議並びに委員会を通じまし

て慎重な御審議の上、さまざまな御意見、御助言を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 賜りました御意見等を十分尊重し、市政運営に当たる所存でございますので、今後とも御指導

御協力賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、（仮称）壱岐市健康増進センターの整備につきましてでございますが、今後さらに進行

する高齢者の増加並びにそれに伴う社会保障費増大等の問題に対応するため、また市民皆様の健

康増進、生活習慣病予防、介護予防、認知症予防等健康寿命延伸に向けた活動の拠点となる施設

の整備が不可欠であるとの判断から、本年度当初予算において開発計画に必要な業務委託費及び

用地買収費等の予算を計上いたしました。 

 この件につきましては、市議会３月会議において、執行については保留とされたところであり、

その後、総務文教厚生常任委員会において議論をいただくこととされておりました。 

 しかしながら、担当部署とも協議を重ね、熟慮の結果、市の重要政策となる本件につきまして

は、性急に結論を出すことは困難と思われること、また次年度の当初予算については骨格予算と

もなることから、本年度の予算については執行保留のままとして、来る３月会議において減額補

正をさせていただき、次年度以降この計画について精査した後に、再度御提案を申し上げ御審議

をお願いするとの結論に至りました。御理解いただきますようお願い申し上げます。 

 早いもので本年も残りわずかとなりました。ことしもさまざまな出来事がございましたが、

我々日本人にとって一番大きな事柄は、元号が平成から令和にかわり新しい時代がスタートした

ことではないかと思っております。 

 昨年の１２月に一支国じんけんフェスティバルにおいて、講師としてお招きした清水寺の森清
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範貫主の揮毫で知られる、ことしの漢字が１２日に発表され、令和の「令」と報道されました。

皆さんも御承知のとおり、この令和には、人々が美しく心寄せ合う中で文化が生まれ育つ。梅の

花のように日本人が、あすへの希望を咲かせる国でありますようにとの意味が込められておりま

す。 

 新元号「令和」が発表されて以降、その典拠となった万葉集が脚光を浴び、太宰府天満宮を初

め全国の万葉集ゆかりの場所に注目が集まっており、本市におきましても令和ゆかりの地である

万葉公園が５０周年を迎えたところであります。 

 さて、本年９月会議における市山繁議員の一般質問、次期市長選挙について、今しばらくの御

猶予をと申し上げておりました。私は３期１２年間市政を担当させていただいておりますが、こ

の間、全家庭・全事業所への光ファイバー網の整備、市民病院の長崎県病院企業団への加入、有

人国境離島法の制定による航路、航空路のＪＲ並み運賃の実現と雇用の拡大など一定の成果を見

ることができたと思っております。 

 また、昨年は、ＳＤＧｓ未来都市モデル自治体の選定を受けたことにより全国的に注目を浴び、

企業等から連携協定の申し出が相次いでいることからも、あらゆるチャンスを生かしながら

２０３０年の壱岐市のあるべき姿に向けた大きなチャレンジをすることとなってまいります。 

 本年７月１日にエーザイ株式会社と認知症とともに生きる地域社会づくりに関する連携協定の

締結、１０月１日に慶應義塾大学ＳＦＣ湘南藤沢キャンパス研究所と地方創生に関する研究開発

に関する連携協定、１０月２３日にｅラーニングのキャニオン・マインド及び九電ビジネスフロ

ントとのＳＤＧｓ推進に関する連携協定、１１月６日に福岡大学と壱岐医師会との３者による保

険医療に関する連携協定を締結いたしました。 

 このほか人材育成に関し、１月１０日にはリクルートとの連携協定、４月には三菱総研、プラ

チナ大学壱岐校及び仮称でございますけれども、慶應義塾大学壱岐なみらい研究所の開設が予定

されております。 

 また、認知症に係る企業連携について、３月１９日にシンガポールでの講演依頼及び気候非常

事態宣言に関し６月１５・１６日にニューヨークで開催される国連グローバル・コンパクト

２０周年記念リーダーズ・サミットの参加について、国連本部から招待を受けております。 

 さらには、小学校部単位のまちづくり協議会、この設立もこれからでございます。 

 このような状況にあって、みずからの体力・気力の検証と後援会皆様の御意見をお聞きする中

で、これらの新しい施策や連携協定の実を上げるための道筋をつけることは、私の大きな責務で

はないかと思うに至りましたことを御報告申し上げます。 

 結びに、この１年間の市民の皆様並びに議員の皆様の市政に対する御理解、御協力に対し改め

てお礼を申し上げますとともに、これから年末年始にかけ大変多忙な時期となってまいりますの
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で、体調管理には十分御留意いただき、お健やかに輝かしい新年をお迎えになられますことを心

から祈念いたしまして閉会の挨拶といたします。まことにありがとうございました。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  私からも閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 市民の皆様におかれましては、今年一年、壱岐市議会に対しまして御理解、御協力を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

 本年は、天皇陛下の皇位継承に伴い元号が平成から令和に改まり、新しい時代が始まりました。 

 市政全般にわたり、この一年間を振り返りますと、日本で初めて気候非常事態宣言を決議し、

ＳＤＧｓ未来都市として持続可能なまちづくりの取り組みを進めているところであります。令和

という新たな時代に、本市に見合った施策について議決機関としての責任と役割を果たしてまい

ります。 

 本年も残りわずかとなり、これからの寒さも厳しくなります。議員皆様初め市民皆様にはくれ

ぐれも健康にご留意され御健勝にて明るい新年を迎えられますよう、心から祈念を申し上げ閉会

の挨拶といたします。 

 これをもちまして、令和元年壱岐市議会定例会１２月会議を終了いたします。 

 ここでお諮りをいたします。会議規則第７条の規定により、本日をもって令和元年壱岐市議会

定例会を閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、本日をもって令和元年壱岐市議会定例会

を閉会します。本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時45分閉会 

────────────────────────────── 
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       地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

 

              令和  年  月  日 

 

 

                                      議  長 豊坂 敏文 

 

 

                                      署名議員 山内  豊 

 

 

                                      署名議員 植村 圭司 
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議 員 派 遣 に つ い て 

 

                              令和元年１２月１９日 

                           壱岐市議会議長 豊坂 敏文 

 

次のとおり議員を派遣する。 

 １．長崎県病院企業団議会 令和元年度第２回定例会 

 （１）目  的   第２回定例会出席のため 

 （２）派遣場所  長崎県長崎市 

 （３）期  間  令和元年１２月２６日～２７日（１泊２日） 

 （４）派遣議員  久保田 恒憲、市山 繁 
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閉会中継続審査 申出書 

 

委員会名 事   件 

産業建設 

常任委員会 

事件 ・議案第４３号「公の施設の指定管理者の指定について

（壱岐風民の郷）」 

理由 ・更に慎重な審査を必要とするため 

 

閉会中継続調査 申出書 

 

委員会名 事   件 

 

議会運営委員会 
事件 ・本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項 

期限 ・次期定例会招集日前日まで 

総務文教厚生 

常任委員会 

事件 ・総務部、市民部、保健環境部、消防本部、教育委員

会、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に関

する調査 

産業建設 

常任委員会 

事件 ・企画振興部、農林水産部、建設部、農業委員会の所管

に関する調査 

 

 


